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○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
二
号 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
条
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の

構
造
方
法
が
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
方
法
を
定
め
る
こ
の
告
示
を
制
定
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
土
交
通
大
臣 

冬
柴 

鐵
三 

建
築
物
の
構
造
方
法
が
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
方
法
を
定
め
る
件 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
条
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の

構
造
方
法
が
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
章
第
八
節
に
規
定

す
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

令
第
八
十
二
条
各
号
、
令
第
八
十
二
条
の
二
、
令
第
八
十
二
条
の
四
、
令
第
八
十
二
条
の
五
（
第
二
号
、
第
三
号
、

第
五
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
及
び
第
八
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
安
全
性

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
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は
、
固
定
モ
ー
メ
ン
ト
法
、
た
わ
み
角
法
そ
の
他
の
解
析
法
の
う
ち
荷
重
及
び
外
力
に
よ
っ
て
建
築
物
の
構
造
耐
力
上

主
要
な
部
分
そ
の
他
の
部
分
に
生
ず
る
力
及
び
変
形
を
当
該
建
築
物
の
性
状
に
応
じ
て
適
切
に
計
算
で
き
る
方
法
を
用

い
る
こ
と
。 

ロ 

令
第
八
十
二
条
の
三
並
び
に
令
第
八
十
二
条
の
五
第
二
号
及
び
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
又
は
こ
れ
と
同
等

以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
を
行
う

場
合
に
あ
っ
て
は
、
増
分
解
析
若
し
く
は
極
限
解
析
に
よ
る
方
法
又
は
節
点
振
分
け
法
そ
の
他
の
解
析
法
の
う
ち
荷
重

及
び
外
力
に
よ
っ
て
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
及
び
各
階
の
保
有
水
平
耐
力
そ
の
他
の
耐
力
を

当
該
建
築
物
の
性
状
に
応
じ
て
適
切
に
計
算
で
き
る
方
法
を
用
い
る
こ
と
。 

ハ 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
三
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
増
分
解
析
に
よ
る

方
法
を
用
い
る
も
の
と
し
、
こ
れ
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
増
分
解
析
法
そ
の
他
の
解
析
法
の
う
ち
荷
重
及
び
外
力

に
よ
っ
て
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
及
び
変
形
並
び
に
各
階
の
保
有
水
平
耐
力
そ
の
他
の
耐
力

を
当
該
建
築
物
の
性
状
に
応
じ
て
適
切
に
計
算
で
き
る
方
法
を
用
い
る
こ
と
。 
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二 

前
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
実
験
そ
の
他
の
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
く
部
材
又

は
架
構
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
の
耐
力
算
定
式
又
は
構
造
計
算
上
必
要
と
な
る
数
値
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
耐
力
算
定
式
又
は
数
値
が
建
築
物
の
性
状
に
応
じ
て
適
切
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 
 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

1 

○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
三
号 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五

十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
号
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
告
示
を
制
定
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
土
交
通
大
臣 

冬
柴 

鐵
三 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
を
定
め
る
件 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
五
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
に
地
震
力
に
よ
っ
て
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
変
形
を
把
握

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
又
は
規
模
を
限
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建

築
物
と
す
る
。 

一 

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建

築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
及
び
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
イ
又
は
ハ
）
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の 
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イ 

次
の
(1)
か
ら
(4)
ま
で
に
該
当
す
る
も
の 

(1) 

架
構
を
構
成
す
る
柱
の
相
互
の
間
隔
が
六
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の 

(2) 
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の 

(3) 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
つ
い
て
標
準
せ
ん
断
力
係
数
を
〇
・
三
以
上
と
す
る
計
算
を
し

て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら

れ
た
も
の
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
う
ち
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（
厚

さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
柱
に
あ
っ
て
は
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に

よ
っ
て
当
該
柱
に
生
ず
る
力
の
大
き
さ
の
値
に
そ
の
鋼
材
の
種
別
並
び
に
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方
法
に
応

じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
柱
に
生
ず
る
力
の
大
き
さ
の
値
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
角
形
鋼
管
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激

な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方
法 

鋼
材
の
種
別 

 
(い) 

 
 

(ろ) 
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内
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
形
式
（
ダ
イ

ア
フ
ラ
ム
を
落
と
し
込
む
形
式

と
し
た
も
の
を
除
く
。
） 

(い)
欄
に
掲
げ
る
形
式
以
外
の

形
式 

(一) 

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構

造
用
角
形
鋼
管
）
―
二
〇
〇
六
に
適
合

す
る
角
形
鋼
管 

一
・
三

一
・
四 

(二) 

(一)
に
掲
げ
る
角
形
鋼
管
以
外
の
角
形

鋼
管
の
う
ち
、
ロ
ー
ル
成
形
そ
の
他
断

面
の
す
べ
て
を
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工

し
た
も
の 

一
・
二

一
・
三 

(三) 

(一)
に
掲
げ
る
角
形
鋼
管
以
外
の
角
形

鋼
管
の
う
ち
、
プ
レ
ス
成
形
そ
の
他
断

面
の
一
部
を
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し

た
も
の 

一
・
一

一
・
二 

(4) 

水
平
力
を
負
担
す
る
筋
か
い
の
軸
部
が
降
伏
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
筋
か
い
の
端
部
及
び
接
合
部
が
破
断
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し
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の 

ロ 
次
の
(1)
か
ら
(6)
ま
で
に
該
当
す
る
も
の 

(1) 
地
階
を
除
く
階
数
が
二
以
下
で
あ
る
も
の 

(2) 

架
構
を
構
成
す
る
柱
の
相
互
の
間
隔
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の 

(3) 

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
（
平
家
建
て
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
）
で

あ
る
も
の 

(4) 

イ
(3)
及
び
(4)
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の 

(5) 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の 

(6) 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
若
し
く
は
は
り
又
は
こ
れ
ら
の
接
合
部
が
局
部
座
屈
、
破
断
等
に
よ
っ
て

、
又
は
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
脚
部
と
基
礎
と
の
接
合
部
が
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
破
断
、
基
礎
の
破

壊
等
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
も
の 

ハ 

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
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一
項
第
一
号
ロ
(2)
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
安
全
で
あ
る
と
認
定
し
た
構
造
の
建
築
物
又

は
そ
の
部
分 

二 

高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
壁
式
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
を
除
く
。
）
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
こ

れ
ら
の
構
造
を
併
用
す
る
構
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の 

イ 

次
の
(1)
及
び
(2)
に
該
当
す
る
も
の 

(1) 

地
上
部
分
の
各
階
の
耐
力
壁
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
四
号
第
一
第
三
号
イ
(1)
に
規
定
す

る
開
口
周
比
が
〇
・
四
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
で
あ
る
柱
及
び
耐
力
壁
以
外
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
（
上
端
及
び
下

端
が
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
緊
結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
水
平
断
面
積
が
次
の
式
に
適
合
す
る
も
の
。
た

だ
し
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
に
あ
っ
て
は
、
同
式
中
「0

.
7

」
と
あ
る
の
は
「1

.
0

」
と
す
る
。 

∑
∑

α
+

α
i

c
w

ZW
A

A
7.
0

A
5.
2

≧
 

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
α
、
Ａw
、
Ａc
、
Ｚ
、
Ｗ
及
び
Ａi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 
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α 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
に
よ
る
割
り
増
し
係
数
と
し
て
、
設
計
基
準
強
度
が
一
平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
・
〇
、
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ

ュ
ー
ト
ン
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
を
十
八
で
除
し
た
数
値
の
平
方
根
の
数
値
（
当
該
数
値
が
二
の
平
方
根
の
数

値
を
超
え
る
と
き
は
、
二
の
平
方
根
の
数
値
） 

Ａw 

当
該
階
の
耐
力
壁
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の
水
平
断
面
積
（
単
位 

平
方
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
） 

Ａc 

当
該
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
水
平
断
面
積
及
び
耐
力
壁
以
外
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
（
上
端
及
び
下
端
が
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
緊
結
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の
水
平
断
面
積
（
単
位 

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

） 

Ｚ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｚ
の
数
値 

Ｗ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
震
力
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
階
が
支
え
る
部
分
の
固
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定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
（
令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る

多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、
更
に
積
雪
荷
重
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
）
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

Ａi 
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
階
に
係
る
Ａi
の
数
値 

(2) 

地
震
力
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
せ
ん
断
力
と
し
て
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
設
計
用

せ
ん
断
力
を
用
い
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
安
全
で
あ
る

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

{
}y

O
E

L
D

Q
Q,

nQ
Q

m
in

Q
+

+
=

 

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
ＱＤ

、
ＱＬ

、
ｎ
、

ＱＥ

、
ＱＯ

及
び
Ｑy

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

ＱＤ 

設
計
用
せ
ん
断
力
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

ＱＬ 

固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
（
令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
指
定

す
る
多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、
更
に
積
雪
荷
重
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
常
時
荷

重
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
生
ず
る
せ
ん
断
力
。
た
だ
し
、
柱
の
場
合
に
は
零
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（

単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 
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ｎ 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
あ
っ
て
は
一
・
五
（
耐
力
壁
に
あ
っ
て
は
二
・
〇
）
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
に
あ
っ
て
は
一
・
〇
以
上
の
数
値 

ＱＥ 
令
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
震
力
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
地
震
力
に
よ
っ
て
生
ず

る
せ
ん
断
力
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

ＱＯ 

柱
又
は
は
り
に
お
い
て
、
部
材
の
支
持
条
件
を
単
純
支
持
と
し
た
場
合
に
常
時
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
せ

ん
断
力
。
た
だ
し
、
柱
の
場
合
に
は
零
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

Qy 

柱
又
は
は
り
に
お
い
て
、
部
材
の
両
端
に
曲
げ
降
伏
が
生
じ
た
時
の
せ
ん
断
力
。
た
だ
し
、
柱
の
場
合
に

は
柱
頭
に
接
続
す
る
は
り
の
曲
げ
降
伏
を
考
慮
し
た
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン

） 

ロ 

施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
(2)
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
安
全
で
あ
る
と

認
定
し
た
構
造
の
建
築
物
又
は
そ
の
部
分 

三 

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
及
び
鉄
骨
造
の
う
ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
又
は

こ
れ
ら
の
構
造
の
う
ち
一
以
上
の
構
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す
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る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
（
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
あ
る
も
の 

 
ロ 

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の 

 

ハ 

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の 

ニ 

鉄
骨
造
の
構
造
部
分
を
有
す
る
階
が
第
一
号
イ
(1)
、
(3)
及
び
(4)
に
適
合
す
る
も
の 

ホ 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
部
分
を
有
す
る
階
が
前
号
イ
に
適
合
す
る
も
の 

四 

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
以

外
の
も
の 

イ 

地
階
を
除
く
階
数
が
二
又
は
三
で
あ
り
、
か
つ
、
一
階
部
分
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
、
二
階
以
上
の
部
分
を

木
造
と
し
た
も
の 

ロ 

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の 

 

ハ 

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の 

ニ 

地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
二
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の 
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ホ 

地
上
部
分
に
つ
い
て
、
二
階
以
上
の
各
階
の
剛
性
率
が
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
、
か
つ
、
各
階
の
偏
心
率
が
同
号
ロ
に
適
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の 

へ 

一
階
部
分
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
三
第
一
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
っ

た
も
の 

ト 

二
階
以
上
の
部
分
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
一
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
っ

た
も
の 

五 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ
て
、
デ
ッ
キ

プ
レ
ー
ト
版
を
用
い
た
部
分
以
外
の
部
分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ
に
つ
い
て
は
当
該
屋
根
版
を
含
む
。
）
が

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の 

イ 

木
造
の
建
築
物
で
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の 

ロ 

組
積
造
又
は
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
建
築
物
で
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
あ
る
も
の 

ハ 

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
骨
造
の

建
築
物
で
あ
っ
て
、
第
一
号
イ
又
は
ロ
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
及
び
屋
上
を
自
動
車
の
駐
車
そ
の
他
こ
れ
に
類
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す
る
積
載
荷
重
の
大
き
な
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
イ
）
に
該
当
す
る
も
の 

ニ 
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
壁
式
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
を
除
く
。
）
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又

は
こ
れ
ら
の
構
造
を
併
用
す
る
構
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
も
の 

ホ 

木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
及
び
鉄
骨
造
の
う
ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
又
は

こ
れ
ら
の
構
造
の
う
ち
一
以
上
の
構
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す

る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の 

ヘ 

木
造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
前
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
該
当
す
る
も
の 

六 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ

て
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
部
分
以
外
の
部
分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ
に
つ
い
て
は
当

該
屋
根
版
を
含
む
。
）
が
前
号
イ
若
し
く
は
ハ
又
は
ホ
（
木
造
又
は
鉄
骨
造
の
建
築
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該

当
す
る
も
の
以
外
の
も
の 

七 

屋
根
版
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
建
築
物
で
あ
っ
て
、
屋
根
版
以
外
の
部
分
（
建
築
物
の
高
さ
及
び
軒
の
高
さ
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に
つ
い
て
は
当
該
屋
根
版
を
含
む
。
）
が
第
五
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の 

八 
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
に
規
定
す
る
骨
組
膜
構
造
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ

に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の 

イ 

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
第
一
第
二
項
第
一
号
ロ
(1)
か
ら
(3)
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
方
法

に
該
当
す
る
も
の 

ロ 

骨
組
の
構
造
が
第
五
号
イ
か
ら
へ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

附 

則 
 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
号
は
、
廃
止
す
る
。 
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○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
四
号 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
第
一
号
、
第
八
十
二
条
の
二
、
第
八
十
二

条
の
三
第
一
号
及
び
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
有
水
平
耐
力
計
算
及
び
許
容
応
力
度
等
計
算
の
方
法

を
定
め
る
告
示
を
制
定
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
土
交
通
大
臣 

冬
柴 

鐵
三 

保
有
水
平
耐
力
計
算
及
び
許
容
応
力
度
等
計
算
の
方
法
を
定
め
る
件 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
第
一
号
、
第
八
十
二
条
の
二
、
第
八
十
二

条
の
三
第
一
号
及
び
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
有
水
平
耐
力
計
算
及
び
許
容
応
力
度
等
計
算
の
方
法

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

第
一 

構
造
計
算
に
用
い
る
数
値
の
設
定
方
法 

一 

建
築
物
の
架
構
の
寸
法
、
耐
力
、
剛
性
、
剛
域
そ
の
他
の
構
造
計
算
に
用
い
る
数
値
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の

実
況
に
応
じ
て
適
切
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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二 

前
号
の
数
値
の
設
定
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
接
合
部
の
構
造
方
法
そ
の
他
当
該
建
築
物
の
実
況
に
応
じ
て
適
切

な
設
定
の
組
み
合
わ
せ
が
複
数
存
在
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
仮
定
に
基
づ
き
構
造
計
算
を
し
て
当
該
建
築
物

の
安
全
性
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

三 

壁
に
開
口
部
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
開
口
部
を
設
け
な
い
場
合
と
同
等
以
上
の
剛
性
及
び
耐
力
を
有
す
る
よ

う
に
当
該
開
口
部
の
周
囲
が
補
強
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
壁
の
剛
性
及
び
耐
力
を
低
減
し
た
上
で
耐
力
壁
と
し
て
構
造
計
算
を
行
う
か
、
当
該
壁
を

非
構
造
部
材
（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
以
外
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
取
り
扱
っ
た
上
で
第
二
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
開
口
部
の
上
端
を
当
該
階
の
は
り
に
、
か
つ
、
開
口
部
の
下

端
を
当
該
階
の
床
版
に
そ
れ
ぞ
れ
接
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
壁
を
一
の
壁
と
し
て
取
り
扱
っ
て
は

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

イ 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
た
耐
力
壁
（
周
囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
に
緊
結
さ
れ
た
も

の
と
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
開
口
部
を
設
け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
開
口
部
が
(1)
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め

た
場
合 

当
該
開
口
部
を
有
す
る
耐
力
壁
の
せ
ん
断
剛
性
の
数
値
に
(2)
に
よ
っ
て
計
算
し
た
低
減
率
を
乗
じ
る
と
と
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も
に
、
当
該
開
口
部
を
有
す
る
耐
力
壁
の
せ
ん
断
耐
力
の
数
値
に
(3)
に
よ
っ
て
計
算
し
た
低
減
率
を
乗
じ
て
構
造
計

算
を
行
う
こ
と
。 

(1) 
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
開
口
周
比
が
〇
・
四
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

(
)(

)l
h/

l
h

r
0

0
0

⋅
⋅

=
 

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
r0

、
h0

、
l0

、
h
及
び
l
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

r0 

開
口
周
比 

h0 

開
口
部
の
高
さ
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

l0 

開
口
部
の
長
さ
（
単
位 
メ
ー
ト
ル
） 

h 

開
口
部
を
有
す
る
耐
力
壁
の
上
下
の
は
り
の
中
心
間
距
離
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

l 

開
口
部
を
有
す
る
耐
力
壁
の
両
端
の
柱
の
中
心
間
距
離
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

(2) 

当
該
開
口
部
を
有
す
る
耐
力
壁
の
せ
ん
断
剛
性
の
低
減
率
を
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

0
1

r
25
.1

1
r

−
=

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
r1

は
せ
ん
断
剛
性
の
低
減
率
を
表
す
も
の
と
し
、
r0

は
(1)
に
規
定
す
る
r0

の
数
値
を
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表
す
も
の
と
す
る
。 

(3) 

当
該
開
口
部
を
有
す
る
耐
力
壁
の
せ
ん
断
耐
力
の
低
減
率
を
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

{
}h

/
h,

l/
l,

r
m

ax
1

r
o

o
o

2
−

=
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
r2

は
せ
ん
断
耐
力
の
低
減
率
を
表
す
も
の
と
し
、
r0

、
l0

、
 l
、
h0

及
び
h
は
、
そ

れ
ぞ
れ
(1)
に
規
定
す
る
r0

、
l0

、
 l
、
h0

及
び
h
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

ロ 

開
口
部
を
有
す
る
耐
力
壁
の
剛
性
及
び
耐
力
の
低
減
に
つ
い
て
特
別
な
調
査
又
は
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合 

当

該
開
口
部
を
有
す
る
耐
力
壁
の
剛
性
及
び
耐
力
を
当
該
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
低
減
し
て
構
造
計
算

を
行
う
こ
と
。 

四 

壁
以
外
の
部
材
に
開
口
部
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
開
口
部
を
設
け
な
い
場
合
と
同
等
以
上
の
剛
性
及
び
耐
力

を
有
す
る
よ
う
に
当
該
開
口
部
の
周
囲
が
補
強
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
部
材
の
剛
性
及
び
耐
力
の
低
減
に
つ

い
て
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
算
出
し
た
上
で
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
と
し
て
構
造
計
算
を
行
う
か

、
当
該
部
材
を
非
構
造
部
材
と
し
て
取
り
扱
っ
た
上
で
第
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

第
二 

荷
重
及
び
外
力
に
よ
っ
て
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
の
計
算
方
法 
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一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
従
っ
て
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分

に
生
ず
る
力
を
計
算
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

イ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
は
、
当
該
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
が
弾
性
状
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
計
算

す
る
こ
と
。 

ロ 

基
礎
又
は
基
礎
ぐ
い
の
変
形
を
考
慮
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
十
三
号
第
一

に
規
定
す
る
地
盤
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
基
礎
又
は
基
礎
ぐ
い
の
接
す
る
地
盤
が
弾
性
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確

か
め
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
非
構
造
部
材
か
ら
伝
達
さ
れ
る
力
の
影
響
を
考
慮
し
て
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に

生
ず
る
力
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
非
構
造
部
材
か
ら
伝

達
さ
れ
る
力
の
影
響
が
な
い
も
の
と
し
て
も
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

三 

前
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
を
計
算
す
る
ほ
か
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
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る
場
合
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
計
算
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
計
算
と
同
等
以
上
に
建
築
物

又
は
建
築
物
の
部
分
が
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
計
算
を
そ
れ
ぞ
れ
行
う
場
合
に
あ

っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

建
築
物
の
地
上
部
分
の
剛
節
架
構
の
一
部
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
耐
力

壁
を
配
置
す
る
架
構
と
し
、
か
つ
、
地
震
時
に
当
該
架
構
を
設
け
た
階
に
お
け
る
耐
力
壁
（
そ
の
端
部
の
柱
を
含
む
。

）
が
負
担
す
る
せ
ん
断
力
の
和
が
当
該
階
に
作
用
す
る
地
震
力
の
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合 

当
該
架
構
の
柱
（
耐
力

壁
の
端
部
と
な
る
柱
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
柱
が
支
え
る
部
分
の
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
（
令
第
八
十

六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、
更
に
積
雪
荷
重
を
加
え
る

も
の
と
す
る
。
以
下
「
常
時
荷
重
」
と
い
う
。
）
に
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
層
せ
ん
断
力
係
数
を
乗

じ
た
数
値
の
〇
・
二
五
倍
以
上
と
な
る
せ
ん
断
力
が
作
用
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
と
常
時
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を

組
み
合
わ
せ
て
計
算
し
た
当
該
柱
の
断
面
に
生
ず
る
応
力
度
が
令
第
三
章
第
八
節
第
三
款
の
規
定
に
よ
る
短
期
に
生
ず

る
力
に
対
す
る
許
容
応
力
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 
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ロ 

地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
建
築
物
又
は
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
い
ず
れ
か
の
階
に
お

い
て
、
当
該
階
が
支
え
る
部
分
の
常
時
荷
重
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
荷
重
を
支
持
す
る
柱
を
架
構
の
端
部
に
設
け

る
場
合 

建
築
物
の
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
以
外
の
方
向
に
水
平
力
が
作
用
す
る
も
の
と
し
て
令
第
八
十
二
条

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
い
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

ハ 

地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
建
築
物
又
は
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
昇
降
機
塔

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
建
築
物
の
屋
上
か
ら
突
出
す
る
部
分
（
当
該
突
出
す
る
部
分
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

も
の
に
限
る
。
）
又
は
屋
外
階
段
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
建
築
物
の
外
壁
か
ら
突
出
す
る
部
分
を
設
け
る
場
合 

作
用

す
る
荷
重
及
び
外
力
（
地
震
力
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
が
突
出
す
る
方
向
と
直
交
す
る
方
向
の
水
平
震
度
（
令
第
八

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｚ
の
数
値
に
一
・
〇
以
上
の
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
値
又
は
特
別
な
調
査
若
し
く
は
研
究

に
基
づ
き
当
該
部
分
の
高
さ
に
応
じ
て
地
震
動
の
増
幅
を
考
慮
し
て
定
め
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
値
と
す
る
。
）
に

基
づ
き
計
算
し
た
数
値
と
す
る
。
）
に
対
し
て
、
当
該
部
分
及
び
当
該
部
分
が
接
続
さ
れ
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分

に
生
ず
る
力
を
計
算
し
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
い
安
全
で
あ
る
こ
と

を
確
か
め
る
こ
と
。 
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ニ 

片
持
ち
の
バ
ル
コ
ニ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
建
築
物
の
外
壁
か
ら
突
出
す
る
部
分
（
建
築
物
の
外
壁
か
ら
突
出
す

る
部
分
の
長
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
を
設
け
る
場
合 

作
用
す
る
荷
重
及
び
外
力
（
地
震
力
に
あ

っ
て
は
、
当
該
部
分
の
鉛
直
震
度
（
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｚ
の
数
値
に
一
・
〇
以
上
の
数
値
を
乗
じ
て

得
た
数
値
と
す
る
。
）
に
基
づ
き
計
算
し
た
数
値
と
す
る
。
）
に
対
し
て
、
当
該
部
分
及
び
当
該
部
分
が
接
続
さ
れ
る

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
を
計
算
し
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算

を
行
い
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

第
三 

地
震
力
に
よ
っ
て
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間
変
位
の
計
算
方
法 

一 

令
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
層
間
変
位
は
、
地
震
力
が
作
用
す
る
場
合
に
お
け
る
各
階
の
上
下
の
床
版
と
壁
又

は
柱
と
が
接
す
る
部
分
の
水
平
方
向
の
変
位
の
差
の
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
の
成
分
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
層
間
変
形
角
（
当
該
層
間
変
位
の
当
該
各
階
の
高
さ
に
対
す
る
割
合
を
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
上
下
の
床
版
に
接
す
る
壁
及
び
柱
の
す
べ
て
に
つ
い
て
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
イ
の
規
定
に
従
っ
て
剛
性
率
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け

る
層
間
変
形
角
の
算
定
に
用
い
る
層
間
変
位
は
、
各
階
に
お
い
て
当
該
階
が
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
の
せ
ん
断
力
に
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対
し
て
一
様
に
変
形
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
水
平
剛
性
の
数
値
に
基
づ
き
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特

別
な
調
査
又
は
研
究
に
よ
っ
て
建
築
物
の
層
間
変
位
を
計
算
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四 

保
有
水
平
耐
力
の
計
算
方
法 

一 

令
第
八
十
二
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
は
、
建
築
物
の
地
上
部
分
の
各
階
ご
と
に
、
架
構
が
次
に

定
め
る
崩
壊
形
に
達
す
る
時
に
お
け
る
当
該
各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
じ
る
水
平
力
の
和
の
う
ち
最
も
小

さ
い
数
値
以
下
の
数
値
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

全
体
崩
壊
形
（
建
築
物
の
す
べ
て
の
は
り
（
最
上
階
の
は
り
及
び
一
階
の
床
版
に
接
す
る
は
り
を
除
く
。
）
の
端
部

並
び
に
最
上
階
の
柱
頭
及
び
一
階
の
柱
脚
に
塑
性
ヒ
ン
ジ
が
生
じ
る
こ
と
、
一
階
の
耐
力
壁
の
脚
部
に
塑
性
ヒ
ン
ジ
が

生
じ
る
こ
と
そ
の
他
の
要
因
に
よ
っ
て
建
築
物
の
全
体
が
水
平
力
に
対
し
て
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
状
態
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
） 

ロ 

部
分
崩
壊
形
（
全
体
崩
壊
形
以
外
の
状
態
で
あ
っ
て
、
建
築
物
の
特
定
の
階
に
お
い
て
す
べ
て
の
柱
頭
及
び
柱
脚
に

塑
性
ヒ
ン
ジ
が
生
じ
る
こ
と
、
耐
力
壁
が
せ
ん
断
破
壊
す
る
こ
と
そ
の
他
の
要
因
に
よ
っ
て
建
築
物
の
特
定
の
階
が
水

平
力
に
対
し
て
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 



 

10 

ハ 

局
部
崩
壊
形
（
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
い
ず
れ
か
が
破
壊
し
、
架
構
が
水
平
力
に
対
し
て
は
引
き
続

き
耐
え
ら
れ
る
状
態
で
あ
っ
て
も
、
常
時
荷
重
に
対
し
て
架
構
の
一
部
が
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
状
態
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
） 

二 

各
階
の
保
有
水
平
耐
力
を
増
分
解
析
に
よ
り
計
算
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
の
地
上
部
分
の
各
階
に
つ
い
て

標
準
せ
ん
断
力
係
数
（
令
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
地
震
力
の
計
算
時
に
用
い
る
係
数
を
い
う
。
）
の
数
値
を
漸
増
さ

せ
、
こ
れ
に
応
じ
た
地
震
層
せ
ん
断
力
係
数
に
当
該
各
階
が
支
え
る
部
分
の
常
時
荷
重
を
乗
じ
た
数
値
を
水
平
力
と
し

て
作
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
震
層
せ
ん
断
力
係
数
を
計
算
す
る
場
合
に
用
い
る
Ａi
は

、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ａi
（
以
下
単
に
「
Ａi
」
と
い
う
。
）
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
Ａi
に
同
項
に
規
定
す
る
Ds
（
以
下
単
に
「
Ds
」
と

い
う
。
）
及
び
Fes
（
以
下
単
に
「
Fes
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
た
数
値
を
Ａi
に
替
え
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

Ａi
を
用
い
て
増
分
解
析
を
行
い
、
架
構
の
崩
壊
状
態
が
全
体
崩
壊
形
と
な
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合 

ロ 

Ａi
を
用
い
て
増
分
解
析
を
行
い
、
架
構
の
崩
壊
状
態
が
部
分
崩
壊
形
又
は
局
部
崩
壊
形
と
な
る
こ
と
が
確
か
め
ら

れ
、
か
つ
、
崩
壊
す
る
階
（
部
分
崩
壊
形
に
あ
っ
て
は
水
平
力
に
対
し
て
不
安
定
に
な
る
階
を
、
局
部
崩
壊
形
に
あ
っ
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て
は
局
部
的
な
崩
壊
が
生
じ
る
階
を
い
う
。
）
以
外
の
階
で
あ
る
建
築
物
の
部
分
（
崩
壊
す
る
階
が
架
構
の
中
間
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
階
の
上
方
及
び
下
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
建
築
物
の
部
分
）
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
は
り
（
当

該
建
築
物
の
部
分
の
最
上
階
の
は
り
及
び
最
下
階
の
床
版
に
接
す
る
は
り
を
除
く
。
）
の
端
部
並
び
に
最
上
階
の
柱
頭

及
び
最
下
階
の
柱
脚
に
塑
性
ヒ
ン
ジ
が
生
じ
る
こ
と
そ
の
他
の
要
因
に
よ
っ
て
当
該
建
築
物
の
部
分
の
全
体
が
水
平
力

に
対
し
て
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
状
態
と
な
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合 

ハ 

建
築
物
の
振
動
特
性
に
関
す
る
特
別
な
調
査
又
は
研
究
に
よ
っ
て
地
震
力
に
耐
え
て
い
る
建
築
物
の
各
階
の
層
せ
ん

断
力
の
高
さ
方
向
の
分
布
に
つ
い
て
Ds
及
び
Fes
を
考
慮
し
て
計
算
し
た
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
た
場
合 

三 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
、
は
り
若
し
く
は
壁
又
は
こ
れ
ら
の
接
合
部
に
つ
い
て
、
第
一
号
に
お
け
る
架

構
の
崩
壊
状
態
の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
局
部
座
屈
、
せ
ん
断
破
壊
等
に
よ
る
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力

の
低
下
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結

果
に
基
づ
き
適
切
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

木
造
の
架
構
に
あ
っ
て
は
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
若
し
く
は
は
り
又
は
こ
れ
ら
の
接
合
部
が
そ
の
部
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分
の
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 
鉄
骨
造
の
架
構
に
お
い
て
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。

以
下
ロ
に
お
い
て
単
に
「
角
形
鋼
管
」
と
い
う
。
）
を
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
に
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
次
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
角
形
鋼
管
に
構
造

耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

 

(1) 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
角
形
鋼
管
を
用
い
た
柱
が
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―
二
〇
〇
六
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分

で
あ
る
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
（
最
上
階
の
柱
の
柱
頭
部
及
び
一
階
の
柱
の
脚
部
で
あ
る
接
合
部
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
二
第
三
号
イ
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
ほ
か
、
当

該
柱
が
一
階
の
柱
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
震
時
に
柱
の
脚
部
に
生
ず
る
力
に
一
・
四
（
柱
及
び
は
り
の
接
合

部
の
構
造
方
法
を
内
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
形
式
（
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
を
落
と
し
込
む
形
式
と
し
た
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た

場
合
は
一
・
三
）
以
上
の
数
値
を
乗
じ
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
て
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当
該
建
築
物
が
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

(2) 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
角
形
鋼
管
を
用
い
た
柱
が
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）

―
二
〇
〇
六
に
適
合
す
る
角
形
鋼
管
以
外
の
角
形
鋼
管
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
柱
の
存
す
る
階
ご
と
に
、

柱
及
び
は
り
の
接
合
部
（
最
上
階
の
柱
頭
部
及
び
一
階
の
柱
脚
部
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
次
の
式
に
適
合
す
る
こ
と

を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
式
に
適
合
し
な
い
階
に
設
け
た
角
形
鋼
管
の
柱
の
材
端
（
は
り
そ
の
他
の
横
架

材
に
接
着
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
(2)
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
最
上
階
の
角
形
鋼
管
の
柱
頭
部
及
び
一
階
の
角
形

鋼
管
の
柱
脚
部
の
耐
力
を
、
鋼
材
の
種
別
並
び
に
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方
法
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る

係
数
を
乗
じ
て
低
減
し
、
か
つ
、
当
該
耐
力
を
低
減
し
た
柱
に
接
着
す
る
は
り
の
材
端
（
柱
に
接
着
す
る
部
分
を
い

う
。
以
下
(2)
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
塑
性
ヒ
ン
ジ
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
令
第
八
十
二
条
の
三
に
規
定

す
る
構
造
計
算
を
行
い
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

{
}

∑
∑

M
pp

3.
1,

M
pb

5.
1

m
in

M
pc

≧
 

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Mpc
、
Mpb
及
び
Mpp
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

Mpc 

各
階
の
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
に
お
い
て
柱
の
材
端
に
生
じ
う
る
も
の
と
し
た
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（
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単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト
ル
） 

Mpb 

各
階
の
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
に
お
い
て
は
り
の
材
端
に
生
じ
う
る
も
の
と
し
た
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト
ル
） 

Mpp 

各
階
の
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
に
生
じ
う
る
も
の
と
し
た
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン

メ
ー
ト
ル
） 

柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方
法 

(い) 

(ろ) 

鋼
材
の
種
別 

内
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
形
式
（
ダ
イ
ア
フ

ラ
ム
を
落
と
し
込
む
形
式
と
し
た
も

の
を
除
く
。
） 

(い)
欄
に
掲
げ
る
形
式
以
外
の
形
式 

ロ
ー
ル
成
形
そ
の
他
断
面
の
す

べ
て
を
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工

し
た
も
の 

〇
・
八
〇

〇
・
七
五 

プ
レ
ス
成
形
そ
の
他
断
面
の
一

〇
・
八
五

〇
・
八
〇 
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部
を
冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し

た
も
の 

ハ 
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
架
構
に
あ
っ
て
は
、
使
用
す
る
部
分
及
び
第
一
号
の
計
算
を
行
う
場
合
に
お
け
る
部
材
（

せ
ん
断
破
壊
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
た
部
材
に
限
る
。
）
の
状
態
に
応
じ
、
次
の
表
の
式
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
主
要

な
部
分
に
せ
ん
断
破
壊
を
生
じ
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
せ
ん
断
破
壊
を
生
じ
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 

第
一
号
の
計
算
を
行
う
場
合
に
お
け
る
部
材
の
状
態 

 

使
用
す
る
部
分 

(い) 

(ろ) 

 

部
材
の
両
端
に
ヒ
ン
ジ
が
生
ず
る
状
態 

(い)
欄
に
掲
げ
る
状
態
以
外
の
状
態 

は
り 

M
0

b
1.

1
Ｑ

Ｑ
≧

Ｑ
+

 
M

0
b

2.
1

Ｑ
Ｑ

≧
Ｑ

+
 

柱 
M

c
1.

1
Ｑ

≧
Ｑ

 
M

c
25
.1

Ｑ
≧

Ｑ
 

耐
力
壁 

― 
M

w
25
.1

Ｑ
≧

Ｑ
 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Qb
、
Qc
、
Qw
、
Q0
及
び
QM

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 
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Qb 

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
は
り
の
せ
ん
断
耐
力
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

 

(
)

(
)

j
b

p
85
.0

12
.0

d
Q/

M
18

Fc
p

068
.0

Q
w

y
w

23
.0

t
b

⋅
⋅

  

  
σ⋅

+
+

⋅
+

⋅
=

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
pt
、
Fc

、
M/Q
、
d
、
pw
、
σwy

、
b
及
び
j
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。 

pt 
 

引
張
鉄
筋
比
（
単
位 

パ
ー
セ
ン
ト
） 

Fc 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
（
設
計
に
際
し
採
用
す
る
圧
縮
強
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（

単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

M/Q 

は
り
の
シ
ア
ス
パ
ン
（
は
り
の
有
効
長
さ
内
に
お
け
る
当
該
は
り
に
作
用
す
る
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ

ン
ト
M
と
最
大
の
せ
ん
断
力
Q
の
比
と
し
、
M/Q
の
数
値
が
ｄ
未
満
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ｄ
と
し
、

ｄ
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ｄ
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
値
と
す
る
。
）
（
単

位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

d 

は
り
の
有
効
せ
い
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

pw 

せ
ん
断
補
強
筋
比
（
小
数
と
す
る
。
） 

σwy 

せ
ん
断
補
強
筋
の
材
料
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

b 

は
り
の
幅
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 
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j 

応
力
中
心
距
離
（
は
り
の
有
効
せ
い
に7

/
8

を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
値
と
す
る
。
）
（
単
位 

ミ
リ
メ

ー
ト
ル
） 

Qc 

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
柱
の
せ
ん
断
耐
力
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

 
j

b
1.

0
Q

Q
0

b
c

⋅
⋅

σ
+

=
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Qb
、
σ0

、
b
及
び
j
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

Qb 

当
該
柱
を
は
り
と
み
な
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
部
材
の
せ
ん
断
耐
力
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン

） 

σ0 

平
均
軸
応
力
度
（
Fc
に
〇
・
四
を
乗
じ
た
数
値
を
超
え
る
場
合
は
、
Fc
に
〇
・
四
を
乗
じ
た
数
値
と

す
る
。
）
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

b 

柱
の
幅
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

j 

応
力
中
心
距
離
（
柱
の
有
効
せ
い
に7

/
8

を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
値
と
す
る
。
）
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー

ト
ル
） 

Qw 

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
耐
力
壁
の
せ
ん
断
耐
力
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

 

(
)

(
)

j
t

1.
0

p
85
.0

12
.0

D
Q/

M

18
F

p
068
.0

Q
e

0
w

h
w

h
c

23
.0

te
w

⋅
⋅  

  
σ

+
σ⋅

+
+

⋅

+
⋅

=
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こ
の
式
に
お
い
て
、
pte
、
at

、
te
、
Fc
、
M/Q
、
Ｄ
、
pwh
、
σwh

、
σ0

及
び
j
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値

を
表
す
も
の
と
す
る
。 

pte 
 

等
価
引
張
鉄
筋
比
（1

0
0
a
t
/

（t
e

・d

）
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

d
は
耐
力
壁
の
有
効
長
さ
と
し
て
、
周
囲
の
柱
及
び
は
り
と
緊
結
さ
れ
た
耐
力
壁
で
水
平
方
向
の
断
面
が

Ｉ
形
と
み
な
せ
る
場
合
（
以
下
「
Ｉ
形
断
面
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
はD

-
D
c
/
2

（
Dc
は
圧
縮
側

柱
の
せ
い
）
、
耐
力
壁
の
水
平
方
向
の
断
面
が
長
方
形
の
場
合
（
以
下
「
長
方
形
断
面
の
場
合
」
と
い
う

。
）
に
あ
っ
て
は0

.
9
5
D

と
す
る
。
）
（
単
位 

パ
ー
セ
ン
ト
） 

at 

Ｉ
形
断
面
の
場
合
は
引
張
側
柱
内
の
主
筋
断
面
積
、
耐
力
壁
の
水
平
方
向
の
断
面
が
長
方
形
断
面
の

場
合
は
端
部
の
曲
げ
補
強
筋
の
断
面
積
（
単
位 

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

te 

耐
力
壁
の
厚
さ
（
Ｉ
形
断
面
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
端
部
の
柱
を
含
む
水
平
方
向
の
断
面
の
形
状
に

関
し
て
長
さ
と
断
面
積
と
が
そ
れ
ぞ
れ
等
し
く
な
る
よ
う
に
長
方
形
の
断
面
に
置
き
換
え
た
と
き
の
幅
の

数
値
と
し
、
耐
力
壁
の
厚
さ
の
一
・
五
倍
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
耐
力
壁
の
厚
さ
の
一
・
五
倍
の

数
値
と
す
る
。
）
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

Fc 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
（
単
位 
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

M/Q 

耐
力
壁
の
シ
ア
ス
パ
ン
（
当
該
耐
力
壁
の
高
さ
の
内
に
お
け
る
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
M
と
最
大

の
せ
ん
断
力
Q
の
比
と
し
、
M/Q
の
数
値
が
Ｄ
未
満
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｄ
と
し
、
Ｄ
に
三
を
乗
じ
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て
得
た
数
値
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｄ
に
三
を
乗
じ
て
得
た
数
値
と
す
る
。
）
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー

ト
ル
） 

Ｄ 

耐
力
壁
の
全
長
（
Ｉ
形
断
面
の
場
合
に
あ
っ
て
は
端
部
の
柱
の
せ
い
を
加
え
た
数
値
と
す
る
。
）
（
単

位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

pwh 
te
を
厚
さ
と
考
え
た
場
合
の
耐
力
壁
の
せ
ん
断
補
強
筋
比
（
小
数
と
す
る
。
） 

σwh 

せ
ん
断
補
強
筋
の
材
料
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

σ0 

耐
力
壁
の
全
断
面
積
に
対
す
る
平
均
軸
方
向
応
力
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ

ー
ト
ン
） 

j 

応
力
中
心
距
離
（
耐
力
壁
の
有
効
長
さ
に7

/
8

を
乗
じ
て
計
算
し
た
数
値
と
す
る
。
）
（
単
位 

ミ
リ

メ
ー
ト
ル
） 

Q0 

第
一
号
の
計
算
に
お
い
て
部
材
に
作
用
す
る
も
の
と
し
た
力
の
う
ち
長
期
に
生
ず
る
せ
ん
断
力
（
単
位 

ニ

ュ
ー
ト
ン
） 

QM 

第
一
号
の
計
算
に
お
い
て
部
材
に
作
用
す
る
も
の
と
し
た
力
の
う
ち
地
震
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
せ
ん
断
力
（

単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

ニ 

平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
三
号
第
二
号
イ
(2)
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
式



 

20 

中
「
ｎ 

一
・
五
（
耐
力
壁
に
あ
っ
て
は
二
・
〇
）
以
上
の
数
値
」
と
あ
る
の
は
、
「
ｎ 

一
・
五
（
耐
力
壁
に
あ
っ

て
は
一
・
〇
）
以
上
の
数
値
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
損
傷
を
生
じ
な
い
こ
と
を
別
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

四 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
建
築
物
の
構
造
部
分
で
あ
っ
て
、
令
第
七
十
三
条

、
第
七
十
七
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
、
第
七
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
八
条
又
は
第
七
十
八
条

の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
構
造
部
分
に
生
ず
る
力
を
次
の
表
に
掲
げ
る
式

に
よ
っ
て
計
算
し
、
当
該
構
造
部
分
に
生
ず
る
力
が
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
の
規
定
に
よ
る
材
料
強
度

に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
構
造
部
分
の
耐
力
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
構
造
部
分

の
実
況
に
応
じ
た
加
力
実
験
に
よ
っ
て
耐
力
、
靭じ

ん

性
及
び
付
着
に
関
す
る
性
能
が
当
該
構
造
部
分
に
関
す
る
規
定
に
適

合
す
る
部
材
と
同
等
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

荷
重
及
び
外
力
に
つ
い

て
想
定
す
る
状
態 

一
般
の
場
合 

 

令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
行

備 

考 
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政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域

に
お
け
る
場
合 

積
雪
時 

G
+
P
+
1
.
4
S
 

G
+
P
+
1
.
4
S
 

 

G
+
P
+
1
.
6
W
 

暴
風
時 

 

G
+
P
+
1
.
6
W
 

G
+
P
+
0
.
3
5
S
+
1
.
6
W
 

建
築
物
の
転
倒
、
柱
の

引
抜
き
等
を
検
討
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、

P

に
つ
い
て
は
、
建
築
物

の
実
況
に
応
じ
て
積
載

荷
重
を
減
ら
し
た
数
値

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

地
震
時 

G
+
P
+
K
 

G
+
P
+
0
.
3
5
S
+
K
 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｇ
、
Ｐ
、
Ｓ
、
Ｗ
及
び
Ｋ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
力
（
軸
方
向
力
、
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
、

せ
ん
断
力
等
を
い
う
。
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

Ｇ 

令
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
固
定
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力 

Ｐ 

令
第
八
十
五
条
に
規
定
す
る
積
載
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力 
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Ｓ 

令
第
八
十
六
条
に
規
定
す
る
積
雪
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力 

Ｗ 

令
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
風
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力 

Ｋ 

令
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
地
震
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
（
標
準
せ
ん
断
力
係
数
を
一
・
〇
以
上
と
す
る

。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
振
動
に
関
す
る
減
衰
性
及
び
当
該
部
材
を
含
む
階
の
靭じ

ん

性
を
適
切
に
評
価
し
て

計
算
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
標
準
せ
ん
断
力
係
数
を
当
該
計
算
に
よ
り
得
ら
れ
た
数
値

（
当
該
数
値
が
〇
・
三
未
満
の
と
き
は
〇
・
三)

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
） 

五 

建
築
物
の
地
上
部
分
の
塔
状
比
（
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
お
け
る
架
構
の
幅
に
対
す
る
高
さ
の
比
を
い
う
。
）

が
四
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
層
せ
ん
断
力
の
い
ず
れ
か
が
作
用
す
る
も
の
と
し
た
場

合
に
建
築
物
の
地
盤
、
基
礎
ぐ
い
及
び
地
盤
ア
ン
カ
ー
に
生
ず
る
力
を
計
算
し
、
当
該
力
が
地
盤
に
あ
っ
て
は
平
成
十

三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
十
三
号
第
一
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
地
盤
調
査
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
地

盤
調
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
求
め
た
極
限
応
力
度
に
基
づ
き
計
算
し
た
極
限
支
持
力
の
数
値
を
、
基
礎
ぐ
い
及
び

地
盤
ア
ン
カ
ー
に
あ
っ
て
は
令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
の
規
定
に
よ
る
材
料
強
度
に
基
づ
き
計
算
し
た
当
該
基
礎
ぐ
い

及
び
地
盤
ア
ン
カ
ー
の
耐
力
並
び
に
地
盤
調
査
に
よ
っ
て
求
め
た
圧
縮
方
向
及
び
引
抜
き
方
向
の
極
限
支
持
力
の
数
値
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を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
に
よ
っ
て
地
震
力
が
作
用

す
る
建
築
物
の
全
体
の
転
倒
が
生
じ
な
い
こ
と
を
確
か
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
つ
い
て
標
準
せ
ん
断
力
係
数
を
〇
・
三
以
上
と
し
て
計
算
し
た
層
せ

ん
断
力 

ロ 

第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
保
有
水
平
耐
力
に
相
当
す
る
層
せ
ん
断
力
が
生
ず
る
場
合
に
各
階
に
作
用
す
る

も
の
と
し
た
層
せ
ん
断
力 

第
五 

各
階
の
剛
心
周
り
の
ね
じ
り
剛
性
の
計
算
方
法 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
の
各
階
の
剛
心
周
り
の
ね
じ
り
剛
性
は
、
当
該
階
が
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
の
せ
ん

断
力
に
対
し
て
一
様
に
変
形
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
水
平
剛
性
の
数
値
に
基
づ
き
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数

値
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
各
階
の
剛
心
周
り
の
ね
じ
り
剛
性
を
計
算
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

(
)

(
)

∑
∑

⋅
+

⋅
=

2
y

2
x

R
X

k
Y

k
K

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
KR

、
kx
、 

 

、
ky
及
び 

 
 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 
Ｙ 

 X 



 

24 

KR 

剛
心
周
り
の
ね
じ
り
剛
性
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト
ル
） 

kx 

令
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
う
場
合
に
お
け
る
各
部
材
の
張
り
間
方
向
の
剛
性
（

単
位 

一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

 
 
 
 

剛
心
と
各
部
材
を
そ
れ
ぞ
れ
同
一
水
平
面
上
に
投
影
さ
せ
て
結
ぶ
線
を
け
た
行
方
向
の
平
面
に
投
影
さ

せ
た
線
の
長
さ
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

ky 

令
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
う
場
合
に
お
け
る
各
部
材
の
け
た
行
方
向
の
剛
性
（

単
位 

一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

 

剛
心
と
各
部
材
を
そ
れ
ぞ
れ
同
一
水
平
面
上
に
投
影
さ
せ
て
結
ぶ
線
を
張
り
間
方
向
の
平
面
に
投
影
さ

せ
た
線
の
長
さ
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

附 

則 
 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
七
十
一
号
及
び
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
九
十
五
号
は
、
廃
止

す
る
。 

 
Ｙ  X 



   

1 

昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
な
構
造
計
算
の
基

準
を
定
め
る
件 

特
定
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
上
必
要
な
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
の
六
第
三
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
な
構
造
計
算

の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
の
三
第
三
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
計
算
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

第
一 

木
造
の
建
築
物
等
に
関
す
る
基
準 

第
一 

木
造
の
建
築
物
等
に
関
す
る
基
準 

木
造
の
建
築
物
又
は
木
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
次
の

各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。 

木
造
の
建
築
物
又
は
木
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
次
の

各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

建
築
物
の
地
上
部
分
の
塔
状
比
（
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
お
け
る
架
構
の
幅
に
対

す
る
高
さ
の
比
を
い
う
。
）
が
四
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
若
し
く
は
は
り

又
は
こ
れ
ら
の
接
合
部
が
、
割
裂
き
、
せ
ん
断
破
壊
等
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ

る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
構
造
耐
力
上
主
要

な
部
分
で
あ
る
柱
若
し
く
は
は
り
又
は
こ
れ
ら
の
接
合
部
が
、
割
裂
き
、
せ
ん
断
破
壊
等

に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と

を
確
か
め
る
こ
と
。 

第
二 

鉄
骨
造
の
建
築
物
等
に
関
す
る
基
準 
第
二 

鉄
骨
造
の
建
築
物
等
に
関
す
る
基
準 

鉄
骨
造
の
建
築
物
又
は
鉄
骨
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。 

鉄
骨
造
の
建
築
物
又
は
鉄
骨
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

冷
間
成
形
に
よ
り
加
工
し
た
角
形
鋼
管
（
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
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。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
角
形
鋼
管
」
と
い
う
。
）
を
構
造
耐
力
上
主
要
な
部

分
で
あ
る
柱
に
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。
た

だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
角
形
鋼
管
に
構
造
耐
力
上
支
障
の

あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
（
最
上
階
の
柱
の
柱
頭
部

及
び
一
階
の
柱
の
脚
部
で
あ
る
接
合
部
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
式
に
適
合
す
る

こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 
 
∑

∑
M

pb
5.

1
M

pc
≧

 

 
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Mpc
及
び
Mpb
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Mpc 

当
該
接
合
部
に
お
け
る
柱
の
材
端
（
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
に
接
着
す
る
部

分
を
い
う
。
）
に
生
じ
う
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（

単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト
ル
） 

Mpb 

当
該
接
合
部
に
お
け
る
は
り
の
材
端
（
柱
に
接
着
す
る
部
分
を
い
う
。
）
に

生
じ
う
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト

ン
メ
ー
ト
ル
） 

ロ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
角
形
鋼
管
を
用
い
た
柱
が
一
階
の
柱
で
あ
り
、
か

つ
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―
二
〇
〇
六
に
適
合
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
ほ
か
、
地
震
時
に
当
該
柱
の
脚
部
に
生
ず
る
力
に

一
・
四
（
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
構
造
方
法
を
内
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
形
式
（
ダ
イ
ア
フ

ラ
ム
を
落
と
し
込
む
形
式
と
し
た
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
場
合
は
一
・
三
）
以
上
の

数
値
を
乗
じ
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し

た
場
合
に
当
該
建
築
物
が
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

四 

柱
及
び
は
り
に
炭
素
鋼
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
四
号
第
一
に
規
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定
す
る
基
準
強
度
が
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
百
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
三
百
七
十

五
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
表
の

(い)
欄
に
掲
げ
る
柱
及
び
は
り
の
区
分
に
応
じ
、
幅
厚
比
（
円
形
鋼
管
に
あ
つ
て
は
、
径

厚
比
と
す
る
。
）
が
同
表
の
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
の
数
値
と
な
る
こ
と
を
確
か
め

る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
鋼
材
の
断
面
に
構
造
耐

力
上
支
障
の
あ
る
局
部
座
屈
を
生
じ
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

 

(い) 

(ろ) 

 

柱
及
び
は
り
の
区
分 

数
値 

 

部
材 

断
面
形
状 

部
位 

 

 

柱 

Ｈ
形
鋼 

フ
ラ
ン
ジ 

F/
235

5.
9

 

 
 

 

ウ
ェ
ブ 

F/
235

43
 

 
 

角
形
鋼
管 

― 
F/

235
33

 

 
 

円
形
鋼
管 

― 
)F

/
235

(
50

 

 

は
り 

Ｈ
形
鋼 

フ
ラ
ン
ジ 

F/
235

9
 

 
 

 

ウ
ェ
ブ 

F/
235

60
 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｆ
は
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
四
号
第
一
に

規
定
す
る
基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
を
表
す

も
の
と
す
る
。 

 

五 

柱
及
び
は
り
に
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
を
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
表
の
(い)
欄
に
掲

げ
る
柱
及
び
は
り
の
区
分
に
応
じ
、
Ｈ
形
鋼
に
あ
つ
て
は
同
表
の
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
式
に

よ
つ
て
計
算
し
た
数
値
が
一
以
下
に
な
る
こ
と
を
、
角
形
鋼
管
の
幅
厚
比
及
び
円
形
鋼
管

の
径
厚
比
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
の
数
値
と
な
る
こ
と
を
、
そ
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れ
ぞ
れ
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
鋼
材
の

断
面
に
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
局
部
座
屈
を
生
じ
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

(い) 

(ろ) 

 

柱
及
び
は
り
の
区
分 

数
値 

 

部
材 

断
面
形
状 
鋼
種 

 

 

柱 

Ｈ
形
鋼 

二
百
三
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

2
w

2
f

43 t/
d

11 t/
b

  
  

+
 

 

 
 

 

三
百
二
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

2
w

2
f

31 t/
d

11 t/
b

 
 

+
 

 
 

 
 

角
形
鋼
管 

二
百
三
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

二
五 

 
 

 

三
百
二
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

二
五 

 
 

円
形
鋼
管 

二
百
三
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

七
二 

 
 

 

三
百
二
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 
四
四 

 

は
り 

Ｈ
形
鋼 

二
百
三
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

2
w

2
f

67 t/
d

9 t/
b

 
 

+
 

 

及
び

65
/)

t/
d(

w
 

 
 

 

三
百
二
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

2
w

2
f

47 t/
d

9 t/
b

 
 

+
 

 
 

 
 

角
形
鋼
管 

二
百
三
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

三
二 

 
 

 

三
百
二
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

三
二 

 
 

円
形
鋼
管 

二
百
三
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

七
二 

 
 

 

三
百
二
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
級
鋼 

四
四 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
ｂ
、
ｄ
、
tf
及
び
tw
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
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と
す
る
。 

ｂ 
フ
ラ
ン
ジ
の
半
幅
（
フ
ラ
ン
ジ
の
半
分
の
幅
を
い
う
。
）
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー

ト
ル
） 

ｄ 

ウ
ェ
ブ
の
せ
い
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

tf 

フ
ラ
ン
ジ
の
厚
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

tw 

ウ
ェ
ブ
の
厚
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

六 

第
一
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
若
し
く
は
は
り

又
は
こ
れ
ら
の
接
合
部
が
局
部
座
屈
、
破
断
等
に
よ
つ
て
、
又
は
構
造
耐
力
上
主
要
な
部

分
で
あ
る
柱
の
脚
部
の
基
礎
と
の
接
合
部
が
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
破
断
、
基
礎
の
破
壊
等

に
よ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
構
造
耐
力
上
主
要

な
部
分
で
あ
る
柱
若
し
く
は
は
り
又
は
こ
れ
ら
の
接
合
部
が
局
部
座
屈
、
破
断
等
に
よ
つ

て
、
又
は
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
脚
部
の
基
礎
と
の
接
合
部
が
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の
破
断
、
基
礎
の
破
壊
等
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激

な
耐
力
の
低
下
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

第
三 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
に
関
す
る
基
準

第
三 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
に
関
す
る
基
準 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
若
し
く
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
そ
の
他
の
構
造
と

を
併
用
す
る
建
築
物
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

構
造
計
算
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
実
験
に
よ
つ
て
耐
力
壁
並
び
に
構
造

耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
が
地
震
に
対
し
て
十
分
な
強
度
を
有
し
、
又
は
十

分
な
靭じ

ん

性
を
も
つ
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
若
し
く
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
そ
の
他
の
構
造
と

を
併
用
す
る
建
築
物
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

構
造
計
算
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
実
験
に
よ
つ
て
耐
力
壁
並
び
に
構
造

耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
が
地
震
に
対
し
て
十
分
な
強
度
を
有
し
又
は
十
分

な
靭じ

ん

性
を
も
つ
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
一 

各
階
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
耐
力
壁
、
構
造
耐

力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
耐
力
壁
以
外
の
壁
（
上
端
及
び
下
端
が
構
造
耐
力
上
主

要
な
部
分
に
緊
結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
水
平
断
面
積
が
次
の
式
に
適
合
す
る
こ
と

を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
に
あ
つ
て
は
、
同
式
中

「0.7

」
と
あ
る
の
は
「1.0

」
と
す
る
。 
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β

+∑
∑

i
c

w
ZW

A
75
.0

A7
.0

A5
.2

≧
 

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａw

、
Ａc

、
Ｚ
、
Ｗ
、
Ａi

及
び
β
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値

を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 

Ａw 

当
該
階
の
耐
力
壁
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の
水
平

断
面
積
（
単
位 

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

Ａc 

当
該
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
水
平
断
面
積
及
び
耐
力
壁

以
外
の
壁
（
上
端
及
び
下
端
が
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
緊
結
さ
れ
た
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の
水
平
断
面
積
（
単

位 

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

Ｚ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｚ
の
数
値 

 

Ｗ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
震
力
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
階
が
支
え
る
部
分
の
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
（
令
第
八
十
六
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、

更
に
積
雪
荷
重
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
）
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

 

Ａi 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
階
に
係
る
Ａi

の
数
値 

 

β 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
に
よ
る
低
減
係
数
と
し
て
、
設
計
基
準
強
度

が
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一

・
〇
、
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
十
八
を
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
で
除
し
た
数
値
の
平
方
根
の
数
値
（
当
該
数
値
が

二
分
の
一
の
平
方
根
の
数
値
未
満
の
と
き
は
、
二
分
の
一
の
平
方
根
の
数
値
）
） 

 

二 

各
階
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
耐
力
壁
及
び
構
造

耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
水
平
断
面
積
が
次
の
式
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る

こ
と
。
た
だ
し
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
及
び
こ
れ
に
緊
結
さ
れ
た
耐
力
壁
に
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あ
つ
て
は
、
「1.8

」
と
あ
る
の
は
「2.0

」
と
す
る
。 

 
β

+∑
∑

i
c

w
ZW

A
A8

.1
A8

.1
≧

 

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａw

、
Ａc

、
Ｚ
、
Ｗ
、
Ａi

及
び
β
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値

を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 

Ａw

、
Ｚ
、
Ｗ
、
Ａi

及
び
β 

前
号
に
定
め
る
Ａw

、
Ｚ
、
Ｗ
、
Ａi

及
び
β
の
数
値 

 

Ａc 

当
該
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
水
平
断
面
積
（
単
位 

平

方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

三 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
は
り
（
最
上
階
の
は
り
又
は
一
階
の
床
版
に
接
着
す
る
は
り
を
除
く
。
）
の
材
端

（
柱
又
は
壁
に
接
着
す
る
部
分
を
い
う
。
）
に
生
ず
る
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
、
当
該
部
分

に
生
じ
得
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
と
等
し
く
な
る
場
合
に
お

い
て
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
の
柱
及
び
壁
の
材
端
（
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
又
は
垂
れ
壁
若
し
く
は
腰
壁
に

接
着
す
る
部
分
を
い
い
、
最
上
階
の
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
若
し
く
は
垂
れ
壁
に
接
着
す

る
部
分
又
は
一
階
の
床
版
に
接
着
す
る
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
若
し
く
は
腰
壁
に
接
着
す

る
部
分
を
除
く
。
）
に
生
ず
る
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
当
該
部
分
に
生
じ
得
る
も
の
と
し
て

計
算
し
た
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
は
り
、
柱
及
び
壁
に
せ
ん

断
破
壊
が
生
じ
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

一 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

イ 

各
階
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
耐
力
壁
（
平
成

十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
四
号
第
一
第
三
号
イ
(1)
に
規
定
す
る
開
口
周

比
が
〇
・
四
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分

で
あ
る
柱
及
び
耐
力
壁
以
外
の
壁
（
上
端
及
び
下
端
が
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
緊

結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
水
平
断
面
積
が
次
の
式
に
適
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
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鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
に
あ
つ
て
は
、
同
式
中
「0.7

」
と
あ
る
の
は
「1.0

」
と
す
る
。 

 
 

∑
∑

α
+

α
i

c
w

ZW
A

75
.0

A
7.

0
A

5.
2

≧
 

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
α
、
Ａw

、
Ａc

、
Ｚ
、
Ｗ
及
び
Ａi

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 

α 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
に
よ
る
割
り
増
し
係
数
と
し
て
、
設
計
基
準

強
度
が
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
未
満
の
場
合
に
あ
つ
て

は
一
・
〇
、
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
の
場
合
に
あ

つ
て
は
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
を
十
八
で
除
し
た
数
値
の
平
方
根
の
数
値
（
当
該
数

値
が
二
の
平
方
根
の
数
値
を
超
え
る
と
き
は
、
二
の
平
方
根
の
数
値
） 

 

Ａw 

当
該
階
の
耐
力
壁
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の
水
平

断
面
積
（
単
位 

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

Ａc 

当
該
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
水
平
断
面
積
及
び
耐
力
壁

以
外
の
壁
（
上
端
及
び
下
端
が
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
緊
結
さ
れ
た
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の
水
平
断
面
積
（
単

位 

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

Ｚ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｚ
の
数
値 

 

Ｗ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
震
力
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
階
が
支
え
る
部
分
の
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
（
令
第
八
十
六
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、
更

に
積
雪
荷
重
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
）
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

 

Ａi 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
階
に
係
る
Ａi

の
数
値 
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ロ 

地
震
力
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
せ
ん
断
力
と
し
て
次
の
式
に

よ
つ
て
計
算
し
た
設
計
用
せ
ん
断
力
を
用
い
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
当
該
建
築
物
が
安
全
で
あ
る
こ
と
。 

{
}Y

o
E

L
D

Q
Q

nQ
Q

Q
+

+
=

,
m

in
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
QD
、
QL
、
ｎ
、
QE
、
Q0
及
び
Qy
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

QD 

設
計
用
せ
ん
断
力
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

QL 

固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
（
令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、
更
に
積
雪
荷
重
を
加

え
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
常
時
荷
重
」
と
い
う

。
）
）
に
よ
つ
て
生
ず
る
せ
ん
断
力
。
た
だ
し
、
柱
の
場
合
に
は
零
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

ｎ 

二
・
〇
（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
な
い
腰
壁
又
は
垂
れ
壁
が
取
り
付
く

柱
に
あ
つ
て
は
、
二
・
〇
と
階
高
を
開
口
部
の
高
さ
で
除
し
た
数
値
の
う
ち
い
ず

れ
か
大
き
い
数
値
）
以
上
の
数
値 

QE 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
震
力
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
地
震
力
に
よ
つ
て
生
ず
る
せ
ん
断
力
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

Q0 

単
純
支
持
と
し
た
時
の
常
時
荷
重
に
よ
つ
て
生
ず
る
せ
ん
断
力
。
た
だ
し
、

柱
の
場
合
に
は
零
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

Qy 

柱
又
は
は
り
の
両
端
が
曲
げ
耐
力
に
達
し
た
時
の
せ
ん
断
力
。
た
だ
し
、
柱

に
お
い
て
柱
頭
に
接
続
す
る
は
り
の
曲
げ
耐
力
の
和
の
二
分
の
一
（
最
上
階
の
柱

頭
に
あ
つ
て
は
、
曲
げ
耐
力
の
和
）
の
数
値
が
当
該
柱
頭
部
の
曲
げ
耐
力
を
超
え

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
数
値
を
柱
頭
部
の
曲
げ
耐
力
の
数
値
と
す
る
こ
と
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が
で
き
る
。
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

ハ 
第
一
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

二 

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

イ 

各
階
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
耐
力
壁
及
び
構

造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
水
平
断
面
積
が
次
の
式
に
適
合
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
及
び
こ
れ
に
緊
結
さ
れ
た
耐
力
壁
に
あ
つ
て
は

、
「1.8

」
と
あ
る
の
は
「2.0

」
と
す
る
。 

 

 

∑
∑

α
+

α
i

c
w

ZW
A

A
8.

1
A

8.
1

≧
 

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
α
、
Ａw

、
Ａc

、
Ｚ
、
Ｗ
及
び
Ａi

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 

α
、
Ａw

、
Ｚ
、
Ｗ
及
び
Ａi 

前
号
イ
に
定
め
る
α
、
Ａw

、
Ｚ
、
Ｗ
及
び
Ａi

の
数

値 

 

Ａc 

当
該
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
水
平
断
面
積
（
単
位 

平

方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

ロ 

前
号
ロ
及
び
ハ
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

三 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

イ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
の
は
り
（
最
上
階
の
は
り
又
は
一
階
の
床
版
に
接
着
す
る
は
り
を
除
く
。
）
の

材
端
（
柱
又
は
壁
に
接
着
す
る
部
分
を
い
う
。
）
に
生
ず
る
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
、
当

該
部
分
に
生
じ
得
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
と
等
し
く
な
る

場
合
に
お
い
て
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
及
び
壁
の
材
端
（
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
又
は
垂
れ
壁
若

し
く
は
腰
壁
に
接
着
す
る
部
分
を
い
い
、
最
上
階
の
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
若
し
く
は
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垂
れ
壁
に
接
着
す
る
部
分
又
は
一
階
の
床
版
に
接
着
す
る
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
若
し

く
は
腰
壁
に
接
着
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
生
ず
る
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
当
該
部
分
に

生
じ
得
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
最
大
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該

は
り
、
柱
及
び
壁
に
せ
ん
断
破
壊
が
生
じ
な
い
こ
と
。 

ロ 

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
地
震
力
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生

ず
る
力
と
し
て
、
柱
及
び
は
り
に
あ
つ
て
は
(1)
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
設
計
用
せ

ん
断
力
を
、
耐
力
壁
に
あ
つ
て
は
(2)
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
設
計
用
せ
ん
断
力
及

び
設
計
用
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（
曲
げ
破
壊
を
生
ず
る
も
の
と
し
た
部
分
に
あ
つ
て
は
、

設
計
用
せ
ん
断
力
に
限
る
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
し
た
場
合
に
当
該
建
築
物
が
安
全
で
あ
る
こ
と
。

(1) 

柱
及
び
は
り
の
設
計
用
せ
ん
断
力
は
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

u
0

D
nQ

Q
Q

+
=

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
QD
、
Q0 

、
n
及
び
Qu
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。 

QD 

設
計
用
せ
ん
断
力
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

Q0 

単
純
支
持
と
し
た
時
の
常
時
荷
重
に
よ
つ
て
生
ず
る
せ
ん
断
力
。
た
だ
し
、

柱
の
場
合
に
は
零
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

ｎ 

一
・
一
（
柱
頭
部
が
曲
げ
降
伏
す
る
最
上
階
の
柱
及
び
柱
脚
部
が
曲
げ
降
伏

す
る
一
階
の
柱
に
あ
つ
て
は
、
一
・
〇
）
以
上
の
数
値 

Qu 

イ
の
状
態
に
お
い
て
柱
及
び
は
り
に
生
じ
う
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
せ
ん

断
力
（
は
り
に
あ
つ
て
は
両
端
が
曲
げ
耐
力
に
達
し
た
時
の
せ
ん
断
力
と
し
、

柱
に
あ
つ
て
は
柱
頭
部
及
び
柱
脚
部
に
接
続
す
る
は
り
の
端
部
の
曲
げ
耐
力
の

和
に
相
当
す
る
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
部
分
に
生
ず
る
も
の
と
し

て
計
算
し
た
せ
ん
断
力
と
す
る
。
た
だ
し
、
最
上
階
の
柱
の
場
合
に
あ
つ
て
は
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柱
頭
部
が
、
一
階
の
柱
の
場
合
に
あ
つ
て
は
柱
脚
部
が
、
そ
れ
ぞ
れ
曲
げ
耐
力

に
達
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
せ
ん
断
力
の
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

(2) 

耐
力
壁
の
設
計
用
せ
ん
断
力
及
び
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
は
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計

算
す
る
こ
と
。 W

1
D

Q
n

Q
＝

及
び

W
2

D
M

n
M

=
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
QD
、
n1
、
QW
、
MD
、
n2
及
び
MW
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

QD 

設
計
用
せ
ん
断
力
（
単
位 
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

n1 

一
・
五
以
上
の
数
値 

QW 

当
該
耐
力
壁
を
含
む
建
築
物
の
架
構
が
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第

五
百
九
十
四
号
第
四
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
全
体
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
に
耐

力
壁
に
作
用
す
る
せ
ん
断
力
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

MD 

設
計
用
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

n2 

一
・
五
以
上
の
数
値 

MW 

当
該
耐
力
壁
を
含
む
建
築
物
の
架
構
が
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第

五
百
九
十
四
号
第
四
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
全
体
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
に
耐

力
壁
に
作
用
す
る
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

ハ 

第
一
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 
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○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
六
号 

 
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る

政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
Ds
及
び

Fes
を
算
出
す
る
方
法
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十
五
年
建
設
省

告
示
第
千
七
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

国
土
交
通
大
臣 

冬
柴 

鐵
三 

 

前
文
中
「
第
八
十
二
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
八
十
二
条
の
三
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

第
一
中
「
次
の
表
一
、
柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
鉄
骨
造
で
あ
る
階
に
あ
つ
て
は
次
の
表
二
、
そ
の
他
の
階
に
あ
つ
て
は
次
の
表

三
の
数
値
以
上
の
数
値
を
用
い
る
」
を
「
第
二
に
、
柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
鉄
骨
造
で
あ
る
階
に
あ
っ
て
は
第
三
に
、
柱
及
び
は

り
の
大
部
分
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
階
に
あ
っ
て
は
第
四
に
、
柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
あ

る
階
に
あ
っ
て
は
第
五
に
、
そ
の
他
の
階
に
あ
っ
て
は
第
六
に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
方
法
に
よ
る
」
に
改
め
、
「
た
だ
し
、
」
の
下

に
「
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
」
を
加
え
、
第
一
の
表
一
か
ら
表
三
ま
で
を
削
る
。 

第
二
中
「
建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
二
条
の
三
第
一
号
」
を
「
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
イ
」
に
、
「
同
条
第
二
号
」
を
「
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同
号
ロ
」
に
改
め
、
第
二
を
第
七
と
す
る
。 

第
一
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

第
二 

柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
木
造
で
あ
る
階
に
つ
い
て
Ds
を
算
出
す
る
方
法 

 
 

柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
木
造
で
あ
る
階
の
う
ち
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
第

一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
柱
及
び
は
り
の
小
径
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
木
材
の
繊

維
方
向
と
直
行
す
る
断
面
の
面
積
が
三
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
部
材
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
Ds
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

柱
及
び
は
り
の
種
別
は
、
建
築
物
の
架
構
が
崩
壊
形
（
当
該
階
の
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
の
破
壊
、
は
り
の
曲
げ
破
壊
そ
の

他
の
要
因
に
よ
っ
て
当
該
階
が
水
平
力
に
対
し
て
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
状
態
を
い
う
。
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
達
す
る
時

に
当
該
部
材
に
生
ず
る
力
が
令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
に
規
定
す
る
材
料
強
度
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
部
材
の
耐
力
の
三
分

の
二
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｆ
Ａ
と
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｆ
Ｃ
と
す
る
こ
と
。 

二 

接
合
部
の
種
別
を
、
次
の
表
に
掲
げ
る
接
合
部
の
構
造
方
法
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
。 

 

接
合
部
の
構
造
方
法 

接
合
部
の
種
別 
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(一) 

木
材
の
め
り
こ
み
に
よ
り
破
壊
す
る
接
合
部
（
接
合
部
に
木
材
の
め
り
こ
み
の
材
料
強
度
に
相

当
す
る
応
力
が
作
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
接
合
部
に
割
裂
き
、
せ
ん
断
等
に
よ
る
破
壊

が
生
じ
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

Ｓ
Ａ 

(二) 

(一)
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
、
接
合
す
る
木
材
の
厚
さ
が
当
該
接
合
に
用
い
る
ボ
ル
ト

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
接
合
具
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
ボ
ル
ト
等
」
と
い
う
。
）
の
径
の

十
二
倍
以
上
で
あ
る
接
合
部
（
ボ
ル
ト
等
の
降
伏
時
に
木
材
部
分
に
割
裂
き
、
せ
ん
断
等
に
よ

る
損
傷
が
生
じ
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

Ｓ
Ｂ 

(三) 

(一)
及
び

(二)
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
、
接
合
す
る
木
材
の
厚
さ
が
当
該
接
合
に
用
い
る

ボ
ル
ト
等
の
径
の
八
倍
以
上
で
あ
る
接
合
部
（
ボ
ル
ト
等
の
降
伏
時
に
木
材
部
分
に
割
裂
き
、

せ
ん
断
等
に
よ
る
損
傷
が
生
じ
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

Ｓ
Ｃ 

(四) 

(一)
か
ら

(三)
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
接
合
部 

Ｓ
Ｄ 

三 

Ds
を
計
算
す
る
階
に
お
け
る
柱
及
び
は
り
並
び
に
接
合
部
に
つ
い
て
、
異
な
る
種
別
が
混
在
す
る
場
合
の
部
材
群
と
し
て

の
種
別
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
。 

イ 

Ｆ
Ａ
及
び
Ｆ
Ｃ
の
種
別
の
柱
及
び
は
り
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｆ
Ｃ
と
す
る
。 

ロ 

接
合
部
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 
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 (1) 

Ｓ
Ｃ
及
び
Ｓ
Ｄ
の
種
別
が
存
在
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｓ
Ｂ
と
す
る
。 

 (2) 

Ｓ
Ｄ
の
種
別
が
存
在
せ
ず
、
Ｓ
Ｃ
の
種
別
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｓ
Ｃ
と
す
る
。 

(3) 
Ｓ
Ｄ
の
種
別
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｓ
Ｄ
と
す
る
。 

四 

各
階
の
Ds
は
、
次
の
表
の

(い)
欄
に
掲
げ
る
部
材
群
と
し
て
の
種
別
及
び
同
表
の

(ろ)
欄
か
ら

(に)
欄
ま
で
に
掲
げ
る
架
構
の

形
式
に
応
じ
、
次
の
表
に
従
っ
て
定
め
た
数
値
以
上
の
数
値
と
す
る
。 

 

(い) 

(ろ) 

(は) 

(に) 

 

部
材
群
と
し
て
の
種
別 

架
構
の
形
式 

 

柱
及
び
は

り
の
部
材

群
と
し
て

の
種
別 

接
合
部
の
部

材
群
と
し
て

の
種
別 

剛
節
架
構
又
は
ア
ー

チ
架
構
で
筋
か
い
を

設
け
な
い
構
造
と
し

た
場
合 

(ろ)
欄
及
び

(に)
欄
に
掲
げ
る
架
構
以

外
の
架
構
の
場
合 

7.
0

u
≧

β

の
場
合 

(一) 

Ｓ
Ａ 

〇
・
二
五

〇
・
三

〇
・
三
五 

(二) 

Ｓ
Ｂ 

〇
・
三

〇
・
三
五

〇
・
四 

(三) 

Ｆ
Ａ 

Ｓ
Ｃ 

〇
・
三
五

〇
・
四

〇
・
四
五 

(四) 

柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し

〇
・
四

〇
・
四
五

〇
・
五 
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て
の
種
別
が
Ｆ
Ｃ
で
あ
る
場

合
又
は
接
合
部
の
部
材
群
と

し
て
の
種
別
が
Ｓ
Ｄ
で
あ
る

場
合 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
βu
は
、
筋
か
い
の
水
平
耐
力
の
和
を
保
有
水
平
耐
力
の
数
値
で
除
し
た
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る

。 

２ 

柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
木
造
で
あ
る
階
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
以
外
の
階
に
あ
っ
て
は
、
当
該
階
の
Ds
は
、
〇
・
五

五
以
上
の
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
架
構
の
性
状
及
び
架
構
の
形
式
に
応
じ

、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(い) 

(ろ) 
架
構
の
形
式 

   

架
構
の
性
状 

(ろ)
欄
に
掲
げ
る
架
構
以
外

の
架
構 

各
階
に
生
ず
る
水
平
力
の
大
部

分
を
当
該
階
の
筋
か
い
に
よ
っ

て
負
担
す
る
形
式
の
架
構 

(一) 

架
構
を
構
成
す
る
部
材
に
生
ず
る
応
力
に
対
し

て
割
裂
き
、
せ
ん
断
破
壊
等
の
耐
力
が
急
激
に

低
下
す
る
破
壊
が
著
し
く
生
じ
難
い
こ
と
等
の

〇
・
三

〇
・
三
五 
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た
め
、
塑
性
変
形
の
度
が
特
に
高
い
も
の 

(二) 
(一)
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
架
構
を
構
成

す
る
部
材
に
生
ず
る
応
力
に
対
し
て
割
裂
き
、

せ
ん
断
破
壊
等
の
耐
力
が
急
激
に
低
下
す
る
破

壊
が
生
じ
難
い
こ
と
等
の
た
め
、
塑
性
変
形
の

度
が
高
い
も
の 

〇
・
三
五

〇
・
四 

(三) 

(一)
及
び

(二)
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
架
構

を
構
成
す
る
部
材
に
塑
性
変
形
を
生
じ
さ
せ
る

応
力
に
対
し
て
当
該
部
材
に
割
裂
き
、
せ
ん
断

破
壊
等
が
生
じ
な
い
こ
と
等
の
た
め
、
耐
力
が

急
激
に
低
下
し
な
い
も
の 

〇
・
四

〇
・
四
五 

(四) 

(一)
か
ら

(三)
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の 

〇
・
四
五

〇
・
五 

第
三 

柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
鉄
骨
造
で
あ
る
階
に
つ
い
て
Ds
を
算
出
す
る
方
法 

 
 

柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
鉄
骨
造
で
あ
る
階
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
Ds
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

筋
か
い
の
種
別
を
、
次
の
表
に
従
い
、
有
効
細
長
比
（
断
面
の
最
小
二
次
率
半
径
に
対
す
る
座
屈
長
さ
の
比
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
数
値
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
。 
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有
効
細
長
比 

筋
か
い
の
種
別 

(一) 
F

/
495

≦
λ

 

Ｂ
Ａ 

(二) 
F

/
890

F
/

495
≦

＜
λ

又
は

λ
≦

F
/

1980
 

Ｂ
Ｂ 

(三) 
F

/
1980

F
/

890
＜

＜
λ

 

Ｂ
Ｃ 

こ
の
表
に
お
い
て
、
λ
及
び
Ｆ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

λ 

筋
か
い
の
有
効
細
長
比 

Ｆ 

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
四
号
第
一
に
規
定
す
る
基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ

き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

二 

柱
及
び
は
り
の
種
別
を
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
。 

イ 

炭
素
鋼
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
四
号
第
一
に
規
定
す
る
基
準
強
度
が
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ

き
二
百
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
、
か
つ
、
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
百
七
十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
柱
及
び
は
り
の
種
別
は
、
次
の
表
に
従
い
、
柱
及
び
は
り
の
区
分
に
応
じ
て
幅
厚
比
（
円
形

鋼
管
に
あ
つ
て
は
、
径
厚
比
と
す
る
。
）
の
数
値
が
、
同
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
数
値
以
下
の
数
値
と
な
る
種

別
と
し
て
定
め
る
こ
と
。 
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柱
及
び
は
り
の
区
分 

部
材

柱 

は
り 

断
面

形
状

Ｈ
形
鋼 

角
形
鋼
管 

円
形
鋼
管 

Ｈ
形
鋼 

部
位

フ
ラ
ン
ジ 

ウ
ェ
ブ 

― 

― 

フ
ラ
ン
ジ 

ウ
ェ
ブ 

柱
及
び

は
り
の

種
別 

F/
235

5.
9

 
F/

235
43

F/
235

33
)F

/
235

(
50

 
F/

235
9

 
F/

235
60

 

Ｆ
Ａ 

F/
235

12
 

F/
235

45
F/

235
37

)F
/

235
(

70
 

F/
235

11
 

F/
235

65
 

Ｆ
Ｂ 

F/
235

5.
15

 
F/

235
48

F/
235

48
)F

/
235

(
100

 
F/

235
5.

15
F/

235
71

 

Ｆ
Ｃ 

幅
厚

比
又

は
径

厚
比

Ｆ
Ａ
、
Ｆ
Ｂ
及
び
Ｆ
Ｃ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合 

Ｆ
Ｄ 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｆ
は
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
四
号
第
一
に
規
定
す
る
基
準
強
度
（
単
位 

一

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

ロ 

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
柱
及
び
は
り
の
種
別
は
、
次
の
表
に
従
い
、
柱
及
び
は
り
の
区
分
に
応
じ
て
Ｈ
形

鋼
の
幅
厚
比
に
あ
つ
て
は
、
同
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
数
値
が
一
以
下
と
な
る
種
別
と
し
て
、
角
形
鋼
管
の
幅

厚
比
及
び
円
形
鋼
管
の
径
厚
比
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
の
数
値
と
な
る
種
別
と
し
て
定
め
る
こ
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と
。 部材 

柱 

は
り 

断面形状 

Ｈ
形
鋼 

角
形
鋼
管 

円
形
鋼
管 

Ｈ
形
鋼 

角
形
鋼
管 

円
形
鋼
管 

鋼種 

二
百
三
十
五

ニ
ュ
ー
ト
ン

級
鋼 

三
百
二
十

五
ニ
ュ
ー

ト
ン
級
鋼 

二
百

三
十

五
ニ

ュ
ー

ト
ン

級
鋼

三
百

二
十

五
ニ

ュ
ー

ト
ン

級
鋼

二
百

三
十

五
ニ

ュ
ー

ト
ン

級
鋼

三
百

二
十

五
ニ

ュ
ー

ト
ン

級
鋼

二
百
三
十

五
ニ
ュ
ー

ト
ン
級
鋼 

三
百
二
十
五

ニ
ュ
ー
ト
ン

級
鋼 

二
百

三
十

五
ニ

ュ
ー

ト
ン

級
鋼

三
百

二
十

五
ニ

ュ
ー

ト
ン

級
鋼

二
百

三
十

五
ニ

ュ
ー

ト
ン

級
鋼

三
百

二
十

五
ニ

ュ
ー

ト
ン

級
鋼

柱
及

び
は

り
の

種
別 

幅厚比

2
f

11 t/
b

  
  

 2
w

43 t/
d

  
  

+
 

2
f

11 t/
b

  
  

 2
w

31 t/
d

  
  

+
 

二
五

二
五

七
二

四
四

2
f

13 t/
b

  
  

 2
w

67 t/
d

  
  

+

2
f

9 t/
b

  
  

 2
w

47 t/
d

  
  

+
 

三
二

三
二

七
二 

四
四

Ｆ
Ａ 
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及
び

65
/)

t/
d(

w

及
び 

58
/)

t/
d(

w

2
f

13 t/
b

  
  

 2
w

51 t/
d

  
  

+
 

及
び 

47
/)

t/
d(

w
 

2
f

13 t/
b

 
 

 2
w

38 t/
d

 
 

+
 

二
八

二
八

八
三

五
一

2
f

12 t/
b

 
 

 2
w

90 t/
d

 
 

+
 

及
び 

68
/)

t/
d(

w

2
f

12 t/
b

 
 

 2
w

66 t/
d

 
 

+
 

及
び 

58
/)

t/
d(

w

三
八

三
八

八
八 

五
三

Ｆ
Ｂ 

2
f

18 t/
b

 
 

 2
w

67 t/
d

 
 

+
 

及
び 

48
/)

t/
d(

w
 

2
f

18 t/
b

 
 

 2
w

51 t/
d

 
 

+
 

及
び 

41
/)

t/
d(

w

三
四

三
四

一
一

二 

六
八

2
f

18 t/
b

 
 

 2
w

153 t/
d

 
 

+
 

及
び 

71
/)

t/
d(

w

2
f

18 t/
b

 
 

 2
w

101 t/
d

 
 

+
 

及
び 

61
/)

t/
d(

w

五
一

五
一

一
三

二 

八
〇

Ｆ
Ｃ 

又は径厚比 

Ｆ
Ａ
、
Ｆ
Ｂ
及
び
Ｆ
Ｃ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合 

Ｆ
Ｄ 

こ
の
表
に
お
い
て
、
ｂ
、
ｄ
、
tf

及
び
tw

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

ｂ 

フ
ラ
ン
ジ
の
半
幅
（
フ
ラ
ン
ジ
の
半
分
の
幅
を
い
う
。
）
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 
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ｄ 

ウ
ェ
ブ
の
せ
い
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

tf 

フ
ラ
ン
ジ
の
厚
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

tw 

ウ
ェ
ブ
の
厚
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
定
め
る
ほ
か
、
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
に
塑
性
ヒ
ン
ジ
を
生
じ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
柱
の
種
別
は
、
は
り

の
種
別
に
よ
る
こ
と
と
し
、
種
別
の
異
な
る
柱
及
び
は
り
が
接
合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
柱
の
種
別
（
崩
壊
形
に
達
す

る
場
合
に
塑
性
ヒ
ン
ジ
を
生
じ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
柱
の
種
別
を
含
む
。
）
は
、
当
該
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
に
お
い
て

接
合
さ
れ
る
部
材
（
崩
壊
形
（
当
該
階
の
柱
に
接
着
す
る
す
べ
て
の
は
り
の
端
部
に
塑
性
ヒ
ン
ジ
が
生
じ
る
こ
と
そ
の
他
の

要
因
に
よ
っ
て
当
該
階
が
水
平
力
に
対
し
て
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
明
確
な
場
合
に
あ
っ
て

は
、
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
に
塑
性
ヒ
ン
ジ
が
生
じ
る
部
材
に
限
る
。
）
の
種
別
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

と
。 

 (1) 

Ｆ
Ｃ
及
び
Ｆ
Ｄ
の
種
別
が
存
在
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｆ
Ｂ
と
す
る
。 

 (2) 

Ｆ
Ｄ
の
種
別
が
存
在
せ
ず
、
Ｆ
Ｃ
の
種
別
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｆ
Ｃ
と
す
る
。 

(3) 

Ｆ
Ｄ
の
種
別
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｆ
Ｄ
と
す
る
。 
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三 

Ds
を
計
算
す
る
階
に
お
け
る
筋
か
い
並
び
に
柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
よ
っ
て
定
め

る
こ
と
。 

イ 

次
の
(1)
か
ら
(3)
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
階
の
部
材
の
耐
力
の
割
合
の
数
値
に
応
じ

、
次
の
表
に
従
っ
て
定
め
る
こ
と
。 

(1) 

筋
か
い
端
部
の
接
合
部
が
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
二
第
二
号
に
適
合
す
る
場
合 

(2) 

柱
及
び
は
り
の
接
合
部
が
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
二
第
七
号
に
適
合
す
る
場
合 

(3) 

は
り
の
横
補
剛
が
十
分
で
あ
っ
て
急
激
な
耐
力
の
低
下
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合 

 

部
材
の
耐
力
の
割
合 

部
材
群
と
し
て
の
種
別 

(一) 
5.

0
A
≧

γ

か
つ

2.
0

C
≦

γ
 

Ａ 

(二) 
5.

0
C ＜
γ

（
部
材
群
と
し
て
の
種
別
が
Ａ
の
場
合
を
除
く
。
） 

Ｂ 

(三) 
5.

0
C
≧

γ
 

Ｃ 

こ
の
表
に
お
い
て
、
γA

及
び
γC

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

γA 

筋
か
い
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
種
別
Ｂ
Ａ
で
あ
る
筋
か
い
の
耐
力
の
和
を
す
べ
て
の
筋
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か
い
の
水
平
耐
力
の
和
で
除
し
た
数
値
、
柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
種
別
Ｆ
Ａ

で
あ
る
柱
の
耐
力
の
和
を
種
別
Ｆ
Ｄ
で
あ
る
柱
を
除
く
す
べ
て
の
柱
の
水
平
耐
力
の
和
で
除
し
た
数
値 

γC 
筋
か
い
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
種
別
Ｂ
Ｃ
で
あ
る
筋
か
い
の
耐
力
の
和
を
す
べ
て
の
筋

か
い
の
水
平
耐
力
の
和
で
除
し
た
数
値
、
柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
種
別
Ｆ
Ｃ

で
あ
る
柱
の
耐
力
の
和
を
種
別
Ｆ
Ｄ
で
あ
る
柱
を
除
く
す
べ
て
の
柱
の
水
平
耐
力
の
和
で
除
し
た
数
値 

ロ 

イ
の
(1)
か
ら
(3)
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
場
合
又
は
部
材
の
種
別
が
Ｆ
Ｄ
で
あ
る
柱
及
び
は
り
に
つ
い
て
当

該
部
材
を
取
り
除
い
た
建
築
物
の
架
構
に
局
部
崩
壊
が
生
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別

は
Ｄ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

四 

各
階
の
Ds
は
、
前
号
の
規
定
に
従
っ
て
求
め
た
当
該
階
の
筋
か
い
並
び
に
柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
に
応
じ

、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
数
値
と
す
る
こ
と
。 

 
 

柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別 

 
 
Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ａ
又
は

0
u
=

β

の
場
合 

〇
・
二
五

〇
・
三

〇
・
三
五

〇
・
四 

筋
か
い
の

部
材
群
と

Ｂ 
3.

0
0

u
≦

β
<

の
場
合 

〇
・
二
五

〇
・
三

〇
・
三
五

〇
・
四 
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7.
0

3.
0

u
≦

＜
β

の
場
合 

〇
・
三

〇
・
三

〇
・
三
五

〇
・
四
五 

7.
0

u ＞
β

の
場
合 

〇
・
三
五

〇
・
三
五

〇
・
四

〇
・
五 

3.
0

0
u
≦

β
<

の
場
合 

〇
・
三

〇
・
三

〇
・
三
五

〇
・
四 

5.
0

3.
0

u
≦

＜
β

の
場
合 

〇
・
三
五

〇
・
三
五

〇
・
四

〇
・
四
五 

し
て
の
種

別 

Ｃ 

5.
0

u ＞
β

の
場
合 

〇
・
四

〇
・
四

〇
・
四
五

〇
・
五 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
βu
は
、
筋
か
い
（
耐
力
壁
を
含
む
。
）
の
水
平
耐
力
の
和
を
保
有
水
平
耐
力
の
数
値
で
除
し
た
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

第
四 

柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
階
に
つ
い
て
Ds
を
算
出
す
る
方
法 

柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
階
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
Ds
を
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。 

一 

柱
及
び
は
り
の
種
別
を
、
次
の
表
に
従
い
、
柱
及
び
は
り
の
区
分
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
崩
壊
形
に
達
す
る
場

合
に
塑
性
ヒ
ン
ジ
を
生
じ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
柱
の
種
別
は
、
表
に
よ
ら
ず
は
り
の
種
別
に
よ
る
こ
と
と
し
、
種
別
の
異
な

る
柱
及
び
は
り
が
接
合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
柱
の
種
別
（
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
に
塑
性
ヒ
ン
ジ
を
生
じ
な
い
こ
と
が

明
ら
か
な
柱
の
種
別
を
含
む
。
）
は
、
当
該
柱
及
び
は
り
の
接
合
部
に
お
い
て
接
合
さ
れ
る
部
材
（
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
に
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塑
性
ヒ
ン
ジ
が
生
じ
る
部
材
に
限
る
。
）
の
種
別
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

 (1) 

Ｆ
Ｃ
及
び
Ｆ
Ｄ
の
種
別
が
存
在
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｆ
Ｂ
と
す
る
。 

(2) 
Ｆ
Ｄ
の
種
別
が
存
在
せ
ず
、
Ｆ
Ｃ
の
種
別
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｆ
Ｃ
と
す
る
。 

(3) 

Ｆ
Ｄ
の
種
別
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｆ
Ｄ
と
す
る
。 

柱
及
び
は
り
の
区
分 

柱
及
び
は
り

の
種
別 

部
材 

柱
及
び
は
り 
柱 

は
り 

 

条
件 

破
壊
の
形
式 

D/
h

0
の
数

値 

Fc
/0

σ

の
数

値 

t
p

の
数
値 

Fc
/

u τ

の
数
値

Fc
/

u τ

の
数
値

 

 

二
・
五
以
上 
〇
・
三
五
以

下 

〇
・
八
以
下 

〇
・
一
以
下 

〇
・
一
五
以

下 

Ｆ
Ａ 

 

二
・
〇
以
上 

〇
・
四
五
以

下 
一
・
〇
以
下 

〇
・
一
二
五

以
下 

〇
・
二
以
下 

Ｆ
Ｂ 

 

せ
ん
断
破
壊
、

付
着
割
裂
破
壊

及
び
圧
縮
破
壊

そ
の
他
の
構
造

耐
力
上
支
障
の

あ
る
急
激
な
耐

― 

〇
・
五
五
以

下 

― 

〇
・
一
五
以

下 

― 

Ｆ
Ｃ 
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力
の
低
下
の
お

そ
れ
の
あ
る
破

壊
を
生
じ
な
い

こ
と
。 

 

Ｆ
Ａ
、
Ｆ
Ｂ
又
は
Ｆ
Ｃ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合 

Ｆ
Ｄ 

一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
h0

、
D
、
σ0

、
Fc
、
pt

及
び
τu

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

h0 

柱
の
内
の
り
高
さ
（
単
位 

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
） 

D 

柱
の
幅
（
単
位 
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
） 

σ0 

Ds
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
階
が
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
の
柱
の
断
面
に
生
ず
る
軸
方
向
応
力
度
（
単
位 

一
平
方

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

pt 

引
張
り
鉄
筋
比
（
単
位 

パ
ー
セ
ン
ト
） 

Fc 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

τu 

 Ds
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
階
が
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
の
柱
又
は
は
り
の
断
面
に
生
ず
る
平
均
せ
ん
断
応
力
度
（

単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

二 

柱
の
上
端
又
は
下
端
に
接
着
す
る
は
り
に
つ
い
て
、
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
に
塑
性
ヒ
ン
ジ
が
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か

な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
表
中
の

D/
h

0

に
替
え
て

)
D

Q/(
M2

⋅
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
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て
、
Ｍ
は
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
の
当
該
柱
の
最
大
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
を
、
Ｑ
は
崩
壊
形
に
達
す
る
場
合
の
当
該
柱
の
最

大
せ
ん
断
力
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

二 

耐
力
壁
の
種
別
を
、
次
の
表
に
従
い
、
耐
力
壁
の
区
分
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
。 

耐
力
壁
の
区
分 

耐
力
壁
の
種

別 

部
材 

耐
力
壁 

壁
式
構
造
以
外
の
構
造
の
耐
力
壁 

壁
式
構
造
の
耐
力
壁 

 

条
件 

破
壊
の
形
式 

Fc
/

u τ

の
数
値 

Fc
/

u τ

の
数
値 

 

 
〇
・
二
以
下 

〇
・
一
以
下 

Ｗ
Ａ 

 

〇
・
二
五
以
下 

〇
・
一
二
五
以
下 

Ｗ
Ｂ 

 

せ
ん
断
破
壊
そ
の
他

の
構
造
耐
力
上
支
障

の
あ
る
急
激
な
耐
力

の
低
下
の
お
そ
れ
の

あ
る
破
壊
を
生
じ
な

い
こ
と
。 

― 

〇
・
一
五
以
下 

Ｗ
Ｃ 

 

Ｗ
Ａ
、
Ｗ
Ｂ
又
は
Ｗ
Ｃ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合 

Ｗ
Ｄ 

こ
の
表
に
お
い
て
、
τu

及
び
Fc
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
号
の
表
に
規
定
す
る
τu
及
び
Fc
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

三 

Ds
を
計
算
す
る
階
に
お
け
る
柱
及
び
は
り
並
び
に
耐
力
壁
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
、
次
の
表
に
従
い
、
当
該
階
の
部
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材
の
耐
力
の
割
合
の
数
値
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
部
材
の
種
別
が
Ｆ
Ｄ
で
あ
る
柱
及
び
は
り
並
び
に
部
材
の
種
別

が
Ｗ
Ｄ
で
あ
る
耐
力
壁
に
つ
い
て
当
該
部
材
を
取
り
除
い
た
建
築
物
の
架
構
に
局
部
崩
壊
が
生
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
部
材

群
と
し
て
の
種
別
は
そ
れ
ぞ
れ
Ｄ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

部
材
の
耐
力
の
割
合 

部
材
群
と
し
て
の
種
別 

(一) 
5.

0
A
≧

γ
か
つ

2.
0

C
≦

γ
 

Ａ 

(二) 
5.

0
C ＜
γ

（
部
材
群
と
し
て
の
種
別
が
Ａ
の
場
合
を
除
く
。
） 

Ｂ 

(三) 
5.

0
C
≧

γ
 

Ｃ 

こ
の
表
に
お
い
て
、
γA

及
び
γC

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

γA 

柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
種
別
Ｆ
Ａ
で
あ
る
柱
の
耐
力
の
和
を
種
別
Ｆ
Ｄ
で

あ
る
柱
を
除
く
す
べ
て
の
柱
の
水
平
耐
力
の
和
で
除
し
た
数
値
、
耐
力
壁
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ

っ
て
は
種
別
Ｗ
Ａ
で
あ
る
耐
力
壁
の
耐
力
の
和
を
種
別
Ｗ
Ｄ
で
あ
る
耐
力
壁
を
除
く
す
べ
て
の
耐
力
壁
の
水
平
耐
力
の
和

で
除
し
た
数
値 

γC 

柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
種
別
Ｆ
Ｃ
で
あ
る
柱
の
耐
力
の
和
を
種
別
Ｆ
Ｄ
で

あ
る
柱
を
除
く
す
べ
て
の
柱
の
水
平
耐
力
の
和
で
除
し
た
数
値
、
耐
力
壁
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ

っ
て
は
種
別
Ｗ
Ｃ
で
あ
る
耐
力
壁
の
耐
力
の
和
を
種
別
Ｗ
Ｄ
で
あ
る
耐
力
壁
を
除
く
す
べ
て
の
耐
力
壁
の
水
平
耐
力
の
和
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で
除
し
た
数
値 

四 
各
階
の
Ds
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
定
め
る
数
値
と
す
る
こ
と
。 

イ 

耐
力
壁
を
設
け
な
い
剛
節
架
構
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
当
該
階
の
柱
及
び
は
り
の
部
材

群
と
し
て
の
種
別
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
数
値
と
す
る
。 

柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別 

Ds
の
数
値 

Ａ 

〇
・
三 

Ｂ 

〇
・
三
五 

Ｃ 

〇
・
四 

Ｄ 

〇
・
四
五 

ロ 

壁
式
構
造
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
当
該
階
の
耐
力
壁
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
に
応
じ

、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
数
値
と
す
る
。 

耐
力
壁
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別 

Ds
の
数
値 

Ａ 

〇
・
四
五 

Ｂ 

〇
・
五 

Ｃ 

〇
・
五
五 
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Ｄ 

〇
・
五
五 

ハ 

剛
節
架
構
と
耐
力
壁
を
併
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
当
該
階
の
柱
及
び
は
り
並
び
に
筋
か

い
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
数
値
と
す
る
。 

 
 

 

柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別 

 
 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

3.
0

0
u
≦

β
<

の
場
合 

〇
・
三 

〇
・
三
五

〇
・
四

〇
・
四
五 

7.
0

3.
0

u
≦

＜
β

の
場
合 

〇
・
三
五 

〇
・
四

〇
・
四
五

〇
・
五 

Ａ 

7.
0

u ＞
β

の
場
合 

〇
・
四 

〇
・
四
五

〇
・
四
五

〇
・
五
五 

3.
0

0
u
≦

β
<

の
場
合 

〇
・
三
五 

〇
・
三
五

〇
・
四

〇
・
四
五 

7.
0

3.
0

u
≦

＜
β

の
場
合 

〇
・
四 

〇
・
四

〇
・
四
五

〇
・
五 

Ｂ 

7.
0

u ＞
β

の
場
合 

〇
・
四
五 

〇
・
四
五

〇
・
五

〇
・
五
五 

3.
0

0
u
≦

β
<

の
場
合 
〇
・
三
五 

〇
・
三
五

〇
・
四

〇
・
四
五 

7.
0

3.
0

u
≦

＜
β

の
場
合 
〇
・
四 

〇
・
四
五

〇
・
四
五

〇
・
五 

耐
力
壁

の
部
材

群
と
し

て
の
種

別 

Ｃ 

7.
0

u ＞
β

の
場
合 

〇
・
五 

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
五
五 
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3.
0

0
u
≦

β
<

の
場
合 

〇
・
四 

〇
・
四

〇
・
四
五

〇
・
四
五 

7.
0

3.
0

u
≦

＜
β

の
場
合 

〇
・
四
五 

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
五 

Ｄ 

7.
0

u ＞
β

の
場
合 

〇
・
五
五 

〇
・
五
五

〇
・
五
五

〇
・
五
五 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
βu
は
、
耐
力
壁
（
筋
か
い
を
含
む
。
）
の
水
平
耐
力
の
和
を
保
有
水
平
耐
力
の
数
値
で
除
し
た
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

五 

第
一
号
の
計
算
に
お
い
て
各
階
の
崩
壊
形
を
増
分
解
析
を
用
い
て
確
認
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
上
部
分
の
各
階
に
つ
い

て
標
準
せ
ん
断
力
係
数
（
令
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
地
震
力
の
計
算
に
用
い
る
係
数
を
い
う
。
）
の
数
値
を
漸
増
さ
せ
、
こ

れ
に
応
じ
た
地
震
層
せ
ん
断
力
係
数
に
当
該
各
階
が
支
え
る
部
分
の
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
（
令
第
八
十
六
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、
更
に
積
雪
荷
重
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
）
を

乗
じ
た
数
値
を
水
平
力
と
し
て
作
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
震
層
せ
ん
断
力
係
数
を
計
算

す
る
場
合
に
用
い
る
Ai
は
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ai
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五 

柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
階
に
つ
い
て
Ds
を
算
出
す
る
方
法 

柱
及
び
は
り
の
大
部
分
が
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
階
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
Ds
を
算
出
す
る
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も
の
と
す
る
。 

一 
柱
の
種
別
を
、
次
の
表
に
従
い
、
崩
壊
形
に
達
す
る
時
に
柱
に
生
ず
る
力
の
条
件
及
び
部
材
の
破
壊
の
状
況
に
応
じ
て
定
め

る
こ
と
。 

部
材
の
破
壊
の
状
況 

崩
壊
形
に
達
す
る
時
に
柱
に
生
ず
る
力
の
条
件 

曲
げ
破
壊 

せ
ん
断
破
壊 

4.
0

M/
sM

0
0

≧

の
場
合 

Ｆ
Ａ

Ｆ
Ｂ 

3.
0

N/
N

0
≦

の
場
合 

4.
0

M/
sM

0
0

＜

の
場
合 

Ｆ
Ｂ

Ｆ
Ｃ 

4.
0

M/
sM

0
0

≧

の
場
合 

Ｆ
Ｂ

Ｆ
Ｃ 

4.
0

N/
N

3.
0

0
≦

＜

の
場

合 
4.

0
M/

sM
0

0
＜

の
場
合 

Ｆ
Ｃ

Ｆ
Ｄ 

4.
0

N/
N

0 ＞

の
場
合 

Ｆ
Ｄ

Ｆ
Ｄ 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
N
、
N0

、
sM0

及
び
M0

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

N 

崩
壊
形
に
達
す
る
時
に
柱
に
生
ず
る
圧
縮
力
（
単
位 

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

N0 

令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
に
規
定
す
る
材
料
強
度
に
よ
っ
て
計
算
し
た
柱
の
圧
縮
耐
力
（
単
位 

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン

） 

sM0 

令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
に
規
定
す
る
材
料
強
度
に
よ
っ
て
計
算
し
た
柱
の
鉄
骨
部
分
の
曲
げ
耐
力
（
単
位 

キ
ロ
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ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト
ル
） 

M0 

令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
に
規
定
す
る
材
料
強
度
に
よ
っ
て
計
算
し
た
柱
の
曲
げ
耐
力
（
単
位 

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン

メ
ー
ト
ル
） 

二 

耐
力
壁
の
種
別
は
、
崩
壊
形
に
達
す
る
時
の
当
該
耐
力
壁
の
破
壊
の
状
況
が
せ
ん
断
破
壊
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｗ
Ｃ
と

し
、
せ
ん
断
破
壊
以
外
の
破
壊
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
Ｗ
Ａ
と
す
る
こ
と
。 

三 

Ds
を
計
算
す
る
階
に
お
け
る
柱
及
び
耐
力
壁
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
、
次
の
表
に
従
い
、
当
該
階
の
部
材
の
耐
力
の

割
合
の
数
値
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
部
材
の
種
別
が
Ｆ
Ｄ
で
あ
る
柱
に
つ
い
て
当
該
部
材
を
取
り
除
い
た
建
築
物

の
架
構
に
局
部
崩
壊
が
生
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
部
材
群
と
し
て
の
種
別
は
Ｄ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

部
材
の
耐
力
の
割
合 

部
材
群
と
し
て
の
種
別 

(一) 
5.

0
A
≧

γ

か
つ

2.
0

C
≦

γ
 

Ａ 

(二) 
5.

0
C ＜
γ

（
部
材
群
と
し
て
の
種
別
が
Ａ
の
場
合
を
除
く
。
） 

Ｂ 

(三) 
5.

0
C
≧

γ
 

Ｃ 

こ
の
表
に
お
い
て
、
γA

及
び
γC

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

γA 

柱
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
種
別
Ｆ
Ａ
で
あ
る
柱
の
耐
力
の
和
を
種
別
Ｆ
Ｄ
で
あ
る
柱
を
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除
く
す
べ
て
の
柱
の
水
平
耐
力
の
和
で
除
し
た
数
値
、
耐
力
壁
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
種

別
Ｗ
Ａ
で
あ
る
耐
力
壁
の
耐
力
の
和
を
す
べ
て
の
耐
力
壁
の
水
平
耐
力
の
和
で
除
し
た
数
値 

γC 
柱
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
種
別
Ｆ
Ｃ
で
あ
る
柱
の
耐
力
の
和
を
種
別
Ｆ
Ｄ
で
あ
る
柱
を

除
く
す
べ
て
の
柱
の
水
平
耐
力
の
和
で
除
し
た
数
値
、
耐
力
壁
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
種

別
Ｗ
Ｃ
で
あ
る
耐
力
壁
の
耐
力
の
和
を
す
べ
て
の
耐
力
壁
の
水
平
耐
力
の
和
で
除
し
た
数
値 

四 

各
階
の
Ds
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
定
め
る
数
値
と
す
る
こ
と
。 

イ 

耐
力
壁
を
設
け
な
い
剛
節
架
構
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
当
該
階
の
柱
及
び
は
り
の
部
材

群
と
し
て
の
種
別
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
数
値
と
す
る
。 

柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別 

Ds
の
数
値 

Ａ 

〇
・
二
五 

Ｂ 

〇
・
三 

Ｃ 

〇
・
三
五 

Ｄ 

〇
・
四 

ロ 

壁
式
構
造
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
当
該
階
の
耐
力
壁
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
に
応
じ

、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
数
値
と
す
る
。 
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耐
力
壁
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別 

Ds
の
数
値 

Ａ 

〇
・
四 

Ｂ 

〇
・
四
五 

Ｃ 

〇
・
五 

Ｄ 

〇
・
五 

ハ 

剛
節
架
構
と
耐
力
壁
を
併
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
当
該
階
の
柱
及
び
は
り
並
び
に
筋
か

い
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
数
値
と
す
る
。 

 
 

 

柱
及
び
は
り
の
部
材
群
と
し
て
の
種
別 

 
 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

3.
0

0
u
≦

β
<

の
場
合 

〇
・
二
五 

〇
・
三

〇
・
三
五

〇
・
四 

7.
0

3.
0

u
≦

＜
β

の
場
合 

〇
・
三 

〇
・
三
五

〇
・
四

〇
・
四
五 

Ａ 

7.
0

u ＞
β

の
場
合 

〇
・
三
五 

〇
・
四

〇
・
四

〇
・
五 

3.
0

0
u
≦

β
<

の
場
合 
〇
・
三 

〇
・
三

〇
・
三
五

〇
・
四 

7.
0

3.
0

u
≦

＜
β

の
場
合 

〇
・
三
五 

〇
・
三
五

〇
・
四

〇
・
四
五 

耐
力
壁

の
部
材

群
と
し

て
の
種

別 

Ｂ 

7.
0

u ＞
β

の
場
合 

〇
・
四 

〇
・
四

〇
・
四
五

〇
・
五 
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3.
0

0
u
≦

β
<

の
場
合 

〇
・
三 

〇
・
三

〇
・
三
五

〇
・
四 

7.
0

3.
0

u
≦

＜
β

の
場
合 

〇
・
三
五 

〇
・
四

〇
・
四

〇
・
四
五 

Ｃ 

7.
0

u ＞
β

の
場
合 

〇
・
四
五 

〇
・
四
五

〇
・
四
五

〇
・
五 

3.
0

0
u
≦

β
<

の
場
合 

〇
・
三
五 

〇
・
三
五

〇
・
四

〇
・
四 

7.
0

3.
0

u
≦

＜
β

の
場
合 

〇
・
四 

〇
・
四
五

〇
・
四
五

〇
・
四
五 

Ｄ 

7.
0

u ＞
β

の
場
合 

〇
・
五 

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
五 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
βu
は
、
耐
力
壁
（
筋
か
い
を
含
む
。
）
の
水
平
耐
力
の
和
を
保
有
水
平
耐
力
の
数
値
で
除
し
た
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

五 

第
四
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

第
六 

そ
の
他
の
階
に
つ
い
て
Ds
を
算
出
す
る
方
法 

 

第
二
か
ら
第
五
ま
で
に
掲
げ
る
階
以
外
の
階
に
あ
っ
て
は
、
次
の
表
の
数
値
以
上
の
数
値
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

(い) 

(ろ) 

(は) 

架
構
の
形
式 

    

剛
節
架
構
又
は

こ
れ
に
類
す
る

(い)

欄
及
び

(は)

欄
に
掲
げ
る
も

各
階
に
生
ず
る
水
平
力

の
大
部
分
を
当
該
階
の
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架
構
の
性
状 

形
式
の
架
構 

の
以
外
の
も
の 

耐
力
壁
又
は
筋
か
い
に

よ
っ
て
負
担
す
る
形
式

の
架
構 

(一) 

架
構
を
構
成
す
る
部
材
に
生
ず
る
応
力
に
対
し

て
せ
ん
断
破
壊
等
耐
力
が
急
激
に
低
下
す
る
破

壊
が
著
し
く
生
じ
難
い
こ
と
等
の
た
め
、
塑
性

変
形
の
度
が
特
に
高
い
も
の 

〇
・
三

〇
・
三
五

〇
・
四 

(二) 

(一)
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
架
構
を
構
成

す
る
部
材
に
生
ず
る
応
力
に
対
し
て
せ
ん
断
破

壊
等
耐
力
が
急
激
に
低
下
す
る
破
壊
が
生
じ
難

い
こ
と
等
の
た
め
、
塑
性
変
形
の
度
が
高
い
も

の 

〇
・
三
五

〇
・
四

〇
・
四
五 

(三) 

(一)
及
び

(二)
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
架
構

を
構
成
す
る
部
材
に
塑
性
変
形
を
生
じ
さ
せ
る

応
力
に
対
し
て
当
該
部
材
に
せ
ん
断
破
壊
等
が

生
じ
な
い
こ
と
等
の
た
め
、
耐
力
が
急
激
に
低

下
し
な
い
も
の 

〇
・
四

〇
・
四
五

〇
・
五 
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(四) 

(一)
か
ら

(三)
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の 

〇
・
四
五

〇
・
五

〇
・
五
五 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



   

1 

昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
三
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
Ｚ
の
数
値
、
Ｒt
及
び
Ａi
を
算
出
す
る
方
法
並
び
に
地
盤
が
著
し
く
軟
弱
な
区

域
と
し
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
基
準
を
定
め
る
件 

Ｚ
の
数
値
、
Ｒt
及
び
Ａi
を
算
出
す
る
方
法
並
び
に
地
盤
が
著
し
く
軟
弱
な
区

域
と
し
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
、
第

二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｚ
の
数
値
、
Ｒt
及
び
Ａi
を
算
出
す
る
方
法
並
び
に
地

盤
が
著
し
く
軟
弱
な
区
域
と
し
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
基
準
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
、
第

二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｚ
の
数
値
、
Ｒt
及
び
Ａi
を
算
出
す
る
方
法
並
び
に
地

盤
が
著
し
く
軟
弱
な
区
域
と
し
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
基
準
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 

第
一 

（
略
） 

第
一 

（
略
） 

第
二 

Ｒt

を
算
出
す
る
方
法 

Ｒt

は
、
次
の
表
の
式
に
よ
つ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
調
査
又
は
研

究
の
結
果
に
基
づ
き
、
地
震
時
に
お
け
る
基
礎
及
び
基
礎
ぐ
い
の
変
形
が
生
じ
な
い
も
の
と
し

て
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
初
期
剛
性
を
用
い
て
算
出
し
た
建
築
物
の
振
動
特
性
を
表
す
数

値
が
同
表
の
式
に
よ
つ
て
算
出
し
た
数
値
を
下
回
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
く
数
値
（
こ
の
数
値
が
同
表
の
式
に
よ
つ
て
算
出
し
た

数
値
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
数
値
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
数
値
）
ま
で
減
じ
た
も
の
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
表 

略
） 

第
二 

Ｒt

を
算
出
す
る
方
法 

Ｒt

は
、
次
の
表
の
式
に
よ
つ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
調
査
又
は
研

究
の
結
果
に
基
づ
き
建
築
物
の
振
動
特
性
を
表
す
数
値
が
同
表
の
式
に
よ
つ
て
算
出
し
た
数
値

を
下
回
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
く

数
値
（
こ
の
数
値
が
同
表
の
式
に
よ
つ
て
算
出
し
た
数
値
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
数
値
に
満
た

な
い
と
き
は
、
当
該
数
値
）
ま
で
減
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
表 

略
） 



   

2 

第
三 

Ａi
を
算
出
す
る
方
法 

Ａi
は
、
次
の
式
に
よ
つ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
震
時
に
お
け
る
基
礎
及

び
基
礎
ぐ
い
の
変
形
が
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
初
期
剛
性
を
用
い

て
算
出
し
た
建
築
物
の
振
動
特
性
に
つ
い
て
の
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
い
て
算

出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
三 

Ａi
を
算
出
す
る
方
法 

Ａi
は
、
次
の
式
に
よ
つ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
振
動
特
性
に
つ

い
て
の
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
い
て
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
T3

1
T2

1
1

A
i

i
i

+
  

  
α

−
α

+
=

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
αi
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

αi 

建
築
物
の
Ａi
を
算
出
し
よ
う
と
す
る
高
さ
の
部
分
が
支
え
る
部
分
の
固
定
荷
重
と
積

載
荷
重
と
の
和(

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特

定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、
更
に
積
雪
荷
重
を
加
え
る
も
の
と
す

る
。
以
下
同
じ
。)

を
当
該
建
築
物
の
地
上
部
分
の
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
で
除

し
た
数
値 

Ｔ 

（
略
） 

T3
1

T2
1

1
A

i
i

i
+

  
  

α
−

α
+

=
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
αi
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

αi 

建
築
物
の
Ａi
を
算
出
し
よ
う
と
す
る
高
さ
の
部
分
が
支
え
る
部
分
の
固
定
荷
重
と
積

載
荷
重
と
の
和(

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
つ
て

特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、
更
に
積
雪
荷
重
を
加
え
る
も
の
と

す
る
。
以
下
同
じ
。)

を
当
該
建
築
物
の
地
上
部
分
の
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
で

除
し
た
数
値 

Ｔ 

（
略
） 

第
四 

（
略
） 

第
四 

（
略
） 

 



   

1 

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
損
傷
限
界
変
位
、
Td
、
Bdi
、
層
間
変
位
、
安
全
限
界
変
位
、
Ts
、
Bsi
、
Fh

及
び
Gs
を
計
算
す
る
方
法
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
等
及
び
外
壁
等
の
構
造
耐
力

上
の
安
全
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件 

Td
、
Bdi
、
安
全
限
界
変
位
、
Ts
、
Bsi
、
Fh
及
び
Gs
を
計
算
す
る
方
法
並

び
に
屋
根
ふ
き
材
等
及
び
外
壁
等
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
を
確
か
め
る
た
め
の

構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
の
五
第
三
号

イ
か
ら
ニ
ま
で
、
第
五
号
、
第
七
号
並
び
に
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
損
傷
限
界
変
位
、
Td

、
Bdi
、
層
間
変
位
、
安
全
限
界
変
位
、
Ts
、
Bsi
、
Fh
及
び
Gs
を
計
算
す
る
方
法
並
び
に
屋

根
ふ
き
材
等
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
の
六
第
三
号

ロ
及
び
ハ
、
第
五
号
、
第
七
号
並
び
に
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
Td
、
Bdi
、
安
全
限
界
変

位
、
Ts
、
Bsi
、
Fh
及
び
Gs
を
計
算
す
る
方
法
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
等
の
構
造
耐
力
上
の
安

全
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

第
一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
限
界

耐
力
計
算
（
第
三
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
増
分
解
析
に
基
づ
き
行
う

も
の
と
し
、
か
つ
、
各
階
が
第
六
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
安
全
限
界
変
位
に
達
す
る
ま

で
に
当
該
各
階
に
お
け
る
耐
力
の
低
下
が
な
い
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

第
二 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
各
階
の
損
傷
限
界
変
位
は
、
平

成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
四
号
第
一
の
規
定
に
従
っ
て
架
構
を
定
め
、
各
階

の
架
構
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
階
の
損
傷
限
界
耐
力
に
相
当
す
る
水
平
力
そ
の
他
の
こ
れ
に
作
用

す
る
力
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
四
号
第
二
第
三
号
の
規
定
を
準
用
し

て
計
算
す
る
力
を
含
む
。
）
に
耐
え
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
力
に
対
す
る
架
構
の
水
平

方
向
の
変
位
と
し
て
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

第
三 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
 Td 

は
、

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千

第
一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
の
六
第
三
号
ロ
に
規
定

す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期 

Td 
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。



   

2 

百
十
三
号
第
一
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
地
盤
調
査
（
以
下
「
地
盤
調
査
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
地
盤
の
特
性
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
は
更
に
次
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
周
期

調
整
係
数
を
乗
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
建
築
物
の
各
部
分
の
質
量
及
び
剛
性
に
基

づ
き
固
有
値
解
析
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
当
該
周
期
を
計
算
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
式 

略
） 

た
だ
し
、
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
告
示
第
百
十
一
号
第
一
に
規
定
す
る
地
盤
調
査
（
以
下
「

地
盤
調
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
地
盤
の
特
性
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
は
更
に
次
項
の
規

定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
周
期
調
整
係
数
を
乗
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
建
築
物
の
各

部
分
の
質
量
及
び
剛
性
に
基
づ
き
固
有
値
解
析
等
の
手
法
に
よ
っ
て
当
該
周
期
を
計
算
で
き

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
式 

略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
四
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
地
下
部
分
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
に
地
下
部
分
に
生
ず
る
力
を
用
い
て
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

第
四 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
三
号
ハ
の
表
に
規
定
す
る
建
築
物
の
各
階
に
生
ず
る
加
速
度
の

分
布
係
数 

Bdi 
は
、
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
の
各
階
の
変
形
の
分
布
に
基
づ
き
、
損
傷
限
界

固
有
周
期
に
応
じ
た
刺
激
関
数
に
よ
っ
て
計
算
し
、
次
の
表
に
掲
げ
る
ｐ
及
び
ｑ
を
乗
じ

て
得
た
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
築
物
が
地
階
を
除
く
階
数
が
五
以
下
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
階
の
区
分
に
応
じ
て
次
の
表
の
(一)
項
又
は
(二)
項
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
各
階
に

つ
き
計
算
し
た
bdi
を
用
い
て
、
次
の
表
の
(三)
項
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
表 

略
） 

第
二 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
三
号
ハ
の
表
に
規
定
す
る
建
築
物
の
各
階
に
生
ず
る
加
速
度
の

分
布
係
数 

Bdi 
は
、
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
の
各
階
の
変
形
の
分
布
に
基
づ
き
、
損
傷
限
界

固
有
周
期
に
応
じ
た
刺
激
関
数
に
よ
っ
て
計
算
し
、
次
の
表
に
掲
げ
る
ｐ
及
び
ｑ
を
乗
じ

て
得
た
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
築
物
が
整
形
か
つ
均
質
で
あ
る
か
、
又
は
階
数
が
五
以

下
の
階
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
階
の
区
分
に
応
じ
て
次
の
表
の
(一)
項
又
は
(二)
項
に
掲

げ
る
式
に
よ
っ
て
各
階
に
つ
き
計
算
し
た
bdi
を
用
い
て
、
次
の
表
の
(三)
項
に
掲
げ
る
式
に

よ
り
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
表 

略
） 

第
五 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間
変
位
は

、
第
三
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
に
お
け
る
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の

層
間
変
位
と
す
る
。 

 

第
六 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
各
階
の
安
全
限
界
変
位
は
、
建
築
物
の
各

階
が
保
有
水
平
耐
力
に
相
当
す
る
水
平
力
そ
の
他
こ
れ
に
作
用
す
る
力
に
対
し
て
耐
え
て
い

る
と
き
に
、
当
該
階
の
一
の
部
材
が
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
部
材
の
限
界
変
形
角
に
達

第
三 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
各
階
の
安
全
限
界
変
位
は
、
建
築
物
の
各

階
が
保
有
水
平
耐
力
に
相
当
す
る
水
平
力
そ
の
他
こ
れ
に
作
用
す
る
力
に
対
し
て
耐
え
て
い

る
と
き
に
、
当
該
階
の
一
の
部
材
が
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
部
材
の
限
界
変
形
角
に
達
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し
た
場
合
の
層
間
変
位
以
下
の
変
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
限
界
変
形
角
に
達
し
た
部
材
を
取

り
除
い
た
と
仮
定
し
た
架
構
が
な
お
倒
壊
、
崩
壊
等
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
架
構
に
基
づ
き
各
階
の
安
全
限
界
変
位
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。 

（
式 

略
） 

し
た
場
合
の
層
間
変
位
以
下
の
変
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
限
界
変
形
角
に
達
し
た
部
材
を
取

り
除
い
た
と
仮
定
し
た
架
構
が
な
お
倒
壊
、
崩
壊
等
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
架
構
に
基
づ
き
各
階
の
安
全
限
界
変
位
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。 

（
式 

略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
各
階
に
つ
い
て
定
め
る
安
全
限
界
変
位
の
当
該
各
階
の
高

さ
に
対
す
る
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
十
五
分
の
一
（
木
造
で
あ
る
階
に
あ
っ
て
は
、
三
十
分

の
一
）
を
超
え
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の

結
果
に
基
づ
き
安
全
限
界
変
位
に
相
当
す
る
変
位
が
生
ず
る
建
築
物
の
各
階
が
当
該
建
築
物

に
作
用
す
る
荷
重
及
び
外
力
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
七 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
安
全
限
界
固
有
周
期
Ｔs
は
、

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
盤
調
査
に
よ
っ
て
地
盤
の
特
性
を

求
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
更
に
次
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
周
期
調
整
係
数
を
乗
じ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
建
築
物
の
各
部
分
の
質
量
及
び
剛
性
に
基
づ
き
固
有
値
解
析

等
の
手
法
に
よ
っ
て
当
該
周
期
を
計
算
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
計
算
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
四 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
安
全
限
界
固
有
周
期
Ｔs
は
、

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
盤
調
査
に
よ
っ
て
地
盤
の
特
性
を

求
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
更
に
次
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
周
期
調
整
係
数
を
乗
じ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
建
築
物
の
各
部
分
の
質
量
及
び
剛
性
に
基
づ
き
固
有
値
解
析

等
の
手
法
に
よ
っ
て
当
該
周
期
を
計
算
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
計
算
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 
Q

s s
M

u
2

Ts
s
⊿

π
=

 
Q

s s
M

u
2

Ts
s
⊿

π
=

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｔs
、
Ｍus

、
⊿s
及
び
Qs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。 

Ｔs 

（
略
）  

Ｍus 

（
略
） 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｔs
、
Ｍus

、
⊿s
及
び
Qs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。 

Ｔs 

（
略
）  

Ｍus 

（
略
） 
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（
式 

略
） 

（
式 

略
） 

こ
の
式
に
お
い
て
、
mi
及
び
δsi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

こ
の
式
に
お
い
て
、
mi
及
び
δsi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

mi 
（
略
）  

mi 

（
略
） 

δsi 

（
略
）  

δsi 

（
略
） 

 
 
 
 

（
式 

略
） 

（
式 

略
） 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Bsi
及
び
Qs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

こ
の
式
に
お
い
て
、
Bsi
及
び
Qs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

Bsi 

第
八
の
規
定
に
よ
る
第
i
階
に
お
け
る
加
速
度
の
分
布
係
数 

Qs 

（
略
）  

Bsi 

第
五
の
規
定
に
よ
る
第
i
階
に
お
け
る
加
速
度
の
分
布
係
数 

Qs 

（
略
） 

Qs 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
建
築
物
の
安
全
限
界
耐
力(

単
位 

キ
ロ
ニ

ュ
ー
ト
ン) 

 
 

各
階
に
つ
い
て
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
安
全
限
界
耐
力
の
一
階
層
せ
ん
断
力
係

数
換
算
値
qsi
の
う
ち
最
小
の
値
に
、
建
築
物
の
全
重
量
を
乗
じ
た
値
と
し
て
計
算
す

る
こ
と
。 

Qs 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
建
築
物
の
安
全
限
界
耐
力(

単
位 

キ
ロ
ニ

ュ
ー
ト
ン) 

 

各
階
に
つ
い
て
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
安
全
限
界
耐
力
の
一
階
層
せ
ん
断
力
係

数
換
算
値
qsi
の
う
ち
最
小
の
値
に
、
建
築
物
の
全
重
量
を
乗
じ
た
値
と
し
て
計
算
す

る
こ
と
。 

 
 
 

（
式 

略
） 

 
 
 

（
式 

略
） 

こ
の
式
に
お
い
て
、
qsi
、
Qui
、
Fei
、
Bsi
及
び
mi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。 

こ
の
式
に
お
い
て
、
qsi
、
Qui
、
Fei
、
Bsi
及
び
mi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。 

qsi 

（
略
）  

qsi 

（
略
） 

Qui 

（
略
） 

Qui 

（
略
） 

Fei 

（
略
）  

Fei 

（
略
） 

Bsi 

第
八
の
規
定
に
よ
る
第
i
階
に
生
ず
る
加
速
度
の
分
布
係
数 

Bsi 

第
五
の
規
定
に
よ
る
第
i
階
に
生
ず
る
加
速
度
の
分
布
係
数 

mi 

（
略
） 
mi 

（
略
） 

⊿s 

（
略
） 

⊿s 
（
略
） 

２ 

周
期
調
整
係
数
r
は
、
第
三
第
二
項
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
Td
及
び
Mud
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ts
及
び
Mus
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

周
期
調
整
係
数
r
は
、
第
一
第
二
項
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
Td
及
び
Mud
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ts
及
び
Mus
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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３ 
建
築
物
の
安
全
限
界
時
に
お
い
て
、
構
造
部
材
で
あ
る
柱
、
は
り
若
し
く
は
壁
又
は
こ
れ

ら
の
接
合
部
が
、
せ
ん
断
破
壊
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
脆
性
的

な
破
壊
等
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な

い
こ
と
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
。 

一 

建
築
物
の
安
全
限
界
時
に
お
い
て
塑
性
ヒ
ン
ジ
を
生
ず
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
塑
性
ヒ
ン
ジ
部
材
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
に
規

定
す
る
Δs
の
数
値
を
一
・
五
倍
し
た
場
合
に
お
け
る
各
階
の
層
間
変
位
を
計
算
し
、
当

該
層
間
変
位
に
お
け
る
各
塑
性
ヒ
ン
ジ
部
材
の
変
形
角
が
、
第
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ

て
計
算
し
た
限
界
変
形
角
を
、
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

二 

塑
性
ヒ
ン
ジ
部
材
以
外
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
九
年
国
土

交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
四
号
第
四
第
三
号
の
規
定
に
準
じ
た
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。

 

４ 

建
築
物
の
地
上
部
分
の
塔
状
比
（
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
お
け
る
架
構
の
幅
に
対
す

る
高
さ
の
比
を
い
う
。
）
が
四
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
層
せ
ん

断
力
の
い
ず
れ
か
が
作
用
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
建
築
物
の
地
盤
、
基
礎
ぐ
い
又
は
地
盤

ア
ン
カ
ー
に
生
ず
る
力
を
計
算
し
、
当
該
力
が
地
盤
に
あ
っ
て
は
地
盤
調
査
に
よ
っ
て
求
め

た
極
限
応
力
度
に
基
づ
き
計
算
し
た
極
限
支
持
力
の
数
値
を
、
基
礎
ぐ
い
及
び
地
盤
ア
ン
カ

ー
に
あ
っ
て
は
令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
に
規
定
す
る
材
料
強
度
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該

基
礎
ぐ
い
及
び
地
盤
ア
ン
カ
ー
の
耐
力
並
び
に
地
盤
調
査
に
よ
っ
て
求
め
た
圧
縮
方
向
及
び

引
抜
き
方
向
の
極
限
支
持
力
の
数
値
を
、
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
に
よ
っ
て
地
震
力
が
作
用
す
る
建
築
物
の
全
体
の
転

倒
が
生
じ
な
い
こ
と
を
確
か
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
つ
い
て
標
準
せ
ん
断
力
係
数
を
〇
・
三

以
上
と
し
て
計
算
し
た
層
せ
ん
断
力 
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二 

建
築
物
の
安
全
限
界
時
に
各
階
に
作
用
す
る
も
の
と
し
た
層
せ
ん
断
力 

第
八 
令
第
八
十
二
条
の
五
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
各
階
に
生
ず
る
加
速
度
の
分
布

係
数
Bsi
は
、
第
四
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

三
号
ハ
の
表
、
損
傷
限
界
、
Td
、
Mud
及
び
bdi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
五
号
ハ
の
表
、
安
全
限

界
、
Ts
、
Mus
及
び
Bsi
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
五 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
各
階
に
生
ず
る
加
速
度
の
分
布

係
数
Bsi
は
、
第
二
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
損

傷
限
界
、
Td
、
Mud
及
び
bdi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
安
全
限
界
、
Ts
、
Mus
及
び
Bsi
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

第
九 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
振
動
の
減
衰
に
よ
る
加
速
度
の
低
減
率

Fh
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
地
震
応
答
に
対

す
る
部
材
又
は
建
築
物
の
減
衰
性
の
影
響
を
考
慮
し
た
計
算
手
法
に
よ
っ
て
Fh
を
算
出
で

き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
式 

略
） 

第
六 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
振
動
の
減
衰
に
よ
る
加
速
度
の
低
減
率

Fh
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
地
震
応
答
に
対

す
る
部
材
又
は
建
築
物
の
減
衰
性
の
影
響
を
考
慮
し
た
計
算
手
法
に
よ
っ
て
Fh
を
算
出
で

き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
式 

略
） 

２ 

前
項
の
式
に
お
い
て
、
ｈ
は
、
次
の
各
号
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
架
構
に
お
い
て
弾
性
状
態
に
お
け
る
剛
性
の
低
下
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
構
造
方
法

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
求
め
た
建
築
物
の
減

衰
を
表
す
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
部
材
又
は
建
築
物
の
減
衰
性
を
、
こ
れ
ら
を
弾
性
と
み

な
し
た
場
合
の
粘
性
減
衰
定
数
に
よ
っ
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
数

値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
式
に
お
い
て
、
ｈ
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
求
め
た
建
築
物
の
減
衰

を
表
す
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
部
材
又
は
建
築
物
の
減
衰
性
を
、
こ
れ
ら
を
弾
性
と
見
な

し
た
場
合
の
粘
性
減
衰
定
数
に
よ
っ
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
数
値

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

前
号
イ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
塑
性
の
程
度
を
表
す
数
値
mDfi
が
一
以
上
で
あ
る
部
材

に
つ
い
て
、
イ
に
規
定
す
る
γ1

が
す
べ
て
等
し
い
場
合
に
は
、
建
築
物
の
減
衰
性
を
表

す
数
値
h
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

前
号
イ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
塑
性
の
程
度
を
表
す
数
値
mDfi
が
一
以
上
で
あ
る
部
材

に
つ
い
て
、
イ
に
規
定
す
る
γ1

が
す
べ
て
等
し
い
場
合
に
は
、
建
築
物
の
減
衰
性
を
表

す
数
値
h
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(
)

05
.0

D
f

/1
1

h
1

+
−

γ
=

 
(

)
05
.0

D
f

/1
1

h
1

+
−

γ
=

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
γ1

及
び
Df
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

こ
の
式
に
お
い
て
、
γ1

及
び
Df
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

γ1 

（
略
）  

γ1 

（
略
） 

Df 

（
略
）  

Df 

（
略
） 
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dQ
s

sQ
d

D
f

⊿ ⊿
=

 
dQ

s
sQ

d
D

f
⊿ ⊿

=
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
⊿s
、
Qd
、
⊿d
及
び
Qs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の

と
す
る
。 

こ
の
式
に
お
い
て
、
⊿s
、
Qd
、
⊿d
及
び
Qs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の

と
す
る
。 

⊿s 

第
七
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
安
全
限
界
時
に
お
け
る
代
表
変
位
（
単
位

メ
ー
ト
ル
） 

⊿s 

第
四
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
安
全
限
界
時
に
お
け
る
代
表
変
位
（
単
位

メ
ー
ト
ル
） 

Qd 

第
三
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
耐
力
（
単
位 

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
） 

Qd 

第
一
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
耐
力
（
単
位 

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
） 

⊿d 

第
三
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
に
お
け
る
代
表
変
位
（
単
位

メ
ー
ト
ル
） 

⊿d 

第
一
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
に
お
け
る
代
表
変
位
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

Qs 

第
七
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
安
全
限
界
耐
力
（
単
位 

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
） 

Qs 

第
四
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
安
全
限
界
耐
力
（
単
位 

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
） 

三 

建
築
物
の
減
衰
を
表
す
数
値
h
を
建
築
物
に
生
ず
る
水
平
力
と
当
該
水
平
力
に
よ
り

建
築
物
に
生
ず
る
変
位
の
関
係
か
ら
求
め
る
場
合
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の

と
す
る
。 

(
)

05
.0

D
f

/1
1

h
1

+
−

γ
=

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
γ1

及
び
Df
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

γ1 

第
一
号
に
規
定
す
る
部
材
の
構
造
形
式
に
応
じ
た
建
築
物
の
減
衰
特
性
を
表
す
係

数 

Df 

建
築
物
の
塑
性
の
程
度
を
表
す
も
の
と
し
て
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
（

た
だ
し
、
一
を
下
回
る
場
合
に
は
一
と
す
る
。
） 

 
 
 

y
/s

D
f

⊿
⊿

=
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Δs
及
び
Δy
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

Δs 

第
七
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
安
全
限
界
時
に
お
け
る
代
表
変
位
（
単
位
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メ
ー
ト
ル
） 

Δy 

次
の
図
の
点
Ｘ2

に
お
け
る
建
築
物
に
生
ず
る
変
位
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

 

                

 

こ
の
図
に
お
い
て
、
Ｘ
軸
、
Ｙ
軸
、
点
Ｏ
、
曲
線
Ｌ
、
点
Ａ
、
点
Ｂ
、
点
Ｃ
、
点
Ｘ1

及

び
点
Ｘ2

は
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の
を
表
す
も
の
と
し
、
Ｘ
軸
と
Ｙ
軸
は
互
い
に
直

角
に
交
わ
る
も
の
と
す
る
。 

 

Ｘ
軸 

建
築
物
に
生
ず
る
変
位
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

 

Ｙ
軸 

建
築
物
に
作
用
す
る
水
平
力
（
単
位 

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

 

点
Ｏ 

Ｘ
軸
と
Ｙ
軸
の
交
点 

 

L

Ｃ
Ｘ1

Δｓ

Δｙ

Ｙ

Ｘ2

B

A
XO

L

Ｃ
Ｘ1

Δｓ

Δｙ

Ｙ

Ｘ2

B

A
XO
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曲
線
Ｌ 

建
築
物
に
作
用
す
る
水
平
力
と
当
該
水
平
力
に
よ
り
建
築
物
に
生
ず
る
変
位
の

関
係
を
示
し
た
曲
線
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
性
曲
線
」
と
い
う
。
） 

 
点
Ａ 
建
築
物
に
生
ず
る
変
位
が
⊿s
の
と
き
の
Ｘ
軸
上
の
点 

 

点
Ｂ 

点
Ａ
を
通
り
Ｘ
軸
と
直
角
に
交
わ
る
直
線
と
曲
線
Ｌ
の
交
点 

 

点
Ｃ 

建
築
物
に
作
用
す
る
水
平
力
が
第
七
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
安
全
限
界
耐

力
の
Ｙ
軸
上
の
点 

 

点
Ｘ1 

点
Ｃ
と
点
Ｂ
を
結
ぶ
直
線
上
の
点
で
、
そ
の
点
、
点
Ｂ
、
点
Ａ
及
び
点
Ｏ
を
頂

点
と
す
る
四
角
形
の
面
積
が
曲
線
Ｌ
、
点
Ｂ
と
点
Ａ
を
結
ぶ
直
線
及
び
点
Ａ
と
点
Ｏ
を

結
ぶ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
図
形
の
面
積
と
等
し
く
な
る
と
き
の
点
。
た
だ
し
、
令
第

八
十
二
条
の
五
第
三
号
ハ
の
表
に
規
定
す
る
地
震
力
に
よ
る
建
築
物
の
各
階
の
水
平
方

向
の
変
位
を
特
性
曲
線
を
用
い
て
計
算
し
、
当
該
変
位
を
安
全
限
界
変
位
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
点
Ｃ
と
点
Ｂ
を
結
ぶ
直
線
に
替
え
て
、
特
性
曲
線
の
安
全
限
界
変
位
に

お
け
る
接
線
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

点
Ｘ2 

点
Ｘ1

を
通
り
Ｘ
軸
と
直
角
に
交
わ
る
直
線
と
Ｘ
軸
の
交
点  

 

四 

地
盤
調
査
に
よ
っ
て
地
盤
の
特
性
を
求
め
た
場
合
に
は
、
建
築
物
の
減
衰
性
を
表
す
数

値
ｈ
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
式 

略
） 

三 

地
盤
調
査
に
よ
っ
て
地
盤
の
特
性
を
求
め
た
場
合
に
は
、
建
築
物
の
等
価
粘
性
減
衰
定

数
ｈ
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
式 

略
） 

こ
の
式
に
お
い
て
、
r
、
hsw
、
Tsw
、
Ts
、
hro
、
Tro
及
び
hb
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

こ
の
式
に
お
い
て
、
r
、
hsw
、
Tsw
、
Ts
、
hro
、
Tro
及
び
hb
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数

値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

r 

第
七
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
限
界
時
の
周
期
調
整
係
数 
r 

第
四
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
限
界
時
の
周
期
調
整
係
数 

hsw 

地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
る
地
震
時
の
表
層
地
盤
の
せ
ん
断
ひ
ず
み
に
応
じ
た
水
平

地
盤
粘
性
減
衰
定
数
（hsw

に

Ts
r Tsw⋅

を
乗
じ
て
得
た
数
値
が
〇
・
三
を
超
え
る
場
合

hsw 
地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
る
地
震
時
の
表
層
地
盤
の
せ
ん
断
ひ
ず
み
に
応
じ
た
水
平

地
盤
粘
性
減
衰
定
数
（
〇
・
三
を
超
え
る
場
合
に
は
、
〇
・
三
と
す
る
。
） 
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に
は
、
〇
・
三
を

Ts
r Tsw⋅

で
除
し
た
数
値
と
す
る
。
） 

Tsw 
第
七
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
限
界
時
の
ス
ウ
ェ
イ
固
有
周
期
（
単
位 

秒
） 

Tsw 

第
四
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
限
界
時
の
ス
ウ
ェ
イ
固
有
周
期
（
単
位 

秒
） 

Ts 

第
七
第
一
項
に
規
定
す
る
安
全
限
界
固
有
周
期
（
単
位 

秒
） 

Ts 

第
四
第
一
項
に
規
定
す
る
安
全
限
界
固
有
周
期
（
単
位 

秒
） 

hro 

地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
る
地
震
時
の
表
層
地
盤
の
せ
ん
断
ひ
ず
み
に
応
じ
た
回
転

地
盤
粘
性
減
衰
定
数
（hro

に
Ts

r Tro⋅

を
乗
じ
て
得
た
数
値
が
〇
・
一
五
を
超
え
る
場

合
に
は
、
〇
・
一
五
を

Ts
r Tro⋅

で
除
し
た
数
値
と
す
る
。
） 

hro 

地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
る
地
震
時
の
表
層
地
盤
の
せ
ん
断
ひ
ず
み
に
応
じ
た
回
転

地
盤
粘
性
減
衰
定
数
（
〇
・
一
五
を
超
え
る
場
合
に
は
、
〇
・
一
五
と
す
る
。
） 

Tro 

第
七
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
限
界
時
の
ロ
ッ
キ
ン
グ
固
有
周
期
（
単
位 

秒
） 

Tro 

第
四
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
限
界
時
の
ロ
ッ
キ
ン
グ
固
有
周
期
（
単
位 

秒
） 

hb 

前
三
号
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
求
め
た
建
築
物
の
減
衰
性
を
表
す
数
値
ｈ
を
、
当
該

建
築
物
の
地
上
部
分
の
等
価
粘
性
減
衰
定
数
を
表
す
も
の
と
し
て
読
み
替
え
た
数
値 

hb 

前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
求
め
た
建
築
物
の
等
価
粘
性
減
衰
定
数
を
、
当
該
建

築
物
の
地
上
部
分
の
等
価
粘
性
減
衰
定
数
を
表
す
も
の
と
し
て
読
み
替
え
た
数
値 

第
十 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
三
号
の
表
に
規
定
す
る
表
層
地
盤
（
次
項
第
一
号
に
規
定
す
る

工
学
的
基
盤
上
面
以
浅
の
地
盤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
加
速
度
の
増
幅
率
を
表

す
数
値
Gs
は
、
地
盤
が
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
三
号
第
二
の
表
中
Tc

に
関
す
る
表
に
掲
げ
る
第
一
種
地
盤
に
該
当
す
る
区
域
に
あ
っ
て
は
次
の
表
一
に
掲
げ
る

式
に
よ
り
、
第
二
種
地
盤
又
は
第
三
種
地
盤
に
該
当
す
る
区
域
に
あ
っ
て
は
次
の
表
二
に

掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
。 

第
七 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
三
号
の
表
に
規
定
す
る
表
層
地
盤
（
工
学
的
基
盤
（
地
下
深
所

に
あ
っ
て
十
分
な
層
厚
と
剛
性
を
有
し
、
せ
ん
断
波
速
度
が
約
四
百
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
の

地
盤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
上
面
以
浅
の
地
盤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
加
速
度

の
増
幅
率
を
表
す
数
値
Gs
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る

。 

一 
 

 
576
.0

T
<

 
5.

1
G

s
=

 
 

 
64
.0

T
576
.0

<
≦

 
T 864

.0
G

s
=

 
 

 
T

64
.0

<
 

35
.1

G
s
=
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こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｔ
は
、
建
築
物
の
固
有
周
期
（
単
位 

秒
）
を
表
す
も
の
と

す
る
。 

 
 

二 
 

 
64
.0

T
<

 
5.

1
G

s
=

 
 

 
u

T
T

64
.0

<
≦

 
 

 
=

64
.0 T

5.
1

G
s

 
 

 
T

T
u
<

 
v

g
G

s
=

 
 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｔ
、
Ｔu

及
び
ｇv

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

る
。 Ｔ 

建
築
物
の
固
有
周
期
（
単
位 

秒
） 

Ｔu 

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
（
単
位 
秒
） 

 
 

=
5.

1 g
64
.0

T
v

u
 

ｇv 

地
盤
種
別
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値 

第
二
種
地
盤 

二
・
〇
二
五

第
三
種
地
盤 

二
・
七

 

 
 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
八
十
二
条
の
五
第
五
号
ハ
の
表
に
規
定
す
る
Gs
の

数
値
は
、
地
盤
が
液
状
化
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
で
、
か
つ
、
建
築
物
の
敷
地
は
、

が
け
地
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
傾
斜
し
た
地
盤
又
は
そ
の
近
傍
に
な
い
場
合
（
特
別
な
調

査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
傾
斜
し
た
地
盤
に
お
け
る
工
学
的
基
盤
か
ら
の
増
幅
と
同
等
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以
上
の
増
幅
を
計
算
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 一 

地
盤
調
査
に
よ
っ
て
地
下
深
所
に
至
る
十
分
な
層
厚
と
剛
性
を
有
し
、
か
つ
、
次
の
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
工
学
的
基
盤
を
有
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と

。 イ 

地
盤
の
せ
ん
断
波
速
度
が
約
四
百
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

地
盤
の
厚
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

建
築
物
の
直
下
を
中
心
と
し
、
表
層
地
盤
の
厚
さ
の
五
倍
程
度
の
範
囲
に
お
い
て
地

盤
の
深
さ
が
一
様
な
も
の
と
し
て
五
度
以
下
の
傾
斜
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な

調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
傾
斜
す
る
工
学
的
基
盤
か
ら
の
地
震
動
の
増
幅
と
同

等
以
上
の
増
幅
を
計
算
で
き
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

二 

Gs
は
、
次
の
表
の
(い)
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
安
全
限
界
固
有
周
期
に
応
じ
て
、
イ
に

よ
っ
て
計
算
し
た
地
盤
の
卓
越
周
期
及
び
ロ
に
よ
っ
て
計
算
し
た
表
層
地
盤
の
増
幅
率
を

用
い
て
、
次
の
表
の
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
建
築
物
の
安
全
限
界
時
の
Gs
が
一
・
二
三
を
下
回
る
と
き
は
一
・
二
三
と
す
る
も

の
と
し
、
更
に
、
建
築
物
と
表
層
地
盤
と
の
相
互
作
用
を
考
慮
し
て
ハ
に
よ
っ
て
計
算
さ

れ
る
相
互
作
用
に
関
す
る
係
数
β
を
乗
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
の
表
の
(い)
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
又
は
安
全
限
界
固
有
周
期

に
応
じ
て
、
イ
に
よ
っ
て
計
算
し
た
地
盤
の
卓
越
周
期
及
び
ロ
に
よ
っ
て
計
算
し
た
表
層

地
盤
の
増
幅
率
を
用
い
て
、
次
の
表
の
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
及
び
安
全
限
界
時
の
Gs
が
そ
れ
ぞ
れ
次

の
表
の
(は)
欄
又
は
(に)
欄
の
数
値
を
下
回
る
と
き
は
当
該
各
欄
の
数
値
と
す
る
も
の
と
し

、
更
に
、
建
築
物
と
表
層
地
盤
と
の
相
互
作
用
を
考
慮
し
て
ハ
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
相

互
作
用
に
関
す
る
係
数
β
を
乗
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
層
地
盤

に
伝
わ
る
弾
性
波
の
速
度
の
実
測
に
基
づ
き
Gs
を
計
算
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

(い) 

(ろ)  
 

 

(い) 

(ろ) 

(は) 

(に) 
 

 

(一) 

（
略
） 

（
略
） 

 

(一)

（
略
）

（
略
） 

一
・
五 

一
・
二 
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(二) 

（
略
） 

（
略
） 

 

(二)

（
略
）

（
略
） 

一
・
五 

一
・
二 

 

 

(三) 
（
略
） 

（
略
） 

 

(三)

（
略
）

（
略
） 

一
・
五 

一
・
二 

 

 

(四) 

（
略
） 

（
略
） 

 

(四)

（
略
）

（
略
） 

一
・
三
五 

一
・
〇 

 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

イ 

表
層
地
盤
の
一
次
卓
越
周
期
及
び
二
次
卓
越
周
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
式
に

よ
っ
て
計
算
す
る 

イ 

表
層
地
盤
の
一
次
卓
越
周
期
及
び
二
次
卓
越
周
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
式
に

よ
っ
て
計
算
す
る
。 

(1) 

（
式 

略
） 

(2) 

（
式 

略
） 

 

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
T1
、
T2
、
Hi
、
Gi
及
び
ρi

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を

表
す
も
の
と
す
る
。 

T1  

（
略
） 

T2 

（
略
） 

Hi 

（
略
） 

Gi 

地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
る
地
盤
の
各
層
の
せ
ん
断
剛
性
で
、
地
震
時
に
生
ず
る

地
盤
の
せ
ん
断
ひ
ず
み
に
応
じ
て
計
算
し
た
数
値 

  

（
式 

削
除
） 

   

ρi  

（
略
） 

(1) 

（
式 

略
） 

(2) 

（
式 

略
） 

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
T1
、
T2
、
Hi
、
Gi
及
び
ρi

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を

表
す
も
の
と
す
る
。 

T1 

（
略
） 

T2 

（
略
） 

Hi 

（
略
） 

Gi 

地
震
時
に
お
け
る
地
盤
の
各
層
の
せ
ん
断
剛
性
を
表
す
も
の
と
し
て
、
地
震
時

に
生
じ
る
地
盤
の
せ
ん
断
ひ
ず
み
に
応
じ
て
土
質
ご
と
に
別
表
第
一
に
示
さ
れ
る

低
減
係
数
を
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
Ｇoi

に
乗
じ
て
得
た
数
値 

 
2i

i
i

V
s

G
o

ρ
=

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｖsi

は
、
地
盤
調
査
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
地
盤
の
各
層
の

せ
ん
断
波
速
度(

単
位 

メ
ー
ト
ル
毎
秒)

を
表
す
も
の
と
す
る
。 

ρi 
 

（
略
） 

ロ 

表
層
地
盤
の
一
次
卓
越
周
期
に
対
す
る
増
幅
率
Gs1
及
び
二
次
卓
越
周
期
に
対
す
る

増
幅
率
Gs2
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
Gs1
に
つ
い
て
、
建
築
物
の
安
全
限
界
時
に
お
け
る
値
が
一
・
二
を
下
回
る
場
合

ロ 
表
層
地
盤
の
一
次
卓
越
周
期
に
対
す
る
増
幅
率
Gs1
及
び
二
次
卓
越
周
期
に
対
す
る

増
幅
率
Gs2
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
Gs1
に
つ
い
て
、
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
に
お
け
る
値
が
一
・
五
を
下
回
る
場
合
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に
は
一
・
二
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

に
は
一
・
五
と
、
建
築
物
の
安
全
限
界
時
に
お
け
る
値
が
一
・
二
を
下
回
る
場
合
に
は

一
・
二
と
、
そ
れ
ぞ
れ
す
る
も
の
と
す
る
。 

(1)  
（
略
） 

(2)  
（
略
） 

 

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
α 

及
び
ｈ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

る
。 

α 

（
略
） 

ｈ 

地
震
時
の
表
層
地
盤
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
の
程
度
を
表
す
も
の
と
し
て
次

の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
（
〇
・
〇
五
未
満
と
な
る
場
合
に
は
、
〇
・
〇
五

と
す
る
。
） 

∑ ∑
=

i

i
iw w

h
h

 

こ
の
式
に
お
い
て
、
hi
及
び
wi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る

。 hi 

地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
る
表
層
地
盤
の
各
層
の
減
衰
定
数
で
、
地
震
時
に

生
ず
る
表
層
地
盤
の
せ
ん
断
ひ
ず
み
に
応
じ
て
計
算
し
た
数
値 

 

wi 

（
略
） 

(1)  

（
略
） 

(2)  

（
略
） 

 

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
α 

及
び
ｈ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

る
。 

α 

（
略
） 

ｈ 

地
震
時
の
表
層
地
盤
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
の
程
度
を
表
す
も
の
と
し
て
次
の

式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
（
〇
・
〇
五
未
満
と
な
る
場
合
に
は
、
〇
・
〇
五
と
す

る
。
） 

∑ ∑
=

i

i
iw w

h
8.

0
h

こ
の
式
に
お
い
て
、
hi
及
び
wi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

表
す
も
の
と
す
る
。 

hi 

地
震
時
に
お
け
る
表
層
地
盤
の
各
層
の
減
衰
定
数
を
表
す
も
の
と
し
て
地

震
時
に
生
ず
る
表
層
地
盤
の
せ
ん
断
ひ
ず
み
及
び
土
質
に
応
じ
て
別
表
第
二
に

示
さ
れ
る
数
値 

wi 

（
略
）  

ハ 

建
築
物
と
表
層
地
盤
と
の
相
互
作
用
に
関
す
る
係
数
β
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
β
が
〇
・
七
五
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
七

五
と
す
る
。 

ハ 

建
築
物
と
表
層
地
盤
と
の
相
互
作
用
に
関
す
る
係
数
β
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
β
が
〇
・
七
五
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
七

五
と
す
る
。 
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he
hb

he
i

e
hb

K
K

K
H D

G
s 1

1
1

K

+

+
  

  
 

 
−

−
=

β
∑

 
η

+

+
  

  
 

 
−

−
=

β
∑

he
hb

he
i

e
hb

K
K

K
H D

G
s 1

1
1

K
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Khb
、
Gs
、
De
、
Hi
及
び
Khe
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Khb
、
Gs
、
De
、
Hi
、
Khe
及
び
η
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値

を
表
す
も
の
と
す
る
。 

Khb 

（
略
） 

Khb 

（
略
） 

Gs 

第
二
号
に
規
定
す
る
Gs
の
数
値 

Gs 

第
一
号
に
規
定
す
る
Gs
の
数
値 

De 

（
略
） 

De 

（
略
） 

Hi 

（
略
） 

Hi 

（
略
） 

Khe 

（
略
） 

Khe 

（
略
） 

（
削
る
。
） 

 

η 

損
傷
限
界
固
有
周
期
に
お
け
る
連
成
効
果
に
よ
る
加
速
度
の
低
減
率
で
、
次
の

式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
（
安
全
限
界
固
有
周
期
に
関
す
る
計
算
を
行
う
場
合
に
あ

っ
て
は
、
一
・
〇
と
す
る
。
） 

（
式 

削
除
） 

h
10

1
5.

1+
=

η
 

（
削
る
。
） 

こ
の
式
に
お
い
て
、
ｈ
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
と
す
る
。 

 

（
式 

削
除
） 

  

  
+

 
 

+
 

 
=

hb
Td
Tro

hro
Td

Tsw
hsw

r 1
h

3
3

3
 

（
削
る
。
） 
こ
の
式
に
お
い
て
、
hsw
、
hro
、
hb
、
Tsw
、
Tro
、
Td
及
び
r
は
、
次
に
掲
げ

る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
と
す
る
。 

 
 

（
式 
略
） 
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（
削
る
。
） 

hsw 

地
盤
調
査
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
地
震
時
の
水
平
地
盤
粘
性
減
衰
定
数
（

〇
・
三
を
超
え
る
場
合
に
は
、
〇
・
三
と
す
る
。
） 

（
削
る
。
） 

hro 

地
盤
調
査
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
地
震
時
の
回
転
地
盤
粘
性
減
衰
定
数
（

〇
・
一
五
を
超
え
る
場
合
に
は
、
〇
・
一
五
と
す
る
。
） 

（
削
る
。
） 

hb 

建
築
物
の
損
傷
限
界
時
の
等
価
粘
性
減
衰
定
数 

（
削
る
。
） 

Tsw 

第
一
第
二
項
に
規
定
す
る
ス
ウ
ェ
イ
固
有
周
期
（
単
位 

秒
） 

（
削
る
。
） 

Tro 

第
一
第
二
項
に
規
定
す
る
ロ
ッ
キ
ン
グ
固
有
周
期
（
単
位 

秒
） 

（
削
る
。
） 

Td 

第
一
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期(

単
位 

秒) 

（
削
る
。
） 

r 

第
一
第
二
項
に
規
定
す
る
周
期
調
整
係
数 

（
削
る
。
） 

二 

地
盤
が
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
三
号
第
二
の
表
中
Tc
に
関
す
る

表
に
掲
げ
る
第
一
種
地
盤
に
該
当
す
る
区
域
に
あ
っ
て
は
次
の
表
一
に
掲
げ
る
式
に
よ
り

、
第
二
種
地
盤
又
は
第
三
種
地
盤
に
該
当
す
る
区
域
に
あ
っ
て
は
次
の
表
二
に
掲
げ
る
式

に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
。 

 

表
一 

 
576
.0

T
<

 
5.

1
G

s
=

 
 

 
64
.0

T
576
.0

<
≦

 
T 864

.0
G

s
=

 
 

 
T

64
.0

<
 

35
.1

G
s
=

 
 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｔ
は
、
建
築
物
の
固
有
周
期
（
単
位 

秒
）
を
表
す
も
の
と
す
る

。 

 

 

表
二 

 
64
.0

T
<

 
5.

1
G

s
=
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u

T
T

64
.0

<
≦

 
 

 
=

64
.0 T

5.
1

G
s

 
 

 
T

T
u
<

 
v

g
G

s
=

 
 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｔ
、
Ｔu

及
び
ｇv

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る

。 

Ｔ 

建
築
物
の
固
有
周
期
（
単
位 

秒
） 

Ｔu 

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
（
単
位 

秒
） 

 
 

=
5.

1 g
64
.0

T
v

u
 

ｇv 

地
盤
種
別
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値 

第
二
種
地
盤 

二
・
〇
二
五 

第
三
種
地
盤 

二
・
七 

 
 

 

三 

敷
地
内
の
表
層
地
盤
の
各
層
に
つ
い
て
、
当
該
層
の
上
層
に
お
い
て
せ
ん
断
波
速
度
に

地
盤
密
度
を
乗
じ
て
得
た
数
値
が
二
倍
程
度
変
化
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
層
を
工

学
的
基
盤
と
み
な
し
て
前
号
の
規
定
に
よ
り
Gs
を
計
算
し
、
当
該
数
値
と
前
号
の
規
定

に
よ
る
数
値
の
い
ず
れ
か
大
き
な
数
値
を
当
該
地
盤
の
Gs
と
す
る
こ
と
。 

 

第
十
一 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
七
号
に
規
定
す
る
屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す

る
帳
壁
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

第
八 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
七
号
に
規
定
す
る
屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る

帳
壁
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
三 
（
略
） 

第
十
二 

（
略
） 

第
九 

（
略
） 
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（
削
る
。
） 

別
表
第
一 

 

低
減
係
数 

 

 

せ
ん
断
ひ
ず
み 

粘
性
土 

砂
質
土 

 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
一
 

 
一
・
〇
〇
〇

 
一
・
〇
〇
〇
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
 

 
〇
・
九
九
〇

 
〇
・
九
七
九
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
三
 

 
〇
・
九
八
三

 
〇
・
九
六
二
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
四
 

 
〇
・
九
七
五

 
〇
・
九
四
二
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
五
 

 
〇
・
九
六
六

 
〇
・
九
二
二
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
六
 

 
〇
・
九
五
七

 
〇
・
九
〇
一
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
七
 

 
〇
・
九
四
八

 
〇
・
八
八
一
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
 

 
〇
・
九
三
九

 
〇
・
八
六
一
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
九
 

 
〇
・
九
三
〇

 
〇
・
八
四
二
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
一
〇
 

 
〇
・
九
二
〇

 
〇
・
八
二
三
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
二
〇
 

 
〇
・
八
三
四

 
〇
・
六
七
八
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
三
〇
 

 
〇
・
七
六
三

 
〇
・
五
八
三
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
四
〇
 

 
〇
・
七
〇
六

 
〇
・
五
一
七
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
五
〇
 

 
〇
・
六
五
九

 
〇
・
四
六
八
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
六
〇
 

 
〇
・
六
二
〇

 
〇
・
四
二
九
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
七
〇
 

 
〇
・
五
八
七

 
〇
・
三
九
八
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
八
〇
 

 
〇
・
五
五
八

 
〇
・
三
七
三
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
九
〇
 

 
〇
・
五
三
三

 
〇
・
三
五
一
 
 

 
〇
・
〇
〇
一
〇
〇
 

 
〇
・
五
一
一

 
〇
・
三
三
三
 
 

 
〇
・
〇
〇
二
〇
〇
 

 
〇
・
三
七
七

 
〇
・
二
三
〇
 
 

 
〇
・
〇
〇
三
〇
〇
 

 
〇
・
三
一
一

 
〇
・
一
八
三
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〇
・
〇
〇
四
〇
〇
 

 
〇
・
二
六
九

 
〇
・
一
五
五
 
 

 
〇
・
〇
〇
五
〇
〇
 

 
〇
・
二
四
〇

 
〇
・
一
三
七
 
 

 
〇
・
〇
〇
六
〇
〇
 

 
〇
・
二
一
九

 
〇
・
一
二
三
 
 

 
〇
・
〇
〇
七
〇
〇
 

 
〇
・
二
〇
二

 
〇
・
一
一
二
 
 

 
〇
・
〇
〇
八
〇
〇
 

 
〇
・
一
八
八

 
〇
・
一
〇
四
 
 

 
〇
・
〇
〇
九
〇
〇
 

 
〇
・
一
七
六

 
〇
・
〇
九
七
 
 

 
〇
・
〇
一
〇
〇
〇
 

 
〇
・
一
六
七

 
〇
・
〇
九
一
 
 

 
〇
・
〇
二
〇
〇
〇
 

 
〇
・
一
一
四

 
〇
・
〇
六
〇
 
 

 
〇
・
〇
三
〇
〇
〇
 

 
〇
・
〇
九
一

 
〇
・
〇
四
七
 
 

 
〇
・
〇
四
〇
〇
〇
 

 
〇
・
〇
七
七

 
〇
・
〇
四
〇
 
 

 
〇
・
〇
五
〇
〇
〇
 

 
〇
・
〇
六
八

 
〇
・
〇
三
五
 
 

 
〇
・
〇
六
〇
〇
〇
 

 
〇
・
〇
六
二

 
〇
・
〇
三
一
 
 

 
〇
・
〇
七
〇
〇
〇
 

 
〇
・
〇
五
六

 
〇
・
〇
二
八
 
 

 
〇
・
〇
八
〇
〇
〇
 

 
〇
・
〇
五
二

 
〇
・
〇
二
六
 
 

 
〇
・
〇
九
〇
〇
〇
 

 
〇
・
〇
四
九

 
〇
・
〇
二
四
 
 

 
〇
・
一
〇
〇
〇
〇
 

 
〇
・
〇
四
六

 
〇
・
〇
二
三
 
 

（
削
る
。
） 

別
表
第
二 

 

減
衰
係
数 

 

 

せ
ん
断
ひ
ず
み 

粘
性
土 

砂
質
土 

 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
一
 

 
〇
・
〇
二
〇

 
〇
・
〇
二
〇
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
 

 
〇
・
〇
二
〇

 
〇
・
〇
二
〇
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
三
 

 
〇
・
〇
二
〇

 
〇
・
〇
二
〇
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
四
 

 
〇
・
〇
二
〇

 
〇
・
〇
二
〇
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
五
 

 
〇
・
〇
二
〇

 
〇
・
〇
二
二
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〇
・
〇
〇
〇
〇
六
 

 
〇
・
〇
二
〇

 
〇
・
〇
二
八
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
七
 

 
〇
・
〇
二
〇

 
〇
・
〇
三
四
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
八
 

 
〇
・
〇
二
〇

 
〇
・
〇
三
九
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
〇
九
 

 
〇
・
〇
二
〇

 
〇
・
〇
四
五
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
一
〇
 

 
〇
・
〇
二
一

 
〇
・
〇
五
〇
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
二
〇
 

 
〇
・
〇
四
四

 
〇
・
〇
九
一
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
三
〇
 

 
〇
・
〇
六
二

 
〇
・
一
一
八
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
四
〇
 

 
〇
・
〇
七
七

 
〇
・
一
三
七
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
五
〇
 

 
〇
・
〇
八
九

 
〇
・
一
五
一
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
六
〇
 

 
〇
・
一
〇
〇

 
〇
・
一
六
二
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
七
〇
 

 
〇
・
一
〇
八

 
〇
・
一
七
〇
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
八
〇
 

 
〇
・
一
一
六

 
〇
・
一
七
七
 
 

 
〇
・
〇
〇
〇
九
〇
 

 
〇
・
一
二
二

 
〇
・
一
八
四
 
 

 
〇
・
〇
〇
一
〇
〇
 

 
〇
・
一
二
八

 
〇
・
一
八
九
 
 

 
〇
・
〇
〇
二
〇
〇
 

 
〇
・
一
六
三

 
〇
・
二
一
八
 
 

 
〇
・
〇
〇
三
〇
〇
 

 
〇
・
一
八
一

 
〇
・
二
三
一
 
 

 
〇
・
〇
〇
四
〇
〇
 

 
〇
・
一
九
二

 
〇
・
二
三
九
 
 

 
〇
・
〇
〇
五
〇
〇
 

 
〇
・
一
九
九

 
〇
・
二
四
四
 
 

 
〇
・
〇
〇
六
〇
〇
 

 
〇
・
二
〇
五

 
〇
・
二
四
八
 
 

 
〇
・
〇
〇
七
〇
〇
 

 
〇
・
二
〇
九

 
〇
・
二
五
一
 
 

 
〇
・
〇
〇
八
〇
〇
 

 
〇
・
二
一
三

 
〇
・
二
五
四
 
 

 
〇
・
〇
〇
九
〇
〇
 

 
〇
・
二
一
六

 
〇
・
二
五
六
 
 

 
〇
・
〇
一
〇
〇
〇
 

 
〇
・
二
一
八

 
〇
・
二
五
七
 
 

 
〇
・
〇
二
〇
〇
〇
 

 
〇
・
二
三
二

 
〇
・
二
六
六
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〇
・
〇
三
〇
〇
〇
 

 
〇
・
二
三
八

 
〇
・
二
七
〇
 
 

 
〇
・
〇
四
〇
〇
〇
 

 
〇
・
二
四
二

 
〇
・
二
七
二
 
 

 
〇
・
〇
五
〇
〇
〇
 

 
〇
・
二
四
四

 
〇
・
二
七
三
 
 

 
〇
・
〇
六
〇
〇
〇
 

 
〇
・
二
四
六

 
〇
・
二
七
四
 
 

 
〇
・
〇
七
〇
〇
〇
 

 
〇
・
二
四
七

 
〇
・
二
七
五
 
 

 
〇
・
〇
八
〇
〇
〇
 

 
〇
・
二
四
八

 
〇
・
二
七
六
 
 

 
〇
・
〇
九
〇
〇
〇
 

 
〇
・
二
四
九

 
〇
・
二
七
六
 
 

 
〇
・
一
〇
〇
〇
〇
 

 
〇
・
二
五
〇

 
〇
・
二
七
七
 
 

 
 

 



 

1 

○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
九
号 

 
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
木
造
又
は

鉄
骨
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
と
し
て
、
特
殊
の
構
造
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で

あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
（
石
灰
質
原
料
及
び
け
い
酸
質
原
料
を
主
原
料
と
し
、
オ
ー
ト
ク

レ
ー
ブ
養
生
し
た
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
よ
る
製
品
の
う
ち
、
鉄
筋
そ
の
他
の
補
強
材
で
補
強
し
た
パ
ネ
ル
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
用
い
た
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
三
ま
で
に
定
め
、
及
び
同
令
第
三
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
四
に
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
土
交
通
大
臣 

冬
柴 

鐵
三 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
る
場
合
に
お

け
る
当
該
床
版
又
は
屋
根
版
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

 

第
一 

材
料 



 

2 

 
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
の
材
料
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
密
度
及
び
圧
縮
強
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

密
度 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
四
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
五
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満 

ロ 

圧
縮
強
度 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上 

二 

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
、
構
造
耐
力
上
有
害
な
亀
裂
、
気
泡
の
む
ら
、
欠
け
、
反
り
そ
の
他
の
欠
陥
が
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。 

第
二 

床
版
又
は
屋
根
版 

 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
は
、
建
築
物
に
作
用
す
る
水
平
力
を
負
担
し
な
い
構
造
方
法
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
最
下
階
の
床
版
で
あ
っ
て
一
体
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
二
以
上
の
部
材
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の

で
、
こ
れ
ら
の
部
材
相
互
を
緊
結
し
た
も
の
を
含
む
。
）
の
基
礎
ば
り
（
べ
た
基
礎
及
び
布
基
礎
の
立
上
り
部
分
を
含



 

3 

む
。
）
に
緊
結
す
る
場
合
、
又
は
建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に

よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
の
厚
さ
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
数
値
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

建
築
物
の
部
分 

厚
さ
（
単
位 

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
） 

床
版 

25 l
 

屋
根
版 

30 l
 

こ
の
表
に
お
い
て
、

は
、
支
点
間
の
距
離
（
単
位 

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

三 

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
用
い
る
補
強
材
は
鉄
筋
と
し
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
の
主
筋
（
支

点
間
の
距
離
の
方
向
に
配
置
す
る
鉄
筋
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
床
版
に
あ
っ
て
は
パ
ネ
ル
の
幅
六
十
一
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
圧
縮
側
に
二
本
以
上
及
び
引
張
り
側
に
三
本
以
上
を
、
屋
根
版
に
あ
っ
て
は
パ
ネ
ル
の
幅
六
十
一
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
本
以
上
を
、
そ
れ
ぞ
れ
釣
合
い
良
く
配
置
す
る
も
の
と
し
、
横
筋
（
主
筋
と
直
交
方
向
に
配

置
す
る
鉄
筋
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
溶
接
に
よ
り
接
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
五



 

4 

四
一
六
（
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
）
│
一
九
九
七
に
規
定
さ
れ
た
曲
げ
試
験
に
よ
っ
て
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク

リ
ー
ト
パ
ネ
ル
の
曲
げ
に
対
す
る
性
能
が
当
該
主
筋
及
び
横
筋
を
配
置
し
た
場
合
と
同
等
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

四 

床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
は
、
金
物
、
モ
ル
タ
ル
等
で
構
造
耐
力
上
有
効
に
周
囲

の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
用
い
た
建
築
物
は
、
次
に
定
め
る
も

の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

地
階
を
除
く
階
数
を
五
以
下
と
し
、
か
つ
、
平
面
形
状
及
び
立
面
形
状
を
長
方
形
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
形
状
と
す

る
こ
と
。 

二 

床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
並
べ
て
配
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
軽
量
気

泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
相
互
の
接
合
部
を
コ
ッ
タ
ー
又
は
金
物
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
有
効
に
接
合
す
る
こ
と
。 

第
三 

防
食
措
置
等 

一 

吸
水
、
吸
湿
又
は
変
質
そ
の
他
使
用
環
境
に
よ
っ
て
性
能
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
使
用
す
る
軽
量



 

5 

気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
あ
っ
て
は
、
防
水
、
防
湿
又
は
変
質
そ
の
他
使
用
環
境
に
よ
っ
て
性
能
に
支
障
を
生
じ

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

鉄
筋
そ
の
他
の
補
強
材
は
、
耐
久
性
上
支
障
の
な
い
よ
う
防
錆せ

い

又
は
防
食
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
一
及
び
第
三
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基

準
を
指
定
す
る
。 

附 

則 
 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



 

昭
和
五
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
二
十
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 

案 

現 
 
 

行 
 
 

告 
 
 

示 
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構

造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構

造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
（

以
下
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す

る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
十
二
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
の
構
造
方
法
に
関
す
る

安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
十
九
に
、
同
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に

よ
つ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
を
第
二
十

に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
、
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
の
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
三
及
び
第
十
七
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
構
造
計
算
は
、
同
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
同
令
第
八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
令
第
八

十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物

等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
五
第
一
号
及
び
第
十
七
に
適
合
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上

に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ

レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
五

第
二
号
及
び
第
十
七
に
適
合
す
る
場
合
、
又
は
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
六
及
び
第
十
七
に
適

合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力

計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
号
ロ
の
規
定
に
基

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
八
十
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又

は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
次
の
第
一
か
ら

第
十
三
ま
で
の
よ
う
に
定
め
、
併
せ
て
、
令
第
八
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き

、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
の
構
造
計
算
が
次
の
第
十
四
か

ら
第
十
九
ま
で
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
令
第
三
章
第
八
節
第
一

款
の
二
、
第
三
款
及
び
第
四
款
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
る
場
合
と
同
等
以
上
に
安
全
さ
を

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 
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づ
き
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
八
に
適
合
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上

に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
る
。 

（
削
る
。
） 

第
一 

緊
張
材
の
品
質 

 
 
 

緊
張
材
は
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｇ
三
五
三
六
│
一
九
八
八

（
Ｐ
Ｃ
鋼
線
及
び
Ｐ
Ｃ
鋼
よ
り
線
）
も
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
〇
九
│
一
九
八
八
（
Ｐ
Ｃ

鋼
棒
）
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
一 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料
に
つ
い
て
は
、

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
中
「
鉄
筋
相
互
間
及
び
鉄
筋
と
せ
き
板
」
と
あ
る
の
は
、
「

緊
張
材
及
び
鉄
筋
の
間
並
び
に
こ
れ
ら
と
せ
き
板
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料
に
つ
い
て
は
、

令
第
七
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
中
「
鉄
筋
相
互

間
及
び
鉄
筋
と
せ
き
板
」
と
あ
る
の
は
、
「
緊
張
材
及
び
鉄
筋
の
間
並
び
に
こ
れ
ら
と
せ
き

板
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二 

緊
張
材
の
定
着
及
び
接
合
並
び
に
鉄
筋
の
定
着
及
び
継
手 

第
三 

緊
張
材
の
定
着
及
び
接
合
並
び
に
鉄
筋
の
定
着
及
び
継
手 

一 

緊
張
材
の
端
部
は
、
定
着
装
置
に
よ
つ
て
固
定
し
、
緊
張
材
の
引
張
り
力
を
有
効
に
保

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

定
着
装
置
の
設
置
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

緊
張
材
の
端
部
は
、
定
着
装
置
に
よ
つ
て
固
定
し
、
緊
張
材
の
引
つ
張
り
力
を
有
効
に

保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
定
着
装
置
の
設
置
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

緊
張
材
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
グ
ラ
ウ
ト
と
の
付
着
に
よ
つ
て
定
着
す
る
場
合 

イ 

緊
張
材
の
一
端
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
グ
ラ
ウ
ト
と
の
付
着
に
よ
つ
て
定
着
す
る
場

合 

ロ 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

ハ 

プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
よ
る
場
合
で
、
載
荷
試
験
等
の
結
果
に
よ
り
安
全
で
あ
る
こ

と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合 

ハ 

プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
よ
る
場
合
で
、
載
荷
試
験
等
の
結
果
に
よ
り
安
全
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き 

二 

緊
張
材
の
接
合
は
、
接
合
具
に
よ
つ
て
行
い
、
当
該
緊
張
材
の
引
張
り
力
を
有
効
に
保

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

緊
張
材
の
接
合
は
、
接
合
具
に
よ
つ
て
行
い
、
当
該
緊
張
材
の
引
つ
張
り
力
を
有
効
に

保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

三 

（
略
） 

三 

（
略
） 
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第
三 

グ
ラ
ウ
ト 

第
四 

緊
張
材
の
防
錆せ

い

及
び
グ
ラ
ウ
ト 

ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を

除
き
、
緊
張
材
と
緊
張
材
配
置
孔
と
の
間
に
、
緊
張
材
と
緊
張
材
配
置
孔
と
の
付
着
が
良
好

な
グ
ラ
ウ
ト
で
充
填
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
グ
ラ
ウ
ト
は

、
緊
張
材
の
防
錆せ

い

に
有
効
で
あ
り
、
か
つ
、
高
温
下
に
お
い
て
も
付
着
力
の
著
し
い
低
下
の

な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
緊
張
材
と
緊
張
材
配
置
孔
と
の
間
に

、
緊
張
材
の
防
錆せ

い

に
有
効
で
あ
り
、
か
つ
、
緊
張
材
と
緊
張
材
配
置
孔
と
の
付
着
が
良
好
な

グ
ラ
ウ
ト
を
注
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
耐
力
壁
以
外
の
壁
、
床
又
は
小
ば
り

を
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
場
合
で
、
あ
ら
か
じ
め
有
効
な
防
錆せ

い

材
で
被

覆
さ
れ
た
緊
張
材
を
配
置
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
ち
込
む
と
き
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

一 

耐
力
壁
以
外
の
壁
、
床
又
は
小
ば
り
を
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
場

合
で
、
あ
ら
か
じ
め
有
効
な
防
錆せ

い

材
で
被
覆
さ
れ
た
緊
張
材
を
配
置
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

を
打
ち
込
む
場
合 

 

二 

柱
、
は
り
又
は
耐
力
壁
に
あ
ら
か
じ
め
有
効
な
防
錆せ

い

材
で
被
覆
さ
れ
た
付
着
の
な
い
緊

張
材
を
配
置
す
る
場
合
（
付
着
が
良
好
な
鉄
筋
又
は
緊
張
材
と
の
併
用
そ
の
他
当
該
緊
張

材
が
破
断
し
た
場
合
に
柱
、
は
り
又
は
耐
力
壁
の
崩
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
有
効
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
、
か
つ
、
第
十
八
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
限
る
。
） 

 

 
 

第
四 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度 

第
五 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度 

一 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
は
、
設
計
基

準
強
度
と
の
関
係
に
お
い
て
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
二
号
第
一
の
規
定
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
設
計
基
準
強
度
は
、
プ
レ

テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
よ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
五
ニ
ュ
ー

ト
ン
以
上
、
ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
よ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
三
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
（
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
緊
張
材
及
び
鉄
筋

一 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
は
、
設
計
基

準
強
度
と
の
関
係
に
お
い
て
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
二
号
第
一
の
規
定
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
設
計
基
準
強
度
は
、
プ
レ

テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
よ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
百
五
十
キ

ロ
グ
ラ
ム
以
上
、
ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
よ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
三
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
構
造
計
算
又
は
実
験
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
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を
併
用
し
た
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
一
平
方
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
十
一
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
二
百
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
以
上
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

二
・
三 
（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

第
五 

（
略
） 

第
六 

（
略
） 

第
六 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
の
導
入 

第
七 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
の
導
入 

 
 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
の
導
入
は
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
を
受
け
る
部
分
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
が

、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
強
度
に
達
す
る
ま
で
に
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
を
求
め
る
と
き
は
、
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百

二
号
第
二
第
一
号
に
掲
げ
る
強
度
試
験
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
の
導
入
は
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
を
受
け
る
部
分
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
が

、
次
の
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
強
度
に
達
す
る
ま
で
に
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
を
求
め
る
と
き
は
、
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第

千
百
二
号
第
二
第
一
号
に
掲
げ
る
Ｊ
Ｉ
Ｓ
に
よ
る
強
度
試
験
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
導
入
直
後
の
最
大
圧
縮
応
力
度
の
一
・
七
倍 

イ 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
導
入
直
後
の
最
大
圧
縮
応
力
度
の
一
・
七
倍 

二 

プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
あ
つ
て
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
、

ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
あ
つ
て
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
十
ニ
ュ
ー
ト
ン 

ロ 

プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
あ
っ
て
は
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

、
ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
あ
っ
て
は
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
百
キ
ロ
グ
ラ

ム 

第
七 

（
略
） 

第
八 

（
略
） 

第
八 

柱
の
構
造 

第
九 

柱
の
構
造 

 
 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
は
、
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
構
造
計
算
又
は
実
験
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

主
筋
は
、
四
本
以
上
と
す
る
こ
と
。 

イ 

主
筋
は
、
四
本
以
上
と
し
、
帯
筋
と
緊
結
す
る
こ
と
。 

二 

主
筋
は
、
帯
筋
と
緊
結
す
る
こ
と
。 

 

三 

帯
筋
の
径
は
、
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
間
隔
は
、
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

(

柱
に
接
著
す
る
壁
、
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
か
ら
上
方
又
は
下
方
に
柱
の
小
径
の
二
倍

以
内
の
距
離
に
あ
る
部
分
に
お
い
て
は
、
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

以
下
、
か
つ
、
最
も
細

い
主
筋
の
径
の
十
五
倍
以
下
と
す
る
こ
と
。 

ロ 

帯
筋
の
径
は
、
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
間
隔
は
、
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
柱
に
接
着
す
る
壁
、
は
り
そ
の
他
の
横
架
材
か
ら
上
方
又
は
下
方
に
柱
の
小
径
の
二
倍

以
内
の
距
離
に
あ
る
部
分
に
お
い
て
は
、
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
で
、
か
つ
、
最
も

細
い
主
筋
の
径
の
十
五
倍
以
下
と
す
る
こ
と
。 

四 

帯
筋
比
（
柱
の
軸
を
含
む
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
断
面
の
面
積
に
対
す
る
帯
筋
の
断
面
積
の

ハ 

帯
筋
比
は
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。 
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和
の
割
合
と
し
て
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
六
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出

し
た
数
値
を
い
う
。
）
は
、
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。 

五 

柱
の
小
径
は
、
そ
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
支
点
間
の
距
離
の
十
五
分
の
一
以
上
と
す
る

こ
と
。 

ニ 

柱
の
小
径
は
、
そ
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
支
点
間
の
距
離
の
十
五
分
の
一
以
上
と
す
る

こ
と
。 

六 

緊
張
材
は
、
主
筋
と
帯
筋
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
部
分
に
有
効
に
配
置
す
る
こ
と
。 

ホ 

緊
張
材
は
、
主
筋
と
帯
筋
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
部
分
に
有
効
に
配
置
す
る
こ
と
。 

七 

主
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
断
面
積
の
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す

る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
緊
張
材
の
断
面
積
は
、
そ
の
応
力
分
担
の
実
況
に
応
じ

て
、
主
筋
の
断
面
積
と
し
て
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

ヘ 

主
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
断
面
積
の
〇
．
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す

る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
緊
張
材
の
断
面
積
は
、
そ
の
応
力
分
担
の
実
況
に
応
じ

て
、
主
筋
の
断
面
積
と
し
て
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
九 

床
版
の
構
造 

第
十 

床
版
の
構
造 

 
 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
第
十
三
第
二
号
ニ
及
び
第
三
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
つ
て
変
形
又
は
振
動

に
よ
る
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

 
 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
令
第
七
十
七
条
の
二
の
規

定
を
準
用
す
る
。 

一 

厚
さ
は
、
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
か
つ
、
短
辺
方
向
に
お
け
る
有
効
張
り
間

長
さ
の
四
十
分
の
一
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

最
大
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
を
受
け
る
部
分
に
お
け
る
引
張
鉄
筋
の
間
隔
は
、
短
辺
方
向
に

お
い
て
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
長
辺
方
向
に
お
い
て
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

で
、
か
つ
、
床
版
の
厚
さ
の
三
倍
以
下
と
す
る
こ
と
。 

 

２ 

前
項
の
床
版
の
う
ち
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
プ
レ
ス
ト
レ
ス
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
床
版
は

、
同
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

周
囲
の
は
り
等
と
の
接
合
部
は
、
そ
の
部
分
の
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

二
以
上
の
部
材
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
部
材
相
互
を
緊
結
す

る
こ
と
。 

 

第
十 

は
り
の
構
造 

第
十
一 

は
り
の
構
造 
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構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
は
り
は
、
複
筋
ば
り
と
し
て
、
こ
れ
に
あ
ば
ら
筋
を
は

り
の
丈
の
四
分
の
三
以
下
、
か
つ
、
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
は
り
は
、
複
筋
ば
り
と
し
て
、
こ
れ
に
あ
ば
ら
筋
を
は

り
の
丈
の
四
分
の
三
以
下
、
か
つ
、
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
プ
レ
ス
ト
レ
ス
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
は

り
で
、
二
以
上
の
部
材
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の
の
接
合
部
に
つ
い
て
は
、
構
造
計
算
又
は
実

験
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

第
十
一 

耐
力
壁 

第
十
二 

耐
力
壁 

 
 

耐
力
壁
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

耐
力
壁
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
令
第
七
十
八
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

一 

厚
さ
は
、
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

開
口
部
周
囲
に
径
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
補
強
筋
を
配
置
す
る
こ
と
。 

 

三 

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
間
隔
に
よ

り
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
を
縦
横
に
配
置
す
る
こ
と
。 

 

イ 

地
階
を
除
く
階
数
が
一
の
建
築
物 

三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
複
配
筋
と
し
て
配

置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
の
間
隔 

 

ロ 

イ
以
外
の
建
築
物 

三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
複
配
筋
と
し
て
配
置
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
の
間
隔 

 

四 

周
囲
の
柱
及
び
は
り
と
の
接
合
部
は
、
そ
の
部
分
の
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

２ 

壁
式
構
造
の
耐
力
壁
に
つ
い
て
は
、
令
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 

第
十
二 

緊
張
材
及
び
鉄
筋
の
か
ぶ
り
厚
さ 
第
十
三 

緊
張
材
及
び
鉄
筋
の
か
ぶ
り
厚
さ 

一 

緊
張
材
に
対
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
か
ぶ
り
厚
さ
は
、
耐
力
壁
以
外
の
壁
又
は
床
に
あ

つ
て
は
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
耐
力
壁
、
柱
又
は
は
り
に
あ
つ
て
は
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
、
直
接
土
に
接
す
る
壁
、
柱
、
床
若
し
く
は
は
り
又
は
布
基
礎
の
立
上
り

部
分
に
あ
つ
て
は
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
基
礎
（
布
基
礎
の
立
上
り
部
分
を
除
く
。

）
に
あ
つ
て
は
捨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
部
分
を
除
い
て
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け

一 

緊
張
材
に
対
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
か
ぶ
り
厚
さ
は
、
耐
力
壁
以
外
の
壁
又
は
床
に
あ

つ
て
は
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
耐
力
壁
、
柱
又
は
は
り
に
あ
つ
て
は
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
、
直
接
土
に
接
す
る
壁
、
柱
、
床
若
し
く
は
は
り
又
は
布
基
礎
の
立
上
り

部
分
に
あ
つ
て
は
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
基
礎
（
布
基
礎
の
立
上
り
部
分
を
除
く
。

）
に
あ
つ
て
は
捨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
部
分
を
除
い
て
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
定
め
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
交
換
可
能
な
部
材
で
、
単
一
鋼
線
、
二
本
よ
り
線
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
緊
張
材
を
多
数
分
散
配
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

交
換
可
能
な
部
材
で
、
単
一
鋼
線
、
二
本
よ
り
線
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
緊
張
材

を
多
数
分
散
配
置
す
る
場
合
で
当
該
か
ぶ
り
厚
さ
を
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
た

場
合 

 

ロ 

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
部
材
に
緊
張
材
を
配
置
す
る
構
造
で
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
場
合
。
た
だ
し
、
次
の
(1)
か
ら
(3)
ま
で
の
規
定
は

、
当
該
基
準
と
同
等
以
上
の
耐
久
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
タ
イ
ル
貼
り
、
モ
ル

タ
ル
塗
り
そ
の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

(1) 

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
用
い
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
が

、
プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
よ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三

十
五
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
、
ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ
ン
法
に
よ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
一
平
方

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

(2) 

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
用
い
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
使
用
す
る
セ
メ
ン

ト
の
品
質
を
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｒ
五
二
一
○
（
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト
）
│
二
○
○
三
に

適
合
す
る
も
の
と
し
、
単
位
セ
メ
ン
ト
量
が
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
百
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

(3) 

耐
久
性
上
支
障
の
あ
る
ひ
び
割
れ
そ
の
他
の
損
傷
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

(4) 

緊
張
材
に
対
す
る
か
ぶ
り
厚
さ
が
次
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

 

(i) 

耐
力
壁
以
外
の
壁
又
は
床
に
あ
つ
て
は
、
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
こ
と
。 

 

(ii) 

緊
張
材
に
対
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
付
着
割
裂
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
い
ず

れ
か
の
構
造
計
算
に
よ
つ
て
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
耐
力
壁
、
柱
又
は
は
り
に
あ
つ
て
は
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
直
接
土
に
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接
す
る
壁
、
柱
、
床
若
し
く
は
は
り
又
は
布
基
礎
の
立
上
り
部
分
に
あ
っ
て
は
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
基
礎
（
布
基
礎
の
立
上
り
部
分
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て

は
捨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
部
分
を
除
い
て
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

(一) 

第
十
三
第
二
号
及
び
第
十
五
第
二
号
又
は
第
十
六
に
定
め
る
構
造
計
算 

 

(二) 

第
十
八
に
定
め
る
構
造
計
算 
 

(三) 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
構

造
方
法 

 

ハ 

平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
七
十
二
号
第
二
項
の
規
定
を
準
用
し
て
コ

ン
ク
リ
ー
ト
以
外
の
材
料
を
用
い
て
緊
張
材
に
対
す
る
か
ぶ
り
厚
さ
を
確
保
し
た
場
合

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
五
号
中
「
令
第
七
十
九
条
第
一
項
（
令
第
百
三
十
九

条
か
ら
令
第
百
四
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
令

第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
（
令
第
百
三
十
九
条
か
ら
令
第
百
四
十
一
条
ま
で
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告

示
第
千
三
百
七
十
二
号
第
二
項
第
一
号
本
文
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

第
十
三 

応
力
度
等 

第
十
四 

応
力
度
等 

一 

令
第
三
章
第
八
節
第
二
款
に
規
定
す
る
荷
重
及
び
外
力
並
び
に
プ
レ
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ

て
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
を
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第

五
百
九
十
四
号
第
二
の
規
定
に
従
つ
て
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

令
第
三
章
第
八
節
第
二
款
に
規
定
す
る
荷
重
及
び
外
力
並
び
に
プ
レ
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ

て
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
応
力
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
は

、
次
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
は

、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

令
第
八
十
二
条
第
二
号
の
表
に
掲
げ
る
長
期
に
生
ず
る
力
と
プ
レ
ス
ト
レ
ス
に
よ
り

生
ず
る
力
と
を
組
み
合
わ
せ
た
長
期
に
生
ず
る
力
に
よ
っ
て
部
材
の
断
面
に
生
ず
る
長

期
の
応
力
度
が
、
令
第
三
章
第
八
節
第
三
款
の
規
定
に
よ
る
長
期
に
生
ず
る
力
に
対
す

イ 
令
第
八
十
二
条
第
二
号
の
表
に
掲
げ
る
長
期
の
応
力
と
プ
レ
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
応
力

と
を
組
み
合
わ
せ
た
長
期
の
応
力
に
よ
っ
て
部
材
の
断
面
に
生
ず
る
長
期
の
応
力
度
が

、
第
十
八
の
規
定
に
よ
る
長
期
の
応
力
に
対
す
る
許
容
応
力
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
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る
許
容
応
力
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

か
め
る
こ
と
。 

ロ 
プ
レ
ス
ト
レ
ス
導
入
時
に
部
材
の
断
面
に
生
ず
る
力
に
対
し
て
安
全
上
支
障
が
な
い

こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

ロ 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
導
入
時
に
部
材
の
断
面
に
生
ず
る
応
力
に
対
し
て
安
全
上
支
障
が
な

い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

ハ 

破
壊
に
対
す
る
断
面
耐
力
の
数
値
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る
組
合
せ
に
よ
る
各
力
の
合

計
の
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

ハ 

破
壊
に
対
す
る
断
面
耐
力
の
数
値
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る
組
合
せ
に
よ
る
各
応
力
の

合
計
の
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

荷
重
及
び
外
力
に
つ

い
て
想
定
す
る
状
態

一
般
の
場
合 

令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
っ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定

す
る
多
雪
区
域
に
お
け
る
場
合 

 

荷
重
及
び
外
力
に
つ

い
て
想
定
す
る
状
態

一
般
の
場
合 

令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
っ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定

す
る
多
雪
区
域
に
お
け
る
場
合 

 

 
1.2Ｇ

＋
2Ｐ

 
1.2Ｇ

＋
2Ｐ

＋
0.7Ｓ

 
 

1.2Ｇ
＋
2Ｐ

 
1.2Ｇ

＋
2（

Ｐ
＋
Ｓ
）
 

 

 

常
時 

1.7（
Ｇ
＋
Ｐ
）
 

1.7（
Ｇ
＋
Ｐ
）
＋
0.7Ｓ

 
 

常
時 

1.7（
Ｇ
＋
Ｐ
）
 

1.7（
Ｇ
＋
Ｐ
＋
Ｓ
）
 

 

 

積
雪
時 

Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.4Ｓ

 
Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.4Ｓ

 
 

積
雪
時 

Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.5Ｓ

 
Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.5Ｓ

 
 

 
Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.6Ｗ

 
 

Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.5Ｗ

 
 

 

暴
風
時 

Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.6Ｗ

 
Ｇ
＋
Ｐ
＋
0.35Ｓ

＋
1.6Ｗ

 
 

暴
風
時 

Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.5Ｗ

 
Ｇ
＋
Ｐ
＋
Ｓ
＋
1.5Ｗ

 
 

 

地
震
時 

Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.5Ｋ

 
Ｇ
＋
Ｐ
＋
0.35Ｓ

＋
1.5Ｋ

 
 

地
震
時 

Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.5Ｋ

 
Ｇ
＋
Ｐ
＋
Ｓ
＋
1.5Ｋ

 
 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｇ
、
Ｐ
、
Ｓ
、
Ｗ
及
び
Ｋ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
八
十
二
条
第

二
号
の
表
に
掲
げ
る
力
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｇ
、
Ｐ
、
Ｓ
、
Ｗ
及
び
Ｋ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
八
十
二
条
第

二
号
の
表
に
掲
げ
る
応
力
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 

ニ 

建
築
物
の
部
分
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
条
件
式
を
満
た
す
場
合
以
外
の
場
合
に

お
い
て
は
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
構
造
部
材
の
変
形
又
は
振
動
に
よ
つ
て

建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百

五
十
九
号
第
二
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
つ
て
確
か
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
告
示
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
変
形
増
大
係
数
は
次
表
に
掲
げ
る
も
の
を
用
い
る

も
の
と
し
、
固
定
荷
重
及
び
積
載
荷
重
か
ら
プ
レ
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
吊つ

り
上
げ
荷
重
分

を
引
い
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

建
築
物
の
部
分 

条
件
式 

変
形
増
大
係
数 
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は
り 

λ
−

−
>

1
8

18
1

l D
 

2
4

8
λ

−
 

 
 

 
 

 

 

床
版
（
片
持
ち
以
外
の
場
合
） 

λ
−

−
>

1
10

40
1

lx t
 

 
 

 
 

 

 

床
版
（
片
持
ち
の
場
合
） 

λ
−

−
>

1
5

15
1

lx t
 

2
8

16
λ

−
 

 
 

 
 

 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｄ
、
ｌ
、
ｔ
、
lx
及
び
λ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

 

Ｄ 

は
り
の
せ
い
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 
 

 

 

ｌ 

は
り
の
有
効
長
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 
 

 

 

ｔ 

床
版
の
厚
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 
 

 

 

lx 

床
版
の
短
辺
方
向
の
有
効
長
さ
（
単
位 
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 
 

 

 

λ 

部
材
の
曲
げ
強
度
に
及
ぼ
す
Ｐ
Ｃ
鋼
材
の
寄
与
率
と
し
て
次
の
式
に
よ
り
計
算

し
た
数
値 

 
 

 
 

 

 
 
 

r
p

pM
M

M+
=

λ
 

 
 

 
 

 

 
 
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｍｐ
及
び
Ｍｒ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。 

 
 

 
 

 

 

Mp 

令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
に
定
め
る
材
料
強
度
に
基
づ
く
緊
張
材
に
よ

る
曲
げ
強
度 

 
 

 
 

 

 

Mr 

令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
に
定
め
る
材
料
強
度
に
基
づ
く
鉄
筋
に
よ
る

曲
げ
強
度 

 
 

 
 

 

三 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
以
外
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
は
、
令
第
八
十
二
条

各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

三 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
以
外
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
は
、
令
第
八
十
二
条

第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
削
る
。
） 

四 

必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
構
造
部
材
の
変
形

又
は
振
動
に
よ
っ
て
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
十
四 

層
間
変
形
角 

第
十
五 

層
間
変
形
角 

 
 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
構
造
計
算
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
第
十

三
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
地
震
力
（
以
下
「
地
震
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間

変
位
を
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
四
号
第
三
の
規
定
に
従
っ
て
計
算
し
、

当
該
各
階
の
高
さ
に
対
す
る
割
合
が
二
百
分
の
一
（
地
震
力
に
よ
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部

分
の
変
形
に
よ
っ
て
建
築
物
の
部
分
に
著
し
い
損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
、
百
二
十
分
の
一
）
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
構
造
計
算
を
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、

第
十
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
地
震
力
（
以
下
「
地
震
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の

層
間
変
位
の
当
該
各
階
の
高
さ
に
対
す
る
割
合
が
二
百
分
の
一
（
地
震
力
に
よ
る
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
の
変
形
に
よ
っ
て
建
築
物
の
部
分
に
著
し
い
損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
二
十
分
の
一
）
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す
る
建
築

物
で
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
を
併
用
す
る
建
築

物
で
次
の
(1)
及
び
(2)
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の 

(1) 

高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の 

ロ 

地
上
部
分
の
各
階
の
耐
力
壁
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
四
号
第

一
第
三
号
イ
(1)
に
規
定
す
る
開
口
周
比
が
〇
・
四
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
耐
力
壁

以
外
の
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
（
上
端
及
び
下
端
が
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
緊
結
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
の
水
平
断
面
積
が
次
の
式
に
適
合
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
鉄
骨
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
に
あ
つ
て
は
、
同
式
中
「0.7

」
と
あ
る
の
は
「1.0

」
と
す
る

。 

(2) 

地
上
部
分
の
各
階
の
耐
力
壁
並
び
に
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
耐

力
壁
以
外
の
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
（
上
端
及
び
下
端
が
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
緊
結
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
水
平
断
面
積
が
次
の
式
に
適
合
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
鉄
骨

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
に
あ
っ
て
は
、
同
式
中
「7

」
と
あ
る
の
は
「10

」
と
す

る
。 

 
 

A
i

W
Z

A
c

7.
0

A
w

5.
2

≧
α

Σ
+

α
Σ

 
 
 

A
i

W
Z

A
c

7
A

w
25

≥
Σ

+
Σ
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こ
の
式
に
お
い
て
、
α
、
Ａw
、
Ａc
、
Ｚ
、
Ｗ
及
び
Ａi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値

を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａw
、
Ａc
、
Ｚ
、
Ｗ
及
び
Ａi
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。 

α 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
に
よ
る
割
り
増
し
係
数
と
し
て
、
設
計
基
準

強
度
が
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
未
満
の
場
合
に
あ
つ
て

は
一
・
〇
、
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
の
場
合
に
あ

つ
て
は
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
を
十
八
で
除
し
た
数
値
の
平
方
根
の
数
値
（
当
該
数

値
が
二
の
平
方
根
の
数
値
を
超
え
る
と
き
は
、
二
の
平
方
根
の
数
値
） 

 
Ａw 

当
該
階
の
耐
力
壁
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の
水
平

断
面
積
（
単
位 

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

Ａw 

当
該
階
の
耐
力
壁
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の
水
平

断
面
積
（
単
位 

平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
） 

Ａc 

当
該
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
水
平
断
面
積
及
び
耐
力
壁

以
外
の
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
（
上
端
及
び
下
端
が
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
緊

結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の

水
平
断
面
積
（
単
位 

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

Ａc 

当
該
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
水
平
断
面
積
及
び
耐
力
壁

以
外
の
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
（
上
端
及
び
下
端
が
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
緊

結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の

水
平
断
面
積
（
単
位 

平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
） 

Ｚ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｚ
の
数
値 

Ｚ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｚ
の
数
値 

Ｗ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
震
力
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
階
が
支
え
る
部
分
の
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
（
令
第
八
十
六
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、
さ

ら
に
積
雪
荷
重
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
）
（
単
位 

ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

Ｗ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
に
よ
り
地
震
力
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
階
が
支
え
る
部
分
の
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
（
令
第
八
十
六
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
い
て
は
、

さ
ら
に
積
雪
荷
重
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
）
（
単
位 

キ
ロ
グ
ラ
ム
） 

Ａi 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
階
に
係
る
Ａi
の
数
値 

Ａi 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
階
に
係
る
Ａi
の
数
値 

二 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
造
、
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
う
ち
一
以

上
と
を
併
用
す
る
建
築
物
（
前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。
）
で
、
次
の
イ
及
び
ロ
に

該
当
す
る
も
の 

ロ 
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
木
造
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
造
、
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
う
ち
一
以

上
と
を
併
用
す
る
建
築
物
（
前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。
）
で
、
次
の
(1)
及
び
(2)

に
該
当
す
る
も
の 
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イ 

平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
三
号
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
該
当
す

る
も
の 

(1) 

昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
号
第
六
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
該
当
す

る
も
の 

ロ 
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
部
分
を
有
す
る
階
が
前
号
ロ
に
適
合
す
る
も
の 

(2) 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
部
分
を
有
す
る
階
が
イ
(2)
に
適
合
す
る
も
の 

第
十
五 

剛
性
率
、
偏
心
率
等 

第
十
六 

剛
性
率
、
偏
心
率
等 

一 

第
十
四
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
で
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
の
構
造
計
算
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
第
十
三
及
び
第
十
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
建

築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

第
十
五
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
で
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
の
構
造
計
算
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
第
十
四
及
び
第
十
五
の
規
定
に
よ
る
ほ
か

、
建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

イ 

各
階
の
剛
性
率
及
び
偏
心
率
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
イ
及
び
ロ
に

定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。 

イ 

各
階
の
剛
性
率
及
び
偏
心
率
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号

に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。 

ロ 

昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
三
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に

準
じ
た
構
造
計
算
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
告
示
第

三
号
中
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
」
と
あ
る
の
は
、

「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
験
に
よ
っ
て
耐
力
壁
並
び

に
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
が
地
震
に
対
し
て
十
分
な
強
度
を
有

し
、
若
し
く
は
十
分
な
靱じ

ん

性
を
も
つ
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
又
は
プ
レ
ス
ト
レ
ス

ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
鉄
骨
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
昭
和
五
十
五
年
建
設

省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
二
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ロ 

昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
一
号
第
三
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に

準
じ
た
構
造
計
算
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
告
示
第

三
号
中
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
」
と
あ
る
の
は
、

「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
験
に
よ
っ
て
耐
力
壁
並
び
に
構
造
耐
力
上
主
要

な
部
分
で
あ
る
柱
及
び
は
り
が
地
震
に
対
し
て
十
分
な
強
度
を
有
し
、
若
し
く
は
十
分

な
靱じ

ん

性
を
も
つ
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
又
は
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

と
鉄
骨
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九

十
一
号
第
二
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

二 

前
号
の
規
定
は
、
建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
第
十
六
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
っ

た
場
合
又
は
耐
力
壁
若
し
く
は
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
若
し
く
は
は
り
に
プ

レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
部
分
を
有
す
る
建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て

二 
前
号
の
規
定
は
、
建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
第
十
七
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
構

造
計
算
を
行
っ
た
場
合
又
は
耐
力
壁
若
し
く
は
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
若
し

く
は
は
り
に
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
構
造
部
分
を
有
す
る
建
築
物
の
地
上
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次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

部
分
に
つ
い
て
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。 

イ 
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
お
け
る
破
壊
に
対
す
る
断
面
耐
力
の
数
値
が
次
の
表
に

掲
げ
る
組
合
せ
に
よ
る
各
力
の
合
計
の
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

イ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
お
け
る
破
壊
に
対
す
る
断
面
耐
力
の
数
値
が
次
の
表
に

掲
げ
る
組
合
せ
に
よ
る
各
応
力
の
合
計
の
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

一
般
の
場
合 

令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て

特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
け
る
場
合 

 

一
般
の
場
合 

令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て

特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
け
る
場
合 

 

 
Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.5FesＫ

 
Ｇ
＋
Ｐ
＋
0.35Ｓ

＋
1.5Ｆ

esＫ
 

 
Ｇ
＋
Ｐ
＋
1.5Ｆ

esＫ
 

Ｇ
＋
Ｐ
＋
Ｓ
＋
1.5Ｆ

esＫ
 

 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｇ
、
Ｐ
、
Ｋ
及
び
Ｓ
は
そ
れ
ぞ
れ
令
第
八
十
二
条
第
二
号
の

表
に
掲
げ
る
力
を
、
Ｆes
は
令
第
八
十
二
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
数
値
（
軸
方
向
力

を
計
算
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
・
〇
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｇ
、
Ｐ
、
Ｋ
及
び
Ｓ
は
そ
れ
ぞ
れ
令
第
八
十
二
条
第
二
号
の

表
に
掲
げ
る
応
力
を
、
Ｆes
は
令
第
八
十
二
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
数
値
（
軸
方
向

応
力
を
計
算
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
・
〇
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 

ロ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
じ
う
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
最
大
の
力
に
対
し
て

せ
ん
断
破
壊
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

ロ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
じ
う
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
最
大
の
応
力
に
対
し

て
せ
ん
断
破
壊
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

第
十
六 

保
有
水
平
耐
力 

第
十
七 

保
有
水
平
耐
力 

 
 

第
十
四
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
で
、
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

も
の
の
構
造
計
算
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
第
十
三
及
び
第
十
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
建

築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
十
五
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
で
、
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の
の
構
造
計
算
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
第
十
四
及
び
第
十
五
の
規
定
に
よ
る
ほ
か

、
建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

イ 

第
十
九
に
規
定
す
る
材
料
強
度
に
よ
っ
て
各
階
の
水
平
力
に
対
す
る
耐
力
（
以
下
「
保

有
水
平
耐
力
」
と
い
う
。
）
を
計
算
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

地
震
力
に
対
す
る
各
階
の
必
要
保
有
水
平
耐
力
を
令
第
八
十
二
条
の
四
第
二
号
の
規
定

に
よ
つ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

 

ハ 
イ
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
保
有
水
平
耐
力
が
、
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
必

要
保
有
水
平
耐
力
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

第
十
七 

屋
根
ふ
き
材
等
の
構
造
計
算 

 

 
 

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
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示
第
千
四
百
五
十
八
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
つ
て
風
圧
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で

あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

（
削
る
。
） 

第
十
八 

許
容
応
力
度 

 

一 

緊
張
材
の
許
容
応
力
度
は
、
次
の
表
の
数
値
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
表 

略
） 

 

二 

緊
張
材
以
外
の
材
料
の
許
容
応
力
度
は
、
令
第
三
章
第
八
節
第
三
款
の
規
定
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
、
一
平

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
五
百
四
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に

あ
っ
て
は
、
六
百
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
上
限
と
す
る
。 

（
削
る
。
） 

第
十
九 

材
料
強
度 

 

一 

緊
張
材
の
材
料
強
度
は
、
第
十
八
第
一
号
に
規
定
す
る
降
伏
点
応
力
度
の
数
値
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

二 

緊
張
材
以
外
の
材
料
の
材
料
強
度
は
、
令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
の
規
定
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
、
一
平
方

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
五
百
四
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
あ

っ
て
は
、
六
百
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
上
限
と
す
る
。 

第
十
八 

限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算 

 

一 

地
震
時
を
除
き
、
第
十
三
（
地
震
に
係
る
部
分
及
び
第
二
号
ハ
を
除
く
。
）
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
と
と
も
に
、
令
第
八
十
二
条
第
二
号
の
表
（
地
震
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
に
掲
げ
る
短
期
に
生
ず
る
力
と
プ
レ
ス
ト
レ
ス
に
よ
り
生
ず
る
力
と
を
組
み
合
わ
せ
た

短
期
に
生
ず
る
力
に
よ
つ
て
部
材
の
断
面
に
生
ず
る
短
期
の
応
力
度
が
、
令
第
三
章
第
八

節
第
三
款
の
規
定
に
よ
る
短
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る
許
容
応
力
度
を
超
え
な
い
こ
と
を

確
か
め
る
こ
と
。 

 

二 

積
雪
時
又
は
暴
風
時
に
、
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
を
第
十
三

第
二
号
ハ
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
つ
て
計
算
し
、
当
該
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
生
ず
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る
力
が
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
三
章
第
八
節
第
四
款
の
規
定
に
よ
る
材
料
強
度
に
よ
つ
て
計
算

し
た
当
該
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
耐
力
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

三 

地
震
に
よ
る
加
速
度
に
よ
つ
て
建
築
物
の
地
上
部
分
の
各
階
に
作
用
す
る
地
震
力
及
び

各
階
に
生
ず
る
層
間
変
位
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
計
算
し
、
当
該
地
震
力
が
、

損
傷
限
界
耐
力
（
建
築
物
の
各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
断
面
に
生
ず
る
応
力
度

が
令
第
三
章
第
八
節
第
三
款
の
規
定
に
よ
る
短
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る
許
容
応
力
度
に

達
す
る
場
合
の
建
築
物
の
各
階
の
水
平
力
に
対
す
る
耐
力
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
と
と
も
に
、
層
間
変
位
の
当
該
各
階
の
高
さ

に
対
す
る
割
合
が
二
百
分
の
一
（
地
震
力
に
よ
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
変
形
に
よ

つ
て
建
築
物
の
部
分
に
著
し
い
損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
二

十
分
の
一
）
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

イ 

各
階
が
、
損
傷
限
界
耐
力
に
相
当
す
る
水
平
力
そ
の
他
の
こ
れ
に
作
用
す
る
力
に
耐

え
て
い
る
時
に
当
該
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間
変
位
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

損
傷
限
界
変
位
」
と
い
う
。
）
を
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
二

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

建
築
物
の
い
ず
れ
か
の
階
に
お
い
て
、
イ
に
よ
つ
て
計
算
し
た
損
傷
限
界
変
位
に
相

当
す
る
変
位
が
生
じ
て
い
る
時
の
建
築
物
の
固
有
周
期
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
号
に

お
い
て
「
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
と
い
う
。
）
を
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百

五
十
七
号
第
三
に
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

地
震
に
よ
り
建
築
物
の
各
階
に
作
用
す
る
地
震
力
を
、
損
傷
限
界
固
有
周
期
に
応
じ

て
令
第
八
十
二
条
の
五
第
三
号
ハ
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
当
該
階
以
上

の
各
階
に
水
平
方
向
に
生
ず
る
力
の
総
和
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
。 

 

ニ 

各
階
が
、
ハ
に
よ
つ
て
計
算
し
た
地
震
力
そ
の
他
の
こ
れ
に
作
用
す
る
力
に
耐
え
て

い
る
時
に
当
該
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間
変
位
を
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千

四
百
五
十
七
号
第
五
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
。 
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四 

令
第
八
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
よ
り
建
築
物
の
地
下
部
分
の
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
の
断
面
に
生
ず
る
応
力
度
を
令
第
八
十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定

に
よ
つ
て
計
算
し
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
三
章
第
八
節
第
三
款
の
規
定
に
よ
る
短
期
に
生
ず
る

力
に
対
す
る
許
容
応
力
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 
五 

地
震
に
よ
る
加
速
度
に
よ
つ
て
建
築
物
の
各
階
に
作
用
す
る
地
震
力
を
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
つ
て
計
算
し
、
当
該
地
震
力
が
保
有
水
平
耐
力
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る

こ
と
。 

 

イ 

各
階
が
、
保
有
水
平
耐
力
に
相
当
す
る
水
平
力
そ
の
他
の
こ
れ
に
作
用
す
る
力
に
耐

え
て
い
る
時
に
当
該
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
最
大
の
層
間
変
位
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
安
全
限
界
変
位
」
と
い
う
。
）
を
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七

号
第
六
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

建
築
物
の
い
ず
れ
か
の
階
に
お
い
て
、
イ
に
よ
つ
て
計
算
し
た
安
全
限
界
変
位
に
相

当
す
る
変
位
が
生
じ
て
い
る
時
の
建
築
物
の
周
期
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
安
全
限

界
固
有
周
期
」
と
い
う
。
）
を
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
七
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

地
震
に
よ
り
建
築
物
の
各
階
に
作
用
す
る
地
震
力
を
、
安
全
限
界
固
有
周
期
に
応
じ

て
令
第
八
十
二
条
の
五
第
五
号
ハ
の
表
に
掲
げ
る
式
（
Ｂsi

は
、
平
成
十
二
年
建
設
省

告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
八
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
部
材
の
構
造
形
式
に
応
じ
た
減
衰
特
性
を
表
す
係
数
は
、
次
式
に
よ

る
も
の
と
す
る
。
）
に
よ
つ
て
計
算
し
た
当
該
階
以
上
の
各
階
に
水
平
方
向
に
生
ず
る

力
の
総
和
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
。 

 

 
 

λ
γ

−
+

=
1

19
.0

06
.0

1
 

 

 
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
λ
は
第
十
三
第
二
号
ニ
の
表
に
規
定
す
る
λ
の
数
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。 
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六 

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
が
、
第
三
号
ニ
の
規
定
に
よ
つ
て
計

算
し
た
建
築
物
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間
変
位
及
び
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
つ
て

計
算
し
た
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
に
応
じ
て
建
築
物
の
各
階
に
生
ず
る
加
速
度
を

考
慮
し
て
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
十
一
に
定
め
る
構
造
計
算
に

よ
り
風
圧
並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ

と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

２ 

前
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
増
分
解
析
に

基
づ
き
行
う
も
の
と
し
、
か
つ
、
安
全
限
界
変
位
に
達
す
る
ま
で
に
各
階
に
お
け
る
耐
力
の

低
下
が
な
い
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

第
十
九 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
一
、
第
三
か
ら
第

七
ま
で
及
び
第
十
二
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

 

第
二
十 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
基
準
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
五
第
二
号

及
び
第
十
七
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
つ
た
場
合
又
は
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
六
及
び
第

十
七
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
つ
た
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準

と
し
て
、
次
に
定
め
る
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

一 

第
八
、
第
九
第
二
項
及
び
第
十
（
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

造
ら
れ
た
は
り
で
、
二
以
上
の
部
材
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の
の
接
合
部
に
限
る
。
）
並
び

に
第
十
一
第
一
項
第
三
号 

二 

前
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、
二
以
上
の
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
材
を
プ
レ
ス
ト

レ
ス
に
よ
つ
て
圧
着
接
合
し
一
体
の
柱
、
は
り
若
し
く
は
耐
力
壁
と
し
た
場
合
又
は
柱
及

び
は
り
の
接
合
部
を
剛
接
合
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

技
術
的
基
準 
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イ 

柱
に
あ
つ
て
は
第
八
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号 

ロ 
は
り
に
あ
つ
て
は
第
十
（
複
筋
ば
り
の
部
分
に
限
る
。
） 

ハ 
耐
力
壁
に
あ
つ
て
は
第
十
一
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号 

 
 

 



   

1 

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
九
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等

の
件 

免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等

の
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
免
震
建
築
物
の
基
礎
の
構
造
方
法
を
第
三
に
、
及
び
同
令
第
八
十
条
の
二
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第

四
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
震
建
築
物
の
耐
久
性
等
関
係
規

定
を
第
五
に
指
定
し
、
並
び
に
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
限
界

耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
免
震
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
を
第

六
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
免
震
建
築
物
の
基
礎
の
構
造
方
法
を
第
三
に
、
及
び
同
令
第
八
十
条
の
二
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第

四
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
震
建
築
物
の
耐
久
性
等

関
係
規
定
を
第
五
に
指
定
し
、
並
び
に
同
令
第
八
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き

、
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
免
震
建
築
物
の
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
構
造
計

算
を
第
六
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

第
一 

（
略
） 

第
一 

（
略
） 

第
二 

免
震
建
築
物
（
高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
を
除
く
。
）
の
構
造
方
法
は

次
の
各
号
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
二
十
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
又
は
第
三
号

）
の
い
ず
れ
か
に
、
高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
は
第
三
号

に
該
当
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
（
以
下
単
に
「
耐
久
性
等
関

係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
第
六
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全

性
が
確
認
さ
れ
た
構
造
方
法 

第
二 

免
震
建
築
物
（
高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
を
除
く
。
）
の
構
造
方
法
は

次
の
各
号
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
二
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
又
は
第
三
号
）
の
い
ず
れ

か
に
、
高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
は
第
三
号
に
該
当
す
る

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
（
略
） 

二 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
（
以
下
単
に
「
耐
久

性
等
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
第
六
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
つ

て
安
全
性
が
確
認
さ
れ
た
構
造
方
法 
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三 

耐
久
性
等
関
係
規
定
に
適
合
し
、
か
つ
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交

通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法 

 ２ 

（
略
） 

三 

耐
久
性
等
関
係
規
定
に
適
合
し
、
か
つ
、
令
第
八
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
と

し
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法 

２ 

（
略
） 

第
三 

（
略
） 

第
三 

（
略
） 

第
四 

令
第
八
十
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す

る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
四 

令
第
八
十
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す

る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

上
部
構
造
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

上
部
構
造
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

イ 

令
第
三
章
第
三
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま
で
の
規
定
（
令
第
四
十
二
条
第
一
項
本
文
及

び
第
二
項
、
第
五
十
七
条
第
五
項(

基
礎
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
六
十
二
条
の

四
第
五
項
（
基
礎
及
び
基
礎
ば
り
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
六
十
六
条
及
び
第

七
十
八
条
の
二
第
二
項
第
三
号(

基
礎
及
び
基
礎
ば
り
に
関
す
る
部
分
に
限
り
、
令
第

七
十
九
条
の
四
及
び
昭
和
五
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
二
十
号
第
十
一
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
昭
和
五
十
七
年
建
設
省
告
示
第
五
十
六
号
第
三

第
二
号
、
昭
和
五
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
十
九
号
第
五
（
基
礎
及
び
基
礎
ば
り

に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
昭
和
六
十
一
年
建
設
省
告
示
第
八
百
五
十
九
号
第
三
（

基
礎
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
昭
和
六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
五
百
九
十

八
号
第
六
第
二
号
（
基
礎
及
び
基
礎
ば
り
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
に

適
合
す
る
こ
と
。 

イ 

令
第
三
章
第
三
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま
で
の
規
定
（
令
第
四
十
二
条
第
一
項
本
文
及

び
第
二
項
、
第
五
十
七
条
第
五
項(

基
礎
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
六
十
二
条
の

四
第
五
項
（
基
礎
及
び
基
礎
ば
り
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
六
十
六
条
及
び
第

七
十
八
条
の
二
第
二
項
第
三
号(

基
礎
及
び
基
礎
ば
り
に
関
す
る
部
分
に
限
り
、
令
第

七
十
九
条
の
四
及
び
昭
和
五
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
二
十
号
第
十
二
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
昭
和
五
十
七
年
建
設
省
告
示
第
五
十
六
号
第
三
第
二
号

、
昭
和
五
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
十
九
号
第
五
（
基
礎
及
び
基
礎
ば
り
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
）
、
昭
和
六
十
一
年
建
設
省
告
示
第
八
百
五
十
九
号
第
三
（
基
礎
に

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
昭
和
六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
五
百
九
十
八
号
第

六
第
二
号
（
基
礎
及
び
基
礎
ば
り
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
に
適
合
す

る
こ
と
。 

ロ
～
ト 

（
略
） 
ロ
～
ト 

（
略
） 

三
～
九 

（
略
） 

三
～
九 
（
略
） 

第
五 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
四
第
一
号
イ
、

ロ
及
び
ハ
(1)
、
第
四
号
、
第
五
号
並
び
に
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
（
第
六
に
規
定
す
る

第
五 

第
四
に
定
め
る
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う

ち
、
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
指
定
す
る
基
準
は
、
第
四
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
(1)
、
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構
造
計
算
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
に
第
三
第
二
号
並
び
に
第
四
第
一
号
ハ
(3)
及
び

第
三
号
ハ
の
規
定
を
含
む
も
の
と
す
る
。
）
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定

す
る
。 

 

第
四
号
、
第
五
号
並
び
に
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
（
第
六
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
う

場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
に
第
三
第
二
号
並
び
に
第
四
第
一
号
ハ
(3)
及
び
第
三
号
ハ
の
規
定

を
含
む
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。 

第
六 

令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
免
震
建

築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
は
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め

る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
と
す
る
。 

２ 

免
震
層
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。 

一 

（
略
） 

二 

暴
風
時
を
除
き
、
令
第
八
十
二
条
の
五
第
二
号
（
暴
風
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
免
震
材
料
の
材
料
強
度
は
、
第
七
項

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

三 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
免
震
層
の
偏
心
率
が
百

分
の
三
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
免
震
建
築
物
の
ね
じ
れ
に
よ
る

変
形
の
割
増
を
考
慮
し
て
安
全
上
支
障
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

四 

（
略
） 

五 

地
震
に
よ
り
免
震
層
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
最
大
の
層
間
変
位
（
以
下
「
免
震
層
の
地

震
応
答
変
位
」
と
い
う
。
）
を
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
計
算
し
、
当
該
地
震
応

答
変
位
が
、
免
震
層
の
設
計
限
界
変
位
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

地
震
に
よ
り
免
震
層
に
作
用
す
る
地
震
力
を
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
計
算

す
る
こ
と
。 

(1)
～
(3) 

（
略
） 

第
六 

令
第
八
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
免
震
建
築

物
の
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
は
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る

基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
と
す
る
。 

２ 

免
震
層
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。 

一 

（
略
） 

二 

暴
風
時
を
除
き
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
（
暴
風
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
免
震
材
料
の
材
料
強
度
は
、
第
七
項

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

三 

令
第
八
十
二
条
の
三
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
免
震
層
の
偏
心
率
が
百
分

の
三
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
免
震
建
築
物
の
ね
じ
れ
に
よ
る
変

形
の
割
増
を
考
慮
し
て
安
全
上
支
障
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

四 

（
略
） 

五 

地
震
に
よ
り
免
震
層
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
最
大
の
層
間
変
位
（
以
下
「
免
震
層
の
地

震
応
答
変
位
」
と
い
う
。
）
を
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
計
算
し
、
当
該
地
震
応

答
変
位
が
、
免
震
層
の
設
計
限
界
変
位
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

イ 
（
略
） 

ロ 
地
震
に
よ
り
免
震
層
に
作
用
す
る
地
震
力
を
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
計
算

す
る
こ
と
。 

(1)
～
(3) 
（
略
） 
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(4) 

地
震
に
よ
っ
て
免
震
層
に
作
用
す
る
地
震
力
を
、
設
計
限
界
固
有
周
期
に
応
じ

て
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

 

(4) 

地
震
に
よ
っ
て
免
震
層
に
作
用
す
る
地
震
力
を
、
設
計
限
界
固
有
周
期
に
応
じ

て
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ts
、
Ｑ
、
Ｍ
、
Fh
、
Ｚ
及
び
Gs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

表
す
も
の
と
す
る
。 

Ts 

（
略
） 

Ｑ 

（
略
） 

Ｍ 

（
略
） 

Fh 

（
略
） 

Ｚ 

（
略
） 

Gs 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
五
号
の
表
に
規
定
す
るGs

の
数
値 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ts
、
Ｑ
、
Ｍ
、
Fh
、
Ｚ
及
び
Gs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

表
す
も
の
と
す
る
。 

Ts 

（
略
） 

Ｑ 

（
略
） 

Ｍ 

（
略
） 

Fh 

（
略
） 

Ｚ 

（
略
） 

Gs 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
三
号
の
表
に
規
定
す
るGs

の
数
値 

 

ハ 

（
略
） 

ハ 

（
略
） 

六
～
十 

（
略
） 

六
～
十 

（
略
） 

３ 

上
部
構
造
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、

法
第
二
十
条
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
免
震
建
築
物
に
お
い
て
、
上
部
構
造
が
第
四

第
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
適
合
し
、
か
つ
、
第
一
号
の
規
定
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
上

部
構
造
の
最
下
階
に
お
け
る
地
震
層
せ
ん
断
力
係
数
が
〇
・
二
以
下
の
数
値
と
な
っ
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
つ
い
て
は

、
適
用
し
な
い
。 

３ 

上
部
構
造
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、

法
第
二
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
免
震
建
築
物
に
お
い
て
、
上
部
構
造
が
第
四

第
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
適
合
し
、
か
つ
、
第
一
号
の
規
定
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
上

部
構
造
の
最
下
階
に
お
け
る
地
震
層
せ
ん
断
力
係
数
が
〇
・
二
以
下
の
数
値
と
な
っ
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
つ
い
て
は

、
適
用
し
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
上
部
構
造
が

二 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
上
部
構
造
が



   

5 

第
四
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三
～
六 

（
略
） 

三
～
六 

（
略
） 

七 

令
第
八
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

七 

令
第
八
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

４ 

下
部
構
造
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。 

４ 

下
部
構
造
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
下
部
構
造
が

第
三
及
び
第
四
号
第
三
号
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

二 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
下
部
構
造
が

第
三
及
び
第
四
号
第
三
号
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

５
～
９ 

（
略
） 

５
～
９ 

（
略
） 

 
 

 



   

1 

平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
五
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の

構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件 

壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の

構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分

の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
十
二
ま
で
に
定
め
、
同
令

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又

は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等

関
係
規
定
を
第
十
三
に
指
定
し
、
並
び
に
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
基
づ

き
、
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
計
算

が
、
第
八
か
ら
第
十
二
ま
で
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
条
第
二

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
認
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分

の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
十
二
に
定
め
、
同
令
第
三

十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物

又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性

等
関
係
規
定
を
第
十
三
に
指
定
し
、
並
び
に
同
令
第
八
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基

づ
き
、
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
計

算
が
、
次
の
第
八
か
ら
第
十
二
ま
で
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
許

容
応
力
度
等
計
算
に
よ
る
場
合
と
同
等
以
上
に
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認

め
る
。 

第
一
～
第
八 

（
略
） 

第
一
～
第
八 

（
略
） 

第
九 

剛
性
率
及
び
偏
心
率 

第
九 

剛
性
率
及
び
偏
心
率 

壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
計
算
を

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
八
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
イ
及

び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
各
階
（
最
上
階
を
除
く
。
）
の
剛
性
率
及
び
偏
心
率
の
計
算
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
百
分
の
十
五
」
と
あ

る
の
は
、
「
百
分
の
四
十
五
」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
計
算
を

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
八
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
壁
式
ラ
ー
メ
ン
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
三
第
一
号
及
び

第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
各
階
（
最
上
階
を
除
く
。
）
の
剛
性
率
及
び
偏
心
率
の
計
算

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
十
五
」
と
あ

る
の
は
、
「
百
分
の
四
十
五
」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る
。 



   

2 

第
十
・
第
十
一 

（
略
） 

第
十
・
第
十
一 

（
略
） 

第
十
二 
そ
の
他
の
計
算 

令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
第
八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
計
算
を
行
う
こ
と
。 

第
十
二 

そ
の
他
の
計
算 

令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
第
八
十
二
条
の
五
に
定
め
る
計
算
を
行
う
こ
と
。 

第
十
三 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
二
第
一
号
及
び
第
三

に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

第
十
三 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
二
第
一
号
及
び
第
三
の
規
定
で
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規

定
と
し
て
指
定
す
る
。 

 
 

 



   

1 

平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
六
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法

に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法

に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方

法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
八
ま
で
に
定
め
、
及
び
同
令
第
三
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造

部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
九

に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き

る
技
術
的
基
準
を
第
十
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
。 

 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方

法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
八
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
二

項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部

分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
九
に

指
定
す
る
。 

 

第
一 

適
用
の
範
囲
等 

壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
は
、
建
築

基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
章
第
六
節
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

     

第
一 

適
用
の
範
囲
等 

 

壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
は
、
建
築

基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
章
第
六
節
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
、
壁
式
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二

条
の
二
に
規
定
す
る
層
間
変
形
角
が
二
千
分
の
一
以
内
で
あ
る
こ
と
及
び
令
第
八
十
二
条
の

四
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
保
有
水
平
耐
力
が
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計

算
し
た
必
要
保
有
水
平
耐
力
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。 



   

2 

一
・
二 

（
略
） 

三 
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
三
号
第
二
号
イ
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

 

四 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
号
第
五
号
ロ
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と

。 

四 

（
略
） 

第
二 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
及
び
モ
ル
タ
ル
の
強
度 

一 

（
略
） 

（
削
る
。
） 

 
 

   

二 

（
略
） 

第
二 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
及
び
モ
ル
タ
ル
の
強
度 

 

一 

（
略
） 

 

二 

前
号
の
規
定
は
、
軽
量
骨
材
を
使
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
令
第
八
十
二
条
の
二
に
規

定
す
る
層
間
変
形
角
が
二
千
分
の
一
以
内
で
あ
る
こ
と
及
び
令
第
八
十
二
条
の
四
第
一
号

の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
保
有
水
平
耐
力
が
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た

必
要
保
有
水
平
耐
力
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。 

 

三 

（
略
） 

第
三
・
第
四 

（
略
） 

第
三
・
第
四 

（
略
） 

第
五 

床
版
及
び
屋
根
版
の
構
造 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
及
び
屋
根
版
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
、

か
つ
、
水
平
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
耐
力
壁
及
び
壁
ば
り
（
最
下
階

の
床
版
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
ば
り
）
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
剛
性
及
び
耐
力
を
も
っ
た
構

造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五 

床
版
及
び
屋
根
版
の
構
造 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
及
び
屋
根
版
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
、

か
つ
、
水
平
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
耐
力
壁
及
び
壁
ば
り
（
最
下
階

の
床
版
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
ば
り
）
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
剛
性
及
び
耐
力
を
も
っ
た
構

造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築

物
の
構
造
部
分
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計

算
し
た
保
有
水
平
耐
力
が
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
必
要
保
有
水
平
耐
力
以

上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
六 

耐
力
壁 

一 

（
略
） 

第
六 

耐
力
壁 

一 

（
略
） 
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二 

各
階
の
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
に
配
置
す
る
耐
力
壁
の
長
さ
の
合
計
を
、
そ
れ

ぞ
れ
の
方
向
に
つ
き
、
そ
の
階
の
床
面
積
で
除
し
た
数
値
（
以
下
「
壁
量
」
と
い
う
。
）

は
、
次
の
表
一
（
壁
式
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の

構
造
部
分
に
あ
っ
て
は
表
二
）
に
掲
げ
る
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
表
一
・
表
二 

略
） 

     

三
～
五 

（
略
） 

二 

各
階
の
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
に
配
置
す
る
耐
力
壁
の
長
さ
の
合
計
を
、
そ
れ

ぞ
れ
の
方
向
に
つ
き
、
そ
の
階
の
床
面
積
で
除
し
た
数
値
（
以
下
「
壁
量
」
と
い
う
。
）

は
、
次
の
表
一
（
壁
式
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の

構
造
部
分
に
あ
っ
て
は
表
二
）
に
掲
げ
る
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
地
上
部
分
に
つ
い

て
、
令
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
層
間
変
形
角
が
二
千
分
の
一
以
内
で
あ
る
こ
と
及

び
令
第
八
十
二
条
の
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
保
有
水
平
耐
力
が
同
条
第
二

号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
必
要
保
有
水
平
耐
力
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
表
一
・
表
二 

略
） 

三
～
五 

（
略
） 

第
七 

壁
ば
り
の
構
造 

壁
ば
り
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

   

 
第
七 

壁
ば
り
の
構
造 

壁
ば
り
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
第
一
号
の
規
定
を
、
令
第
八
十
二
条
の
四
第
一
号
の
規
定
に

よ
っ
て
計
算
し
た
保
有
水
平
耐
力
が
、
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
必
要
保
有

水
平
耐
力
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規

定
を
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
な
い
。 

一 

丈
は
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

丈
は
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

二
～
四 

（
略
） 

二
～
四 

（
略
） 
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第
八 

（
略
） 

第
八 

（
略
） 

第
九 
耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
二
第
一
号
及
び
第

三
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

第
九 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
二
第
一
号
及
び
第
三
で
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し

て
指
定
す
る
。 

第
十 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
基
準
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に

掲
げ
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と

が
で
き
る
技
術
的
基
準
と
し
て
、
第
一
第
二
号
及
び
第
三
号
（
令
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定

す
る
層
間
変
形
角
が
二
千
分
の
一
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
第
一
号
（
軽
量
骨

材
を
使
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
令
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
層
間
変
形
角
が
二
千
分

の
一
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
、
第
六
第
二
号
（
令
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定

す
る
層
間
変
形
角
が
二
千
分
の
一
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
七
第
二
号
及
び

第
三
号
に
定
め
る
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 
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平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造

部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造

部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
枠
組
壁
工
法
（
木
材
を
使
用
し
た
枠
組
に
構
造

用
合
板
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
打
ち
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
壁
及
び
床
版
を
設
け
る
工

法
を
い
う
。
）
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
（
木
材
を
使
用
し
た
枠
組
に
構
造
用
合
板
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
工
場
で
接
着
す
る
こ
と
に
よ
り
、
壁
及
び
床
版
を
設
け
る
工

法
を
い
う
。
）
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。

）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
十
ま
で
に
、
同
令
第
九

十
四
条
及
び
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
（
平
成
十
二
年
建
設
省

告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第
一
第
十
号
に
規
定
す
る
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
木
質
複
合
軸
材
料
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第
一
第
十
一
号

に
規
定
す
る
木
質
複
合
軸
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
木
質
断
熱
複
合
パ
ネ
ル
（
平
成
十

二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第
一
第
十
二
号
に
規
定
す
る
木
質
断
熱
複
合
パ
ネ
ル
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四

十
六
号
第
一
第
十
三
号
に
規
定
す
る
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に

第
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
木
材
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
を
第
二

第
三
号
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
等
の
構
造
方
法
に
関

す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
十
一
に
、
同
条
第
二
項
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
枠
組
壁
工
法
（
木
材
を
使
用
し
た
枠
組
に
構
造

用
合
板
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
打
ち
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
壁
及
び
床
版
を
設
け
る
工

法
を
い
う
。
）
又
は
木
質
プ
レ
ハ
ブ
工
法
（
木
材
を
使
用
し
た
枠
組
に
構
造
用
合
板
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
工
場
で
接
着
す
る
こ
と
に
よ
り
、
壁
及
び
床
版
を
設
け
る
工

法
を
い
う
。
）
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。

）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
九
ま
で
に
、
同
令
第
九

十
四
条
及
び
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
（
平
成
十
二
年
建
設
省

告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第
一
第
十
号
に
規
定
す
る
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
木
質
複
合
軸
材
料
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第
一
第
十
一
号

に
規
定
す
る
木
質
複
合
軸
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
木
質
断
熱
複
合
パ
ネ
ル
（
平
成
十

二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第
一
第
十
二
号
に
規
定
す
る
木
質
断
熱
複
合
パ
ネ
ル
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四

十
六
号
第
一
第
十
三
号
に
規
定
す
る
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に

第
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
木
材
の
許
容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
を
第
二

第
三
号
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
等
の
構
造
方

法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
十
に
指
定
す
る
。 
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算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
を
第

十
二
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
、
並
び
に
同
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
枠
組
壁
工
法
又
は
木
質
プ
レ

ハ
ブ
工
法
を
用
い
た
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
九
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

構
造
計
算
は
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
る
。 

第
一 

（
略
） 

第
一 

（
略
） 

第
二 

材
料 

一 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
枠
組
材
の
品
質
は
、
構
造
部
材
の
種
類
に
応
じ

、
次
の
表
に
掲
げ
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二 

材
料 

一 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
枠
組
材
の
品
質
は
、
構
造
部
材
の
種
類
に
応
じ

、
次
の
表
に
掲
げ
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

構
造
部
材
の
種
類

規 

格 
 
 

 

構
造
部
材
の
種
類

規 

格 
 



   

3 

 

(一) 

土
台
、
端
根
太
、

側
根
太
、
ま
ぐ
さ

、
た
る
き
及
び
む

な
き 

枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
の
日
本
農
林
規
格
（
昭
和
四

十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
号
。
以
下
「
枠
組
壁

工
法
構
造
用
製
材
規
格
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
甲

種
枠
組
材
の
特
級
、
一
級
若
し
く
は
二
級
、
枠
組
壁
工

法
構
造
用
製
材
規
格
第
六
条
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｓ
Ｒ
製
材

の
規
格
、
集
成
材
の
日
本
農
林
規
格
（
昭
和
四
十
九
年

農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
一
号
）
に
規
定
す
る
化
粧
ば

り
構
造
用
集
成
柱
の
規
格
、
構
造
用
単
板
積
層
材
の
日

本
農
林
規
格
（
昭
和
六
十
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千

四
百
四
十
三
号
）
に
規
定
す
る
構
造
用
単
板
積
層
材
の

特
級
、
一
級
若
し
く
は
二
級
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た

て
継
ぎ
材
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成
三
年
農
林
水
産
省

告
示
第
七
百
一
号
。
以
下
「
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て

継
ぎ
材
規
格
」
と
い
う
。)
に
規
定
す
る
甲
種
た
て
継

ぎ
材
の
特
級
、
一
級
若
し
く
は
二
級
又
は
構
造
用
集
成

材
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成
八
年
農
林
水
産
省
告
示
第

百
十
一
号
。
以
下
「
構
造
用
集
成
材
規
格
」
と
い
う
。

）
に
規
定
す
る
集
成
材
の
規
格 

 

(一) 

土
台
、
端
根
太
、

側
根
太
、
ま
ぐ
さ

、
た
る
き
及
び
む

な
き 

枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
の
日
本
農
林
規
格
（
昭
和
四

十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
号
。
以
下
「
枠
組
壁

工
法
構
造
用
製
材
規
格
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
甲

種
枠
組
材
の
特
級
、
一
級
若
し
く
は
二
級
、
集
成
材
の

日
本
農
林
規
格
（
昭
和
四
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第

六
百
一
号
）
に
規
定
す
る
化
粧
ば
り
構
造
用
集
成
柱
の

規
格
、
構
造
用
単
板
積
層
材
の
日
本
農
林
規
格
（
昭
和

六
十
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
四
十
三
号
）
に

規
定
す
る
構
造
用
単
板
積
層
材
の
特
級
、
一
級
若
し
く

は
二
級
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
の
日
本
農

林
規
格
（
平
成
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
一
号
。

以
下
「
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
規
格
」
と
い

う
。)

に
規
定
す
る
甲
種
た
て
継
ぎ
材
の
特
級
、
一
級

若
し
く
は
二
級
、
機
械
に
よ
る
曲
げ
応
力
等
級
区
分
を

行
う
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
の
日
本
農
林
規
格
（
平

成
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
二
号
）
に
規
定
す
る

機
械
に
よ
る
曲
げ
応
力
等
級
区
分
を
行
う
枠
組
壁
工
法

構
造
用
製
材
の
規
格
又
は
構
造
用
集
成
材
の
日
本
農
林

規
格
（
平
成
八
年
農
林
水
産
省
告
示
第
百
十
一
号
。
以

下
「
構
造
用
集
成
材
規
格
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る

集
成
材
の
規
格 

 

 

(略) 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

(略) 

（
略
） 

（
略
） 

 

二 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
床
材
、
壁
材
又
は
屋
根
下
地
材
の
品
質
は
、
構

造
部
材
及
び
材
料
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
規
格
（
構
造
耐
力
に
係
る
規
定
に

二 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
床
材
、
壁
材
又
は
屋
根
下
地
材
の
品
質
は
、
構

造
部
材
及
び
材
料
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
規
格
（
構
造
耐
力
に
係
る
規
定
に
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限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

構
造
部
材
の
種
類 

材
料
の
種
類 

規 

格 
 

 

構
造
部
材
の
種
類 

材
料
の
種
類 

規 

格 
 

 

(一) 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

(一)

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

(二) 

常
時
湿
潤
状
態
と
な
る
お

そ
れ
の
あ
る
部
分
及
び
(一)

に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部

分
に
用
い
る
壁
材 

せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
（
せ

っ
こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
―
二

〇
〇
五
に
規
定
す
る
せ
っ
こ

う
ボ
ー
ド
、
構
造
用
せ
っ
こ

う
ボ
ー
ド
Ａ
種
及
び
Ｂ
種
並

び
に
強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド

 

(二)

常
時
湿
潤
状
態
と
な
る
お

そ
れ
の
あ
る
部
分
及
び
(一)

に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部

分
に
用
い
る
壁
材 

せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
（
せ

っ
こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
―
一

九
九
四
に
規
定
す
る
せ
っ
こ

う
ボ
ー
ド 

 

 

(三) 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

(三)

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

三
・
四 

（
略
） 

三
・
四 

（
略
） 

第
三 

土
台 

一 

（
略
） 

二 

土
台
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
礎
に
径
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
長
さ

三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
引
張
耐
力

を
有
す
る
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
で
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

地
階
を
除
く
階
数
が
三
の
建
築
物
の
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
は
、
イ
に
定
め
る
部
分
の
ほ

か
、
一
階
の
床
に
達
す
る
開
口
部
の
両
端
の
た
て
枠
か
ら
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内

の
部
分
に
配
置
す
る
こ
と
。 

  

第
三 

土
台 

一 

（
略
） 

二 

土
台
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
礎
に
径
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
長
さ

三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
引
張
耐
力

を
有
す
る
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
で
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

地
階
を
除
く
階
数
が
三
の
建
築
物
の
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
は
、
イ
に
定
め
る
部
分
の
ほ

か
、
一
階
の
床
に
達
す
る
開
口
部
の
両
端
の
た
て
枠
か
ら
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内

の
部
分
に
配
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。

）
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
こ
れ
と
同
等

以
上
に
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
配
置
す
る
と
き
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   三 

土
台
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
、
二

〇
五
、
二
〇
六
、
二
〇
八
、
三
〇
四
、
三
〇
六
、
四
〇
四
、
四
〇
六
若
し
く
は
四
〇
八
に

適
合
す
る
も
の
又
は
厚
さ
三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
土
台
と
基
礎
若
し
く
は
床
根
太
、
端
根
太
若
し
く
は
側
根
太

と
の
緊
結
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
基
礎
及
び
土
台
」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る

。 

三 

土
台
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
、
二

〇
六
、
二
〇
八
、
四
〇
四
、
四
〇
六
若
し
く
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
も
の
又
は
厚
さ
三
十

八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
土

台
と
基
礎
若
し
く
は
床
根
太
、
端
根
太
若
し
く
は
側
根
太
と
の
緊
結
に
支
障
が
な
い
も
の

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四 

床
版 

一 

床
根
太
、
端
根
太
及
び
側
根
太
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す

る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二
〇
八
、
二
一
〇
、
二
一
二
若
し
く
は
三
〇
六
に
適
合
す
る
も
の

又
は
厚
さ
三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
百
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ

て
、
か
つ
、
床
根
太
、
端
根
太
若
し
く
は
側
根
太
と
土
台
、
頭
つ
な
ぎ
若
し
く
は
床
材
と

の
緊
結
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二
～
六 

（
略
） 

七 

床
版
の
各
部
材
相
互
及
び
床
版
の
枠
組
材
と
土
台
又
は
頭
つ
な
ぎ
と
は
、
次
の
表
の
緊

結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
緊
結
の
方
法
の
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
合
部
の
短
期
に
生
ず
る
力
に
対
す

る
許
容
せ
ん
断
耐
力
が
、
同
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
許
容
せ
ん
断
耐
力
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四 

床
版 

一 

床
根
太
、
端
根
太
及
び
側
根
太
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す

る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二
〇
八
、
二
一
〇
若
し
く
は
二
一
二
に
適
合
す
る
も
の
又
は
厚
さ

三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
百
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ

、
床
根
太
、
端
根
太
若
し
く
は
側
根
太
と
土
台
、
頭
つ
な
ぎ
若
し
く
は
床
材
と
の
緊
結
に

支
障
が
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二
～
六 

（
略
） 

七 

床
版
の
各
部
材
相
互
及
び
床
版
の
枠
組
材
と
土
台
又
は
頭
つ
な
ぎ
と
は
、
次
の
表
の
緊

結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
緊
結
の
方
法
の
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
合
部
の
短
期
に
生
ず
る
力
に
対
す

る
許
容
せ
ん
断
耐
力
が
、
同
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
許
容
せ
ん
断
耐
力
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

緊
結
の
方
法 

 

緊
結
の
方
法 

 

 

緊
結
す
る
部
分 

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の 

本
数 

く
ぎ
の
間
隔

許
容
せ
ん

断
耐
力 

 

 
緊
結
す
る
部
分

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の 

本
数 

く
ぎ
の
間
隔

許
容
せ
ん

断
耐
力 
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Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 

二
本

Ｃ
Ｎ
七
五

二
本

Ｃ
Ｎ
六
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
六

五 Ｂ
Ｎ
七
五 

三
本

Ｃ
Ｎ
六
五

Ｂ
Ｎ
七
五

三
本

 

(一) 

床
根
太
と
土
台
又

は
頭
つ
な
ぎ 

Ｂ
Ｎ
六
五 

四
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

 

(一) 

床
根
太
と
土
台
又

は
頭
つ
な
ぎ 

Ｂ
Ｎ
六
五

四
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 

―

二
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

Ｃ
Ｎ
七
五

―

二
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

地
階
を

除
く
階

数
が
三

の
建
築

物
の
一

階 

Ｂ
Ｎ
七
五 
―

十
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
二
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

地
階
を

除
く
階

数
が
三

の
建
築

物
の
一

階 

Ｂ
Ｎ
七
五

―

十
八
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
二
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 

―

五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

Ｃ
Ｎ
七
五

―

五
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

 

(二) 

端
根
太

又
は
側

根
太
と

土
台
又

は
頭
つ

な
ぎ 

そ
の
他

の
階 

Ｂ
Ｎ
七
五 

―

三
十
六
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

 

(二) 

端
根
太

又
は
側

根
太
と

土
台
又

は
頭
つ

な
ぎ 

そ
の
他

の
階 

Ｂ
Ｎ
七
五

―

三
十
六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
下

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

Ｃ
Ｎ
五
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
五

〇 

―

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

Ｃ
Ｎ
五
〇

―

十
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

床
材
の

外
周
部

分 

Ｂ
Ｎ
五
〇 

―

十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
八
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

床
材
の

外
周
部

分 

Ｂ
Ｎ
五
〇

―

十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
八
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

 

(三) 

床
版
の

型
枠
材

と
床
材

そ
の
他

の
部
分

Ｃ
Ｎ
五
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
五

〇 

―

二
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
百
ニ

 

(三) 

床
版
の

型
枠
材

と
床
材

そ
の
他

の
部
分

Ｃ
Ｎ
五
〇

―

二
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 
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Ｂ
Ｎ
五
〇 

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

ュ
ー
ト
ン 

Ｂ
Ｎ
五
〇

―

十
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

二
千
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
く
ぎ
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
記
号
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
○

八
（
く
ぎ
）
―
二
〇
〇
五
に
規
定
す
る
規
格
を
表
す
も
の
と
す
る
。
以
下
第
五
号
第

十
五
号
及
び
第
七
第
九
号
の
表
に
お
い
て
同
様
と
す
る
。 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
く
ぎ
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
記
号
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五

○
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
規
定
す
る
規
格
を
表
す
も
の
と
す
る
。
以
下
第
五

号
第
十
五
号
及
び
第
七
第
九
号
の
表
に
お
い
て
同
様
と
す
る
。 

八 

二
階
以
上
の
床
版
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
八
十
二
条

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
及
び
建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
行

う
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る

こ
と
を
確
か
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
各
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

八 

二
階
以
上
の
床
版
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
八
十
二
条

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
及
び
建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
行

う
令
第
八
十
二
条
の
三
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を

確
か
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
各
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

九 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
床
版

」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

床
版
に
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
を
使
用
す
る
場
合 

ホ 

床
根
太
、
端
根
太
又
は
側
根
太
に
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
又
は
木
質
複
合
軸
材
料
を

使
用
す
る
場
合 

へ 

床
根
太
に
薄
板
軽
量
形
鋼
を
使
用
す
る
場
合 

九 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
床
版

」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

 

ニ 

床
根
太
、
端
根
太
又
は
側
根
太
に
木
質
接
着
成
形
軸
材
料
又
は
木
質
複
合
軸
材
料
を

使
用
す
る
場
合 

ホ 

床
根
太
に
薄
板
軽
量
形
鋼
を
使
用
す
る
場
合 

十 

（
略
） 
十 

（
略
） 

第
五 

壁
等 

 

一
～
三 

（
略
） 

四 

耐
力
壁
の
下
枠
、
た
て
枠
及
び
上
枠
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規

定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
、
二
〇
五
、
二
〇
六
、
二
〇
八
、
三
〇
四
、
三
〇
六
、
四
〇
四

第
五 
壁
等 

 

一
～
三 
（
略
） 

四 

耐
力
壁
の
下
枠
、
た
て
枠
及
び
上
枠
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規

定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
、
二
〇
六
、
二
〇
八
、
四
〇
四
、
四
〇
六
若
し
く
は
四
〇
八
に
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、
四
〇
六
若
し
く
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
も
の
又
は
厚
さ
三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
下
枠
、
た
て
枠
若
し
く
は
上

枠
と
床
版
の
枠
組
材
、
頭
つ
な
ぎ
、
ま
ぐ
さ
受
け
若
し
く
は
筋
か
い
の
両
端
部
と
の
緊
結

及
び
下
枠
若
し
く
は
上
枠
と
た
て
枠
と
の
緊
結
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

五 

（
略
） 

適
合
す
る
も
の
又
は
厚
さ
三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
下
枠
、
た
て
枠
若
し
く
は
上
枠
と
床
版
の
枠
組
材
、
頭
つ
な

ぎ
、
ま
ぐ
さ
受
け
若
し
く
は
筋
か
い
の
両
端
部
と
の
緊
結
及
び
下
枠
若
し
く
は
上
枠
と
た

て
枠
と
の
緊
結
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

五 

（
略
） 

六 

耐
力
壁
線
相
互
の
距
離
は
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
は
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
床
版
の
枠
組
材
と
床
材
と
を
緊
結
す
る
部
分
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
補
強
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
水
平
投
影
面
積
を
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
（
耐
力
壁
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
部
分
の
長
辺
の
長
さ
に
対
す
る
短
辺
の
長
さ
の
比
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
あ

っ
て
は
七
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。 

六 

耐
力
壁
線
相
互
の
距
離
は
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
は
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
（
床
版
の
枠
組
材
と
床
材
と
を
緊
結

す
る
部
分
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
補
強
し
た
場
合
に
は
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

七 

外
壁
の
耐
力
壁
線
相
互
の
交
さ
す
る
部
分
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
交
さ
部
」
と
い

う
。
）
に
は
、
長
さ
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
耐
力
壁
を
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
交
さ
部
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
補
強
し
た
場
合
に
お
い
て
、
交
さ
部

に
接
す
る
開
口
部
又
は
交
さ
部
か
ら
の
距
離
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
開
口
部
で

、
幅
（
交
さ
部
か
ら
開
口
部
ま
で
の
距
離
を
含
み
、
外
壁
の
双
方
に
開
口
部
を
設
け
る
場

合
は
、
そ
れ
ら
の
幅
の
合
計
と
す
る
。
）
が
四
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
設
け
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

七 

外
壁
の
耐
力
壁
線
相
互
の
交
さ
す
る
部
分
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
交
さ
部
」
と
い

う
。
）
に
は
、
長
さ
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
耐
力
壁
を
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
交
さ
部
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
補
強
し
た
場
合
に
お
い
て
、
交
さ
部

に
接
す
る
開
口
部
又
は
交
さ
部
か
ら
の
距
離
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
開
口
部
で

、
幅
（
交
さ
部
か
ら
開
口
部
ま
で
の
距
離
を
含
み
、
外
壁
の
双
方
に
開
口
部
を
設
け
る
場

合
は
、
そ
れ
ら
の
幅
の
合
計
と
す
る
。
）
が
四
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
設
け
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

八 

耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
（
た
て
枠
に
枠
組
壁

工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
三
〇
六
又
は
四
〇
六
に
適
合
す

る
製
材
を
使
用
す
る
耐
力
壁
に
つ
い
て
は
、
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
当
該
耐
力
壁
を
三

階
建
て
の
建
築
物
の
三
階
、
二
階
建
て
の
建
築
物
の
二
階
又
は
平
屋
建
て
の
建
築
物
に
用

い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
、
た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構

八 

耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
（
た
て
枠
に
枠
組
壁

工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
又
は
四
〇
六
に
適
合
す
る
製
材
を

使
用
す
る
耐
力
壁
に
つ
い
て
は
、
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
当
該
耐
力
壁
を
三
階
建
て
の

建
築
物
の
三
階
、
二
階
建
て
の
建
築
物
の
二
階
又
は
平
屋
建
て
の
建
築
物
に
用
い
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
、
た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
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造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
八
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
使
用
す

る
耐
力
壁
に
つ
い
て
は
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
）
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐

力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
た
て
枠
相
互
の
間
隔
は
、

当
該
計
算
に
用
い
た
数
値
（
当
該
耐
力
壁
に
木
質
断
熱
複
合
パ
ネ
ル
を
用
い
る
場
合
を
除

き
、
当
該
数
値
が
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力
上
主
要

な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
耐
力
壁
」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
表 

略
） 

規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
八
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
使
用
す
る
耐
力
壁

に
つ
い
て
は
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
）
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令

第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
た
て
枠
相
互
の
間
隔
は
、
当
該
計
算

に
用
い
た
数
値
（
当
該
数
値
が
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
六
十
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造

耐
力
上
主
要
な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
耐
力
壁
」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

 

（
表 

略
） 

九 

各
耐
力
壁
の
隅
角
部
及
び
交
さ
部
に
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
た
て
枠
を
用
い
る

も
の
と
し
、
当
該
た
て
枠
は
相
互
に
構
造
耐
力
上
有
効
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ 

た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
、
二
〇
五

又
は
三
〇
四
に
適
合
す
る
製
材
の
み
を
使
用
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間

隔
が
前
号
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
と
な
る
耐
力
壁
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
又
は
三
〇
四
に
適
合
す

る
製
材
を
三
本
以
上 

ロ 

た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二
〇
八

、
三
〇
六
、
四
〇
四
、
四
〇
六
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
使
用
し
、
耐
力
壁
の

た
て
枠
相
互
の
間
隔
が
前
号
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
と
な
る
耐
力
壁
に
使
用
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二

〇
八
、
三
〇
六
、
四
〇
四
、
四
〇
六
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
そ
れ
ぞ
れ
二
本

以
上 

ハ 

イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

九 

各
耐
力
壁
の
隅
角
部
及
び
交
さ
部
に
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
た
て
枠
を
用
い
る

も
の
と
し
、
当
該
た
て
枠
は
相
互
に
構
造
耐
力
上
有
効
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
に
適
合
す

る
製
材
の
み
を
使
用
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
が
前
号
の
表
に
掲
げ

る
数
値
以
下
と
な
る
耐
力
壁
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製

材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
に
適
合
す
る
製
材
を
三
本
以
上 

 

ロ 

た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二
〇
八

、
四
〇
四
、
四
〇
六
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
使
用
し
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相

互
の
間
隔
が
前
号
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
と
な
る
耐
力
壁
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二
〇
八
、
四

〇
四
、
四
〇
六
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
そ
れ
ぞ
れ
二
本
以
上 

 

ハ 

イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

(1)
・
(2) 

（
略
） 
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十
～
十
四 

（
略
） 

十
～
十
四 

（
略
） 

十
五 
壁
の
各
部
材
相
互
及
び
壁
の
各
部
材
と
床
版
、
頭
つ
な
ぎ
又
は
ま
ぐ
さ
受
け
と
は
、

次
の
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
緊
結
の
方
法

の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
合
部
の
短
期
に
生
ず

る
力
に
対
す
る
許
容
せ
ん
断
耐
力
が
、
同
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
許
容
せ
ん
断
耐
力
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

十
五 

壁
の
各
部
材
相
互
及
び
壁
の
各
部
材
と
床
版
、
頭
つ
な
ぎ
又
は
ま
ぐ
さ
受
け
と
は
、

次
の
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
緊
結
の
方
法

の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
合
部
の
短
期
に
生
ず

る
力
に
対
す
る
許
容
せ
ん
断
耐
力
が
、
同
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
許
容
せ
ん
断
耐
力
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

緊
結
の
方
法 

 

緊
結
の
方
法 

 

 

緊
結
す
る
部
分 

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の 

本
数 

く
ぎ
の
間
隔

許
容
せ
ん

断
耐
力 

 

 

緊
結
す
る
部
分

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の 

本
数 

く
ぎ
の
間
隔

許
容
せ
ん

断
耐
力 

Ｃ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
九

〇 

二
本

Ｃ
Ｎ
九
〇

二
本

Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 Ｂ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
六
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
六

五 Ｂ
Ｎ
七
五 

三
本

Ｃ
Ｎ
七
五

Ｂ
Ｎ
九
〇

Ｃ
Ｎ
六
五

Ｂ
Ｎ
七
五

三
本

 

(一) 

た
て
枠
と
上
枠
又

は
下
枠 

Ｂ
Ｎ
六
五 

四
本

― 
一
箇
所
当

た
り 

千
ニ
ュ
ー

ト
ン 

 

(一) 

た
て
枠
と
上
枠
又

は
下
枠 

Ｂ
Ｎ
六
五

四
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
ニ
ュ
ー

ト
ン 

 

(二) 

下
枠
と

床
版
の

枠
組
材

三
階
建

て
の
建

築
物
の

一
階 

Ｃ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
九

〇 

―

二
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

三
千
二
百

ニ
ュ
ー
ト

 
(二) 

下
枠
と

床
版
の

枠
組
材

三
階
建

て
の
建

築
物
の

一
階 

Ｃ
Ｎ
九
〇

―

二
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

三
千
二
百
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Ｂ
Ｎ
九
〇 

―

十
七
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

ン 

Ｂ
Ｎ
九
〇

―

十
七
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

ニ
ュ
ー
ト

ン 

Ｃ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
九

〇 

―

五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

Ｃ
Ｎ
九
〇

―

五
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

そ
の
他

の
階 

Ｂ
Ｎ
九
〇 

―

三
十
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
六
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

そ
の
他

の
階 

Ｂ
Ｎ
九
〇

―

三
十
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
下

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
六
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

Ｃ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
九

〇 

―

五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

Ｃ
Ｎ
九
〇

―

五
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

 

(三) 

上
枠
と
頭
つ
な
ぎ

Ｂ
Ｎ
九
〇 

―

三
十
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
六
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

 

(三) 

上
枠
と
頭
つ
な
ぎ

Ｂ
Ｎ
九
〇

―

三
十
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
六
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

 

(四) 

た
て
枠
と
た
て
枠

又
は
ま
ぐ
さ
受
け

Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 

―

三
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
二
百

 

(四) 

た
て
枠
と
た
て
枠

又
は
ま
ぐ
さ
受
け

Ｃ
Ｎ
七
五

―

三
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
二
百

ニ
ュ
ー
ト
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Ｂ
Ｎ
七
五 

―

二
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

ニ
ュ
ー
ト

ン 

Ｂ
Ｎ
七
五

―

二
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

ン 

Ｃ
Ｎ
六
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
六

五 
下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠 

 二
本

― 

Ｃ
Ｎ
六
五

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠 

 二
本

― 

 

(五) 

壁
の
枠
組
材
と
筋

か
い
両
端
部 

Ｂ
Ｎ
六
五 

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠 

 三
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

 

(五) 

壁
の
枠
組
材
と
筋

か
い
両
端
部 

Ｂ
Ｎ
六
五

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠 

 三
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

十
六 

（
略
） 

十
六 

（
略
） 

第
六 

（
略
） 
第
六 

（
略
） 

第
七 

小
屋
組
等 

一 

た
る
き
及
び
天
井
根
太
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法

型
式
二
〇
四
、
二
〇
五
、
二
〇
六
、
二
〇
八
、
二
一
〇
、
二
一
二
、
三
〇
四
若
し
く
は
三

〇
六
に
適
合
す
る
も
の
又
は
厚
さ
三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト

第
七 
小
屋
組
等 

一 
た
る
き
及
び
天
井
根
太
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法

型
式
二
〇
四
、
二
〇
六
、
二
〇
八
、
二
一
〇
若
し
く
は
二
一
二
に
適
合
す
る
も
の
又
は
厚

さ
三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
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ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
た
る
き
若
し
く
は
天
井
根
太
と
む
な
ぎ
、
頭
つ
な
ぎ

若
し
く
は
屋
根
下
地
材
と
の
緊
結
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

つ
、
た
る
き
若
し
く
は
天
井
根
太
と
む
な
ぎ
、
頭
つ
な
ぎ
若
し
く
は
屋
根
下
地
材
と
の
緊

結
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二
～
八 
（
略
） 

二
～
八 

（
略
） 

九 

小
屋
組
の
各
部
材
相
互
及
び
小
屋
組
の
部
材
と
頭
つ
な
ぎ
又
は
屋
根
下
地
材
と
は
、
次

の
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
緊
結
の
方
法
の

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
合
部
の
短
期
に
生
ず
る

力
に
対
す
る
許
容
せ
ん
断
耐
力
が
、
同
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
許
容
せ
ん
断
耐
力
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

九 

小
屋
組
の
各
部
材
相
互
及
び
小
屋
組
の
部
材
と
頭
つ
な
ぎ
又
は
屋
根
下
地
材
と
は
、
次

の
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
緊
結
の
方
法
の

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
合
部
の
短
期
に
生
ず
る

力
に
対
す
る
許
容
せ
ん
断
耐
力
が
、
同
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
許
容
せ
ん
断
耐
力
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
緊
結
の
方
法 

 

緊
結
の
方
法 

 

 

緊
結
す
る
部
分 

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の 

本
数 
く
ぎ
の
間
隔

許
容
せ
ん

断
耐
力 

 

 

緊
結
す
る
部
分

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の 

本
数 

く
ぎ
の
間
隔

許
容
せ
ん

断
耐
力 

Ｃ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
九

〇 

三
本

Ｃ
Ｎ
九
〇

三
本

Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 

四
本

Ｃ
Ｎ
七
五

 

四
本

 

(一) 

た
る
き
と
天
井
根

太 

Ｂ
Ｎ
九
〇 

Ｂ
Ｎ
七
五 

五
本

― 
一
箇
所
当

た
り 

二
千
四
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

 

(一) 

た
る
き
と
天
井
根

太 

Ｂ
Ｎ
九
〇

Ｂ
Ｎ
七
五

五
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

二
千
四
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 

三
本

Ｃ
Ｎ
七
五

三
本

 

(二) 

た
る
き
と
む
な
ぎ

Ｂ
Ｎ
七
五 

四
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
七
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

 

(二) 
た
る
き
と
む
な
ぎ

Ｂ
Ｎ
七
五

四
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
七
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 
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Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 

二
本

Ｃ
Ｎ
七
五

二
本

 

(三) 

た
る
き
、
天
井
根

太
又
は
ト
ラ
ス
と

頭
つ
な
ぎ 

Ｃ
Ｎ
六
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
六

五 Ｂ
Ｎ
七
五 

Ｂ
Ｎ
六
五 

三
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

 

(三) 

た
る
き
、
天
井
根

太
又
は
ト
ラ
ス
と

頭
つ
な
ぎ 

Ｃ
Ｎ
六
五

Ｂ
Ｎ
七
五

Ｂ
Ｎ
六
五

三
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

Ｃ
Ｎ
五
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
五

〇 

―

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

Ｃ
Ｎ
五
〇

―

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

屋
根
下

地
材
の

外
周
部

分 

Ｂ
Ｎ
五
〇 
―

十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
六
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

屋
根
下

地
材
の

外
周
部

分 

Ｂ
Ｎ
五
〇

―

十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
六
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

Ｃ
Ｎ
五
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
五

〇 

―

三
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

Ｃ
Ｎ
五
〇

―

三
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

 

(四) 

た
る
き

又
は
ト

ラ
ス
と

屋
根
下

地
材 

そ
の
他

の
部
分

Ｂ
Ｎ
五
〇 

―

二
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
三
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

 

(四) 

た
る
き

又
は
ト

ラ
ス
と

屋
根
下

地
材 

そ
の
他

の
階 

Ｂ
Ｎ
五
〇

―

二
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
三
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

 
 

十 

令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
小
屋
組
又
は
屋
根
版
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。
）
を
除
き
、
小
屋
の
屋
根
又
は
外
壁
（
以
下
「
屋
根
等
」
と
い
う
。
）
に
設
け
る
開
口

十 
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
小
屋
組
又
は
屋
根
版
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。
）
を
除
き
、
小
屋
の
屋
根
又
は
外
壁
（
以
下
「
屋
根
等
」
と
い
う
。
）
に
設
け
る
開
口
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部
の
幅
は
二
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
そ
の
幅
の
合
計
は
当
該
屋
根
等
の
下
端
の
幅

の
二
分
の
一
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
構
造
耐
力
上
有
効
な
補
強
を
行

っ
た
開
口
部
で
あ
っ
て
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の
幅
を
三
メ
ー
ト

ル
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

屋
根
の
端
部
か
ら
の
距
離
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

他
の
開
口
部
か
ら
の
距
離
が
百
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

部
の
幅
は
二
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
そ
の
幅
の
合
計
は
当
該
屋
根
等
の
下
端
の
幅

の
二
分
の
一
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
構
造
耐
力
上
有
効
な
補
強
を
行

っ
た
開
口
部
で
あ
っ
て
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の
幅
を
三
メ
ー
ト

ル
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

屋
根
の
端
部
か
ら
の
距
離
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

他
の
開
口
部
か
ら
の
距
離
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

十
一
～
十
二 

（
略
） 

十
一
～
十
二 

（
略
） 

第
八 

防
腐
措
置
等 

第
八 

防
腐
措
置
等 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
う
ち
、
直
接
土
に
接
す
る
部
分
及
び
地
面
か
ら
三
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
外
周
の
部
分
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
そ
の
他
腐
朽
及
び

し
ろ
あ
り
そ
の
他
の
虫
に
よ
る
害
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

五
・
六 

（
略
） 

四
・
五 

（
略
） 

第
九 

保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算 

 

令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全

性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
を
次
の
各
号
に
定
め
る
。 

一 

令
第
八
十
二
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

二 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
構
造
部
材
相
互
の
接
合
部
が
そ
の
部
分
の
存
在

応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

三 

建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
圧
力
（
以

下
「
風
圧
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間
変
位
の
当
該
各

階
の
高
さ
に
対
す
る
割
合
が
二
百
分
の
一
（
風
圧
力
に
よ
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の

変
形
に
よ
っ
て
建
築
物
等
の
部
分
に
著
し
い
損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
あ
っ

第
九 

構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
等 

一 

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
及
び
第
三
か
ら
第
七
ま
で

の
規
定(

第
五
第
一
号
の
規
定
を
除
く
。)

は
適
用
し
な
い
。 

イ 

次
の
(1)
か
ら
(5)
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐

力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の 

 (1) 

令
第
八
十
二
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

(2) 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
構
造
部
材
相
互
の
接
合
部
が
そ
の
部
分

の
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

(3) 

建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
圧

力
（
以
下
「
風
圧
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間
変
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て
は
、
百
二
十
分
の
一
）
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

四 
建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
（
以

下
「
地
震
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
各
階
に
生
じ
る
水
平
方
向
の
層
間
変
位
の
当
該
各

階
の
高
さ
に
対
す
る
割
合
が
二
百
分
の
一
（
地
震
力
に
よ
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の

変
形
に
よ
っ
て
建
築
物
等
の
部
分
に
著
し
い
損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
、
百
二
十
分
の
一
）
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

五 

建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
三
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
力
壁
に
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
を
用
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
各
階
の
構
造
特
性
を
表
す
も
の
と
し
て
、
建
築
物
の
構
造
耐

力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
方
法
に
応
じ
た
減
衰
性
及
び
各
階
の
靭じ

ん

性
を
考
慮
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
数
値
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
五
五
以
上
の
数
値
。
た
だ
し
、
当
該
建

築
物
の
振
動
に
関
す
る
減
衰
性
及
び
当
該
階
の
靭じ

ん

性
を
適
切
に
評
価
し
て
算
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出
し
た
数
値
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

位
の
当
該
各
階
の
高
さ
に
対
す
る
割
合
が
二
百
分
の
一
（
風
圧
力
に
よ
る
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
の
変
形
に
よ
っ
て
建
築
物
等
の
部
分
に
著
し
い
損
傷
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
二
十
分
の
一
）
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ

と
。 

(4) 

建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震

力
（
以
下
「
地
震
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
各
階
に
生
じ
る
水
平
方
向
の
層
間
変

位
の
当
該
各
階
の
高
さ
に
対
す
る
割
合
が
二
百
分
の
一
（
地
震
力
に
よ
る
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
の
変
形
に
よ
っ
て
建
築
物
等
の
部
分
に
著
し
い
損
傷
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
二
十
分
の
一
）
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ

と
。 

(5) 

建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
四
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
力
壁
に
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
を
用
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
各
階
の
構
造
特
性
を
表
す
も
の
と
し
て
、

特
定
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
方
法
に
応
じ
た
減
衰
性
及
び
各
階

の
靭
性
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
数
値
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
五
五

以
上
の
数
値
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
振
動
に
関
す
る
減
衰
性
及
び
当
該
階
の
靭

性
を
適
切
に
評
価
し
て
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出
し

た
数
値
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

ロ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
う
ち
、
直
接
土
に
接
す
る
部
分
及
び
地
面
か
ら
三
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
外
周
の
部
分
が
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
そ
の
他
腐

朽
及
び
し
ろ
あ
り
そ
の
他
の
虫
に
よ
る
害
で
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
も
の
を
生
ず
る

お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

二 

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
四
第
二
号
（
床
根
太
の
支
点
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間
の
距
離
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
七
号
、
第
五
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十
二
号

及
び
第
十
五
号
並
び
に
第
七
第
九
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

イ 

前
号
イ
(1)
及
び
(2)
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

ロ 

建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
三
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
こ
と
。 

三 

第
一
号
イ
(1)
及
び
(2)
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力

上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
四
第
七
号
、
第
五
第

五
号
及
び
第
十
五
号
並
び
に
第
七
第
九
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

第
十 

構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
等 

一 

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
四
第
二
号
（
床
根
太
の
支
点

間
の
距
離
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
七
号
、
第
五
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十
二
号

及
び
第
十
五
号
並
び
に
第
七
第
九
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

イ 

第
九
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

ロ 

建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。 

二 

第
九
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐

力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
第
二
号
、
第
四

第
三
号
（
床
根
太
の
間
隔
を
一
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
七
号
、

第
五
第
五
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
五
号
並
び
に
第
七
第
九
号
の
規
定
は
適
用

し
な
い
。 

 

第
十
一 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
十 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
八
に
定
め
る
安
全

上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

第
八
の
規
定
で
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
指
定
す

る
。 
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第
十
二 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
基
準
の
指
定 

 
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
九
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
っ

た
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
と
し
て
、
第
一
及
び
第
三
か
ら
第

七
ま
で
の
規
定
（
第
五
第
一
号
の
規
定
を
除
く
。
）
に
定
め
る
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。
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平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
六
百
四
十
一
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る

安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件 

薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る

安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
薄
板
軽
量
形
鋼
造
（
薄
板
の
構
造
用
鋼
材
で
、
冷
間
成
形
に
よ
る
曲
げ
部
分 

（
当
該
曲
げ
部
分
の
内
法
の
寸
法
を
当
該
薄
板
の
構
造
用
鋼
材
の
厚
さ
の
数
値
以
上
と
す
る
。

）
又
は
か
し
め
部
分
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
薄
板
軽
量
形
鋼
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た
枠

組
を
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
建
築
物
又
は
建
築

物
の
構
造
部
分
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技

術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
九
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建

築
物
等
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第

十
に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で

き
る
技
術
的
基
準
を
第
十
一
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
薄
板
軽
量
形
鋼
造
（
薄
板
の
構
造
用
鋼
材
で
、
冷
間
成
形
に
よ
る
曲
げ
部
分 

（
当
該
曲
げ
部
分
の
内
法
の
寸
法
を
当
該
薄
板
の
構
造
用
鋼
材
の
厚
さ
の
数
値
以
上
と
す
る
。

）
又
は
か
し
め
部
分
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
薄
板
軽
量
形
鋼
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た
枠

組
を
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
建
築
物
又
は
建
築

物
の
構
造
部
分
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技

術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
九
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
建
築
物
等
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規

定
を
第
十
に
指
定
し
、
並
び
に
同
令
第
八
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
薄
板

軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
の
構
造
計
算
が
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
構
造
計
算
は
、
許
容
応
力
度
等
計
算
に
よ
る
場
合
と
同
等
以
上
に
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
及
び
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
の
構
造
計
算
が
、
第
十
一
第
一

号
ロ
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
限
界
耐
力
計
算
に
よ
る
場
合
と
同

等
以
上
に
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
る
。 

第
一 

階
数 

地
階
を
除
く
階
数
は
三
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
一 
階
数 

地
階
を
除
く
階
数
は
三
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
薄
板
軽
量
形
鋼
造
と
鉄

骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
（
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
で
あ
る
柱
、
横
架
材
若
し
く
は
斜
材
又
は
耐
力
壁
を
薄
板
軽
量
形
鋼
造
と
し
た
も
の
を
除
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く
。
）
の
場
合
で
あ
っ
て
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上

安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
二 

材
料 

一 

（
略
） 

二 

前
号
に
掲
げ
る
薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
形
状
は
、
次
の
表
の(

一)

項
か
ら(

五)

項
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
寸
法
以
上
と
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
当
該
枠
組
材
の
実
況
に
応
じ
た
加
力
実
験
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ

る
断
面
形
状
の
ゆ
が
み
等
が
生
じ
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

  

（
表 

略
） 

第
二 

材
料 

一 

（
略
） 

二 

前
号
に
掲
げ
る
薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
形
状
は
、
次
の
表
の(

一)

項
か
ら(

五)

項
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
寸
法
以
上
と
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ

る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
又
は
当
該
枠
組
材
の
実
況
に
応
じ
た
一
方
向
又
は
繰
り
返

し
加
力
実
験
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
断
面
形
状
の
ゆ
が
み
等
が
生
じ
な
い
こ

と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
表 

略
） 

第
三 

土
台 

一 

（
略
） 

二 

土
台
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
礎
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
第
十
二
第
一
号
ハ
に
定
め
る
構
造
計
算
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
限
る
。
）
を
行

っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

イ
・
ロ 

（
略
） 

三 

（
略
） 

第
三 

土
台 

一 

（
略
） 

二 

土
台
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
礎
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
定
め
る
構
造
計
算
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
限
る
。
）
を
行

っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

イ
・
ロ 

（
略
） 

三 

（
略
） 

第
四 

床
版 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
は
、
床
材
に
構
造
用
合
板
、
構
造
用
パ
ネ
ル
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
（
以
下
「
構
造
用
合
板
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
も
の
と
し
、
か

つ
、
水
平
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
耐
力
壁
、
柱
及
び
横
架
材
（
最
下
階

の
床
版
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
）
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
剛
性
及
び
耐
力
を
も
っ
た
構
造
と
し

第
四 

床
版 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
は
、
床
材
に
構
造
用
合
板
、
構
造
用
パ
ネ
ル
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
（
以
下
「
構
造
用
合
板
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
も
の
と
し
、
か

つ
、
水
平
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
耐
力
壁
、
柱
及
び
横
架
材
（
最
下
階

の
床
版
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
）
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
剛
性
及
び
耐
力
を
も
っ
た
構
造
と
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力

上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
五 

壁 

一 

耐
力
壁
は
、
建
築
物
に
作
用
す
る
水
平
力
及
び
鉛
直
力
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
よ
う
に

、
釣
合
い
良
く
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

二 

耐
力
壁
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

 

イ
～
ヘ 

（
略
） 

三 

耐
力
壁
線
相
互
の
距
離
は
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
は
七
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。 

  

四 

（
略
） 

第
五 

壁 

一 

耐
力
壁
は
、
建
築
物
に
作
用
す
る
水
平
力
及
び
鉛
直
力
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
よ
う
に

、
釣
合
い
良
く
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

二 

耐
力
壁
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
一
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

イ
～
ヘ 

（
略
） 

三 

耐
力
壁
線
相
互
の
距
離
は
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
は
七
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第

十
一
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

四 

（
略
） 

第
六 

柱
等 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
、
横
架
材
及
び
斜
材
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

四 

二
以
上
の
薄
板
軽
量
形
鋼
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の
と
し
、
周
囲
の
部
材
と
の
接
合
及
び

当
該
部
材
に
よ
る
座
屈
拘
束
等
の
実
況
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
ら
の
薄
板
軽
量
形
鋼
相
互
を

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
緊
結
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
接
合
部
分
の
実
況
に
応
じ

た
加
力
実
験
に
よ
っ
て
次
に
定
め
る
接
合
と
同
等
以
上
に
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で

第
六 

柱
等 

 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
、
横
架
材
及
び
斜
材
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一
～
三 

（
略
） 

四 
二
以
上
の
薄
板
軽
量
形
鋼
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の
と
し
、
周
囲
の
部
材
と
の
接
合
及
び

当
該
部
材
に
よ
る
座
屈
拘
束
等
の
実
況
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
ら
の
薄
板
軽
量
形
鋼
相
互
を

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
緊
結
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
定
め
る
構

造
計
算
又
は
当
該
接
合
部
分
の
実
況
に
応
じ
た
一
方
向
又
は
繰
り
返
し
加
力
実
験
に
よ
っ
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き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

 
 

イ
～
ハ 
（
略
） 

て
次
に
定
め
る
接
合
と
同
等
以
上
に
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

イ
～
ハ 

（
略
） 

第
七 

小
屋
組
等 

一 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
屋
根
版
に
は
屋
根
下
地
材
に
構
造
用
合
板
等
を
使
用

す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
水
平
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
耐
力
壁
、

柱
及
び
横
架
材
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
剛
性
及
び
耐
力
を
も
っ
た
構
造
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

二 

た
る
き
に
は
、
た
る
き
つ
な
ぎ
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

三 

ト
ラ
ス
は
、
厚
さ
〇
・
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
薄
板
軽
量
形
鋼
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
二
第
一
号
イ
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
厚
さ
〇
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
薄
板
軽
量

形
鋼
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

四 

（
略
） 

五 
 
 

た
る
き
又
は
ト
ラ
ス
は
、
頭
つ
な
ぎ
及
び
上
枠
に
金
物
で
構
造
耐
力
上
有
効
に
緊
結

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

六
・
七 

（
略
） 

第
七 

小
屋
組
等 

一 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
屋
根
版
に
は
屋
根
下
地
材
に
構
造
用
合
板
等
を
使
用

す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
水
平
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
耐
力
壁
、

柱
及
び
横
架
材
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
剛
性
及
び
耐
力
を
も
っ
た
構
造
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安

全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

た
る
き
に
は
、
た
る
き
つ
な
ぎ
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

ト
ラ
ス
は
、
厚
さ
〇
・
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
薄
板
軽
量
形
鋼
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
厚
さ
〇
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
薄
板
軽
量

形
鋼
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

四 

（
略
） 

五 
 
 

た
る
き
又
は
ト
ラ
ス
は
、
頭
つ
な
ぎ
及
び
上
枠
に
金
物
で
構
造
耐
力
上
有
効
に
緊
結

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構

造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

六
・
七 

（
略
） 

第
八 

接
合 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
薄
板
軽
量
形
鋼
の
接
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八 

接
合 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
薄
板
軽
量
形
鋼
の
接
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



   

5 

一 

ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
又
は
ス
ク
リ
ュ
ー
く
ぎ
（
以
下
「
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン

ね
じ
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
、
薄
板
軽
量
形
鋼
を
垂
直
に
打
ち
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
部

材
相
互
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
緊
結
す
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
接
合
の
種
類
に
応
じ
て
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
接
合
部
分
の
実
況
に
応
じ
た

加
力
実
験
に
よ
っ
て
次
に
定
め
る
接
合
と
同
等
以
上
に
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

イ
～
ニ 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

一 

ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
又
は
ス
ク
リ
ュ
ー
く
ぎ
（
以
下
「
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン

ね
じ
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
、
薄
板
軽
量
形
鋼
を
垂
直
に
打
ち
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
部

材
相
互
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
緊
結
す
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
接
合
の
種
類
に
応
じ
て
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十
一
第
一
号
イ
に
定
め
る
構
造

計
算
又
は
当
該
接
合
部
分
の
実
況
に
応
じ
た
一
方
向
又
は
繰
り
返
し
加
力
実
験
に
よ
っ
て

次
に
定
め
る
接
合
と
同
等
以
上
に
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

イ
～
ニ 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

第
九 

（
略
） 

第
九 

（
略
） 

第
十 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
二
第
一
号
及
び
第
九

に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

第
十 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
二
第
一
号
及
び
第
九
の
規
定
で
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規

定
と
し
て
指
定
す
る
。 

第
十
一 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
基
準
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規

定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が

で
き
る
技
術
的
基
準
と
し
て
、
第
一
（
薄
板
軽
量
形
鋼
造
と
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
、
横
架
材
若
し

く
は
斜
材
又
は
耐
力
壁
を
薄
板
軽
量
形
鋼
造
と
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
、
第
二
第

二
号
、
第
四
、
第
五
（
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
六
第
四
号
、
第
七
第
一
号
、
第
二
号

及
び
第
五
号
並
び
に
第
八
第
一
号
に
定
め
る
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

 

第
十
二 

構
造
計
算 

一 

薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
の
構
造
計
算
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
計
算
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す

第
十
一 
構
造
計
算 

一 

薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
の
構
造
計
算
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
計
算
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
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る
薄
板
軽
量
形
鋼
に
生
ず
る
圧
縮
の
応
力
度
を
計
算
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
有
効
断
面

（
薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
形
状
及
び
座
屈
の
種
類
に
応
じ
て
、
当
該
薄
板
軽
量
形
鋼
の
断

面
を
形
作
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ジ
、
ウ
ェ
ブ
そ
の
他
の
平
板
状
の
要
素
（
以
下
「
板
要
素
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
構
造
耐
力
上
有
効
に
圧
縮
の
応
力
度
を
負
担
す
る
部
分
の
断
面
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)
を
当
該
薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算 

ロ 

令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
限
界
耐
力
計
算 

ハ 

令
第
八
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
令
第
八
十
二
条
の
四

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
九
十
三

第
一
号
に
該
当
す
る
建
築
物
の
場
合
に
限
る
。
） 

二
～
五 

（
略
） 

る
薄
板
軽
量
形
鋼
に
生
ず
る
圧
縮
の
応
力
度
を
計
算
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
有
効
断
面

（
薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
形
状
及
び
座
屈
の
種
類
に
応
じ
て
、
当
該
薄
板
軽
量
形
鋼
の
断

面
を
形
作
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ジ
、
ウ
ェ
ブ
そ
の
他
の
平
板
状
の
要
素
（
以
下
「
板
要
素
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
構
造
耐
力
上
有
効
に
圧
縮
の
応
力
度
を
負
担
す
る
部
分
の
断
面
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

を
当
該
薄
板
軽
量
形
鋼
の
断
面
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

令
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算 

ロ 

令
第
八
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
限
界
耐
力
計
算 

   二
～
五 

（
略
） 

 
 

 



   

1 

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
二
十
六
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を

用
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
床
版
又
は
屋
根
版
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上

必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
を

用
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
床
版
又
は
屋
根
版
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上

必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ

レ
ー
ト
版
（
平
板
状
若
し
く
は
波
板
状
の
鋼
板
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
成
形
を
行
っ
た
も
の
又

は
当
該
鋼
板
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
込
ん
で
鋼
板
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
一
体
化
し
た
板
状
の
も

の
（
有
効
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
定
着
の
た
め
の
措
置
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
。
以
下
同
じ

。
）
を
用
い
た
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
三
ま
で
に
定

め
、
及
び
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち

耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
四
に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条

第
二
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用

を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
を
第
五
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
デ
ッ
キ
プ

レ
ー
ト
版
（
平
板
状
若
し
く
は
波
板
状
の
鋼
板
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
成
形
を
行
っ
た
も
の
又

は
当
該
鋼
板
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
込
ん
で
鋼
板
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
一
体
化
し
た
板
状
の
も

の
（
有
効
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
定
着
の
た
め
の
措
置
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
。
以
下
同
じ

。
）
を
用
い
た
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
三
ま
で
に
定

め
、
及
び
同
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準

の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
四
に
指
定
す
る
。 

第
一 

床
版
及
び
屋
根
版 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令

」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確

か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
第
二
号
ロ
及
び
ホ
並
び
に
第
三
号
（
イ
及
び
ハ
(1)
を
除
く
。
）
の
規

定
を
除
き
、
適
用
し
な
い
。 

 

第
一 

床
版
及
び
屋
根
版 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
又
は
屋
根
版
に
用
い
る
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
に
つ
い
て
、
建
築
基

準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
（
令

第
八
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
令
第
八
十
一
条
第
一

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
構
造
計
算
（
国
土
交
通
大
臣
が
許
容
応
力
度
等
計
算
に
よ
る
場
合
と

同
等
以
上
に
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（



   

2 

   

一 

（
略
） 

二 

鋼
板
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

鋼
板
の
形
状
及
び
寸
法
が
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

(1) 

日
本
工
業
規
格(

以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。)

Ｇ
三
三
五
二
（
デ
ッ
キ
プ
レ
ー

ト
）
―
二
〇
〇
三
に
適
合
す
る
形
状
と
す
る
こ
と
。 

(2)
～
(5) 

（
略
） 

(6) 

単
位
幅
は
、
二
百
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。 

(7) 

（
略
） 

ニ
・
ホ 

（
略
） 

三 
 

（
略
） 

以
下
「
許
容
応
力
度
等
計
算
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、

第
二
号
ロ
及
び
ホ
並
び
に
第
三
号
（
イ
及
び
ハ
(1)
を
除
く
。
）
の
規
定
を
除
き
、
適
用
し
な

い
。 一 

（
略
） 

二 

鋼
板
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

鋼
板
の
形
状
及
び
寸
法
が
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

(1) 

日
本
工
業
規
格(

以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。)

Ｇ
三
三
五
二
（
デ
ッ
キ
プ
レ
ー

ト
）
―
一
九
七
九
に
適
合
す
る
形
状
と
す
る
こ
と
。 

(2)
～
(5) 

（
略
） 

(6) 

み
ぞ
ピ
ッ
チ
は
、
二
百
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。 

(7) 

（
略
） 

 

ニ
・
ホ 

（
略
） 

三 
 

（
略
） 

第
二 

接
合 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
の
接
合
は
、
周
囲
の
は
り
等
に

存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
と
接
合
す

る
部
材
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

一 

鉄
骨
そ
の
他
の
鋼
材
と
の
接
合 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ 

鋼
板
の
端
部
に
お
い
て
接
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
第
八
十
二
条
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

第
二 

接
合 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
の
接
合
は
、
周
囲
の
は
り
等
に

存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
と
接
合
す

る
部
材
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

一 

鉄
骨
そ
の
他
の
鋼
材
と
の
接
合 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

鋼
板
の
端
部
に
お
い
て
接
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
許
容
応
力
度
等
計
算
等
に
よ
っ

て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

ロ
・
ハ 
（
略
） 

二 

（
略
） 
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第
三 

（
略
） 

第
三 

（
略
） 

第
四 
耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
一
第
二
号
ロ
及
び
第

三
号
（
イ
及
び
ハ
(1)
を
除
く
。
）
並
び
に
第
三
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指

定
す
る
。 

第
四 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
一
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
（
イ
及
び
ハ
(1)
を
除
く
。
）
並
び
に
第
三
の
規
定
で
定
め
る

安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
指
定
す
る
。 

第
五 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
基
準
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規

定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が

で
き
る
技
術
的
基
準
と
し
て
、
第
一
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
ハ
及
び
ニ
並
び
に
第
三
号
イ
及
び

ハ
(1)
並
び
に
第
二
第
一
号
イ
及
び
ハ
(1)
（
令
第
六
十
八
条
第
四
項
の
規
定
の
準
用
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
に
定
め
る
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

 

 
 

 



   

1 

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
十
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関

す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関

す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に

関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
八
ま
で
に
定
め
、
及
び
同
令
第
三
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構

造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
九
に
、
同
条

第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水

平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的

基
準
を
第
十
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に

関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
八
ま
で
に
定
め
、
及
び
同
令
第
三
十
六
条

第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部

分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
九
に

指
定
す
る
。 

第
一 

適
用
の
範
囲 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
は
、
延
べ
面
積
を
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
つ
い

て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
方
法
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
各
号
及
び
第
八
十
二
条

の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法

で
、
か
つ
、
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
あ
る
も
の 

ロ 

高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も

第
一 

適
用
の
範
囲 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
は
、
延
べ
面
積
を
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
つ
い

て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
方
法
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
許
容
応
力

度
等
計
算
又
は
令
第
八
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
構
造
計
算
（
国
土
交
通
大

臣
が
許
容
応
力
度
等
計
算
に
よ
る
場
合
と
同
等
以
上
に
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
「
許
容
応
力
度
等
計
算
等
」
と
い
う

。
）
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法 
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の 
ハ 
架
構
を
構
成
す
る
柱
の
相
互
の
間
隔
が
六
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の  

ニ 

延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
も
の 

ホ 

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
に
つ
い
て
標
準
せ
ん
断
係
数
を
〇
・
三

以
上
と
す
る
計
算
を
し
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造

計
算
を
し
た
場
合
に
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
も
の  

ヘ 

水
平
力
を
負
担
す
る
筋
か
い
の
軸
部
が
降
伏
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
筋
か
い
の

端
部
及
び
接
合
部
が
破
断
し
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
も
の 

三 

令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め

ら
れ
た
構
造
方
法
で
、
か
つ
、
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の 

ロ 

建
築
物
の
地
上
部
分
の
塔
状
比
（
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
お
け
る
架
構
の
幅
に

対
す
る
高
さ
の
比
を
い
う
。
）
が
四
以
下
で
あ
る
も
の 

ハ 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
を
満
た
す
も
の 

ニ 

昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
千
七
百
九
十
一
号
第
二
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
を

満
た
す
も
の 

ホ 

次
の
表
の 

(い)
欄
に
掲
げ
る
柱
及
び
は
り
の
区
分
に
応
じ
、
幅
厚
比
（
円
形
鋼
管
に

あ
っ
て
は
、
径
厚
比
と
す
る
。
）
が
同
表
の
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
の
数
値
と
な

る
こ
と
を
確
か
め
ら
れ
た
も
の 

 

 

（
い
） 

（
ろ
） 

 

 

柱
及
び
は
り
の
区
分 

数
値 

 

 

部
材 

断
面
形
状 

部
位 

 
 

 

柱 

Ｈ
形
断
面 

フ
ラ
ン
ジ 

F/
E

27
.0

 

 



   

3 

 
 

 

ウ
ェ
ブ 

F/
E

83
.0

 

 
 

角
形
断
面 

― 
F/

E
2.

1
 

 
 

円
形
断
面 

― 
)F

/
E(

097
.0

 

 

は
り 
Ｈ
形
断
面 

フ
ラ
ン
ジ 

F/
E

27
.0

 

 
 

 

ウ
ェ
ブ 

F/
E

2.
1

 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｅ
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
ヤ
ン
グ
係
数
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
を
、
Ｆ
は
平
成
十
三
年
国
土
交

通
省
告
示
第
千
二
十
四
号
第
三
第
七
号
の
表
に
規
定
す
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金

材
の
基
準
強
度
（
溶
接
に
よ
る
接
合
と
す
る
部
材
に
あ
っ
て
は
、
同
表
に
規
定

す
る
溶
接
部
の
基
準
強
度
）
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー

ト
ン
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
す
も
の
と
す
る
。 

 

ヘ 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
若
し

く
は
は
り
又
は
こ
れ
ら
の
接
合
部
が
局
部
座
屈
、
破
断
等
に
よ
っ
て
、
又
は
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
脚
部
の
基
礎
と
の
接
合
部
が
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
破
断
、

基
礎
の
破
壊
等
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下

を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の 

 

第
二 

材
料 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の

材
料
は
、
厚
さ
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二 

材
料 

 
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の

材
料
は
、
厚
さ
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
厚
さ
に
つ
い
て
は
、
許
容
応
力
度
等
計
算
等
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
三 

（
略
） 

第
三 

（
略
） 
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第
四 

柱
の
脚
部 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
脚
部
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
基
礎
に
緊
結

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
滑
節
構
造
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。  

一 

露
出
形
式
柱
脚
に
あ
っ
て
は
、
次
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
及
び

ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二

条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

二
・
三 

（
略
） 

第
四 

柱
の
脚
部 

 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
脚
部
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
基
礎
に
緊
結

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算(

令
第

八
十
二
条
第
四
号
及
び
令
第
八
十
二
条
の
五
を
除
く
。)

に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た

場
合
又
は
滑
節
構
造
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

露
出
形
式
柱
脚
に
あ
っ
て
は
、
次
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
及
び

ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
は
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造

計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

二
・
三 

（
略
） 

第
五 

接
合 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
は
、
高
力
ボ
ル
ト
接
合
（

溶
融
亜
鉛
め
っ
き
高
力
ボ
ル
ト
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
リ
ベ
ッ
ト
接
合

（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
継
手
又
は
仕
口
に
係
る
リ
ベ
ッ
ト
接
合
に
あ
っ
て
は
、
添

板
リ
ベ
ッ
ト
接
合
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
接
合
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一 

接
合
部
か
ら
の
距
離
が
二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
部
分

又
は
接
合
部
の
実
況
に
応
じ
た
試
験
に
よ
っ
て
加
熱
の
影
響
に
よ
り
強
度
及
び
剛
性
の
低

下
が
生
じ
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
若
し
く

は
第
一
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
建
築
物
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千

二
十
四
号
第
三
第
七
号
に
定
め
る
溶
接
部
の
基
準
強
度
を
用
い
た
場
合
に
限
る
。
） 

溶

接
、
摩
擦
圧
接
又
は
摩
擦
撹
拌
に
よ
る
接
合
（
摩
擦
圧
接
及
び
摩
擦
攪
拌
に
よ
る
接
合
と

す
る
場
合
は
、
接
合
部
分
の
実
況
に
応
じ
た
一
方
向
又
は
繰
り
返
し
加
力
実
験
に
よ
っ
て

第
五 

接
合 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
は
、
高
力
ボ
ル
ト
接
合
（

溶
融
亜
鉛
め
っ
き
高
力
ボ
ル
ト
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
リ
ベ
ッ
ト
接
合 

（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
継
手
又
は
仕
口
に
係
る
リ
ベ
ッ
ト
接
合
に
あ
っ
て
は
、
添

板
リ
ベ
ッ
ト
接
合
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
接
合
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

接
合
部
か
ら
の
距
離
が
二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
部
分

又
は
接
合
部
の
実
況
に
応
じ
た
試
験
に
よ
っ
て
加
熱
の
影
響
に
よ
り
強
度
及
び
剛
性
の
低

下
が
生
じ
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
部
分
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示

第
千
二
十
四
号
第
三
第
七
号
に
定
め
る
溶
接
部
の
基
準
強
度
を
用
い
た
許
容
応
力
度
等
計

算
等
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物 

溶
接
、
摩
擦
圧
接
又
は
摩
擦
撹
拌
に

よ
る
接
合
（
摩
擦
圧
接
及
び
摩
擦
攪
拌
に
よ
る
接
合
と
す
る
場
合
は
、
接
合
部
分
の
実
況

に
応
じ
た
一
方
向
又
は
繰
り
返
し
加
力
実
験
に
よ
っ
て
高
力
ボ
ル
ト
又
は
リ
ベ
ッ
ト
接
合

と
同
等
以
上
に
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
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高
力
ボ
ル
ト
又
は
リ
ベ
ッ
ト
接
合
と
同
等
以
上
に
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

 

二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

の
に
限
る
。
） 

  

二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

第
六 

斜
材
、
壁
等
の
配
置 

軸
組
、
床
組
及
び
小
屋
ば
り
組
に
は
、
す
べ
て
の
方
向
の
水
平
力
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
よ

う
に
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
部
材
の
斜
材
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
、
屋
根
版
若
し
く

は
床
版
を
釣
合
い
よ
く
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
第
二
号
又
は
第
三
号
の

規
定
を
満
た
す
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
六 

斜
材
、
壁
等
の
配
置 

 

軸
組
、
床
組
及
び
小
屋
ば
り
組
に
は
、
す
べ
て
の
方
向
の
水
平
力
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
よ

う
に
、
令
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
（
令
第
八
十
二
条
第
四
号
及
び
令
第

八
十
二
条
の
五
を
除
く
。
）
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合

を
除
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
部
材
の
斜
材
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
、
屋
根
版
若
し

く
は
床
版
を
釣
合
い
よ
く
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
・
第
八 

（
略
） 

第
七
・
第
八 

（
略
） 

第
九 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
七
及
び
第
八
に
定
め

る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

第
九 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
七
及
び
第
八
の
規
定
で
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し

て
指
定
す
る
。 

第
十 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
基
準
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
掲

げ
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で

き
る
技
術
的
基
準
と
し
て
、
第
一
、
第
二
の
う
ち
厚
さ
、
第
四
及
び
第
六
に
定
め
る
技
術
的
基

準
を
指
定
す
る
。 
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平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
十
一
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
丸
太
組
構
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す

る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

丸
太
組
構
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す

る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
丸
太
組
構
法
（
丸
太
、
製
材
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
木
材
（
以
下
「
丸
太
材
等
」
と
い
う
。)
を
水
平
に
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
壁
を
設
け

る
工
法
を
い
う
。
）
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全

上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
八
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
丸
太
組
構
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部

分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
九
に

指
定
す
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
丸
太
組
構
法
（
丸
太
、
製
材
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
木
材
（
以
下
「
丸
太
材
等
」
と
い
う
。)

を
水
平
に
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
壁
を
設
け

る
工
法
を
い
う
。
）
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全

上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
八
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
丸
太
組
構
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の

構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を

第
九
に
指
定
す
る
。 

第
一
～
第
三 

（
略
） 

第
一
～
第
三 

（
略
） 

第
四 

耐
力
壁
等 

第
四 

耐
力
壁
等 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

各
階
の
耐
力
壁
線
相
互
の
距
離
は
六
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
は
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
許
容
応
力
度
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
階
の
耐
力
壁
線
相

互
の
距
離
が
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
又
は
耐
力
壁
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
部
分
の
水
平

投
影
面
積
が
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第

二
号
ロ
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
い
、
当
該
階
に
つ
き
、
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向

五 

各
階
の
耐
力
壁
線
相
互
の
距
離
は
六
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
は
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
許
容
応
力
度
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
階
の
耐
力
壁
線
相

互
の
距
離
が
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
又
は
耐
力
壁
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
部
分
の
水
平

投
影
面
積
が
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
第
八
十
二
条
の
三
第

二
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
い
、
当
該
階
に
つ
き
、
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
の
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の
偏
心
率
が
〇
・
一
五
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

偏
心
率
が
〇
・
一
五
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

六
～
十
一 

（
略
） 

六
～
十
一 

（
略
） 

十
二 

耐
力
壁
内
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
有
効
に
だ
ぼ
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
許
容
応
力
度
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
、
か
つ
、
ホ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 

十
二 

耐
力
壁
内
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
有
効
に
だ
ぼ
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
許
容
応
力
度
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
、
か
つ
、
ホ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 

イ
～
ニ 

（
略
） 

イ
～
ニ 

（
略
） 

ホ 

耐
力
壁
内
に
設
け
る
だ
ぼ
は
、
建
築
物
に
作
用
す
る
水
平
力
に
対
し
て
安
全
で
あ
る

よ
う
に
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
釣
合
い
良
く
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
い
、
各
階
に
つ
き
、

張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
の
偏
心
率
が
〇
・
三
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ホ 

耐
力
壁
内
に
設
け
る
だ
ぼ
は
、
建
築
物
に
作
用
す
る
水
平
力
に
対
し
て
安
全
で
あ
る

よ
う
に
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
釣
合
い
良
く
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
令
第
八
十
二
条
の
三
第
二
号
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
い
、
各
階
に
つ
き
、
張

り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
の
偏
心
率
が
〇
・
三
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

(1)
～
(3) 

（
略
） 

(1)
～
(3) 

（
略
） 

第
五
～
第
八 

（
略
） 

第
五
～
第
八 

（
略
） 

第
九 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
二
第
二
号
及
び
第
八

に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

第
九 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
二
第
二
号
及
び
第
八
の
規
定
で
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規

定
と
し
て
指
定
す
る
。 
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平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
三
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準

を
定
め
る
件 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準

を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
及

び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
（
ト

ラ
ス
用
機
械
式
継
手
を
使
用
し
、
鋼
管
、
形
鋼
、
棒
鋼
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
形
状
の
鋼
材

若
し
く
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
（
以
下
「
主
部
材
」
と
い
う
。
）
又
は
主
部
材
に
代
わ
る
ロ

ッ
ド
若
し
く
は
ケ
ー
ブ
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
引
張
り
力
を
負
担
す
る
部
材
（
以
下
「
ロ

ッ
ド
等
」
と
い
う
。)

を
相
互
に
連
結
し
構
成
さ
れ
た
ト
ラ
ス
を
い
う
。
）
を
用
い
た
構
造
方

法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
三
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
四

に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き

る
技
術
的
基
準
を
第
五
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
及

び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
（
ト

ラ
ス
用
機
械
式
継
手
を
使
用
し
、
鋼
管
、
形
鋼
、
棒
鋼
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
形
状
の
鋼
材

若
し
く
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
（
以
下
「
主
部
材
」
と
い
う
。
）
又
は
主
部
材
に
代
わ
る
ロ

ッ
ド
若
し
く
は
ケ
ー
ブ
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
引
張
り
力
を
負
担
す
る
部
材
（
以
下
「
ロ

ッ
ド
等
」
と
い
う
。)

を
相
互
に
連
結
し
構
成
さ
れ
た
ト
ラ
ス
を
い
う
。
）
を
用
い
た
構
造
方

法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
三
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条

第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定

を
第
四
に
指
定
す
る
。 

第
一 

適
用
の
範
囲 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

第
一 

適
用
の
範
囲 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ

ス
を
用
い
た
建
築
物
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十

二
条
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
（
令
第
八
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
令
第
八
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
構
造
計
算
（
国
土



   

2 

   

 

一 

（
略
） 

二 

シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
に
用
い
る
主
部
材
は
、
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継
手
を
使
用
し
て
相
互
に

接
合
す
る
も
の
と
し
、
主
部
材
と
接
合
部
材
（
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継
手
の
う
ち
、
複
数
の

主
部
材
を
相
互
に
構
造
耐
力
上
安
全
に
接
合
で
き
る
よ
う
加
工
し
た
球
状
又
は
円
筒
状
の

部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
接
合
は
、
接
合
部
の
実
況
に
応
じ
た
加
力
試
験
に
よ

っ
て
接
合
部
の
剛
性
及
び
耐
力
に
関
す
る
性
能
が
確
認
さ
れ
た
次
の
い
ず
れ
か
の
接
合
方

法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
嵌
合 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

(3) 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
接
合
部
分
に
抜
け
出
し
、
折
れ
そ
の
他
の

構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
及
び
損
傷
が
生
じ
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「

シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

三 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
屋
根
版
に
用
い
る
シ
ス
テ

ム
ト
ラ
ス
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

交
通
大
臣
が
許
容
応
力
度
等
計
算
に
よ
る
場
合
と
同
等
以
上
に
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
「
許
容
応
力
度
等
計
算
等
」
と
い

う
。
）
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
号
イ
、
ニ
及
び
ヘ
並

び
に
第
二
号
の
規
定
を
除
き
、
適
用
し
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
に
用
い
る
主
部
材
は
、
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継
手
を
使
用
し
て
相
互
に

接
合
す
る
も
の
と
し
、
主
部
材
と
接
合
部
材
（
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継
手
の
う
ち
、
複
数
の

主
部
材
を
相
互
に
構
造
耐
力
上
安
全
に
接
合
で
き
る
よ
う
加
工
し
た
球
状
又
は
円
筒
状
の

部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
接
合
は
、
接
合
部
の
実
況
に
応
じ
た
加
力
試
験
に
よ

っ
て
接
合
部
の
剛
性
及
び
耐
力
に
関
す
る
性
能
が
確
認
さ
れ
た
次
の
い
ず
れ
か
の
接
合
方

法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
嵌
合 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

(3) 

令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
接
合

部
分
に
抜
け
出
し
、
折
れ
そ
の
他
の
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
及
び
損
傷
が
生

じ
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
構
造
耐
力
上
主
要

な
部
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
三 
（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
屋
根
版
に
用
い
る
シ
ス
テ

ム
ト
ラ
ス
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
許
容
応
力
度

等
計
算
等
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
次
の
各
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
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３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分(

屋
根
版
を
除
く
。)

に
用
い
る

シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
は
、
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
令
第
八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分(

屋
根
版
を
除
く
。)

に
用
い
る

シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
は
、
許
容
応
力
度
等
計
算
等
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方

法
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二 

接
合 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
と
周
囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部

分
（
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
部
分
を
除
く
。
）
と
の
接
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
接
合
部
が
滑
節
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、

周
囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
部
分
を
除
く
。
）
に
存
在
応

力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

ベ
ー
ス
プ
レ
ー
ト
と
一
体
と
な
っ
た
接
合
部
材
を
周
囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（

シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
部
分
を
除
く
。
）
に
接
合
し
、
か
つ
、
接
合
す
る
部
材
の
種

類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
の
接
合 

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
り
接
合
し
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。 

  

 

(1)
～
(6) 

（
略
） 

二 

接
合
部
材
を
周
囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
部
分
を

除
く
。
）
と
溶
接
接
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
主
部
材
を
周

囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
部
分
を
除
く
。
）
と
溶
接

接
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二 

接
合 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
と
周
囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部

分
（
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
部
分
を
除
く
。
）
と
の
接
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
接
合
部
が
滑
節
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、

周
囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
部
分
を
除
く
。
）
に
存
在
応

力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

ベ
ー
ス
プ
レ
ー
ト
と
一
体
と
な
っ
た
接
合
部
材
を
周
囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（

シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
部
分
を
除
く
。
）
に
接
合
し
、
か
つ
、
接
合
す
る
部
材
の
種

類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
の
接
合 

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
り
接
合
し
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
（
令
第

八
十
二
条
第
四
号
及
び
令
第
八
十
二
条
の
五
を
除
く
。
）
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め

ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

(1)
～
(6) 

（
略
） 

二 

接
合
部
材
を
周
囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
た
部
分
を

除
く
。
）
と
溶
接
接
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
許
容
応
力
度
等
計
算
等
に
よ
っ
て
安
全
性

が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
主
部
材
を
周
囲
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
シ
ス
テ
ム

ト
ラ
ス
を
用
い
た
部
分
を
除
く
。
）
と
溶
接
接
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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三 

（
略
） 

  

三 

（
略
） 

第
三 

（
略
） 

第
三 

（
略
） 

第
四 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
一
第
一
項
第
一
号
イ

及
び
同
項
第
二
号
イ
(4)
並
び
に
第
三
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

第
四 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
一
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
同
項
第
二
号
イ
(4)
並
び
に
第
三
の
規
定
で
定
め
る
安
全
上
必

要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
指
定
す
る
。 

第
五 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
基
準
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規

定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が

で
き
る
技
術
的
基
準
と
し
て
、
第
一
第
一
項
（
第
一
号
イ
、
ニ
及
び
ヘ
並
び
に
第
二
号
を
除
く

。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
第
一
号
イ
（
令
第
六
十
八
条
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
と
接
合

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
十
号
第
五
第
二
項
第
一
号
）

の
規
定
の
準
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
ロ
に
定
め
る
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

 

 
 

 



   

1 

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
四
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填て

ん

鋼
管
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法

に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填て

ん

鋼
管
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法

に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方

法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
九
ま
で
に
定
め
、
及
び
同
令
第
三
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造

部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
十

に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き

る
技
術
的
基
準
を
第
十
一
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方

法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
九
ま
で
に
定
め
、
及
び
同
令
第
三
十

六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物

の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定

を
第
十
に
指
定
す
る
。 

第
一
～
第
六 

（
略
） 

第
一
～
第
六 

（
略
） 

第
七 

柱
の
構
造 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
小
径
に
対
す
る
座
屈
長
さ
の
比
は
十
二
以
下
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

     

２ 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
充
填
す
る
鋼
管
は
、
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
鋼
管
の
断

第
七 

柱
の
構
造 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
の
小
径
に
対
す
る
座
屈
長
さ
の
比
は
十
二
以
下
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
（
令
第

八
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
令
第
八
十
一
条

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
構
造
計
算
（
国
土
交
通
大
臣
が
許
容
応
力
度
等
計
算
に
よ
る

場
合
と
同
等
以
上
に
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
も
の
に
限

る
。
）
（
以
下
「
許
容
応
力
度
等
計
算
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
充
填
す
る
鋼
管
は
、
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
鋼
管
の
断



   

2 

面
形
状
に
応
じ
て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

一
・
二 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

面
形
状
に
応
じ
て
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
鋼
管
の
実

況
を
考
慮
し
鋼
管
に
充
填
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
対
す
る
鋼
管
の
拘
束
効
果
を
低
減
し
た

許
容
応
力
度
等
計
算
等
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

第
八 

は
り
の
構
造 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
は
り
は
、
鉄
骨
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八 

は
り
の
構
造 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
は
り
は
、
鉄
骨
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
許
容
応
力
等
計
算
等
に
よ
っ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
九 

（
略
） 

第
九 

（
略
） 

第
十 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
二
第
一
項
、
第
三
、

第
四
並
び
に
第
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定

す
る
。 

第
十 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
二
第
一
項
、
第
三
、
第
四
並
び
に
第
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
で
定
め
る
安

全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
指
定
す
る
。 

第
十
一 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
基
準
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規

定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が

で
き
る
技
術
的
基
準
と
し
て
、
第
七
第
一
項
及
び
第
二
項
（
鋼
管
の
実
況
を
考
慮
し
鋼
管
に
充

填て
ん

さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
対
す
る
鋼
管
の
拘
束
効
果
を
低
減
し
た
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全

性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
に
定
め
る
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

 

 
 

 



   

1 

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定

め
る
等
の
件 

特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定

め
る
等
の
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
木
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
鉄
骨
造
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
建
築
物
の
う
ち
畜
舎
又
は
堆
肥
舎
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
以
下
「
特
定
畜
舎
等
建

築
物
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
に
、
同
令
第

三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
基
礎
の
構
造
計
算
を
第
二
に
定

め
、
及
び
同
令
第
八
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
構
造
計
算
が

第
三
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
同
令

第
八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
木
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
鉄
骨
造
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
建
築
物
の
う
ち
畜
舎
又
は
堆
肥
舎
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
以
下
「
特
定
畜
舎
等
建

築
物
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
に
、
同
令
第

三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
基
礎
の
構
造
計
算
を
第
二
に
定

め
、
及
び
同
令
第
八
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
構

造
計
算
が
第
三
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
許
容
応
力
度
等
計
算
に

よ
る
場
合
と
同
等
以
上
に
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
定
め
る
。 

第
一
・
第
二 

（
略
） 

第
一
・
第
二 

（
略
） 

第
三 

特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算 

令
第
八
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
令
第
八
十
二
条
の
四
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

第
三 

特
定
畜
舎
等
建
築
物
の
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算 

令
第
八
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
特
定
畜

舎
等
建
築
物
の
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従

っ
た
構
造
計
算
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

 

別
表 

（
略
） 

 

別
表 

（
略
） 

 



   

1 

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必

要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件 

膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必

要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上

必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
三
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技

術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
四
に
指
定
し
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号

イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
膜
構
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築

物
の
構
造
計
算
が
、
第
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
第
四
項
第
二
号
を
除

く
。
）
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
、

同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
膜
構
造
と
そ

の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
の
構
造
計
算
が
、
第
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
か
ら
第

五
項
ま
で
（
第
四
項
第
三
号
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は

、
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上

必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
三
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必

要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
四
に
指
定
し
、
同
令
第
八
十
一
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
膜
構
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す

る
建
築
物
の
構
造
計
算
が
、
第
五
か
ら
第
八
ま
で
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造

計
算
は
、
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
定

め
る
。 

第
一 

適
用
の
範
囲
等 
第
一 

適
用
の
範
囲
等 

 
 

こ
の
告
示
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

骨
組
膜
構
造 

鉄
骨
造
そ
の
他
の
構
造
の
骨
組
に
膜
材
料
を
張
り
、
当
該
骨
組
及
び
当

該
膜
材
料
を
一
体
と
し
、
膜
材
料
に
張
力
を
導
入
し
て
荷
重
及
び
外
力
を
常
時
負
担
す
る

一 

骨
組
膜
構
造 

鉄
骨
造
そ
の
他
の
構
造
の
骨
組
に
膜
材
料
を
張
り
、
当
該
骨
組
及
び
当

該
膜
材
料
を
一
体
と
し
、
膜
材
料
に
張
力
を
導
入
し
て
荷
重
及
び
外
力
を
負
担
す
る
こ
と



   

2 

こ
と
の
で
き
る
平
面
又
は
曲
面
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る

屋
根
版
又
は
壁
を
設
け
る
構
造
を
い
う
。 

の
で
き
る
安
定
し
た
平
面
又
は
曲
面
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で

あ
る
屋
根
版
又
は
壁
を
設
け
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

 

（
削
る
。
） 

二 

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
膜
構
造 

構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
に
膜
材
料
を
張
り
、
膜
材
料
に
張
力
を

導
入
し
て
荷
重
及
び
外
力
を
常
時
負
担
す
る
こ
と
の
で
き
る
平
面
又
は
曲
面
と
す
る
こ
と

に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
屋
根
版
又
は
壁
を
設
け
る
構
造
を
い
う
。 

 

（
削
る
。
） 

イ
～
ニ 

（
略
） 

二 

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
膜
構
造 

構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
に
膜
材
料
を
張
り
、
膜
材
料
に
張
力
を

導
入
し
て
荷
重
及
び
外
力
を
負
担
す
る
こ
と
の
で
き
る
安
定
し
た
平
面
又
は
曲
面
と
す
る

こ
と
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
屋
根
版
又
は
壁
を
設
け
る
ほ
か
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

（
略
） 

２ 

膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
膜
構
造
の
種

類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

骨
組
膜
構
造 

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

 

イ 

建
築
物
の
高
さ
は
、
十
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
五
に
定
め
る

構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

ロ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
（
張
力
を
導
入
し
た
膜
材
料
及
び
当
該
膜

材
料
と
一
体
と
な
る
骨
組
又
は
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
に
よ
り
荷
重
及
び
外
力
を
負
担
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
水
平
投
影
面
積
又
は
鉛
直
投
影
面
積
の
う
ち
最
も
大

き
い
面
積
（
以
下
「
膜
面
の
投
影
面
積
」
と
い
う
。
）
の
建
築
物
全
体
に
お
け
る
合
計

は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
五
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ

っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
仮
設
建
築
物

（
以
下
単
に
「
仮
設
建
築
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
強
風
時
に
お
い
て
当
該
仮
設
建

築
物
を
撤
去
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
特
定
行
政
庁
の
許
可
を
受
け
た
場
合
又
は
次
に

定
め
る
構
造
方
法
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

(1) 

膜
面
の
う
ち
骨
組
を
構
成
す
る
部
材
そ
の
他
の
剛
性
を
有
す
る
部
材
（
以
下
「
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骨
組
等
」
と
い
う
。
）
で
囲
ま
れ
る
膜
面
の
部
分
の
水
平
投
影
面
積
又
は
鉛
直
投
影

面
積
の
う
ち
最
も
大
き
い
面
積
を
、
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
周
囲
の
骨
組
等
が
膜
材
料
に
生
ず
る
力
を
直
接
負
担
す
る
構
造
と

す
る
こ
と
。 

(2) 

膜
面
に
お
け
る
支
点
間
距
離
（
骨
組
等
又
は
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
と
膜
材
料
と
の

定
着
部
又
は
接
触
部
（
荷
重
及
び
外
力
に
応
じ
て
膜
材
料
を
支
持
す
る
も
の
に
限
る

。
）
の
相
互
間
の
距
離
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
四
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ

と
。 

(3) 

膜
面
を
用
い
た
屋
根
の
形
式
は
、
切
妻
屋
根
面
、
片
流
れ
屋
根
面
又
は
円
弧
屋

根
面
と
す
る
こ
と
。 

ハ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
は
、
鉄
骨
造
そ
の
他

の
構
造
の
骨
組
に
二
メ
ー
ト
ル
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
あ

っ
て
は
、
一
メ
ー
ト
ル
）
以
下
の
間
隔
で
定
着
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
五
に
定
め

る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

ニ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
鉄
骨
造
そ
の
他
の
構
造
の
骨

組
は
、
令
第
三
章
第
三
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 

ホ 

膜
面
に
使
用
す
る
骨
組
を
構
成
す
る
鉛
直
部
材
の
脚
部
を
け
た
行
方
向
の
み
に
移
動

す
る
滑
節
構
造
と
し
、
屋
根
版
及
び
壁
に
用
い
る
膜
面
を
折
り
た
た
む
こ
と
に
よ
り
伸

縮
す
る
構
造
と
す
る
当
該
屋
根
版
及
び
壁
の
部
分
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
こ
と
。 

(1) 

可
動
式
膜
面
の
部
分
の
直
下
に
あ
る
土
台
に
用
い
る
鋼
材
は
、
日
本
工
業
規
格

（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ｅ
一
一
〇
一
（
普
通
レ
ー
ル
及
び
分
岐
器
類
用
特

殊
レ
ー
ル
）
―
二
〇
〇
一
若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｅ
一
一
〇
三
（
軽
レ
ー
ル
）
―
一
九
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九
三
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

(2) 

可
動
式
膜
面
の
部
分
の
骨
組
を
構
成
す
る
鉛
直
部
材
の
脚
部
の
可
動
部
分
（
当

該
鉛
直
部
材
の
脚
部
を
け
た
行
方
向
に
移
動
さ
せ
る
た
め
の
車
輪
及
び
こ
れ
を
支
持

す
る
部
分
を
い
う
。
）
は
、
荷
重
及
び
外
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
構
造
耐
力
上
有

効
に
当
該
鉛
直
部
材
の
脚
部
の
直
下
に
あ
る
土
台
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
剛
性
及

び
耐
力
を
有
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

(3) 

可
動
式
膜
面
の
部
分
の
骨
組
を
構
成
す
る
鉛
直
部
材
の
浮
き
上
が
り
及
び
当
該

鉛
直
部
材
の
脚
部
の
可
動
部
分
の
脱
輪
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、

か
つ
、
端
部
に
お
け
る
鉛
直
部
材
の
脚
部
の
可
動
部
分
を
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を

設
け
る
こ
と
。 

二 

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
膜
構
造 

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

 

イ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
の
投
影
面
積
の
建
築
物
全
体
に
お
け
る
合

計
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
仮
設
建
築
物
で
あ
っ
て
強
風

時
に
お
い
て
当
該
仮
設
建
築
物
を
撤
去
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
特
定
行
政
庁
の
許
可

を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

ロ 

第
五
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

た
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。 

 

第
二 

膜
面
の
構
造 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
は
、
当
該
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
に
張
力
を

導
入
し
て
平
面
又
は
曲
面
の
形
状
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
膜
面
に
変

形
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
膜
面
を
定
着
さ
せ
る
部
分
以
外
の
部
分
と
接
触
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
触
に
対
し
て
有
効
な
膜
面
の
摩
損
防
止
の
た
め
の
措
置
を
施

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
膜
面
を
定
着
さ
せ
る
部
分
以
外
の
部
分
を
膜
面
に
接
触
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二 

膜
面
の
構
造 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
は
、
当
該
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
に
張
力
を

導
入
し
て
有
効
に
平
面
又
は
曲
面
の
形
状
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
膜

面
に
変
形
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
膜
面
を
定
着
さ
せ
る
部
分
以
外
の
部
分
と
接

触
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
触
に
対
し
て
有
効
な
膜
面
の
摩
損
防
止
の
た
め
の
措

置
を
施
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
膜
面
を
定
着
さ
せ
る
部
分
以
外
の
部
分
を
膜
面
に
接

触
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

２ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
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基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
き
ず
、
は
が
れ
、
摩
損
そ
の
他
の
耐
力
上
の
欠
点
の
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

膜
材
料
は
次
の
表
の
基
布
（
繊
維
糸
を
使
用
し
た
織
布
又
は
網
目
状
織
物
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
繊
維
糸
の
種
類
に
応
じ
て
、
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
材
（
基
布
の
摩
損

防
止
等
の
た
め
に
基
布
に
塗
布
し
又
は
張
り
合
わ
せ
た
樹
脂
又
は
ゴ
ム
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
塗
布
し
又
は
張
り
合
わ
せ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
仮
設
建
築
物
に
あ

っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

膜
材
料
は
次
の
表
の
基
布
（
繊
維
糸
を
使
用
し
た
織
布
又
は
網
目
状
織
物
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
使
用
す
る
繊
維
糸
の
種
類
に
応
じ
て
、
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
材
（
基
布
の
摩
損

防
止
等
の
た
め
に
基
布
に
塗
布
し
又
は
張
り
合
わ
せ
た
樹
脂
又
は
ゴ
ム
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
塗
布
し
又
は
張
り
合
わ
せ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
基
準
法
第
八

十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
仮
設
建
築
物
（
以
下
単
に
「
仮
設
建
築
物
」
と

い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

基
布
に
使
用
す
る
繊
維
糸 

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
材 

 

基
布
に
使
用
す
る
繊
維
糸 

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
材 

 

 

(一) 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｒ
三
四
一
三
（
ガ
ラ
ス
糸

）
―
一
九
九
九
に
適
合
す
る
単
繊
維

（
繊
維
径
三
・
三
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー

ト
ル
か
ら
四
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー

ト
ル
ま
で
の
三
（
B
）
に
限
る
。
）

を
使
用
し
た
ガ
ラ
ス
繊
維
糸 

（
略
） 

(一)

日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」

と
い
う
。
） 

Ｒ
三
四
一
三
（
ガ
ラ

ス
糸
）
―
一
九
九
九
に
適
合
す
る
単

繊
維
（
繊
維
径
三
・
三
〇
マ
イ
ク
ロ

メ
ー
ト
ル
か
ら
四
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ

メ
ー
ト
ル
ま
で
の
三
（
B
）
に
限
る

。
）
を
使
用
し
た
ガ
ラ
ス
繊
維
糸 

（
略
） 

 

 

(二) 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｒ
三
四
一
三
（
ガ
ラ
ス
糸

）
―
一
九
九
九
に
適
合
す
る
単
繊
維

を
使
用
し
た
ガ
ラ
ス
繊
維
糸 

塩
化
ビ
ニ
ル
樹
脂
、
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
樹
脂

、
ふ
っ
素
系
樹
脂
（
四
ふ
っ
化
エ
チ
レ
ン

樹
脂
、
四
ふ
っ
化
エ
チ
レ
ン
パ
ー
フ
ル
オ

(二)

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｒ
三
四
一
三
（
ガ
ラ
ス
糸

）
―
一
九
九
九
に
適
合
す
る
単
繊
維

を
使
用
し
た
ガ
ラ
ス
繊
維
糸 

塩
化
ビ
ニ
ル
樹
脂
、
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
樹
脂

、
ふ
っ
素
系
樹
脂
（
四
ふ
っ
化
エ
チ
レ
ン

樹
脂
、
四
ふ
っ
化
エ
チ
レ
ン
パ
ー
フ
ル
オ
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(三) 

 

ポ
リ
ア
ミ
ド
系
、
ポ
リ
ア
ラ
ミ
ド
系

、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
系
、
ポ
リ
ビ
ニ
ル

ア
ル
コ
ー
ル
系
又
は
オ
レ
フ
ィ
ン
系

樹
脂
の
合
成
繊
維
糸
（
ケ
ナ
フ
植
物

繊
維
と
混
織
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

） 

ロ
ア
ル
キ
ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
共
重
合
樹

脂
及
び
四
ふ
っ
化
エ
チ
レ
ン
―
六
ふ
っ
化

プ
ロ
ピ
レ
ン
共
重
合
樹
脂
を
除
く
。
）
、

ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム
、
ク
ロ
ロ
ス
ル
フ
ォ

ン
化
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
ゴ
ム
又
は
オ
レ
フ
ィ

ン
系
樹
脂 

(三)

 

ポ
リ
ア
ミ
ド
系
、
ポ
リ
ア
ラ
ミ
ド
系

、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
系
又
は
ポ
リ
ビ
ニ

ル
ア
ル
コ
ー
ル
系
の
合
成
繊
維
糸 

ロ
ア
ル
キ
ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
共
重
合
樹

脂
及
び
四
ふ
っ
化
エ
チ
レ
ン
―
六
ふ
っ
化

プ
ロ
ピ
レ
ン
共
重
合
樹
脂
を
除
く
。
）
、

ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム
又
は
ク
ロ
ロ
ス
ル
フ

ォ
ン
化
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
ゴ
ム 

 
三
～
十
一 

（
略
） 

十
二 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
屋
外
に
面
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
紫
外
線
又
は
降
雨

等
に
よ
る
変
質
若
し
く
は
繰
返
し
荷
重
等
に
よ
る
摩
損
を
生
じ
に
く
い
膜
材
料
と
す
る
こ

と
。 

二
～
十 

（
略
） 

十
一 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
特
に
変
質
又
は
摩
損
の
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
変
質
若
し
く
は
摩
損
し
に
く
い
膜
材
料
又
は
変
質
若
し
く
は
摩
損
防
止
の
た
め
の
措

置
を
し
た
膜
材
料
と
す
る
こ
と
。 

３ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
は
、
次
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

三 

構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
の
交
差
部
は
、
交
点
金
具
に
よ
る
緊
結
、
被
覆
ケ
ー
ブ
ル
の
使
用
そ

の
他
の
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
の
摩
擦
に
よ
る
損
傷
が
生
じ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。 

四 

（
略
） 

３ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
は
、
次
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

三 

構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
の
交
差
部
は
、
交
点
金
具
に
よ
る
緊
結
、
被
覆
ケ
ー
ブ
ル
の
使
用
そ

の
他
の
有
効
な
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
の
摩
擦
に
よ
る
損
傷
が
生
じ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。 

四 

（
略
） 

４ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
相
互
の
接
合
は
、
膜
材
料

が
相
互
に
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定

め
る
接
合
方
法
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
接
合
方
法
と
同

等
以
上
に
膜
材
料
が
相
互
に
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

次
の
表
に
定
め
る
膜
材
料
の
種
類
に
応
じ
た
次
に
定
め
る
接
合
方
法 

イ 

縫
製
接
合
（
接
合
す
る
膜
材
料
の
重
ね
合
わ
せ
た
部
分
を
端
部
と
平
行
に
縫
製
す
る

４ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
相
互
の
接
合
は
、
膜
材
料

が
相
互
に
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
定

め
る
接
合
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
接
合
と
同
等
以
上
に

膜
材
料
が
相
互
に
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

一 

次
の
表
に
定
め
る
膜
材
料
の
種
類
に
応
じ
た
次
に
定
め
る
接
合 

イ 

縫
製
接
合
（
接
合
す
る
膜
材
料
の
重
ね
合
わ
せ
た
部
分
を
端
部
と
平
行
に
縫
製
す
る
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接
合
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

(1)
～
(5) 

（
略
） 

ロ
～
ニ 

（
略
） 

二 

次
に
定
め
る
合
成
繊
維
ロ
ー
プ
を
用
い
た
接
合
方
法 

イ 

端
部
を
二
重
に
す
る
こ
と
そ
の
他
膜
材
料
の
摩
損
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。 

ロ
～
ニ 

（
略
） 

三 

次
に
定
め
る
金
物
を
用
い
た
ボ
ル
ト
に
よ
る
接
合
方
法 

イ
・
ロ
（
略
） 

ハ 

端
部
を
二
重
に
す
る
こ
と
そ
の
他
膜
材
料
の
摩
損
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。 

ニ
・
ホ 

（
略
） 

四 

次
に
定
め
る
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
を
用
い
た
接
合
方
法 

イ 

端
部
を
二
重
に
す
る
こ
と
そ
の
他
膜
材
料
の
摩
損
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。 

ロ 

（
略
） 

ハ 

膜
材
料
を
折
り
返
し
て
当
該
膜
材
料
の
端
部
と
当
該
端
部
と
重
な
る
部
分
を
第
一
号

に
定
め
る
接
合
方
法
に
よ
り
接
合
し
、
膜
材
料
の
端
部
に
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
を
通
す
こ

と
の
で
き
る
袋
を
設
け
る
こ
と
。 

ニ 

（
略
） 

接
合
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

(1)
～
(5) 

（
略
） 

ロ
～
ニ 

（
略
） 

二 

次
に
定
め
る
合
成
繊
維
ロ
ー
プ
を
用
い
た
接
合 

イ 

有
効
な
膜
材
料
の
摩
損
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

ロ
～
ニ 

（
略
） 

三 

次
に
定
め
る
金
物
を
用
い
た
ボ
ル
ト
に
よ
る
接
合 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

有
効
な
膜
材
料
の
摩
損
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

ニ
・
ホ 

（
略
） 

四 

次
に
定
め
る
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
を
用
い
た
接
合 

イ 

有
効
な
膜
材
料
の
摩
損
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

ロ 

（
略
） 

ハ 

膜
材
料
を
折
り
返
し
て
当
該
膜
材
料
の
端
部
と
当
該
端
部
と
重
な
る
部
分
を
第
一
号

に
定
め
る
接
合
に
よ
り
接
合
し
、
膜
材
料
の
端
部
に
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
を
通
す
こ
と
の

で
き
る
袋
を
設
け
る
こ
と
。 

ニ 

（
略
） 

５ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
を
骨
組
又
は
構
造
用
ケ
ー

ブ
ル
に
定
着
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 一
・
二 

（
略
） 

三 

定
着
部
は
、
膜
材
料
の
折
れ
曲
が
り
、
局
部
応
力
等
に
よ
り
膜
材
料
が
損
傷
し
な
い
よ

５ 
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
を
骨
組
又
は
構
造
用
ケ
ー

ブ
ル
に
定
着
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 一
・
二 

（
略
） 

三 

定
着
部
は
、
膜
材
料
の
折
れ
曲
が
り
、
局
部
応
力
等
に
よ
り
膜
材
料
に
損
傷
の
お
そ
れ
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う
補
強
又
は
養
生
を
行
う
こ
と
。 

が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

６ 
（
略
） 

７ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
が
雨
水
、
滑
雪
、
融
雪
水
そ
の
他
の
滞
留
に
よ

り
膜
面
の
変
形
が
進
行
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

７ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
雨
水
、
滑
雪
、
融
雪
水
等
の
滞
留
が
生
じ
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

（
略
） 

第
三 

膜
面
の
定
着 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
と
周
囲
の
構
造
耐
力
上
主

要
な
部
分
（
膜
面
の
部
分
を
除
く
。
）
と
の
定
着
部
は
、
そ
の
部
分
の
存
在
応
力
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
定
着
と
同
等
以
上
に
そ
の
部
分
の
存
在
応
力
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
三 

膜
面
の
定
着 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
と
周
囲
の
構
造
耐
力
上
主

要
な
部
分
（
膜
面
の
部
分
を
除
く
。
）
と
の
定
着
部
は
、
そ
の
部
分
の
存
在
応
力
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
定
着
と
同
等
以
上
に
そ
の
部
分
の
存
在
応
力
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

定
着
部
は
、
膜
材
料
の
折
れ
曲
が
り
、
局
部
応
力
等
に
よ
り
膜
材
料
が
損
傷
し
な
い
よ

う
補
強
又
は
養
生
を
行
う
こ
と
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

定
着
部
は
、
膜
材
料
の
折
れ
曲
が
り
、
局
部
応
力
等
に
よ
り
膜
材
料
に
損
傷
の
お
そ
れ

が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
に
膜
材
料
以
外
の
部
材
又
は
金
物
を
常
時
接
触
状
態
と
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
に
膜
材
料
以
外
の
部
材
又
は
金
物
を
常
時
接
触
状
態
と
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

合
成
繊
維
糸
に
よ
る
基
布
と
し
た
膜
材
料
以
外
の
膜
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
第
五
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
構
造
計
算
（
暴
風
時
に
限
る
。
更
に
、
令
第
八
十
二

条
第
二
号
の
表
に
定
め
る
Ｗ
に
つ
い
て
は
令
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
風
圧
力
の
二
分
の

一
に
相
当
す
る
風
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
と
す
る
。
）
を
行
い
接
触
部
分
の
三
分
の
二

以
上
の
部
分
が
遊
離
し
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
仮
設
建
築
物
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

第
五
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
構
造
計
算
（
暴
風
時
に
限
る
。
更
に
、
令
第
八
十
二
条

第
二
号
の
表
に
定
め
る
Ｗ
に
つ
い
て
は
令
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
風
圧
力
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
風
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
と
す
る
。
）
を
行
い
接
触
部
分
の
三
分
の
二
以

上
の
部
分
が
遊
離
し
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
合
成
繊
維
糸
に
よ
る
基
布

と
し
た
膜
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
四 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

 
 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
二
第
一
項
、
第
二

 
 

第
二
第
一
項
、
第
二
項
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
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項
第
一
号
、
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
四
項
第

一
号
イ
(1)
、
(2)
及
び
(5)
、
ロ
(1)
及
び
(2)
、
ハ
(1)
及
び
ニ
(1)
及
び
同
号
の
表
並
び
に
第

三
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 

並
び
に
第
四
項
第
一
号
イ
(1)
、
(2)
及
び
(5)
、
ロ
(1)
及
び
(2)
、
ハ
(1)
及
び
ニ
(1)
及
び
同

号
の
表
の
規
定
で
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
指
定

す
る
。 

第
五 

保
有
水
平
耐
力
計
算
又
は
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
構
造
計
算 

令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
膜
構

造
の
建
築
物
及
び
膜
構
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
を
次
の
各
号
及
び
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
第
四
項
第
二
号
を
除

く
。
）
に
定
め
、
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同

等
以
上
に
膜
構
造
の
建
築
物
及
び
膜
構
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
の
安
全

性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
を
次
の
各
号
及
び
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
第
四

項
第
三
号
を
除
く
。
）
に
定
め
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

前
各
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
令
第
八
十
二
条
第
二
号
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
、
地
震
時
の
短
期
に
生
ず
る
力
が
積

雪
時
又
は
暴
風
時
の
短
期
に
生
ず
る
力
に
比
べ
小
さ
い
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構

造
部
分
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

地
上
部
分
の
層
間
変
形
角
に
つ
い
て
は
、
令
第
八
十
二
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 

二 

高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
地
上
部
分
の
剛
性
率
及
び
偏
心
率
等
に
つ
い

て
は
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

三 

高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
地
上
部
分
の
保
有
水
平
耐
力
に
つ
い
て
は

第
五 

構
造
計
算 

 

令
第
八
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
膜
構
造

の
建
築
物
及
び
膜
構
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
の
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
構
造
計
算
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
と
す
る
。 

    

一
～
四 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

令
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
ほ

か
、
次
に
定
め
る
構
造
計
算
を
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
令
第
八
十
二
条
第
二
号

の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
、
地
震
時
の
短
期
に
生
ず
る
力
が
積
雪
時
又
は
暴
風
時
の
短
期
に

生
ず
る
力
に
比
べ
小
さ
い
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

一 

特
定
建
築
物
の
地
上
部
分
の
層
間
変
形
角
に
つ
い
て
は
、
令
第
八
十
二
条
の
二
の
規
定

を
準
用
す
る
。 

二 

特
定
建
築
物
で
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
地
上
部
分
の
剛
性
率
及
び
偏

心
率
等
に
つ
い
て
は
、
令
第
八
十
二
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

三 

特
定
建
築
物
で
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
地
上
部
分
の
保
有
水
平
耐



   

10 

、
令
第
八
十
二
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
四
款

に
規
定
す
る
材
料
強
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
に
規
定
す
る
材
料
強
度
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

５ 

令
第
八
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

力
に
つ
い
て
は
、
令
第
八
十
二
条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
令

第
八
十
二
条
の
四
の
規
定
中
「
第
四
款
に
規
定
す
る
材
料
強
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七

に
規
定
す
る
材
料
強
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

令
第
八
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

第
六
～
第
八 

（
略
） 

第
六
～
第
八 

（
略
） 

 
 

 



   

1 

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
七
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定

め
る
等
の
件 

テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定

め
る
等
の
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
膜
構
造
の
建
築
物
の
う
ち
倉
庫
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
以
下
「
テ
ン
ト

倉
庫
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら

第
三
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
構

造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
四
に
指
定
し

、
同
令
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
基
礎
の
構
造
計
算
を

第
五
に
定
め
、
同
令
第
八
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
構
造
計

算
が
、
第
六
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
令
第
八
十
二
条
各
号
及

び
同
令
第
八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か

め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
膜
構
造
の
建
築
物
の
う
ち
倉
庫
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
以
下
「
テ
ン
ト

倉
庫
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら

第
三
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
テ
ン
ト
倉
庫
建
築

物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
四
に

指
定
し
、
同
令
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
基
礎
の
構
造

計
算
を
第
五
に
定
め
、
同
令
第
八
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
テ
ン
ト
倉
庫

建
築
物
の
構
造
計
算
が
、
第
六
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
許
容
応

力
度
等
計
算
に
よ
る
場
合
と
同
等
以
上
に
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
定
め
る

。 

第
一 

（
略
） 

第
一 

（
略
） 

第
二 

膜
面
の
構
造 

１
～
４ 

（
略
） 

５ 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
等
相
互
の
接
合
は
、
膜
材

料
等
の
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
膜
材
料
等

の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
接
合
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

膜
材
料 

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
第
二
第
四
項
に
定
め
る
接

合
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

第
二 

膜
面
の
構
造 

１
～
４ 

（
略
） 

５ 
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
膜
面
に
使
用
す
る
膜
材
料
等
相
互
の
接
合
は
、
膜
材

料
等
の
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
膜
材
料
等

の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
接
合
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

膜
材
料 
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号
第
二
第
四
項
に
定
め
る
接

合
に
よ
る
こ
と
。 
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二 

（
略
） 

６
・
７ 
（
略
） 

二 

（
略
） 

６
・
７ 

（
略
） 

第
三 

（
略
） 

第
三 

（
略
） 

第
四 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
二
第
一
項
、
第
二
項

（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
三
項
第
一
号
及
び
第
八
号
イ
及
び
ロ
、
第
四
項
及
び
第
五
項
第
二

号
ハ
及
び
ニ
並
び
に
第
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準

を
指
定
す
る
。 

第
四 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

第
二
第
一
項
、
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
三
項
第
一
号
及
び
第
八
号
イ
及
び
ロ
、

第
四
項
及
び
第
五
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
並
び
に
第
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
で
定

め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
指
定
す
る
。 

第
五 

（
略
） 

第
五 

（
略
） 

第
六 

テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算 

令
第
八
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
令
第
八
十
二
条
各
号
及
び
令
第
八
十
二
条
の
四
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
と
同
等
以
上
に
テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
を
次
に
定
め
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

第
六 

テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算 

令
第
八
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同
等
以
上
に
テ
ン
ト

倉
庫
建
築
物
の
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
計
算
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従

っ
た
構
造
計
算
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 
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平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
三
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法

に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法

に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
で
、
特
殊
の
構

造
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
（
組
積
ユ
ニ
ッ
ト
（
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ
ロ
ッ
ク
又
は
セ
ラ
ミ
ッ
ク
メ
ー
ソ
ン
リ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
で
型
わ
く
状
の
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
組
積
し
、
そ
れ
ら
の
空
洞
部
に
縦
横
に
鉄
筋
を
配
置
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
充
填て

ん

し
て
一
体
化
し
た
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
（
以
下

「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
の
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必

要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
十
一
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
十
二
に
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第

八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め
る

場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
基
準
を
第
十
三
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
し
、
同
号

イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
の
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
一
第

一
号
イ
及
び
ロ
、
第
三
号
並
び
に
第
四
号
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は

、
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
有
水
平
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
認
め
、
同
令
第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
組
積
造
の
建
築
物
等
の
構
造
計
算
が
、
第
十
一
第
一
号
及
び
第
四
号
に
適
合
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
構
造
計
算
は
、
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
と
同

等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
で
、
特
殊
の
構

造
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
（
組
積
ユ
ニ
ッ
ト
（
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ
ロ
ッ
ク
又
は
セ
ラ
ミ
ッ
ク
メ
ー
ソ
ン
リ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
で
型
わ
く
状
の
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
組
積
し
、
そ
れ
ら
の
空
洞
部
に
縦
横
に
鉄
筋
を
配
置
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
充
填て

ん

し
て
一
体
化
し
た
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造

方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
十
一
ま
で
に
定
め
、
同
令
第
三
十

六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
十
二
に
指
定
す
る
。 



   

2 

第
一
～
第
十 

（
略
） 

第
一
～
第
十 

（
略
） 

第
十
一 
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
又
は

建
築
物
の
構
造
部
分 

一 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上

安
全
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
は
、
第
二
第
一
号
中

「
三
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
五
以
下
」
と
、
第
二
第
二
号
中
「
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
」
と

あ
る
の
は
「
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。 

イ 

令
第
八
十
二
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

ロ 

令
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
層
間
変
形
角
が
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
の

構
造
部
分
を
有
す
る
階
に
あ
っ
て
は
二
千
分
の
一
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
他
の
階

に
あ
っ
て
は
二
百
分
の
一
（
地
震
力
に
よ
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
変
形
に
よ
っ

て
建
築
物
の
部
分
に
著
し
い
損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
二

十
分
の
一
）
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

ハ 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

ニ 

各
地
上
階
の
耐
力
壁
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の
水
平
断
面

積
の
和
が
次
の
式
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

（
式 

略
） 

二 

前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
は
、
第
九
第
一
号
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。 

三 

第
一
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安

全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
、
か
つ
、
令
第
八
十
二
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て

計
算
し
た
各
地
上
階
の
水
平
力
に
対
す
る
耐
力
が
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し

た
必
要
保
有
水
平
耐
力
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造

部
分
に
つ
い
て
は
、
第
二
第
一
号
中
「
三
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
五
以
下
」
と
、
第
二
第

第
十
一 

構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
又
は

建
築
物
の
構
造
部
分 

一 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上

安
全
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
は
、
第
二
第
一
号
中

「
三
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
五
以
下
」
と
、
第
二
第
二
号
中
「
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
」
と

あ
る
の
は
「
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。 

 

イ 

令
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
層
間
変
形
角
が
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
の

構
造
部
分
を
有
す
る
階
に
あ
っ
て
は
二
千
分
の
一
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
他
の
階

に
あ
っ
て
は
二
百
分
の
一
（
地
震
力
に
よ
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
変
形
に
よ
っ

て
建
築
物
の
部
分
に
著
し
い
損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
二

十
分
の
一
）
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

ロ 

令
第
八
十
二
条
の
三
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

ハ 

各
地
上
階
の
耐
力
壁
の
う
ち
計
算
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
設
け
た
も
の
の
水
平
断
面

積
の
和
が
次
の
式
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

 

（
式 

略
） 

二 

前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
は
、
第
九
第
一
号
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。 

三 

第
一
号
イ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ

る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
、
か
つ
、
令
第
八
十
二
条
の
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し

た
各
地
上
階
の
水
平
力
に
対
す
る
耐
力
が
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
必
要

保
有
水
平
耐
力
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に

つ
い
て
は
、
第
二
第
一
号
中
「
三
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
五
以
下
」
と
、
第
二
第
二
号
中



   

3 

二
号
中
「
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
」
と
、
第
十
第
三

号
ニ
中
「
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替

え
て
適
用
す
る
。 

四 

令
第
八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

 

 

「
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す

る
。 

 

四 

前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
は
、
第
二
第
三
号
及
び
第

九
第
一
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

五 

令
第
八
十
二
条
の
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
地
上
階
の
水
平
力
に
対
す

る
耐
力
が
同
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
必
要
保
有
水
平
耐
力
以
上
で
あ
る
こ

と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
第
三
号
ニ
中
「
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
」

と
あ
る
の
は
「
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

六 

前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
に
つ
い
て
は
、
第
八
第
一
号
及
び
第

十
第
三
号
ロ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

第
十
二 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
三
第
一
号
、
第
四
（

第
二
号
イ
及
び
同
号
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
第
三
号
（
第
二
号
ヘ
を
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。

）
を
除
く
。
）
、
第
五
及
び
第
六
第
一
号
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指
定
す
る

。 

第
十
二 

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
三
第
一
号
、

第
四
（
第
二
号
イ
及
び
同
号
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
並
び
に
第
三
号
（
第
二
号
ヘ
を
準
用
す
る
部
分
に

限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
第
五
及
び
第
六
第
一
号
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
指

定
す
る
。 

第
十
三 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
基
準
の
指
定 

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
十
一
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
三
号
並

び
に
第
四
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
っ
た
場
合
に
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術

的
基
準
と
し
て
、
第
二
第
三
号
、
第
八
第
一
号
、
第
九
第
一
号
及
び
第
十
第
三
号
ロ
に
定
め
る

技
術
的
基
準
を
指
定
す
る
。 
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昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
建
築
基
準
法
施
行
令
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
(一)
項
か
ら
(七)
項
ま
で
に
掲
げ

る
軸
組
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
軸
組
及
び
当
該
軸
組
に
係
る
倍
率
の
数

値
を
定
め
る
件 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
(一)
項
か
ら
(七)
項
ま
で
に
掲
げ

る
軸
組
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
軸
組
及
び
当
該
軸
組
に
係
る
倍
率
の
数

値
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一

(八)
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
表
(一)
項
か
ら
(七)
項
ま
で
に
掲
げ
る
軸
組
と
同
等
以
上
の
耐
力
を

有
す
る
軸
組
及
び
当
該
軸
組
に
係
る
倍
率
の
数
値
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一

(八)
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
表
(一)
項
か
ら
(七)
項
ま
で
に
掲
げ
る
軸
組
と
同
等
以
上
の
耐
力
を

有
す
る
軸
組
及
び
当
該
軸
組
に
係
る
倍
率
の
数
値
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

第
一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
(一)
項
か

ら
(七)
項
ま
で
に
掲
げ
る
軸
組
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
軸
組
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材
を
用
い
て
、
床

下
地
材
の
上
か
ら
は
り
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 
Ａ
五
五
〇
八
―
二

〇
〇
五
（
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｎ
七
五
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）
で
打
ち
付
け
た
受
け
材
（
く
ぎ
の
間
隔
は
、
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
限
る

。
）
並
び
に
柱
及
び
間
柱
並
び
に
は
り
、
け
た
そ
の
他
の
横
架
材
の
片
面
に
、
別
表
第
三

(い)
欄
に
掲
げ
る
材
料
を
同
表
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
つ
て
打
ち
付
け
た
壁
を
設
け
た

軸
組 

六 

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材
を
用
い
て

九
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
柱
と
の
仕
口
に
く
さ
び
を
設
け
た
貫
（
当
該
貫

に
継
手
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
継
手
を
構
造
耐
力
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
柱
の

第
一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
(一)
項
か

ら
(七)
項
ま
で
に
掲
げ
る
軸
組
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
軸
組
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

       

五 

厚
さ
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
木
材
を
用
い
て

九
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
柱
と
の
仕
口
に
く
さ
び
を
設
け
た
貫
（
当
該
貫

に
継
手
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
継
手
を
構
造
耐
力
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
柱
の



   

2 

部
分
に
設
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
三
本
以
上
設
け
、
幅
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
割

竹
又
は
小
径
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
竹
を
用
い
た
間
渡
し
竹
を
柱
及
び
は
り

、
け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
に
差
し
込
み
、
か
つ
、
当
該
貫
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ

五
五
〇
八
―
二
〇
〇
五
（
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｆ
Ｎ
二
五
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
、
幅
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
割
竹
を
四
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
と
し
た
小
舞
竹
（
柱
及
び
は
り
、
け
た
、
土
台
そ
の
他

の
横
架
材
と
の
間
に
著
し
い
隙
間
が
な
い
長
さ
と
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
小
舞
竹
（
土
と
一
体
の
壁
を
構
成
す
る
上
で
支
障

の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
間
渡
し
竹
に
シ
ュ
ロ
縄
、
パ
ー
ム
縄
、
わ
ら
縄
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
締
め
付
け
、
荒
壁
土
（
百
リ
ッ
ト
ル
の
荒
木
田
土
、
荒
土
、
京

土
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
粘
性
の
あ
る
砂
質
粘
土
に
対
し
て
〇
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上

〇
・
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
わ
ら
す
さ
を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
両
面
か
ら
全
面
に
塗
り
、
か
つ
、
中
塗
り
土
（
百
リ
ッ
ト

ル
の
荒
木
田
土
、
荒
土
、
京
土
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
粘
性
の
あ
る
砂
質
粘
土
に
対
し

て
六
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
砂
及
び
〇
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
〇
・

八
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
み
す
さ
を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る

も
の
に
限
る
。
）
を
別
表
第
四
(い)
欄
に
掲
げ
る
方
法
で
全
面
に
塗
り
、
土
塗
壁
の
塗
り

厚
（
柱
の
外
側
に
あ
る
部
分
の
厚
さ
を
除
く
。
）
を
同
表
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
数
値
と
し
た

土
塗
壁
を
設
け
た
軸
組 

七 

別
表
第
五
(い)
欄
に
掲
げ
る
木
材
（
含
水
率
が
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る

。
）
を
、
同
表
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
間
隔
で
互
い
に
相
欠
き
仕
口
に
よ
り
縦
横
に
組
ん
だ
格

子
壁
（
継
手
の
な
い
も
の
に
限
り
、
大
入
れ
、
短
ほ
ぞ
差
し
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の

耐
力
を
有
す
る
接
合
方
法
に
よ
っ
て
柱
及
び
は
り
、
け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
に
緊

結
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組 

部
分
に
設
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
三
本
以
上
設
け
、
幅
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
割

竹
又
は
小
径
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
竹
を
用
い
た
間
渡
し
竹
を
柱
及
び
は
り

、
け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
に
差
し
込
み
、
か
つ
、
当
該
貫
に
く
ぎ
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ

五
五
〇
八
―
一
九
九
二
（
鉄
丸
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｆ
Ｎ
二
五
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

品
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
打
ち
付
け
、
幅
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
割
竹
を

四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
と
し
た
小
舞
竹
（
柱
及
び
は
り
、
け
た
、
土
台
そ

の
他
の
横
架
材
と
の
間
に
著
し
い
隙
間
が
な
い
長
さ
と
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
小
舞
竹
（
土
と
一
体
の
壁
を
構
成
す
る
上
で

支
障
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
間
渡
し
竹
に
シ
ュ
ロ
縄
、
パ
ー
ム
縄
、
わ
ら
縄
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
締
め
付
け
、
荒
壁
土
（
百
リ
ッ
ト
ル
の
荒
木
田
土
、
荒
土

、
京
土
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
粘
性
の
あ
る
砂
質
粘
土
に
対
し
て
〇
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
上
〇
・
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
わ
ら
す
さ
を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

強
度
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
両
面
か
ら
全
面
に
塗
り
、
か
つ
、
中
塗
り
土
（
百
リ

ッ
ト
ル
の
荒
木
田
土
、
荒
土
、
京
土
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
粘
性
の
あ
る
砂
質
粘
土
に

対
し
て
六
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
砂
及
び
〇
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上

〇
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
み
す
さ
を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
別
表
第
三
(い)
欄
に
掲
げ
る
方
法
で
全
面
に
塗
り
、
土
塗
壁
の

塗
り
厚
（
柱
の
外
側
に
あ
る
部
分
の
厚
さ
を
除
く
。
）
を
同
表
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
数
値
と

し
た
土
塗
壁
を
設
け
た
軸
組 

六 

別
表
第
四
(い)
欄
に
掲
げ
る
木
材
（
含
水
率
が
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る

。
）
を
、
同
表
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
間
隔
で
互
い
に
相
欠
き
仕
口
に
よ
り
縦
横
に
組
ん
だ
格

子
壁
（
継
手
の
な
い
も
の
に
限
り
、
大
入
れ
、
短
ほ
ぞ
差
し
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の

耐
力
を
有
す
る
接
合
方
法
に
よ
っ
て
柱
及
び
は
り
、
け
た
、
土
台
そ
の
他
の
横
架
材
に
緊

結
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
軸
組 
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八 

（
略
） 

九 
別
表
第
六
(い)
欄
及
び
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
を
併
用
し
た
軸
組 

十 

別
表
第
七
(い)
欄
、
(ろ)
欄
及
び
(は)
欄
に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
を
併
用
し
た
軸
組 

十
一 

別
表
第
八
(い)
欄
、
(ろ)
欄
、
(は)
欄
及
び
(に)
欄
に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
を
併
用
し

た
軸
組 

十
二 

（
略
） 

七 

（
略
） 

八 

別
表
第
五
(い)
欄
及
び
(ろ)
欄
に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
を
併
用
し
た
軸
組 

九 

別
表
第
六
(い)
欄
、
(ろ)
欄
及
び
(は)
欄
に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
を
併
用
し
た
軸
組 

十 

別
表
第
七
(い)
欄
、
(ろ)
欄
、
(は)
欄
及
び
(に)
欄
に
掲
げ
る
壁
又
は
筋
か
い
を
併
用
し
た

軸
組 

十
一 

（
略
） 

第
二 

倍
率
の
数
値
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

五 

第
一
第
五
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
当
該
軸
組
に
つ
い
て
別
表
第
三
(は)
欄
に

掲
げ
る
数
値 

六 

第
一
第
六
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
当
該
軸
組
に
つ
い
て
別
表
第
四
(は)
欄
に

掲
げ
る
数
値 

七 

第
一
第
七
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
当
該
軸
組
に
つ
い
て
別
表
第
五
(は)
欄
に

掲
げ
る
数
値 

八 

第
一
第
八
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
六 

九 

第
一
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
併
用
す
る
壁
又
は
筋
か
い

を
設
け
又
は
入
れ
た
軸
組
の
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
又
は
令
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一

の
倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
の
和
（
当
該
数
値
の
和
が
五
を
超
え
る
場
合
は

五
） 

十 

第
一
第
十
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
当
該
軸
組
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
た
数
値 

 

第
二 

倍
率
の
数
値
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

  

五 

第
一
第
五
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
当
該
軸
組
に
つ
い
て
別
表
第
三
(は)
欄
に

掲
げ
る
数
値 

六 

第
一
第
六
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
当
該
軸
組
に
つ
い
て
別
表
第
四
(は)
欄
に

掲
げ
る
数
値 

七 

第
一
第
七
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
六 

八 

第
一
第
八
号
か
ら
第
十
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
併
用
す
る
壁
又
は
筋
か
い
を

設
け
又
は
入
れ
た
軸
組
の
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
令
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
の

倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
の
和
（
当
該
数
値
の
和
が
五
を
超
え
る
場
合
は
五

） 

九 

第
一
第
九
号
に
定
め
る
軸
組
に
あ
つ
て
は
、
当
該
軸
組
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
た
数
値 

別
表
第
一 

別
表
第
一 

 
 

(い) 

(ろ) 

(は) 
 
 

 

(い) 

(ろ) 

(は) 
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く
ぎ
打
の
方
法 

 

く
ぎ
打
の
方
法 

 

 

材 

料 

く
ぎ
の
種
類

く
ぎ
の
間
隔

倍
率 

 

 

材 

料 

く
ぎ
の
種
類

く
ぎ
の
間
隔

倍
率 

 

(一) 

構
造
用
合
板
（
構
造
用
合

板
の
日
本
農
林
規
格
（
昭

和
五
十
一
年
農
林
省
告
示

第
八
百
九
十
四
号
）
に
規

定
す
る
も
の
（
屋
外
に
面

す
る
壁
又
は
常
時
湿
潤
の

状
態
と
な
る
お
そ
れ
の
あ

る
壁
（
以
下
「
屋
外
壁
等

」
と
い
う
。
）
に
用
い
る

場
合
は
特
類
に
限
る
。
）

で
、
厚
さ
が
五
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
（
屋
外
壁
等
に
お
い

て
は
、
表
面
単
板
を
フ
ェ

ノ
ー
ル
樹
脂
加
工
し
た
場

合
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

の
安
全
上
必
要
な
耐
候
措

置
を
講
じ
た
場
合
を
除
き

、
七
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

）
以
上
の
も
の
に
限
る
。

） 

Ｎ
五
〇 

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

二
・
五 

 

(一) 

構
造
用
合
板
（
構
造
用
合

板
の
日
本
農
林
規
格
（
昭

和
五
十
一
年
農
林
省
告
示

第
八
百
九
十
四
号
）
に
規

定
す
る
も
の
（
屋
外
に
面

す
る
壁
又
は
常
時
湿
潤
の

状
態
と
な
る
お
そ
れ
の
あ

る
壁
（
以
下
「
屋
外
壁
等

」
と
い
う
。
）
に
用
い
る

場
合
は
特
類
に
限
る
。
）

で
、
厚
さ
が
五
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
（
屋
外
壁
等
に
お
い

て
は
、
表
面
単
板
を
フ
ェ

ノ
ー
ル
樹
脂
加
工
し
た
場

合
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

の
安
全
上
必
要
な
耐
候
措

置
を
講
じ
た
場
合
を
除
き

、
七
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

）
以
上
の
も
の
に
限
る
。

） 

Ｎ
五
〇 

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

二
・
五 
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(二) 

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
九
〇
八
―

一
九
九
四
（
パ
ー
テ
ィ
ク

ル
ボ
ー
ド
）
に
適
合
す
る

も
の
（
曲
げ
強
さ
に
よ
る

区
分
が
八
タ
イ
プ
の
も
の

を
除
く
。
）
で
厚
さ
が
十

二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の
に
限
る
。
）
又
は
構

造
用
パ
ネ
ル
（
構
造
用
パ

ネ
ル
の
日
本
農
林
規
格
（

昭
和
六
十
二
年
農
林
水
産

省
告
示
第
三
百
六
十
号
）

に
規
定
す
る
も
の
に
限
る

。
） 

 

(二) 

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
九
〇
八
―

一
九
九
四
（
パ
ー
テ
ィ
ク

ル
ボ
ー
ド
）
に
適
合
す
る

も
の
（
曲
げ
強
さ
に
よ
る

区
分
が
八
タ
イ
プ
の
も
の

を
除
く
。
）
で
厚
さ
が
十

二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の
に
限
る
。
）
又
は
構

造
用
パ
ネ
ル
（
構
造
用
パ

ネ
ル
の
日
本
農
林
規
格
（

昭
和
六
十
二
年
農
林
水
産

省
告
示
第
三
百
六
十
号
）

に
規
定
す
る
も
の
に
限
る

。
） 

 

 

(三) 

ハ
ー
ド
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
九
〇
七
―
一
九
七
七

（
硬
質
繊
維
板
）
に
定
め

る
四
五
〇
又
は
三
五
〇
で

厚
さ
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
） 

二 

 

(三) 

ハ
ー
ド
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
九
〇
七
―
一
九
七
七

（
硬
質
繊
維
板
）
に
定
め

る
四
五
〇
又
は
三
五
〇
で

厚
さ
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
） 

二 
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(四) 

硬
質
木
片
セ
メ
ン
ト
板
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
四
一
七
―

一
九
八
五
（
木
片
セ
メ
ン

ト
板
）
に
定
め
る
〇
・
九

Ｃ
で
厚
さ
が
十
二
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。
） 

 

(四) 

硬
質
木
片
セ
メ
ン
ト
板
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
四
一
七
―

一
九
八
五
（
木
片
セ
メ
ン

ト
板
）
に
定
め
る
〇
・
九

Ｃ
で
厚
さ
が
十
二
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。
） 

 

 

(五) 

炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
板
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
七
〇
一
―

一
九
八
三
（
炭
酸
マ
グ
ネ

シ
ウ
ム
板
）
に
適
合
す
る

も
の
で
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。
） 

 

(五) 

炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
板
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
七
〇
一
―

一
九
八
三
（
炭
酸
マ
グ
ネ

シ
ウ
ム
板
）
に
適
合
す
る

も
の
で
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。
） 

 

 

(六) 

パ
ル
プ
セ
メ
ン
ト
板
（
Ｊ

Ｉ
Ｓ
Ａ
五
四
一
四
―
一
九

八
八
（
パ
ル
プ
セ
メ
ン
ト

板
）
に
適
合
す
る
も
の
で

厚
さ
が
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
） 

Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇

又
は
Ｇ
Ｎ
Ｃ

四
〇 

一
・
五 

 

(六) 

パ
ル
プ
セ
メ
ン
ト
板
（
Ｊ

Ｉ
Ｓ
Ａ
五
四
一
四
―
一
九

八
八
（
パ
ル
プ
セ
メ
ン
ト

板
）
に
適
合
す
る
も
の
で

厚
さ
が
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
） 

Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇

又
は
Ｇ
Ｎ
Ｃ

四
〇 

一
・
五 
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(七) 

構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド

Ａ
種
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九

〇
一
―
二
〇
〇
五
（
せ
つ

こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
に
定

め
る
構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ

ー
ド
Ａ
種
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
） 

一
・
七 

 
 

 

(八) 

構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド

Ｂ
種
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九

〇
一
―
二
〇
〇
五
（
せ
っ

こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
に
定

め
る
構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ

ー
ド
Ｂ
種
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
） 

一
・
二 

 

(七) 

せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ

Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
―
一
九

八
三
（
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド

）
に
適
合
す
る
も
の
で
厚

さ
が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

（
屋
外
壁
等
以
外
に
用
い

る
場
合
に
限
る
。
） 

一
・
〇 

 



   

8 

 

(九) 

せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ

Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
―
二
〇

〇
五
（
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド

製
品
）
に
定
め
る
せ
つ
こ

う
ボ
ー
ド
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
）
又
は
強
化
せ
つ

こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
―
二
〇
〇
五

（
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
製
品

）
に
定
め
る
強
化
せ
っ
こ

う
ボ
ー
ド
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
） 

〇
・
九 

 
 



   

9 

 

(十) 

シ
ー
ジ
ン
グ
ボ
ー
ド
（
Ｊ

Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
九
〇
五
―
一

九
七
九(

軟
質
繊
維
板)

に

定
め
る
シ
ー
ジ
ン
グ
イ
ン

シ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド

で
厚
さ
が
十
二
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る

。) 

Ｓ
Ｎ
四
〇 

一
枚
の
壁
材

に
つ
き
外
周

部
分
は
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
下
、
そ

の
他
の
部
分

は
二
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

 

(八) 

シ
ー
ジ
ン
グ
ボ
ー
ド
（
Ｊ

Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
九
〇
五
―
一

九
七
九(

軟
質
繊
維
板)

に

定
め
る
シ
ー
ジ
ン
グ
イ
ン

シ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド

で
厚
さ
が
十
二
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る

。) 

Ｓ
Ｎ
四
〇 

一
枚
の
壁
材

に
つ
き
外
周

部
分
は
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
下
、
そ

の
他
の
部
分

は
二
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

 

 

(十一) 

ラ
ス
シ
ー
ト(

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ

五
五
二
四
―
一
九
七
七(

ラ

ス
シ
ー
ト(

角
波
亜
鉛
鉄
板

ラ
ス)

)

に
定
め
る
も
の
の

う
ち
角
波
亜
鉛
鉄
板
の
厚

さ
が
〇
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
、
メ
タ
ル
ラ
ス
の

厚
さ
が
〇
・
六
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る

。) 

Ｎ
三
八 

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一 
 

(九) 

ラ
ス
シ
ー
ト(

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ

五
五
二
四
―
一
九
七
七(

ラ

ス
シ
ー
ト(

角
波
亜
鉛
鉄
板

ラ
ス))

に
定
め
る
も
の
の

う
ち
角
波
亜
鉛
鉄
板
の
厚

さ
が
〇
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
、
メ
タ
ル
ラ
ス
の

厚
さ
が
〇
・
六
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る

。) 

Ｎ
三
八 

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

 



   

10 

 

一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｎ
三
八
、
Ｎ
五
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
及
び
Ｓ

Ｎ
四
〇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
〇
八
―
二
〇
〇
五
（
く
ぎ
）
に
定
め
る

Ｎ
三
八
、
Ｎ
五
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
及
び
Ｓ
Ｎ
四
〇
又
は
こ
れ
ら
と

同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く
ぎ
を
い
う
。 

    

二 

表
中
(い)
欄
に
掲
げ
る
材
料
を
地
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
に
用
い
る
場

合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
防
腐
措
置
及
び
し
ろ
あ
り
そ
の
他
の
虫
に
よ
る
害
を
防

ぐ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｎ
三
八
及
び
Ｎ
五
〇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
五
〇

八
―
一
九
七
五
（
鉄
丸
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｎ
三
八
及
び
Ｎ
五
〇
又
は
こ
れ
ら
と

同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く
ぎ
を
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
及
び
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
は
、
そ

れ
ぞ
れ
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
五
五
二
―
一
九
八
八
（
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
用
く
ぎ
）
に
定

め
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
及
び
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す

る
く
ぎ
を
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
五
五
三
―
一
九
七
七
（
シ
ー
ジ
ン
グ

イ
ン
シ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド
用
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｓ
Ｎ
四
〇
又

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く
ぎ
を
い
う
。 

二 

表
中
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
材
料
を
地
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
に
用

い
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
防
腐
措
置
及
び
し
ろ
あ
り
そ
の
他
の
虫
に
よ

る
害
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
別
表
第
二 

別
表
第
二 

 
 

(い) 

(ろ) 

(は) 

(に) 
 
 

 

(い) 

(ろ) 

(は) 

(に) 
 

 

く
ぎ
打
の
方
法 

 

く
ぎ
打
の
方
法 

 

 

材 

料 

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の

間
隔 

第

一

第

三

号

に

定

め

る

軸

組

に

係

る

倍

率 
第
一
第

四
号
に

定
め
る

軸
組
に

係
る
倍

率 

 

 

材 

料 

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の

間
隔 

第

一

第

三

号

に

定

め

る

軸

組

に

係

る

倍

率 

第
一
第

四
号
に

定
め
る

軸
組
に

係
る
倍

率 

 

(一) 

構
造
用
合
板
（
構
造
用
合

板
の
日
本
農
林
規
格
に
適

合
す
る
も
の
（
屋
外
壁
等

に
用
い
る
場
合
は
特
類
に

限
る
。
）
で
、
厚
さ
が
七

・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
に
限
る
。
） 

Ｎ
五
〇 

十

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以
下 

二
・
五 

一
・
五

 

(一) 

構
造
用
合
板
（
構
造
用
合

板
の
日
本
農
林
規
格
に
適

合
す
る
も
の
（
屋
外
壁
等

に
用
い
る
場
合
は
特
類
に

限
る
。
）
で
、
厚
さ
が
七

・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
に
限
る
。
） 

Ｎ
五
〇 

十

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以
下 

二
・
五 

一
・
五 

 



   

11 

 

(二) 

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
九
〇
八
―

一
九
九
四
（
パ
ー
テ
ィ
ク

ル
ボ
ー
ド
）
に
適
合
す
る

も
の
（
曲
げ
強
さ
に
よ
る

区
分
が
八
タ
イ
プ
で
あ
る

も
の
を
除
く
。
）
で
厚
さ

が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
に
限
る
。
）
又

は
構
造
用
パ
ネ
ル
（
構
造

用
パ
ネ
ル
の
日
本
農
林
規

格
（
昭
和
六
十
二
年
農
林

水
産
省
告
示
第
三
百
六
十

号
）
に
規
定
す
る
も
の
に

限
る
。
） 

 

(二) 

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
九
〇
八
―

一
九
九
四
（
パ
ー
テ
ィ
ク

ル
ボ
ー
ド
）
に
適
合
す
る

も
の
（
曲
げ
強
さ
に
よ
る

区
分
が
八
タ
イ
プ
で
あ
る

も
の
を
除
く
。
）
で
厚
さ

が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
に
限
る
。
）
又

は
構
造
用
パ
ネ
ル
（
構
造

用
パ
ネ
ル
の
日
本
農
林
規

格
（
昭
和
六
十
二
年
農
林

水
産
省
告
示
第
三
百
六
十

号
）
に
規
定
す
る
も
の
に

限
る
。
） 

 

 

(三) 

せ
つ
こ
う
ラ
ス
ボ
ー
ド
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
六
―

一
九
八
三
（
せ
つ
こ
う
ラ

ス
ボ
ー
ド
）
に
適
合
す
る

も
の
で
厚
さ
が
九
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。
） 

Ｇ
Ｎ
Ｆ
三

二
又
は
Ｇ

Ｎ
Ｃ
三
二

一
・
五 

一
・
〇

 

(三) 

せ
つ
こ
う
ラ
ス
ボ
ー
ド
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
六
―

一
九
八
三
（
せ
つ
こ
う
ラ

ス
ボ
ー
ド
）
に
適
合
す
る

も
の
で
厚
さ
が
九
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。
） 

Ｇ
Ｎ
Ｆ
三

二
又
は
Ｇ

Ｎ
Ｃ
三
二 

一
・
五 

一
・
〇 
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(四) 

構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド

Ａ
種
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九

〇
一
―
二
〇
〇
五
（
せ
っ

こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
に
定

め
る
構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ

ー
ド
Ａ
種
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
） 

一
・
五 

〇
・
八

 
 

 

(五) 

構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド

Ｂ
種
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九

〇
一
―
二
〇
〇
五
（
せ
つ

こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
に
定

め
る
構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ

ー
ド
Ｂ
種
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
） 

第
一
第
三

号
に
よ
る

場
合
は
Ｇ

Ｎ
Ｆ
四
〇

又
は
Ｇ
Ｎ

Ｃ
四
〇
、

第
一
第
四

号
に
よ
る

場
合
は
Ｇ

Ｎ
Ｆ
三
二

又
は
Ｇ
Ｎ

Ｃ
三
二 

一
・
三 

〇
・
七

 

(四) 

せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ

Ｓ
Ａ
六
九
〇
一
―
一
九
八

三
（
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
）

に
適
合
す
る
も
の
で
厚
さ

が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
に
限
る
。
）
（

屋
外
壁
等
以
外
に
用
い
る

場
合
に
限
る
。
） 

第
一
第
三

号
に
よ
る

場
合
は
Ｇ

Ｎ
Ｆ
四
〇

又
は
Ｇ
Ｎ

Ｃ
四
〇
、

第
一
第
四

号
に
よ
る

場
合
は
Ｇ

Ｎ
Ｆ
三
二

又
は
Ｇ
Ｎ

Ｃ
三
二 

一
・
〇 

〇
・
五 
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(六) 

せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ

Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
―
二
〇

〇
五
（
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド

製
品
）
に
定
め
る
せ
つ
こ

う
ボ
ー
ド
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
）
又
は
強
化
せ
つ

こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
―
二
〇
〇
五

（
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
製
品

）
に
定
め
る
強
化
せ
っ
こ

う
ボ
ー
ド
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
） 

一
・
〇 

〇
・
五
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一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｎ
五
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
三
二
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
三
二
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
及

び
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
〇
八
―
二
〇
〇
五
（
く
ぎ
）
に

定
め
る
Ｎ
三
八
、
Ｎ
五
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
三
二
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
三
二
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
及
び
Ｇ

Ｎ
Ｃ
四
〇
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く
ぎ
を
い
う
。 

  

二 

表
中
(い)
欄
に
掲
げ
る
材
料
を
地
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
に
用
い
る
場

合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
防
腐
措
置
及
び
し
ろ
あ
り
そ
の
他
の
虫
に
よ
る
害
を
防

ぐ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｎ
五
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
五
〇
八
―
一
九
七
五
（
鉄
丸

く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｎ
五
〇
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く
ぎ
を
、

Ｇ
Ｎ
Ｆ
三
二
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
三
二
、 

Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
及
び
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
は
、
そ
れ
ぞ
れ

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
五
五
二
―
一
九
八
八
（
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
用
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｇ

Ｎ
Ｆ
三
二
、
Ｇ
Ｎ
Ｃ
三
二
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
及
び
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
又
は
こ
れ
ら
と
同

等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く
ぎ
を
い
う
。 

二 

表
中
（
い
）

欄
に
掲
げ
る
材
料
を
地
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
に
用
い
る

場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
防
腐
措
置
及
び
し
ろ
あ
り
そ
の
他
の
虫
に
よ
る
害

を
防
ぐ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
別
表
第
三 

 

 
 

(い) 

(ろ) 

(は) 
 
 

 
 

 
 

 

 

く
ぎ
打
の
方
法 

 
 

 

 

材 

料 

く
ぎ
の
種
類

く
ぎ
の
間
隔

倍
率 

 

 
 

 
 

 

 

(一) 

構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド

Ａ
種
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九

〇
一
―
二
〇
〇
五
（
せ
つ

こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
に
定

め
る
構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ

ー
ド
Ａ
種
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
） 

Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇

又
は
Ｇ
Ｎ
Ｃ

四
〇 

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
・
六 
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(二) 

構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド

Ｂ
種
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九

〇
一
―
二
〇
〇
五
（
せ
つ

こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
に
定

め
る
構
造
用
せ
つ
こ
う
ボ

ー
ド
Ｂ
種
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
） 

一
・
〇 
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(三) 

せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ

Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
―
二
〇

〇
五
（
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド

製
品
）
に
定
め
る
せ
つ
こ

う
ボ
ー
ド
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
）
又
は
強
化
せ
つ

こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
―
二
〇
〇
五

（
せ
つ
こ
う
ボ
ー
ド
製
品

）
に
定
め
る
強
化
せ
っ
こ

う
ボ
ー
ド
で
厚
さ
が
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
（
屋
外
壁

等
以
外
に
用
い
る
場
合
に

限
る
。
） 

〇
・
九 

 
 

 
 

 
 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
及
び
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｊ
Ｉ
Ｓ 
Ａ

五
五
〇
八
―
二
〇
〇
五
（
く
ぎ
）
に
定
め
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
及
び
Ｇ
Ｎ
Ｃ
四
〇
又
は
こ

れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
く
ぎ
を
い
う
。 

 
 

 

別
表
第
四 

（
表 

略
） 

別
表
第
三 

（
表 

略
） 

別
表
第
五 

（
表 

略
） 

別
表
第
四 

（
表 

略
） 

別
表
第
六 

 

別
表
第
五 
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(い) 

(ろ) 
 
 

 

(い) 

(ろ) 
 

 
(一) 

第
一
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
掲
げ
る
壁
の
う
ち

一 

第
一
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は
第

八
号
に
掲
げ
る
壁
若
し
く
は
令
第
四
十
六
条

第
四
項
表
一
(一)
項
に
掲
げ
る
壁
又
は
(二)
項
か

ら
(六)
項
ま
で
に
掲
げ
る
筋
か
い
の
う
ち
一 

 

(一) 

第
一
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
壁
の
う
ち

一 

第
一
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第

七
号
に
掲
げ
る
壁
若
し
く
は
令
第
四
十
六
条

第
四
項
表
一
(一)
項
に
掲
げ
る
壁
又
は
(二)
項

か
ら
(六)
項
ま
で
に
掲
げ
る
筋
か
い
の
う
ち
一 

 

 

(二) 

第
一
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
掲
げ
る
壁
、
令
第

四
十
六
条
第
四
項
表
一
(一)

項
に
掲
げ
る
壁
（
土
塗
壁

を
除
く
。
）
又
は
(二)
項
に

掲
げ
る
壁
の
う
ち
一 

第
一
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
壁
の
う

ち
一 

 

(二) 

第
一
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
掲
げ
る
壁
、
令
第

四
十
六
条
第
四
項
表
一
(一)

項
に
掲
げ
る
壁
（
土
塗
壁

を
除
く
。
）
又
は
(二)
項
に

掲
げ
る
壁
の
う
ち
一 

第
一
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
壁
の
う

ち
一 

 

 

(三) 

第
一
第
八
号
に
掲
げ
る
壁 

令
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
(一)
項
に
掲
げ
る

壁
又
は
(二)
項
か
ら
(四)
項
ま
で
若
し
く
は
(六)

項
（
同
表
(四)
項
に
掲
げ
る
筋
か
い
を
た
す
き

掛
け
に
入
れ
た
軸
組
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

壁
又
は
筋
か
い
の
う
ち
一 

 

(三) 

第
一
第
七
号
に
掲
げ
る
壁 

令
第
四
十
六
条
第
四
項
表
一
(一)
項
に
掲
げ
る

壁
又
は
(二)
項
か
ら
(四)
項
ま
で
若
し
く
は
(六)

項
（
同
表
(四)
項
に
掲
げ
る
筋
か
い
を
た
す
き

掛
け
に
入
れ
た
軸
組
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

壁
又
は
筋
か
い
の
う
ち
一 

 

 
 

別
表
第
七 

 
 

別
表
第
六 

 
 

(い) 

(ろ) 

(は) 
 
 

 

(い) 

(ろ) 

(は) 
 

 

(一) 

第
一
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
壁
の

う
ち
一 

令
第
四
十
六
条
第
四
項
表

一
(一)
項
に
掲
げ
る
壁 

令
第
四
十
六
条
第
四

項
表
一
(二)
項
か
ら

(六)
項
ま
で
に
掲
げ
る

筋
か
い
の
う
ち
一 

 
 

(一) 

第
一
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
掲
げ
る
壁
の

う
ち
一 

令
第
四
十
六
条
第
四
項
表

一
(一)
項
に
掲
げ
る
壁 

令
第
四
十
六
条
第
四

項
表
一
(二)
項
か
ら

(六)
項
ま
で
に
掲
げ

る
筋
か
い
の
う
ち
一 
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(二) 

第
一
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
壁
の
う
ち

一 

令
第
四
十
六
条
第
四
項
表

一
(一)
項
に
掲
げ
る
壁
（

土
塗
壁
を
除
く
。
） 

第
一
第
八
号
に
掲
げ

る
壁 

 
 

(二) 

第
一
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
壁
の
う
ち

一 

令
第
四
十
六
条
第
四
項
表

一
(一)
項
に
掲
げ
る
壁
（

土
塗
壁
を
除
く
。
） 

第
一
第
七
号
に
掲
げ

る
壁 

 

 

(三) 

第
一
第
第
一
号
か
ら
第

五
号
ま
で
に
掲
げ
る
壁

の
う
ち
一 

第
一
第
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
壁
の
う

ち
一 

第
一
第
八
号
に
掲
げ

る
壁
又
は
令
第
四
十

六
条
第
四
項
表
一
(二)

項
か
ら
(六)
項
ま
で
に

掲
げ
る
筋
か
い
の
う

ち
一 

 
 

(三) 

第
一
第
第
一
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
壁

の
う
ち
一 

第
一
第
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
掲
げ
る
壁
の
う

ち
一 

第
一
第
七
号
に
掲
げ

る
壁
又
は
令
第
四
十

六
条
第
四
項
表
一

(二)
項
か
ら
(六)
項
ま

で
に
掲
げ
る
筋
か
い

の
う
ち
一 

 

 

(四) 

第
一
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
壁
の
う
ち

一 

第
一
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
掲
げ
る
壁
又
は
令

第
四
十
六
条
第
四
項
表
一

(一)
項
に
掲
げ
る
壁
（
土

塗
壁
を
除
く
。
）
の
う
ち

一 
第
一
第
六
号
又
は
第

七
号
に
掲
げ
る
壁
の

う
ち
一 

 
 

(四) 

第
一
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
壁
の
う
ち

一 

第
一
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
掲
げ
る
壁
又
は
令

第
四
十
六
条
第
四
項
表
一

(一)
項
に
掲
げ
る
壁
（
土

塗
壁
を
除
く
。
）
の
う
ち

一 

第
一
第
五
号
又
は
第

六
号
に
掲
げ
る
壁
の

う
ち
一 
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(五) 

第
一
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
に
掲
げ
る
壁
、

令
第
四
十
六
条
第
四
項

表
一
(一)
項
に
掲
げ
る

壁
（
土
塗
壁
を
除
く
。

）
又
は
(二)
項
に
掲
げ

る
壁
の
う
ち
一 

第
一
第
八
号
に
掲
げ
る
壁

令
第
四
十
六
条
第
四

項
表
一
(一)
項
に
掲
げ

る
土
塗
壁
又
は
(二)
項

か
ら
(四)
項
ま
で
に
若

し
く
は
(六)
項
（
同
表

(四)
項
に
掲
げ
る
筋
か

い
を
た
す
き
掛
け
に

入
れ
た
軸
組
を
除
く

。
）
に
掲
げ
る
筋
か

い
の
う
ち
一 

 
 

(五) 

第
一
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
に
掲
げ
る
壁
、

令
第
四
十
六
条
第
四
項

表
一
(一)
項
に
掲
げ
る

壁
（
土
塗
壁
を
除
く
。

）
又
は
(二)
項
に
掲
げ

る
壁
の
う
ち
一 

第
一
第
七
号
に
掲
げ
る
壁

令
第
四
十
六
条
第
四

項
表
一
(一)
項
に
掲

げ
る
土
塗
壁
又
は

(二)
項
か
ら(

四)

項

ま
で
に
若
し
く
は

(六)
項
（
同
表(

四)

項
に
掲
げ
る
筋
か
い

を
た
す
き
掛
け
に
入

れ
た
軸
組
を
除
く
。

）
に
掲
げ
る
筋
か
い

の
う
ち
一 

 

 
 

別
表
第
八 

別
表
第
七 

 

(い) 

(ろ) 

(は) 

(に) 
 
 

(い) 

(ろ) 

(は) 

(に) 
 

 

第
一
第
一
号
又

は
第
二
号
に
掲

げ
る
壁
の
う
ち

一 

第
一
第
六
号
又
は

第
七
号
に
掲
げ
る

壁
の
う
ち
一 

第
一
第
八
号
に
掲

げ
る
壁 

令
第
四
十
六
条
第
四

項
表
一
(一)
項
に
掲
げ

る
土
塗
壁
又
は
(二)
項

か
ら
(四)
項
ま
で
に
若

し
く
は
(六)
項
（
同
表

(四)
項
に
掲
げ
る
筋
か

い
を
た
す
き
掛
け
に

入
れ
た
軸
組
を
除
く

。
）
に
掲
げ
る
筋
か

い
の
う
ち
一 

 
 

第
一
第
一
号
又

は
第
二
号
に
掲

げ
る
壁
の
う
ち

一 

第
一
第
五
号
又
は

第
六
号
に
掲
げ
る

壁
の
う
ち
一 

第
一
第
七
号
に
掲

げ
る
壁 

令
第
四
十
六
条
第
四

項
表
一
(一)
項
に
掲
げ

る
土
塗
壁
又
は
(二)
項

か
ら
(四)
項
ま
で
に
若

し
く
は
(六)
項
（
同
表

(四)
項
に
掲
げ
る
筋
か

い
を
た
す
き
掛
け
に

入
れ
た
軸
組
を
除
く

。
）
に
掲
げ
る
筋
か

い
の
う
ち
一 
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1 

○
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
六
号 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
十
三
条
の
二
第
三
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
の
国
土
交
通

大
臣
の
指
定
す
る
基
準
を
定
め
る
告
示
を
廃
止
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
土
交
通
大
臣 

冬
柴 

鐵
三 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
十
三
条
の
二
第
三
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
基
準
を
定
め
る
件
を
廃

止
す
る
件 

昭
和
五
十
九
年
建
設
省
告
示
第
八
百
三
十
四
号
を
廃
止
す
る
。 

 



   

1 

昭
和
六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
八
百
九
十
九
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 

行 
 
 

告 
 
 

示 
木
造
若
し
く
は
鉄
骨
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
が
構
造
耐
力
上
安

全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件 

木
造
若
し
く
は
鉄
骨
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
が
構
造
耐
力
上
安

全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ハ
及
び
第
三

項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
並
び
に
第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
木
造
若

し
く
は
鉄
骨
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
が
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ハ
及
び
第
三

項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
並
び
に
第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
木
造
若

し
く
は
鉄
骨
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
が
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

令
第
八
十
二
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

一 

令
第
三
章
第
八
節
第
二
款
に
規
定
す
る
荷
重
及
び
外
力
に
よ
っ
て
建
築
物
の
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
を
計
算
す
る
こ
と
。 

（
削
る
。
） 

二 

前
号
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
断
面
に
生
ず
る
長
期
及
び
短
期
の
各
応
力
度
を
令

第
八
十
二
条
第
二
号
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

（
削
る
。
） 

三 

第
一
号
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
ご
と
に
、
前
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
長
期

及
び
短
期
の
各
応
力
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
三
章
第
八
節
第
三
款
の
規
定
に
よ
る
長
期
に

生
ず
る
力
又
は
短
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る
各
許
容
応
力
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め

る
こ
と
。 

二 

令
第
八
十
二
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
第
八
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
標
準
せ
ん
断
係
数
を
〇
・
三
以
上
と
し
た
地
震
力
に
よ
つ
て
構
造
耐
力
上

主
要
な
部
分
に
生
ず
る
力
を
計
算
し
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定

す
る
構
造
計
算
を
行
つ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

四 

建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
力
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
地
震
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間

変
位
の
当
該
各
階
の
高
さ
に
対
す
る
割
合
が
二
百
分
の
一
（
地
震
力
に
よ
る
構
造
耐
力
上

主
要
な
部
分
の
変
形
に
よ
っ
て
建
築
物
の
部
分
に
著
し
い
損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
二
十
分
の
一
）
以
内
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

（
削
る
。
） 

五 

令
第
八
十
二
条
第
四
号
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
構
造
部
材
の
変
形
又
は
振
動
に
よ
っ
て
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
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を
同
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
か
め
る
こ
と
。 

三 
木
造
の
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
の
偏
心
率
を
計
算
し
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
一
五
を
超
え
な

い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
偏
心
率
が
〇
・
一
五
を
超
え
る
方
向
に
つ
い
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

偏
心
率
が
〇
・
三
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震

力
に
つ
い
て
標
準
層
せ
ん
断
力
係
数
を
〇
・
二
に
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
七

百
九
十
二
号
第
七
の
表
二
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
Fe
の
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
値

以
上
と
す
る
計
算
を
し
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造

計
算
を
行
つ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合 

ロ 

偏
心
率
が
〇
・
三
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震

力
が
作
用
す
る
場
合
に
お
け
る
各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
当
該
階
の
剛
心
か

ら
の
距
離
に
応
じ
た
ね
じ
れ
の
大
き
さ
を
考
慮
し
て
当
該
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に

生
ず
る
力
を
計
算
し
て
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計

算
を
行
つ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合 

ハ 

令
第
八
十
二
条
の
三
の
規
定
に
適
合
す
る
場
合 
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平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
十
九
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 

行 

告 

示 
遊
戯
施
設
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
及
び
構
造
計
算
、
遊
戯
施
設
強
度

検
証
法
の
対
象
と
な
る
遊
戯
施
設
、
遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
並
び
に
遊
戯
施
設

の
周
囲
の
人
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
方
法
を
定
め
る
件 

遊
戯
施
設
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
及
び
構
造
計
算
、
遊
戯
施
設
強
度

検
証
法
の
対
象
と
な
る
遊
戯
施
設
、
遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
並
び
に
遊
戯
施
設

の
周
囲
の
人
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
方
法
を
定
め
る
件 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第

一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第

二
号
及
び
第
二
項
並
び
に
同
令
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
遊
戯
施
設

の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
及
び
構
造
計
算
、
遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
の
対
象
と
な
る
遊

戯
施
設
、
遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
並
び
に
遊
戯
施
設
の
周
囲
の
人
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
構
造
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
四
十
四
条
第
一
号
イ

及
び
ロ
、
同
条
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項

並
び
に
第
百
四
十
四
条
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
遊
戯
施
設
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方

法
及
び
構
造
計
算
、
遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
の
対
象
と
な
る
遊
戯
施
設
、
遊
戯
施
設
強
度
検
証

法
並
び
に
遊
戯
施
設
の
周
囲
の
人
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
方
法
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

 
 

第
一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に

規
定
す
る
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
は
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造

又
は
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
以
外
の
構
造
で
、
令
第
三
十
六
条
の
三
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で

の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
た
も
の
と
す
る
。 

第
一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
四
条
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
は
、
組
積
造
、
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
又
は
無

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
以
外
の
構
造
で
、
令
第
三
十
六
条
の
二
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
の
規
定

に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
た
も
の
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

第
二 

令
第
百
四
十
四
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
遊
戯
施
設
の
う
ち
高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
六
十
一
号
（
第

二
号
ハ
、
第
三
号
ロ
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
中
「
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
工
作
物
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

 

第
三 

令
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
(1)
に
規
定
す
る
遊
戯
施
設
の
う
ち
高
さ
が
六
十

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二 

令
第
百
四
十
四
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。 



   

2 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

第
四 

令
第
百
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の

遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
の
対
象
と
な
る
遊
戯
施
設
は
、
客
席
部
分
を
鎖
で
吊
る
遊
戯
施
設
及

び
客
席
部
分
を
支
え
る
主
要
な
支
持
部
分
を
主
索
又
は
鎖
で
吊
る
遊
戯
施
設
と
す
る
。 

第
三 

令
第
百
四
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の

遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
の
対
象
と
な
る
遊
戯
施
設
は
、
客
席
部
分
を
鎖
で
つ
る
遊
戯
施
設
及

び
客
席
部
分
を
支
え
る
主
要
な
支
持
部
分
を
主
索
又
は
鎖
で
つ
る
遊
戯
施
設
と
す
る
。 

第
五 

遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
四 

遊
戯
施
設
強
度
検
証
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

令
第
百
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
α1
の
数
値
は
、
別
表
に
掲
げ
る
遊
戯
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
に
応
じ
て

、
そ
れ
ぞ
れ
割
増
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
に
二
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
。 

一 

令
第
百
四
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
α1
の
数
値
は
、
別
表
に
掲
げ
る
遊
戯
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
に
応
じ
て

、
そ
れ
ぞ
れ
割
増
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
に
二
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
。 

二 

令
第
百
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
α2
の
数
値
は
、
非
常
止
め
装
置
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
か
つ
、
そ
の
非
常

止
め
装
置
の
作
動
に
よ
る
衝
撃
が
主
索
又
は
鎖
に
か
か
る
力
を
増
す
方
向
に
働
く
も
の
に

あ
っ
て
は
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
に
よ
る
力
に
そ
の
衝
撃
を
加
え
た
数
値
を
固
定
荷
重
と

積
載
荷
重
の
和
で
除
し
た
値
と
し
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・
〇
と
す
る
。 

二 

令
第
百
四
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
α2
の
数
値
は
、
非
常
止
め
装
置
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
か
つ
、
そ
の
非
常

止
め
装
置
の
作
動
に
よ
る
衝
撃
が
主
索
又
は
鎖
に
か
か
る
力
を
増
す
方
向
に
働
く
も
の
に

あ
っ
て
は
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
に
よ
る
力
に
そ
の
衝
撃
を
加
え
た
数
値
を
固
定
荷
重
と

積
載
荷
重
の
和
で
除
し
た
値
と
し
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・
〇
と
す
る
。 

三   

イ
に
掲
げ
る
主
索
及
び
そ
の
端
部
に
つ
い
て
の
令
第
百
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
常
時
及
び
安
全
装
置
作
動
時
の

設
置
時
及
び
使
用
時
の
安
全
率
（
以
下
「
安
全
率
」
と
い
う
。
）
は
、
ロ
に
定
め
る
数
値

と
し
、
令
第
百
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
四

号
に
規
定
す
る
設
置
時
及
び
使
用
時
の
限
界
安
全
率
（
以
下
「
限
界
安
全
率
」
と
い
う
。

）
は
、
ハ
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。 

 

イ
～
ハ 

（
略
） 

三   

イ
に
掲
げ
る
主
索
及
び
そ
の
端
部
に
つ
い
て
の
令
第
百
四
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
準

用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
常
時
及
び
安
全
装
置
作
動
時
の

設
置
時
及
び
使
用
時
の
安
全
率
（
以
下
「
安
全
率
」
と
い
う
。
）
は
、
ロ
に
定
め
る
数
値

と
し
、
第
百
四
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条
の
四
第
二
項
第
四
号

に
規
定
す
る
設
置
時
及
び
使
用
時
の
限
界
安
全
率
（
以
下
「
限
界
安
全
率
」
と
い
う
。
）

は
、
ハ
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。 

 
イ
～
ハ 

（
略
） 

四 

（
略
） 

四 
（
略
） 

第
六 

令
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
当
該
遊
戯
施
設
の
周
囲
の
人
の
安
全
を

確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
五 

令
第
百
四
十
四
条
第
七
号
に
規
定
す
る
当
該
遊
戯
施
設
の
周
囲
の
人
の
安
全
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
る
構
造
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 
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1 

平
成
十
二
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
建
築
物
の
基
礎
、
主
要
構
造
部
等
に
使
用
す
る
建
築
材
料
並
び
に
こ
れ
ら
の
建

築
材
料
が
適
合
す
べ
き
日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
及
び
品
質
に
関
す

る
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

建
築
物
の
基
礎
、
主
要
構
造
部
等
に
使
用
す
る
建
築
材
料
並
び
に
こ
れ
ら
の
建

築
材
料
が
適
合
す
べ
き
日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
及
び
品
質
に
関
す

る
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築

物
の
基
礎
、
主
要
構
造
部
等
に
使
用
す
る
建
築
材
料
並
び
に
こ
れ
ら
の
建
築
材
料
が
適
合
す
べ

き
日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
及
び
品
質
に
関
す
る
技
術
的
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築

物
の
基
礎
、
主
要
構
造
部
等
に
使
用
す
る
建
築
材
料
並
び
に
こ
れ
ら
の
建
築
材
料
が
適
合
す
べ

き
日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
及
び
品
質
に
関
す
る
技
術
的
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

 
 

第
一 

建
築
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
建
築
物
の
基
礎
、
主
要
構
造

部
そ
の
他
安
全
上
、
防
火
上
又
は
衛
生
上
重
要
で
あ
る
部
分
に
使
用
す
る
建
築
材
料
で
同
条

第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
べ
き
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
一 

建
築
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
建
築
物
の
基
礎
、
主
要
構
造

部
そ
の
他
安
全
上
、
防
火
上
又
は
衛
生
上
重
要
で
あ
る
部
分
に
使
用
す
る
建
築
材
料
で
同
条

第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
べ
き
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
二
十 

（
略
） 

二
十
一 

緊
張
材 

二
十
二 

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル 

一
～
二
十 

（
略
） 

第
二 

（
略
） 

第
二 

（
略
） 

第
三 

法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
品
質
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
第
三 

法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
品
質
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 
一
～
六 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
製
品
の
品
質
保
証
の
確
保
及
び
国
際
取
引
の
円
滑
化
に
資

す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
製
品
の
品
質
保
証
の
確
保
及
び
国
際
取
引
の
円
滑
化
に
資

す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

製
造
設
備
、
検
査
設
備
、
検
査
方
法
、
品
質
管
理
方
法
そ
の
他
品
質
保
持
に
必
要
な
技

術
的
生
産
条
件
が
、
日
本
工
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
一
（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
―
要

一 

製
造
設
備
、
検
査
設
備
、
検
査
方
法
、
品
質
管
理
方
法
そ
の
他
品
質
保
持
に
必
要
な
技

術
的
生
産
条
件
が
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
九
九
〇
二
（
品
質
シ
ス
テ
ム
―
製
造
、
据
付
け
及



   

2 

求
事
項
）
―
二
〇
〇
〇
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

び
付
帯
サ
―
ビ
ス
に
お
け
る
品
質
保
証
モ
デ
ル
）
―
一
九
九
八
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
。 

二
・
三 
（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

別
表
第
一
（
法
第
三
十
七
条
第
一
号
の
日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
） 

別
表
第
一
（
法
第
三
十
七
条
第
一
号
の
日
本
工
業
規
格
又
は
日
本
農
林
規
格
） 

 

(い) 

(ろ) 

(い) 

(ろ) 
 

 

第
一
第
一

号
に
掲
げ

る
建
築
材

料 

日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
五
五
二
五
（
鋼
管
ぐ

い
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
二
六
（
Ｈ
形
鋼
ぐ
い
）
―
一
九
九

四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｅ
一
一
〇
一
（
普
通
レ
ー
ル
及
び
分
岐
器
類
用
特
殊
レ
ー

ル
）
―
二
〇
〇
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｅ
一
一
〇
三
（
軽
レ
ー
ル
）
―
一
九
九
三

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
五
、
Ｊ

Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
九
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

 

Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接
構
造
用
耐
候
性
熱
間
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
三
、

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
三
六
（
建
築
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ

Ｓ 

Ｇ
三
一
三
八
（
建
築
構
造
用
圧
延
棒
鋼
）
―
一
九
九
六
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
二
〇
一
（
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
）
―
一
九
八
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
〇
二

（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三

一
二
（
塗
装
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

 

Ｇ
三
三
二
一
（
溶
融
五
十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼

板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
二
二
（
塗
装
溶
融
五
十

五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
五
〇
（
一
般
構
造
用
軽
量
形
鋼
）
―
一
九
八
七
、
Ｊ

Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
五
二
（
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
）
―
二
〇
〇
三
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ

三
三
五
三
（
一
般
構
造
用
溶
接
軽
量
Ｈ
形
鋼
）
―
一
九
九
〇
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三

四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―
一
九
八
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
四
七

第
一
第
一

号
に
掲
げ

る
建
築
材

料 

日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
Ａ
五
五
二
五
（
鋼
管
ぐ

い
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
二
六
（
Ｈ
形
鋼
ぐ
い
）
―
一
九
九

四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｅ
一
一
〇
一
（
普
通
レ
ー
ル
及
び
分
岐
器
類
用
特
殊
レ
ー

ル
）
―
二
〇
〇
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｅ
一
一
〇
三
（
軽
レ
ー
ル
）
―
一
九
九
三

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
五
、
Ｊ

Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
九
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

 

Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接
構
造
用
耐
候
性
熱
間
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
三
、

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
三
六
（
建
築
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ
Ｉ

Ｓ 

Ｇ
三
一
三
八
（
建
築
構
造
用
圧
延
棒
鋼
）
―
一
九
九
六
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
〇
二
（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ

Ｓ 

Ｇ
三
三
一
二
（
塗
装
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九

四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
二
一
（
溶
融
五
十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合

金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
二
二
（
塗

装
溶
融
五
十
五
％
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）

―
一
九
九
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
五
〇
（
一
般
構
造
用
軽
量
形
鋼
）
―
一

九
八
七
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
五
二
（
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
）
―
二
〇
〇
三
、

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
五
三
（
一
般
構
造
用
溶
接
軽
量H

形
鋼
）
―
一
九
九
〇

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九
四
、
Ｊ

Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―
一
九
八
八
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

 
Ｇ
三
四
七
五
（
建
築
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九
六
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
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五
（
建
築
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九
六
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
四
〇
五
一
（

機
械
構
造
用
炭
素
鋼
鋼
材
）
―
一
九
七
九
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
四
〇
五
三
（
機

械
構
造
用
合
金
鋼
鋼
材
）
―
二
〇
〇
三
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
四
三
二
一
（
建
築

構
造
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
材
）
―
二
〇
〇
〇
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
一
〇
一
（
炭

素
鋼
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
一
〇
二
（
溶
接
構
造
用
鋳

鋼
品
）
―
一
九
九
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
一
一
一
（
構
造
用
高
張
力
炭
素
鋼

及
び
低
合
金
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
二
〇
一
（
溶
接

構
造
用
遠
心
力
鋳
鋼
管
）
―
一
九
九
一 

四
三
二
一
（
建
築
構
造
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
材
）
―
二
〇
〇
〇
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
一
〇
一
（
炭
素
鋼
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
一
〇
二

（
溶
接
構
造
用
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
二
〇
一
（
溶

接
構
造
用
遠
心
力
鋳
鋼
管
）
―
一
九
九
一 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

第
一
第
二

十
一
号
に

掲
げ
る
建

築
材
料 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
五
三
六
（
Ｐ
Ｃ
鋼
線
及
び
Ｐ
Ｃ
鋼
よ
り
線
）
―
一
九
九
九

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
〇
九
（
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
）
―
一
九
九
四
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ

三
一
三
七
（
細
径
異
形
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
）
―
一
九
九
四 

 
 

 

 

第
一
第
二

十
二
号
に

掲
げ
る
建

築
材
料 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
四
一
六
（
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
）
―
一
九
九

七 
 

 

 

 
 

別
表
第
二
（
品
質
基
準
又
は
そ
の
測
定
方
法
等
） 

別
表
第
二
（
品
質
基
準
又
は
そ
の
測
定
方
法
等
） 

 

(い) 

(ろ) 

(は) 

(い) 

(ろ) 

(は) 
 

 

建
築
材
料

の
区
分 

品
質
基
準 

測
定
方
法
等 
建
築
材
料

の
区
分 

品
質
基
準 

測
定
方
法
等 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 



   

4 

 

一
・
二 

 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

 

 

第
一
第
十 

八
号
に
掲

げ
る
建
築

材
料 

三 

膜
材
料
に

あ
っ
て
は
、

布
目
曲
が
り

の
基
準
値
が

定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。 

三 

布
目
曲
が
り
の
測
定
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｌ
一
〇
九
六

（
一
般
織
物
試
験
方
法
）
―
一
九
九
九
に
よ
り
当
該

膜
材
料
の
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
間
隔
を
お
い

た
五
箇
所
以
上
に
つ
い
て
測
定
す
る
か
又
は
膜
材
料

の
品
質
に
応
じ
て
こ
れ
と
同
等
以
上
に
布
目
曲
が
り

を
測
定
で
き
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

第
一
第
十 

八
号
に
掲

げ
る
建
築

材
料 

三 

膜
材
料
に

あ
つ
て
は
、

布
目
曲
が
り

の
基
準
値
が

定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

三 

布
目
曲
が
り
の
測
定
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｌ
一
〇
九
六

（
一
般
織
物
試
験
方
法
）
―
一
九
九
九
に
よ
り
当
該

膜
材
料
等
の
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
間
隔
を
お

い
た
五
箇
所
以
上
に
つ
い
て
測
定
す
る
か
又
は
膜
材

料
等
の
品
質
に
応
じ
て
こ
れ
と
同
等
以
上
に
布
目
曲

が
り
を
測
定
で
き
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

 

 
 

四
～
六 

 

（
略
） 

四
～
六 

（
略
） 

 

四
～
六 

 

（
略
） 

四
～
六 

（
略
） 

 

 
 

七 

（
略
） 

 

七 

（
略
） 

 

 
 

イ 

（
略
） 

 

イ 

（
略
） 

 

 
 

ロ 

（
略
） 

 

ロ 

（
略
） 

 

 
 

(1) 

（
略
） 

 

(1) 

（
略
） 

 

 
 

七 

膜
材
料
に

あ
っ
て
は
、

た
て
糸
方
向

及
び
よ
こ
糸

方
向
の
引
張

ク
リ
ー
プ
に

よ
る
伸
び
率

の
基
準
値
が

定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。 

(2) 

温
度
摂
氏
六
十
度
（
基
布
に
ガ
ラ
ス
繊
維
を

用
い
、
か
つ
、
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
材
に
四
ふ
つ
化

エ
チ
レ
ン
樹
脂
、
四
ふ
つ
化
エ
チ
レ
ン
パ
ー
フ

ル
オ
ロ
ア
ル
キ
ル
ビ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
共
重
合
樹

脂
又
は
四
ふ
つ
化
エ
チ
レ
ン
―
六
ふ
つ
化
プ
ロ

ピ
レ
ン
共
重
合
樹
脂
を
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
摂
氏
百
五
十
度
）
雰
囲
気
内
で
た
て
糸
方

向
及
び
よ
こ
糸
方
向
の
引
張
強
さ
の
基
準
値
の

十
分
の
一
以
上
の
荷
重
で
六
時
間
の
載
荷
を
行

う
こ
と
。 

 

七 

膜
材
料
に

あ
つ
て
は
、

た
て
糸
方
向

及
び
よ
こ
糸

方
向
の
引
張

ク
リ
ー
プ
に

よ
る
伸
び
率

の
基
準
値
が

定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

(2) 

温
度
摂
氏
百
五
十
度
（
基
布
に
ガ
ラ
ス
繊
維

を
用
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
摂
氏
六
十
度

）
雰
囲
気
内
で
た
て
糸
方
向
及
び
よ
こ
糸
方
向

の
引
張
強
さ
の
基
準
値
の
十
分
の
一
以
上
の
荷

重
で
六
時
間
の
載
荷
を
行
う
こ
と
。 

 



   

5 

 
 

 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

 
 

ハ
・
ニ 

（
略
） 

 

 
 

八
～
十
一 

（
略
） 

八
～
十
一 

（
略
） 

 

八
～
十 

 

（
略
） 

八
～
十 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

第
一
第
二

十
一
号
に

掲
げ
る
建

築
材
料 

一 
耐
力
又
は

○
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
永
久

伸
び
に
対
す

る
荷
重
、
引

張
強
さ
又
は

引
張
荷
重
、

伸
び
及
び
リ

ラ
ク
セ
ー
シ

ョ
ン
の
基
準

値
が
定
め
ら

れ
て
い
る
こ

と
。 

一 

引
張
試
験
方
法
及
び
各
特
性
値
の
算
定
方
法
は
、

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
五
三
六
（
Ｐ
Ｃ
鋼
線
及
び
Ｐ
Ｃ
鋼
よ

り
線
）
―
一
九
九
九
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
〇
九
（
Ｐ

Ｃ
鋼
棒
）
―
一
九
九
四
若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一

三
七
（
細
径
異
形
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
）
―
一
九
九
四
に
定
め

る
方
法
に
よ
る
か
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
に
耐
力

又
は
○
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
永
久
伸
び
に
対
す
る
荷
重

、
引
張
強
さ
又
は
引
張
荷
重
、
伸
び
及
び
リ
ラ
ク
セ

ー
シ
ョ
ン
を
測
定
で
き
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

 

 
 

 

 



   

6 

 
 

二 

棒
鋼
の
場

合
は
、
Ｐ
、

Ｓ
及
び

Cu

の
化
学
成
分

の
含
有
量
の

基
準
値
が
、

単
一
鋼
線
又

は
鋼
よ
り
線

の
場
合
は
、

こ
れ
ら
を
構

成
す
る
素
線

に
つ
い
て
Ｃ

、

Si

、
Mn

、
Ｐ
、
Ｓ
及

び

Cu

の
化

学
成
分
の
含

有
量
の
基
準

値
が
定
め
ら

れ
て
い
る
こ

と
。 

 
 

こ
れ
ら
の

化
学
成
分
の

ほ
か
、
固
有

の
性
能
を
確

保
す
る
上
で

必
要
と
す
る

化
学
成
分
の

含
有
量
の
基

準
値
が
定
め

二 

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
か
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

に
化
学
成
分
の
含
有
量
を
測
定
で
き
る
方
法
に
よ
る
こ

と
。 

イ 

分
析
試
験
の
一
般
事
項
及
び
分
析
試
料
の
採
取
法

は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
〇
三
〇
三
（
鋼
材
の
検
査
通
則
）

―
二
○
○
○
に
よ
る
こ
と
。 

ロ 

各
成
分
の
分
析
は
、
次
に
掲
げ
る
定
量
方
法
及
び

分
析
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
。 

(1) 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
一
二
一
一
（
鉄
及
び
鋼
―
炭
素
定

量
方
法
）
―
一
九
九
五 

(2) 
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
一
二
一
二
（
鉄
及
び
鋼
―
け
い
素

定
量
方
法
）
―
一
九
九
七 

(3) 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 
Ｇ
一
二
一
三
（
鉄
及
び
鋼
中
の
マ
ン

ガ
ン
定
量
方
法
）
―
一
九
八
一 

(4) 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
一
二
一
四
（
鉄
及
び
鋼
―
り
ん
定

量
方
法
）
―
一
九
九
八 

(5) 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
一
二
一
五
（
鉄
及
び
鋼
―
硫
黄
定

量
方
法
）
―
一
九
九
四 

(6) 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
一
二
一
九
（
鉄
及
び
鋼
―
銅
定
量

方
法
）
―
一
九
九
七 

(7) 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
一
二
五
三
（
鉄
及
び
鋼
―
ス
パ
ー

ク
放
電
発
光
分
光
分
析
方
法
）
―
一
九
九
五 

(8) 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
一
二
五
六
（
鉄
及
び
鋼
―
蛍
光
Ｘ

線
分
析
方
法
）
―
一
九
九
七 

(9) 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
一
二
五
七
（
鉄
及
び
鋼
―
原
子
吸

光
分
析
方
法
）
―
一
九
九
四 
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三 

緊
張
材
の

形
状
、
寸
法

及
び
公
称
断

面
積
の
基
準

値
（
単
一
鋼

線
又
は
鋼
よ

り
線
に
あ
っ

て
は
こ
れ
ら

に
加
え
単
位

質
量
）
が
定

め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。 

 

三 

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
か
又
は
こ
れ
ら
と
同
等

以
上
に
緊
張
材
の
形
状
、
寸
法
、
公
称
断
面
積
及
び

単
位
質
量
を
測
定
で
き
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

形
状
及
び
寸
法
の
測
定
は
次
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
る
こ
と
。 

(1) 

棒
鋼
及
び
単
一
鋼
線
の
測
定
は
、
任
意
の
箇

所
の
同
一
断
面
に
お
け
る
最
大
径
と
最
小
径
を

測
定
す
る
こ
と
。 

(2) 

鋼
よ
り
線
の
測
定
は
、
任
意
の
箇
所
の
外
接

円
の
最
大
径
と
最
小
径
を
測
定
す
る
こ
と
。 

ロ 

断
面
積
は
イ
で
測
定
し
た
形
状
及
び
寸
法
（
鋼

よ
り
線
に
あ
っ
て
は
、
更
に
素
線
の
断
面
積
）
よ

り
算
定
す
る
こ
と
。 

ハ 

単
位
質
量
の
測
定
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法

に
よ
る
こ
と
。 

(1) 

断
面
積
に
対
し
て
、
密
度
を
乗
じ
て
求
め
る

こ
と
。 

(2) 

一
ト
ン
以
上
の
供
試
材
を
ま
と
め
て
計
量
し

た
実
測
質
量
を
全
供
試
材
の
長
さ
の
総
和
で
除

し
た
値
を
単
位
質
量
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 



   

8 

 

 
四 

構
造
耐
力

上
有
害
な
欠

け
、
割
れ
、

錆さ
び

及
び
付
着

物
が
な
い
こ

と
。 

四 

目
視
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
。 

 
 

 

 

 

第
一
第
二

十
二
号
に

掲
げ
る
建

築
材
料 

一 

軽
量
気
泡

コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
原
料
、

補
強
材
、
防

錆せ
い

材
そ
の
他

の
使
用
材
料

が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と

。 

 

 
 

 

 

 
 

二 

各
部
の
形

状
、
寸
法
及

び
寸
法
精
度

の
基
準
値
が

定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。 

二 

各
部
の
寸
法
及
び
寸
法
精
度
の
測
定
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

 

Ａ
五
四
一
六
（
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル

）
―
一
九
九
七
に
よ
る
か
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に

(ろ)
欄
の
基
準
値
を
測
定
で
き
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。
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三 

圧
縮
強
度

及
び
密
度
の

基
準
値
が
定

め
ら
れ
て
い

る
こ
と
。 

三 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
四
一
六
（
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー

ト
パ
ネ
ル
）
―
一
九
九
七
の
圧
縮
強
度
及
び
密
度
の

試
験
方
法
に
よ
る
か
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
(ろ)
欄

の
基
準
値
を
測
定
で
き
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

 
 

 

 

 
 

四 

乾
燥
収
縮

率
の
基
準
値

が
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と

。 

四 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
四
一
六
（
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー

ト
パ
ネ
ル
）
―
一
九
九
七
の
乾
燥
収
縮
率
の
試
験
方

法
に
よ
る
か
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
(ろ)
欄
の
基
準

値
を
測
定
で
き
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

 
 

 

 

 
 

五 

曲
げ
ひ
び

割
れ
荷
重
の

下
限
値
を
加

え
た
と
き
の

た
わ
み
の
基

準
値
が
定
め

ら
れ
て
い
る

こ
と
。 

五 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 
Ａ
五
四
一
六
（
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー

ト
パ
ネ
ル
）
―
一
九
九
七
の
曲
げ
強
さ
の
試
験
方
法

に
よ
る
か
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
(ろ)
欄
の
基
準
値

を
測
定
で
き
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

 
 

 

 

 
 

六 

構
造
耐
力

上
有
害
な
亀

裂
、
気
泡
の

む
ら
、
欠
け

、
反
り
そ
の

他
の
欠
陥
が

な
い
こ
と
。 

六 

目
視
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
。 
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別
表
第
三
（
検
査
項
目
及
び
検
査
方
法
） 

別
表
第
三
（
検
査
項
目
及
び
検
査
方
法
） 

 

(い) 

(ろ) 

(は) 

(い) 

(ろ) 

(は) 
 

 

建
築
材
料

の
区
分 
検
査
項
目 

検
査
方
法 

建
築
材
料

の
区
分 

検
査
項
目 

検
査
方
法 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

第
一
第
二

十
一
号
に

掲
げ
る
建

築
材
料 

別
表
第
二

(ろ)

欄
に
規
定
す
る

品
質
基
準
の
す

べ
て 

一 

別
表
第
二
(は)
欄
に
規
定
す
る
測
定
方
法
等
に
よ
っ

て
行
う
。
た
だ
し
、
組
成
の
検
査
は
、
資
材
の
受
け

入
れ
時
に
、
資
材
の
納
品
書
、
検
査
証
明
書
又
は
試

験
証
明
書
等
の
書
類
に
よ
っ
て
行
っ
て
も
よ
い
。 

 
 

 

 

 

第
一
第
二

十
二
号
に

掲
げ
る
建

築
材
料 

別
表
第
二

(ろ)

欄
に
規
定
す
る

品
質
基
準
の
す

べ
て 

一 

別
表
第
二
(は)
欄
に
規
定
す
る
測
定
方
法
等
に
よ
っ

て
行
う
。 
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平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
九
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
煙
突
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
等
、
広
告
塔
又
は
高
架
水
槽
等
及
び
擁
壁
並

び
に
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る

件 

煙
突
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
等
、
広
告
塔
又
は
高
架
水
槽
等
及
び
擁
壁

並
び
に
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
性

を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
四

号
イ
（
同
令
第
百
四
十
条
第
二
項
、
第
百
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
煙
突
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
等
、
広
告
塔
又
は
高
架
水
槽
等
及
び
擁
壁
並
び
に
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
を
第
一
か
ら
第
三
ま

で
に
定
め
、
同
令
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
（
同
令
第
百
四
十
条
第
二
項
、
第
百
四
十
一
条

第
二
項
及
び
第
百
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
煙
突
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
等
、
広
告
塔
又
は
高
架
水

槽
等
及
び
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
計
算
の
基
準
を
第
四
に
定
め
る
。

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
九
条
第
三
項
（

同
令
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一
条
第
二
項
、
第
百
四
十
二
条
及
び
第
百
四
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
煙
突
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
等
、
広

告
塔
又
は
高
架
水
槽
等
及
び
擁
壁
並
び
に
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造

耐
力
上
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

第
一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工

作
物
の
う
ち
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
煙
突
及
び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
等
（

以
下
「
煙
突
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
二
号
に
掲
げ
る
煙
突
及
び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
等
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

煙
突
等
の
風
圧
力
に
関
す
る
構
造
計
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 
一 

煙
突
及
び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
等
（
以
下
「
煙
突
等
」
と
い
う
。
）
の
風
圧
力

に
関
す
る
構
造
計
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

二 

煙
突
等
の
地
震
力
に
関
す
る
構
造
計
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し

、
煙
突
等
の
規
模
又
は
構
造
形
式
に
基
づ
き
振
動
特
性
を
考
慮
し
、
実
況
に
応
じ
た
地
震
力

二 

煙
突
等
の
地
震
力
に
関
す
る
構
造
計
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 
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を
計
算
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

イ 

（
略
） 

 
 

イ 

（
略
） 

ロ 

煙
突
等
の
地
下
部
分
は
、
地
下
部
分
に
作
用
す
る
地
震
力
に
よ
り
生
ず
る
力
及
び
地
上

部
分
か
ら
伝
え
ら
れ
る
地
震
力
に
よ
り
生
ず
る
力
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ

と
を
確
か
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
下
部
分
に
作
用
す
る
地
震
力
は
、
煙
突

等
の
地
下
部
分
の
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
に
次
の
式
に
適
合
す
る
水
平
震
度
を
乗

じ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

ロ 

煙
突
等
の
地
下
部
分
は
、
地
下
部
分
に
作
用
す
る
地
震
力
に
よ
り
生
ず
る
力
及
び
地

上
部
分
か
ら
伝
え
ら
れ
る
地
震
力
に
よ
り
生
ず
る
力
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ

る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
下
部
分
に
作
用
す
る
地
震
力
は

、
煙
突
等
の
地
下
部
分
の
固
定
荷
重
と
積
載
荷
重
と
の
和
に
次
の
式
に
適
合
す
る
水
平

震
度
を
乗
じ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
煙
突
等
の
規
模
や
構
造
形
式
に
基

づ
き
振
動
特
性
を
考
慮
し
、
実
況
に
応
じ
た
地
震
力
を
計
算
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
荷
重
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
式 

略
） 

 
 
 

（
式 

略
） 

第
二 

令
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ

る
広
告
塔
又
は
高
架
水
槽
等
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
以
下
「
広
告
塔
等
」
と
い
う
。
）
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

第
二 

令
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
広
告

塔
又
は
高
架
水
槽
等
及
び
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
以
下
「
工
作
物
等

」
と
い
う
。
）
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

広
告
塔
等
の
構
造
上
主
要
な
部
分
の
各
部
分
に
生
ず
る
力
を
、
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ

っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

一 

工
作
物
等
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
各
部
分
に
生
ず
る
力
を
、
次
の
表
に
掲
げ
る

式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

 

力
の

種
類 

荷
重
及
び
外
力

に
つ
い
て
想
定

す
る
状
態 

一
般
の

場
合 

令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に

お
け
る
場
合 

 
 

力
の

種
類 

荷
重
及
び
外
力

に
つ
い
て
想
定

す
る
状
態 

一
般
の

場
合 

令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
っ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域

に
お
け
る
場
合 

 

 

略 

略 

略 

略 
 

 

略 

略 

略 

略 
 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｇ
、
Ｐ
、
Ｓ
、
Ｗ
及
び
Ｋ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
力
（
軸
方
向

力
、
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
、
せ
ん
断
力
等
を
い
う
。
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｇ
、
Ｐ
、
Ｓ
、
Ｗ
及
び
Ｋ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
力
（
軸
方

向
力
、
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
、
せ
ん
断
力
等
を
い
う
。
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 

 

Ｇ 

広
告
塔
等
の
固
定
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力  

 
 

Ｇ 

工
作
物
等
の
固
定
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力  
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Ｐ 

広
告
塔
等
の
積
載
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力  

Ｓ 

令
第
八
十
六
条
に
規
定
す
る
積
雪
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力 

Ｗ 
令
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
風
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
（
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
「
建
築
物
の
屋
根
の
高
さ
」
と
あ
る
の
は
、
「
広
告
塔
等
の
地
盤
面
か
ら
の

高
さ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
） 

Ｋ 

地
震
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
震
力
は
、
次
の
式
に

よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
広
告
塔
等
の
規
模
や
構

造
形
式
に
基
づ
き
振
動
特
性
を
考
慮
し
、
実
況
に
応
じ
た
地
震
力
を
計
算
で
き
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
荷
重
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
） 

 

（
式 

略
） 

Ｐ 

工
作
物
等
の
積
載
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力  

Ｓ 

令
第
八
十
六
条
に
規
定
す
る
積
雪
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力 

Ｗ 

令
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
風
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
（
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
「
建
築
物
の
屋
根
の
高
さ
」
と
あ
る
の
は
、
「
工
作
物
等
の
高
さ
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
） 

Ｋ 

地
震
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
震
力
は
、
次
の
式

に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
工
作
物
等
の
規
模

や
構
造
形
式
に
基
づ
き
振
動
特
性
を
考
慮
し
、
実
況
に
応
じ
た
地
震
力
を
計
算

で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
荷
重
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
） 

 

（
式 

略
） 

二 

前
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
構
造
上
主
要
な
部
分
の
各
部
分
に
生
ず
る
力
に
対
し
、
構

造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
各
部
分
に
生
ず
る
力
に

対
し
、
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。 

三 

広
告
塔
等
の
地
下
部
分
に
つ
い
て
は
、
第
一
第
二
号
ロ
の
基
準
を
準
用
す
る
。 

三 

工
作
物
等
の
地
下
部
分
に
つ
い
て
は
、
第
一
第
二
号
ロ
の
基
準
を
準
用
す
る
。 

第
三 

令
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
擁
壁
の
構

造
計
算
の
基
準
は
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十
六
号
）
第
七
条

に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
実
験
そ

の
他
の
特
別
な
研
究
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
三 

令
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
擁
壁
の
構
造
計
算
の
基
準
は
、
宅
地
造
成

等
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十
六
号
）
第
七
条
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
第
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
が
け
面
に
設

け
る
擁
壁 

一 

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
が
け
面
に
設
け
る

擁
壁 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

四 

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
擁
壁
と
同
等
以
上
の
効
力
が
あ
る
と
国
土
交

通
大
臣
が
認
め
る
擁
壁 

四 

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
六
条
か
ら
第
十
条

ま
で
の
規
定
に
よ
る
擁
壁
と
同
等
以
上
の
効
力
が
あ
る
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
擁
壁 

第
四 

煙
突
等
及
び
広
告
塔
等
の
う
ち
高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
構
造
計
算
の
基
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準
は
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
六
十
一
号
（
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ロ
及
び
第
八
号

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
中
「
建

築
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
工
作
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
九
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 
 

定 
 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
場
合

及
び
そ
の
確
認
方
法
を
定
め
る
件 

建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
場
合

及
び
そ
の
確
認
方
法
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
第
四
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
場
合

及
び
そ
の
確
認
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
第
四
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
場
合

及
び
そ
の
確
認
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

第
一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う

。
）
第
八
十
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
検

証
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
で
あ
っ
て
、
当
該
部
分

に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
条
件
式
を
満
た
す
場
合
以
外
の
場
合
と
す
る
。 

第
一 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う

。
）
第
八
十
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
検

証
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
は
、
建
築
物
の
部
分
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
条
件
式
を
満

た
す
場
合
以
外
の
場
合
と
す
る
。 

 

建
築
物
の
部
分 

条
件
式 

建
築
物
の
部
分 

条
件
式 

 

 

木
造 

（
略
） 

（
略
） 

木
造 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
（
床
版
と
し
た
も
の
の

う
ち
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百

二
十
六
号
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る

。
以
下
同
じ
。
） 

25 1
>

x l t
 

 

鉄
骨
造 

は
り 

15 1
>

l D
鉄
骨
造 

は
り 

15 1
>

l D
 

 

 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造 

（
略
） 

（
略
） 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造 

（
略
） 

（
略
） 

 



  

-2 

 
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造 

は
り 

12 1
>

l D

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造 

は
り 

12 1
>

l D
 

 

 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造 

は
り 

10 1
>

l D
 

 
 

 

 

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー

ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
構

造 

床
版 

25 1
>

x l t
 

 
 

 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
ｔ
、
l
、
Ｄ
及
び
lx
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
ｔ
、
l
、
Ｄ
及
び
lx
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。 

 

 

ｔ 

床
版
の
厚
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

ｔ 

床
版
の
厚
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

 

lx 

床
版
の
短
辺
方
向
の
有
効
長
さ
（
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
又
は
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ

ー
ト
パ
ネ
ル
に
あ
っ
て
は
、
支
点
間
距
離
）
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

lx 

床
版
の
短
辺
方
向
の
有
効
長
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

 

Ｄ 

は
り
の
せ
い
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

Ｄ 

は
り
の
せ
い
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

 

l 

は
り
の
有
効
長
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

l 

は
り
の
有
効
長
さ
（
単
位 

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 

第
二 

令
第
八
十
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二 

令
第
八
十
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

前
号
で
求
め
た
た
わ
み
の
最
大
値
に
、
構
造
の
形
式
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
長
期

間
の
荷
重
に
よ
り
変
形
が
増
大
す
る
こ
と
の
調
整
係
数
（
以
下
「
変
形
増
大
係
数
」
と
い

う
。
）
を
乗
じ
、
更
に
当
該
部
材
の
有
効
長
さ
で
除
し
て
得
た
値
が
二
百
五
十
分
の
一
以

下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
変
形
増
大
係
数
を
載
荷
実
験
に
よ
り
求
め

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
数
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

前
号
で
求
め
た
た
わ
み
の
最
大
値
に
、
構
造
の
形
式
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
長
期

間
の
荷
重
に
よ
り
変
形
が
増
大
す
る
こ
と
の
調
整
係
数
（
以
下
「
変
形
増
大
係
数
」
と
い

う
。
）
を
乗
じ
、
更
に
当
該
部
材
の
有
効
長
さ
で
除
し
て
得
た
値
が
二
百
五
十
分
の
一
以

下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
変
形
増
大
係
数
を
載
荷
実
験
に
よ
り
求
め

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
数
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

構
造
の
形
式 

変
形
増
大
係
数 

 
構
造
の
形
式 

変
形
増
大
係
数 

 



  

-3 

 
木
造 

（
略
） 

 

木
造 

（
略
） 

 

 

鉄
骨
造 

一
（
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
版
に
あ
っ

て
は
、
一
・
五
） 

 

鉄
骨
造 

一 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造 

（
略
） 

（
略
） 
 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造 

四

 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造 

四 
 

 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造 

一

 
 

 
 

 

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
を
用
い
た
構

造 

一
・
六

 
 

 
 

 
 

 



   

1 

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
六
十
一
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
超
高
層
建
築
部
物
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の

基
準
を
定
め
る
件 

超
高
層
建
築
部
物
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の

基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
一
条
第
一
項
第
四

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
超
高
層
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計

算
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
一
条
の
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
超
高
層
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造
計
算
の
基
準

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

建
築
物
に
作
用
す
る
積
雪
荷
重
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
う

こ
と
。 

二 

建
築
物
に
作
用
す
る
積
雪
荷
重
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
う

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
融
雪
装
置
そ
の
他
積
雪
荷
重
を
軽
減
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
果
を
考
慮
し
て
積
雪
荷
重
を
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
計
算
は
、
融
雪
装
置
そ
の
他
積
雪
荷
重
を
軽
減
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
果
を
考
慮
し
て
積
雪
荷
重
を
低
減
し
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
出
入
口
又
は
そ
の
他
の
見
や
す
い

場
所
に
、
そ
の
軽
減
の
実
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
表
示
す
る
こ
と
。 

 

三 

（
略
） 
三 

（
略
） 

四 

建
築
物
に
作
用
す
る
地
震
力
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
う
こ

と
。
た
だ
し
、
地
震
の
作
用
に
よ
る
建
築
物
へ
の
影
響
が
暴
風
、
積
雪
そ
の
他
の
地
震
以

外
の
荷
重
及
び
外
力
の
作
用
に
よ
る
影
響
に
比
べ
小
さ
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
建
築
物
の
規
模
及
び
形
態
に
応

四 
建
築
物
に
作
用
す
る
地
震
力
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
う
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
建
築
物
の
規
模
及
び
形
態
に
応
じ
た
上
下
方
向
の
地
震
動
、

当
該
地
震
に
直
交
す
る
方
向
の
水
平
動
、
地
震
動
の
位
相
差
及
び
鉛
直
方
向
の
荷
重
に
対

す
る
水
平
方
向
の
変
形
の
影
響
等
を
適
切
に
考
慮
す
る
こ
と
。 



   

2 

じ
た
上
下
方
向
の
地
震
動
、
当
該
地
震
に
直
交
す
る
方
向
の
水
平
動
、
地
震
動
の
位
相
差

及
び
鉛
直
方
向
の
荷
重
に
対
す
る
水
平
方
向
の
変
形
の
影
響
等
を
適
切
に
考
慮
す
る
こ
と

。 イ
～
ハ 

（
略
） 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
は
、
建
築
物
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

(1) 

地
震
が
応
答
の
性
状
に
与
え
る
影
響
が
小
さ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

(2) 

イ
に
規
定
す
る
稀
に
発
生
す
る
地
震
動
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
地
震
力

に
よ
っ
て
建
築
物
が
損
傷
し
な
い
こ
と
を
確
か
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

(3) 

イ
に
規
定
す
る
極
め
て
稀
に
発
生
す
る
地
震
動
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る

地
震
力
に
よ
っ
て
建
築
物
が
倒
壊
、
崩
壊
等
し
な
い
こ
と
を
確
か
め
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

 

五
～
八 

（
略
） 

五
～
八 

（
略
） 

九 

前
各
号
の
構
造
計
算
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と

。 

 

イ 

建
築
物
の
う
ち
令
第
三
章
第
三
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
構

造
方
法
と
し
た
部
分
（
当
該
部
分
が
複
数
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

部
分
）
に
つ
い
て
、
当
該
部
分
の
耐
力
及
び
靱じ

ん

性
そ
の
他
の
建
築
物
の
構
造
特
性
に
影

響
す
る
力
学
特
性
値
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。 

 

ロ 

イ
の
力
学
特
性
値
を
確
か
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。 

 

(1) 

当
該
部
分
及
び
そ
の
周
囲
の
接
合
の
実
況
に
応
じ
た
加
力
試
験 

 

(2) 

当
該
部
分
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
剛
性
、
靱じ

ん

性
そ
の
他
の
力
学
特
性

値
及
び
要
素
相
互
の
接
合
の
実
況
に
応
じ
た
力
及
び
変
形
の
釣
合
い
に
基
づ
く
構
造

 



   

3 

計
算 

ハ 
構
造
計
算
を
行
う
に
当
た
り
、
構
造
耐
力
に
影
響
す
る
材
料
の
品
質
が
適
切
に
考
慮

さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

 
 

 



  
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
四
百
六
十
四
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

- 1 - 

改 
 
 
 

定 
 
 
 

案 

現 
 
 
 

行 
 
 
 

告 
 
 
 

示 
鋼
材
等
及
び
溶
接
部
の
許
容
応
力
度
並
び
に
材
料
強
度
の
基
準
強
度
を
定
め
る
件 

 

鋼
材
等
及
び
溶
接
部
の
許
容
応
力
度
並
び
に
材
料
強
度
の
基
準
強
度
を
定
め
る
件 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
九
十
条
、
第
九
十
二

条
、
第
九
十
六
条
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
鋼
材
等
及
び
溶
接
部
の
許
容
応
力

度
並
び
に
鋼
材
等
及
び
溶
接
部
の
材
料
強
度
の
基
準
強
度
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
九
十
条
、
第
九
十
二

条
、
第
九
十
六
条
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
鋼
材
等
及
び
溶
接
部
の
許
容
応
力

度
並
び
に
鋼
材
等
及
び
溶
接
部
の
材
料
強
度
の
基
準
強
度
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

第
一 

鋼
材
等
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度 

第
一 

鋼
材
等
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度 

一 

鋼
材
等
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度
は
、
次
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
数

値
と
す
る
。 

一 

鋼
材
等
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度
は
、
次
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
数

値
と
す
る
。 

 

鋼
材
等
の
種
類
及
び
品
質 
基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

鋼
材
等
の
種
類
及
び
品
質 

基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

 

 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
）

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ
Ｇ 

鋼
材
の
厚
さ
が
四
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

二
〇
五

Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ 

 

鋼
材
の
厚
さ
が
四
十
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

二
〇
五 

 

炭
素
鋼 

構
造
用

鋼
材 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
）

炭
素
鋼 

構
造
用

鋼
材 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ａ 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
一
六
Ａ 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
四 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
五 

二
三
五

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ａ 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
一
六
Ａ 

 

二
三
五 

 

 

ス
テ
ン

レ
ス
鋼 

構
造
用

鋼
材 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ｎ
二
Ａ 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
六 

三
二
五

ス
テ
ン

レ
ス
鋼 

構
造
用

鋼
材 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ｎ
二
Ａ

 
 

三
二
五 
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ボ
ル
ト

Ａ
二
―
五
〇 

Ａ
四
―
五
〇 

二
一
〇

 

ボ
ル
ト

Ａ
二
―
五
〇 

 
 

二
一
〇 

 

 
 

構
造
用
ケ
ー
ブ
ル 

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
五
五
〇
（
構
造
用
ス
テ

ン
レ
ス
鋼
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
）
―
二
〇
〇

三
の
付
表
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
表
に
掲
げ
る
破
断
荷
重
（
単
位 

キ

ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
に
二
分
の
千
を
乗
じ

た
数
値
を
構
造
用
ケ
ー
ブ
ル
の
種
類
及

び
形
状
に
応
じ
て
求
め
た
有
効
断
面
積

（
単
位 

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
で
除

し
た
数
値 

 
 

 
 

 
 

 
 

鋳
鋼 

Ｓ
Ｃ
Ｓ
一
三
Ａ
Ａ
―
Ｃ
Ｆ 

二
三
五

 

鋳
鋼 

Ｓ
Ｃ
Ｓ
一
三
Ａ
Ａ
―
Ｃ
Ｆ 

二
三
五 

 

 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｋ
Ｋ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｋ
Ｋ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
二

五
（
鋼
管
ぐ
い
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
Ｓ
Ｋ
Ｋ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｋ
Ｋ
四
九
〇
を
、
Ｓ

Ｈ
Ｋ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｈ
Ｋ
四
〇
〇
Ｍ
及
び
Ｓ
Ｈ
Ｋ
四
九
〇
Ｍ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
二
六

（
Ｈ
形
鋼
ぐ
い
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
Ｓ
Ｈ
Ｋ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｈ
Ｋ
四
〇
〇
Ｍ
及
び
Ｓ

Ｈ
Ｋ
四
九
〇
Ｍ
を
、
Ｓ
Ｓ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｓ
四
九
〇
及
び
Ｓ
Ｓ
五
四
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ

三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
五
に
定
め
る
Ｓ
Ｓ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｓ
四

九
〇
及
び
Ｓ
Ｓ
五
四
〇
を
、
Ｓ
Ｍ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｍ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
四
〇
〇
Ｃ
、
Ｓ

Ｍ
四
九
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｃ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｙ
Ａ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇

Ｙ
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
五
二
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｍ
五
二
〇
Ｃ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造

用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
九
に
定
め
る
Ｓ
Ｍ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｍ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
四
〇

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｋ
Ｋ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｋ
Ｋ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
二

五
（
鋼
管
ぐ
い
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
Ｓ
Ｋ
Ｋ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｋ
Ｋ
四
九
〇
を
、
Ｓ

Ｈ
Ｋ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｈ
Ｋ
四
〇
〇
Ｍ
及
び
Ｓ
Ｈ
Ｋ
四
九
〇
Ｍ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
二
六

（
Ｈ
形
鋼
ぐ
い
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
Ｓ
Ｈ
Ｋ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｈ
Ｋ
四
〇
〇
Ｍ
及
び
Ｓ

Ｈ
Ｋ
四
九
〇
Ｍ
を
、
Ｓ
Ｓ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｓ
四
九
〇
及
び
Ｓ
Ｓ
五
四
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ

三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
五
に
定
め
る
Ｓ
Ｓ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｓ
四

九
〇
及
び
Ｓ
Ｓ
五
四
〇
を
、
Ｓ
Ｍ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｍ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
四
〇
〇
Ｃ
、
Ｓ

Ｍ
四
九
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｃ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｙ
Ａ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇

Ｙ
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
五
二
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｍ
五
二
〇
Ｃ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造

用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
九
に
定
め
る
Ｓ
Ｍ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｍ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
四
〇
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〇
Ｃ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｃ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｙ
Ａ
、
Ｓ

Ｍ
四
九
〇
Ｙ
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
五
二
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｍ
五
二
〇
Ｃ
を
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ａ
Ｗ
、
Ｓ

Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ａ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｂ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｂ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｃ

Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｃ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ａ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ａ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四

九
〇
Ｂ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｂ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｃ
Ｗ
及
び
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｃ
Ｐ
は

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接
構
造
用
耐
候
性
熱
間
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
八
に
定

め
る
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ａ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ａ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｂ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四

〇
〇
Ｂ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｃ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｃ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ａ
Ｗ
、
Ｓ

Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ａ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｂ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｂ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｃ

Ｗ
及
び
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｃ
Ｐ
を
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｃ

、
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｃ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
三
六
（
建
築
構
造
用
圧

延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｃ

、
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｃ
を
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
〇
〇
Ｂ
及

び
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
九
〇
Ｂ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
三
八
（
建
築
構
造
用
圧
延
棒
鋼
）
―
一
九

九
六
に
定
め
る
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
〇
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
九
〇
Ｂ
を
、
Ｓ

Ｇ
Ｈ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｃ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｈ
四
九
〇
及
び
Ｓ
Ｇ
Ｃ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
〇
二
（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
定
め
る
Ｓ
Ｇ
Ｈ
四

〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｃ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｈ
四
九
〇
及
び
Ｓ
Ｇ
Ｃ
四
九
〇
を
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
四
〇
〇
及

び
Ｃ
Ｇ
Ｃ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
一
二
（
塗
装
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼

帯
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
Ｃ
Ｇ
Ｃ
四
〇
〇
及
び
Ｃ
Ｇ
Ｃ
四
九
〇
を
、
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｈ
四
〇

〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｈ
四
九
〇
及
び
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ

三
三
二
一
（
溶
融
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼
板
及
び

鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
定
め
る
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｈ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｈ
四

九
〇
及
び
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
九
〇
を
、
Ｃ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
〇
〇
及
び
Ｃ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ

Ｓ 

Ｇ
三
三
二
二
（
塗
装
溶
融
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ

〇
Ｃ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｃ
、
Ｓ
Ｍ
四
九
〇
Ｙ
Ａ
、
Ｓ

Ｍ
四
九
〇
Ｙ
Ｂ
、
Ｓ
Ｍ
五
二
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｍ
五
二
〇
Ｃ
を
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ａ
Ｗ
、
Ｓ

Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ａ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｂ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｂ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｃ

Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｃ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ａ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ａ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四

九
〇
Ｂ
Ｗ
，
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｂ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｃ
Ｗ
及
び
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｃ
Ｐ
は

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
一
四
（
溶
接
構
造
用
耐
候
性
熱
間
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
八
に
定

め
る
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ａ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ａ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｂ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四

〇
〇
Ｂ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｃ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
〇
〇
Ｃ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ａ
Ｗ
、
Ｓ

Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ａ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｂ
Ｗ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｂ
Ｐ
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｃ

Ｗ
及
び
Ｓ
Ｍ
Ａ
四
九
〇
Ｃ
Ｐ
を
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｃ

、
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｃ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
三
六
（
建
築
構
造
用
圧

延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
、
Ｓ
Ｎ
四
〇
〇
Ｃ

、
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｎ
四
九
〇
Ｃ
を
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
〇
〇
Ｂ
及

び
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
九
〇
Ｂ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
三
八
（
建
築
構
造
用
圧
延
棒
鋼
）
―
一
九

九
六
に
定
め
る
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
〇
〇
Ａ
、
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
〇
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｎ
Ｒ
四
九
〇
Ｂ
を
、
Ｓ

Ｇ
Ｈ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｃ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｈ
四
九
〇
及
び
Ｓ
Ｇ
Ｃ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
〇
二
（
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
定
め
る
Ｓ
Ｇ
Ｈ
四

〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｃ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｈ
四
九
〇
及
び
Ｓ
Ｇ
Ｃ
四
九
〇
を
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
四
〇
〇
及

び
Ｃ
Ｇ
Ｃ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
一
二
（
塗
装
溶
融
亜
鉛
め
っ
き
鋼
板
及
び
鋼

帯
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
Ｃ
Ｇ
Ｃ
四
〇
〇
及
び
Ｃ
Ｇ
Ｃ
四
九
〇
を
、
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｈ
四
〇

〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｈ
四
九
〇
及
び
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ

三
三
二
一
（
溶
融
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
き
鋼
板
及
び

鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
定
め
る
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｈ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
〇
〇
、
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｈ
四

九
〇
及
び
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
九
〇
を
、
Ｃ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
〇
〇
及
び
Ｃ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ

Ｓ 

Ｇ
三
三
二
二
（
塗
装
溶
融
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
―
亜
鉛
合
金
め
っ
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き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
定
め
る
Ｃ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
〇
〇
及
び
Ｃ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
九
〇

を
、
Ｓ
Ｓ
Ｃ
四
〇
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
五
〇
（
一
般
構
造
用
軽
量
形
鋼
）
―
一
九

八
七
に
定
め
る
Ｓ
Ｓ
Ｃ
四
〇
〇
を
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ
Ｇ
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
二
、
Ｓ

Ｄ
Ｐ
二
Ｇ
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
三
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
四
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
五
及
び
Ｓ
Ｄ
Ｐ
六
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三

三
五
二
（
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
）
―
二
〇
〇
三
に
定
め
る
Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ
Ｇ

、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
二
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
二
Ｇ
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
三
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
四
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
五
及
び
Ｓ
Ｄ
Ｐ
六
を

、
Ｓ
Ｗ
Ｈ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｗ
Ｈ
四
〇
〇
Ｌ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
五
三
（
一
般
構
造
用

溶
接
軽
量
Ｈ
形
鋼
）
―
一
九
九
〇
に
定
め
る
Ｓ
Ｗ
Ｈ
四
〇
〇
を
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
〇
〇
及
び

Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九
四

に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
を
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ

四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―
一
九
八
八
に
定
め

る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
九
〇
を
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四
〇
〇
Ｗ
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四

〇
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四
九
〇
Ｂ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
四
七
五
（
建
築
構
造
用
炭
素
鋼

管
）
―
一
九
九
六
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四
〇
〇
Ｗ
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｋ

Ｎ
四
九
〇
Ｂ
を
、
四
・
六
、
四
・
八
、
五
・
六
、
五
・
八
及
び
六
・
八
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｂ
一
〇
五
一
（
炭
素
鋼
及
び
合
金
鋼
製
締
結
用
部
品
の
機
械
的
性
質
―
第
一
部
：
ボ
ル

ト
、
ね
じ
及
び
植
込
み
ボ
ル
ト
）
―
二
〇
〇
〇
に
定
め
る
強
度
区
分
で
あ
る
四
・
六
、

四
・
八
、
五
・
六
、
五
・
八
及
び
六
・
八
を
、
Ｓ
Ｃ
四
八
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
一
〇

一
（
炭
素
鋼
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
に
定
め
る
Ｓ
Ｃ
四
八
〇
を
、
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
一
〇
及
び

Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
八
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
一
〇
二
（
溶
接
構
造
用
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
に

定
め
る
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
一
〇
及
び
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
八
〇
を
、
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
一
〇
Ｃ
Ｆ
、
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
八

〇
Ｃ
Ｆ
及
び
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
九
〇
Ｃ
Ｆ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
二
〇
一
（
溶
接
構
造
用
遠
心
力

鋳
鋼
管
）
―
一
九
九
一
に
定
め
る
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
一
〇
Ｃ
Ｆ
、
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
八
〇
Ｃ
Ｆ
及
び
Ｓ

Ｃ
Ｗ
四
九
〇
Ｃ
Ｆ
を
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ａ
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
一
六
Ａ
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ｎ
二

Ａ
及
び
Ｓ
Ｃ
Ｓ
一
三
Ａ
Ａ
―
Ｃ
Ｆ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
四
三
二
一
（
建
築
構
造
用
ス
テ
ン

き
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
―
一
九
九
八
に
定
め
る
Ｃ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
〇
〇
及
び
Ｃ
Ｇ
Ｌ
Ｃ
四
九
〇

を
、
Ｓ
Ｓ
Ｃ
四
〇
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
五
〇
（
一
般
構
造
用
軽
量
形
鋼
）
―
一
九

八
七
に
定
め
る
Ｓ
Ｓ
Ｃ
四
〇
〇
を
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
二
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
二
Ｇ
及
び
Ｓ

Ｄ
Ｐ
三
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
五
二
（
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
）
―
一
九
七
九
に
定
め
る
Ｓ

Ｄ
Ｐ
一
Ｔ
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
二
、
Ｓ
Ｄ
Ｐ
二
Ｇ
及
び
Ｓ
Ｄ
Ｐ
三
を
、
Ｓ
Ｗ
Ｈ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｗ

Ｈ
四
〇
〇
Ｌ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
三
五
三
（
一
般
構
造
用
溶
接
軽
量
Ｈ
形
鋼
）
―
一
九

九
〇
に
定
め
る
Ｓ
Ｗ
Ｈ
四
〇
〇
を
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

 

Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
〇
〇
及

び
Ｓ
Ｔ
Ｋ
四
九
〇
を
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
〇
〇
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三

四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）
―
一
九
八
八
に
定
め
る
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
〇
〇
及
び
Ｓ

Ｔ
Ｋ
Ｒ
四
九
〇
を
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四
〇
〇
Ｗ
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四
九

〇
Ｂ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
四
七
五
（
建
築
構
造
用
炭
素
鋼
管
）
―
一
九
九
六
に
定
め
る

Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四
〇
〇
Ｗ
、
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四
〇
〇
Ｂ
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｋ
Ｎ
四
九
〇
Ｂ
を
、
四
・
六
、

四
・
八
、
五
・
六
、
五
・
八
及
び
六
・
八
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｂ
一
〇
五
一
（
炭
素
鋼
及
び

合
金
鋼
製
締
結
用
部
品
の
機
械
的
性
質
―
第
一
部
：
ボ
ル
ト
、
ね
じ
及
び
植
込
み
ボ
ル

ト
）
―
二
〇
〇
〇
に
定
め
る
強
度
区
分
で
あ
る
四
・
六
、
四
・
八
、
五
・
六
、
五
・
八

及
び
六
・
八
を
、
Ｓ
Ｃ
四
八
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
一
〇
一
（
炭
素
鋼
鋳
鋼
品
）
―
一

九
九
一
に
定
め
る
Ｓ
Ｃ
四
八
〇
を
、
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
一
〇
及
び
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
八
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

 

Ｇ
五
一
〇
二
（
溶
接
構
造
用
鋳
鋼
品
）
―
一
九
九
一
に
定
め
る
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
一
〇
及
び

Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
八
〇
を
、
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
一
〇
Ｃ
Ｆ
、
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
八
〇
Ｃ
Ｆ
及
び
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
九
〇

Ｃ
Ｆ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
五
二
〇
一
（
溶
接
構
造
用
遠
心
力
鋳
鋼
管
）
―
一
九
九
一
に
定

め
る
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
一
〇
Ｃ
Ｆ
、
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
八
〇
Ｃ
Ｆ
及
び
Ｓ
Ｃ
Ｗ
四
九
〇
Ｃ
Ｆ
を
、
Ｓ
Ｕ

Ｓ
三
〇
四
Ａ
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
一
六
Ａ
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ｎ
二
Ａ
及
び
Ｓ
Ｃ
Ｓ
一
三
Ａ
Ａ
―

Ｃ
Ｆ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
四
三
二
一
（
建
築
構
造
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
材
）
―
二
〇
〇
〇
に

定
め
る
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ａ
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
一
六
Ａ
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ｎ
二
Ａ
及
び
Ｓ
Ｃ
Ｓ
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レ
ス
鋼
材
）
―
二
〇
〇
〇
に
定
め
る
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ａ
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
一
六
Ａ
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ

三
〇
四
Ｎ
二
Ａ
及
び
Ｓ
Ｃ
Ｓ
一
三
Ａ
Ａ
―
Ｃ
Ｆ
を
、
Ａ
二
―
五
〇
及
び
Ａ
四
―
五
〇
は

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｂ
一
〇
五
四
―
一
（
耐
食
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
締
結
用
部
品
の
機
械
的
性
質

―
第
一
部
：
ボ
ル
ト
、
ね
じ
及
び
植
込
み
ボ
ル
ト
）
―
二
〇
〇
一
に
定
め
る
Ａ
二
―
五

〇
及
び
Ａ
四
―
五
〇
を
、
Ｓ
Ｒ
二
三
五
、
Ｓ
Ｒ
二
九
五
、
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ａ
、
Ｓ
Ｄ
二
九

五
Ｂ
、
Ｓ
Ｄ
三
四
五
及
び
Ｓ
Ｄ
三
九
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
一
二
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
用
棒
鋼
）
―
一
九
八
七
に
定
め
る
Ｓ
Ｒ
二
三
五
、
Ｓ
Ｒ
二
九
五
、
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ａ

、
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ｂ
、
Ｓ
Ｄ
三
四
五
及
び
Ｓ
Ｄ
三
九
〇
を
、
Ｓ
Ｒ
Ｒ
二
三
五
及
び
Ｓ
Ｄ
Ｒ

二
三
五
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
一
七
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
再
生
棒
鋼
）
―
一
九
八

七
に
定
め
る
Ｓ
Ｒ
Ｒ
二
三
五
及
び
Ｓ
Ｄ
Ｒ
二
三
五
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
す
も
の
と
す
る
。

以
下
第
二
の
表
に
お
い
て
同
様
と
す
る
。 

一
三
Ａ
Ａ
―
Ｃ
Ｆ
を
、
Ａ
二
―
五
〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｂ
一
〇
五
四
（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製

耐
食
ね
じ
部
品
の
機
械
的
性
質
）
―
一
九
九
五
に
定
め
る
Ａ
二
―
五
〇
を
、
Ｓ
Ｒ
二
三

五
、
Ｓ
Ｒ
二
九
五
、
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ａ
、
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ｂ
、
Ｓ
Ｄ
三
四
五
及
び
Ｓ
Ｄ
三
九

〇
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
一
二
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
棒
鋼
）
―
一
九
八
七
に
定
め

る
Ｓ
Ｒ
二
三
五
、
Ｓ
Ｒ
二
九
五
、
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ａ
、
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ｂ
、
Ｓ
Ｄ
三
四
五
及

び
Ｓ
Ｄ
三
九
〇
を
、
Ｓ
Ｒ
Ｒ
二
三
五
及
び
Ｓ
Ｄ
Ｒ
二
三
五
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｇ
三
一
一
七

（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
再
生
棒
鋼
）
―
一
九
八
七
に
定
め
る
Ｓ
Ｒ
Ｒ
二
三
五
及
び
Ｓ

Ｄ
Ｒ
二
三
五
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
す
も
の
と
す
る
。
以
下
第
二
の
表
に
お
い
て
同
様
と
す

る
。 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

第
二 

溶
接
部
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度 

第
二 

溶
接
部
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度 

一 

溶
接
部
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度
は
、
次
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
数

値
（
異
な
る
種
類
又
は
品
質
の
鋼
材
を
溶
接
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
接
合
さ
れ
る
鋼
材

の
基
準
強
度
の
う
ち
小
さ
い
値
と
な
る
数
値
。
次
号
並
び
に
第
四
第
一
号
本
文
及
び
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。 

一 

溶
接
部
の
許
容
応
力
度
の
基
準
強
度
は
、
次
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
数

値
（
異
な
る
種
類
又
は
品
質
の
鋼
材
を
溶
接
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
接
合
さ
れ
る
鋼
材

の
基
準
強
度
の
う
ち
小
さ
い
値
と
な
る
数
値
。
次
号
並
び
に
第
四
第
一
号
本
文
及
び
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。 

 

鋼
材
の
種
類
及
び
品
質 

基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

鋼
材
の
種
類
及
び
品
質 

基
準
強
度
（
単
位 

一
平
方
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

炭
素
鋼 

構
造
用

鋼
材 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ
Ｇ 

鋼
材
の
厚
さ
が
四
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

二
〇
五

炭
素
鋼 

構
造
用

鋼
材 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
一
Ｔ 

 

鋼
材
の
厚
さ
が
四
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

二
〇
五 
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（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

鋳
鋼 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

鋳
鋼 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

ス
テ
ン 

  

構
造
用

鋼
材 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ａ 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
一
六
Ａ 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
四 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
五 

二
三
五

ス
テ
ン 

  

構
造
用

鋼
材 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ａ 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
一
六
Ａ 

二
三
五 

 

レ
ス
鋼 

 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ｎ
二
Ａ 

Ｓ
Ｄ
Ｐ
六 

三
二
五

レ
ス
鋼 

 

Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
〇
四
Ｎ
二
Ａ

 

三
二
五 

 
 

鋳
鋼 

（
略
） 

（
略
） 

 

鋳
鋼 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

第
三
・
第
四 

（
略
） 

第
三
・
第
四 

（
略
） 
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平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
八
十
三
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
に
お
け
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物
の
外
壁
等
の
構
造
方
法

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
に
お
け
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物
の
外
壁
等
の
構
造
方
法

並
び
に
当
該
構
造
方
法
を
用
い
る
外
壁
等
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
門
又
は
塀
の

並
び
に
当
該
構
造
方
法
を
用
い
る
外
壁
等
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
門
又
は
塀
の

構
造
方
法
を
定
め
る
件

構
造
方
法
を
定
め
る
件

第
一

こ
の
告
示
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

第
一

こ
の
告
示
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
い
移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ

土
砂
災
害
特
別
警
戒

二

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
い
移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ

土
石
等
の
移
動
に
よ

区
域
の
指
定
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
た
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
う
土

る
最
大
の
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ

石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ

三

（
略
）

三

（
略
）

四

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
い
堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ

土
砂
災
害
特
別
警
戒

四

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
い
堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ

土
石
等
の
堆
積
に
よ

区
域
の
指
定
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
た
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
う
土

る
最
大
の
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ
（
当
該
高
さ
が
外

石
等
の
堆
積
に
よ
る
最
大
の
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ

壁
等
の
高
さ
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
外
壁
等
の
高
さ
）

（
当
該
高
さ
が
外
壁
等
の
高
さ
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
外
壁
等
の
高
さ
）

五

（
略
）

五

（
略
）

六

土
石
流
の
高
さ

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
お
い
て
都
道
府
県
知

六

土
石
流
の
高
さ

土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の

事
が
定
め
た
土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
流

土
石
流
の
高
さ
（
当
該
高
さ
が
外
壁
等
の
高
さ
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
外
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の
高
さ
（
当
該
高
さ
が
外
壁
等
の
高
さ
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
外
壁
等
の

壁
等
の
高
さ
）

高
さ
）

七

（
略
）

七

（
略
）

八

地
滑
り
地
塊
の
滑
り
に
伴
っ
て
生
じ
た
土
石
等
の
高
さ

土
砂
災
害
特
別
警

八

地
滑
り
地
塊
の
滑
り
に
伴
っ
て
生
じ
た
土
石
等
の
高
さ

地
滑
り
地
塊
の
滑

戒
区
域
の
指
定
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
た
地
滑
り
地
塊
の
滑
り
に
伴

り
に
よ
る
土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の

っ
て
生
じ
た
土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
等

高
さ

の
高
さ
（
当
該
高
さ
が
外
壁
等
の
高
さ
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
外
壁
等
の

高
さ
）

第
二

（
略
）

第
二

（
略
）

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
方
法

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
方
法

外
壁
、
当
該
外
壁
に
接
着
す
る
控
壁
及
び
基
礎
を
設
け
る
構
造
と
し
、
当

外
壁
、
当
該
外
壁
に
接
着
す
る
控
壁
及
び
基
礎
を
設
け
る
構
造
と
し
、
当

イ

イ

該
外
壁
、
控
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

該
外
壁
、
控
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

控
壁
の
構
造
方
法

控
壁
の
構
造
方
法

(2)

(2)

～

（
略
）

～

（
略
）

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅰ)

(ⅲ)

縦
筋
の

長
さ
一
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
二
の

外
壁
と
接
す
る
端
部
及
び
隅
角
部
に
縦
筋
を
配
置
し
、
そ
の

(ⅳ)

(ⅳ)

断
面
積
の
和
を
、
次
の
表
二
の
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

数
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

表
二

表
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
い
移

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
い

縦
筋
の
断
面
積
の
和
（

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
い
移

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
い

縦
筋
の
断
面
積
の
和
（
単

動
す
る
土
石
等
の
高
さ
（
単

堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ

単
位

平
方
ミ
リ
メ
ー

動
す
る
土
石
等
の
高
さ
（
単

堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ

位

一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

位

メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ト
ル
）

位

メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
を
三
十
セ
ン
チ
メ

(ⅴ)

(ⅳ)

(ⅴ)

上
の
鉄
筋
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
縦
横
に
配
置
す
る

ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
横
に
配
置
す
る
こ
と
。

こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(ⅵ)

(ⅶ)

(ⅵ)

(ⅶ)

（
略
）

（
略
）

(3)

(3)

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

各
階
の
高
さ
を
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通

ハ

各
階
の
高
さ
を
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
昭
和
五
十
八
年
建
設
省

省
告
示
第
千
二
十
六
号
に
定
め
る
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又

告
示
第
千
三
百
十
九
号
に
定
め
る
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又

は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
と
し
、
急
傾
斜
地
の
崩

は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
と
し
、
急
傾
斜
地
の
崩

壊
に
伴
う
土
石
等
の
移
動
又
は
堆
積
に
よ
る
力
が
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る

壊
に
伴
う
土
石
等
の
移
動
又
は
堆
積
に
よ
る
力
が
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る

外
壁
、
耐
力
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

外
壁
、
耐
力
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

・

・

(1)

(2)

(1)

(2)

基
礎
の
構
造
方
法

基
礎
の
構
造
方
法

(3)

(3)

第
一
号
ロ

に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

第
二
号
ロ

に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

(4)

(4)

二

（
略
）

二

（
略
）

第
三

（
略
）

第
三

（
略
）

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
方
法

一

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
方
法

外
壁
、
当
該
外
壁
に
接
着
す
る
控
壁
及
び
基
礎
を
設
け
る
構
造
と
し
、
当

外
壁
、
当
該
外
壁
に
接
着
す
る
控
壁
及
び
基
礎
を
設
け
る
構
造
と
し
、
当

イ

イ

該
外
壁
、
控
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

該
外
壁
、
控
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の
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（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

控
壁
の
構
造
方
法

控
壁
の
構
造
方
法

(2)

(2)

（
略
）

（
略
）

(ⅰ)

(ⅰ)

縦
筋
の

長
さ
一
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
十
の

外
壁
と
接
す
る
端
部
及
び
隅
角
部
に
縦
筋
を
配
置
し
、
そ
の

(ⅱ)

(ⅱ)

断
面
積
の
和
を
、
次
の
表
十
の
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

数
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

表
十

表
十

土
石
流
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

縦
筋
の
断
面
積
の
和
（
単
位

平
方
ミ

土
石
流
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

縦
筋
の
断
面
積
の
和
（
単
位

一
メ
ー

リ
メ
ー
ト
ル
）

ト
ル
に
つ
き
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(ⅲ)

(ⅲ)

（
略
）

（
略
）

(3)

(3)

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

各
階
の
高
さ
を
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通

ハ

各
階
の
高
さ
を
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
昭
和
五
十
八
年
建
設
省

省
告
示
第
千
二
十
六
号
に
定
め
る
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又

告
示
第
千
三
百
十
九
号
に
定
め
る
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又

は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
と
し
、
急
傾
斜
地
の
崩

は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
と
し
、
急
傾
斜
地
の
崩

壊
に
伴
う
土
石
等
の
移
動
又
は
堆
積
に
よ
る
力
が
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る

壊
に
伴
う
土
石
等
の
移
動
又
は
堆
積
に
よ
る
力
が
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る

外
壁
、
耐
力
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

外
壁
、
耐
力
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

～

～

(1)

(3)

(1)

(3)

二

（
略
）

二

（
略
）
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第
四

（
略
）

第
四

（
略
）

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
方
法

一

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
方
法

外
壁
、
当
該
外
壁
に
接
着
す
る
控
壁
及
び
基
礎
を
設
け
る
構
造
と
し
、
当

外
壁
、
当
該
外
壁
に
接
着
す
る
控
壁
及
び
基
礎
を
設
け
る
構
造
と
し
、
当

イ

イ

該
外
壁
、
控
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

該
外
壁
、
控
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)

控
壁
の
構
造
方
法

控
壁
の
構
造
方
法

(2)

(2)

（
略
）

（
略
）

(ⅰ)

(ⅰ)

縦
筋
の

長
さ
一
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
十
六

外
壁
と
接
す
る
端
部
及
び
隅
角
部
に
縦
筋
を
配
置
し
、
そ
の

(ⅱ)

(ⅱ)

断
面
積
の
和
を
、
次
の
表
十
六
の
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

の
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

表
十
六

表
十
六

地
滑
り
地
塊
の
滑
り
に
伴
っ
て
生
じ
た
土

縦
筋
の
断
面
積
の
和
（
単
位

平
方
ミ

地
滑
り
地
塊
の
滑
り
に
伴
っ
て
生
じ
た
土

縦
筋
の
断
面
積
の
和
（
単
位

一
メ
ー

石
等
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

リ
メ
ー
ト
ル
）

石
等
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ト
ル
に
つ
き
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

(ⅲ)

(ⅲ)

（
略
）

（
略
）

(3)

(3)

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

各
階
の
高
さ
を
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
平
成
十
三
年
国
土
交
通

ハ

各
階
の
高
さ
を
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
昭
和
五
十
八
年
建
設
省

省
告
示
第
千
二
十
六
号
に
定
め
る
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又

告
示
第
千
三
百
十
九
号
に
定
め
る
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又

は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
と
し
、
急
傾
斜
地
の
崩

は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
と
し
、
急
傾
斜
地
の
崩
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壊
に
伴
う
土
石
等
の
移
動
又
は
堆
積
に
よ
る
力
が
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る

壊
に
伴
う
土
石
等
の
移
動
又
は
堆
積
に
よ
る
力
が
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る

外
壁
、
耐
力
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

外
壁
、
耐
力
壁
及
び
基
礎
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
構
造
方
法
と
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

～

～

(1)

(3)

(1)

(3)

二

（
略
）

二

（
略
）

第
五

（
略
）

第
五

（
略
）
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平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
四
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を
定
め
る
件

特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
九
十
四
条
の
規

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
九
十
四
条
の
規
定

定
に
基
づ
き
、
木
材
の
め
り
こ
み
及
び
木
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、
集
成

に
基
づ
き
、
木
材
の
め
り
こ
み
及
び
木
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、
集
成
材

材
及
び
構
造
用
単
板
積
層
材
（
以
下
「
集
成
材
等
」
と
い
う
。
）
の
繊
維
方
向
、
集
成

及
び
構
造
用
単
板
積
層
材
（
以
下
「
集
成
材
等
」
と
い
う
。
）
の
繊
維
方
向
、
集
成
材

材
等
の
め
り
こ
み
及
び
集
成
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、
鋼
材
等
の
支
圧

等
の
め
り
こ
み
及
び
集
成
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、
鋼
材
等
の
支
圧
、

、
鋼
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
及
び
鋼
材
等
の
曲
げ
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、
溶
融
亜

鋼
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
及
び
鋼
材
等
の
曲
げ
材
の
座
屈
の
許
容
応
力
度
、
溶
融
亜
鉛

鉛
メ
ッ
キ
等
を
施
し
た
高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
部
の
高
力
ボ
ル
ト
の
軸
断
面
に
対
す
る

メ
ッ
キ
等
を
施
し
た
高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
部
の
高
力
ボ
ル
ト
の
軸
断
面
に
対
す
る
許

許
容
せ
ん
断
応
力
度
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度
、
高
強
度
鉄
筋
の

容
せ
ん
断
応
力
度
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度
、
高
強
度
鉄
筋
の
許

許
容
応
力
度
、
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ

容
応
力
度
、
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
等

等
」
と
い
う
。
）
の
許
容
応
力
度
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材

」
と
い
う
。
）
の
許
容
応
力
度
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の

の
溶
接
継
目
の
の
ど
断
面
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
支
圧
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材

溶
接
継
目
の
の
ど
断
面
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
支
圧
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の

の
圧
縮
材
の
座
屈
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
曲
げ
材
の
座
屈
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金

圧
縮
材
の
座
屈
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
曲
げ
材
の
座
屈
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材

材
の
高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
部
及
び
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
又
は
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ

の
高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
部
及
び
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
又
は
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
を

を
用
い
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
部
の
許
容
応
力
度
、
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継
手

用
い
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
部
の
許
容
応
力
度
、
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継
手
の

の
許
容
応
力
度
並
び
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の
鋼
管
の
内
部
に
充
填
さ
れ
た
コ

許
容
応
力
度
並
び
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の
鋼
管
の
内
部
に
充
填
さ
れ
た
コ
ン

ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
、
せ
ん
断
及
び
付
着
の
許
容
応
力
度
、
組
積
体
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
、
せ
ん
断
及
び
付
着
の
許
容
応
力
度
、
組
積
体
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ー
ト
組
積
体
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
圧
縮
及
び
せ
ん
断
並
び
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
組
積
体
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
圧
縮
及
び
せ
ん
断
並
び
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
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ト
組
積
体
の
付
着
の
許
容
応
力
度
、
鉄
線
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度
並
び
に
同
令
第
六

組
積
体
の
付
着
の
許
容
応
力
度
、
鉄
線
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度
並
び
に
同
令
第
六
十

十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
鋼
材
の
接
合
、
同
条
第
二
項
の
国

七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
鋼
材
の
接
合
、
同
条
第
二
項
の
国
土

土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口
及
び
同
令
第
六
十
八
条
第
三
項
の
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口
及
び
同
令
第
六
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交

交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接
合
の
許
容
応
力
度
、
あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー

通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接
合
の
許
容
応
力
度
（
以
下
「
特
殊
な
許
容
応

の
接
合
部
の
引
張
り
及
び
せ
ん
断
の
許
容
応
力
度
、
丸
鋼
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
付
着
の

力
度
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
令
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
木
材
の
め
り
こ
み

許
容
応
力
度
、
炭
素
繊
維
、
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
引
張
り

及
び
木
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
集
成
材
等
の
繊
維
方
向
、
集
成
材
等
の
め

の
許
容
応
力
度
、
緊
張
材
の
引
張
り
の
許
容
応
力
度
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ

り
こ
み
及
び
集
成
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
鋼
材
等
の
支
圧
及
び
鋼
材
等

ル
に
使
用
す
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
及
び
せ
ん
断
の
許
容
応
力
度
（
以
下

の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
引
張
り
の
材
料
強
度
、
高
強
度

「
特
殊
な
許
容
応
力
度
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
令
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

鉄
筋
の
材
料
強
度
、
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
等
の
材
料
強
度
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
、
ア
ル

木
材
の
め
り
こ
み
及
び
木
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
集
成
材
等
の
繊
維
方
向

ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
溶
接
継
目
の
の
ど
断
面
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
支
圧
、
ア
ル

、
集
成
材
等
の
め
り
こ
み
及
び
集
成
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
鋼
材
等
の

ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
及
び
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
又
は
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン

支
圧
及
び
鋼
材
等
の
圧
縮
材
の
座
屈
の
材
料
強
度
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
引
張
り
の
材

ね
じ
を
用
い
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
部
の
材
料
強
度
、
ト
ラ
ス
用
機
械
式
継

料
強
度
、
高
強
度
鉄
筋
の
材
料
強
度
、
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
等
の
材
料
強
度
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ

手
の
材
料
強
度
並
び
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の
鋼
管
の
内
部
に
充
填
さ
れ
た
コ

ム
合
金
材
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
溶
接
継
目
の
の
ど
断
面
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金

ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
、
せ
ん
断
及
び
付
着
の
材
料
強
度
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
体

材
の
支
圧
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
圧
縮
材
の
座
屈
及
び
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
又
は
ド
リ

の
圧
縮
の
材
料
強
度
、
鉄
線
の
引
張
り
の
材
料
強
度
並
び
に
同
令
第
六
十
七
条
第
一
項

リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
を
用
い
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
材
の
接
合
部
の
材
料
強
度
、
ト

の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
接
合
、
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を

ラ
ス
用
機
械
式
継
手
の
材
料
強
度
並
び
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の
鋼
管
の
内
部

受
け
た
継
手
又
は
仕
口
及
び
同
令
第
六
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受

に
充
填
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
、
せ
ん
断
及
び
付
着
の
材
料
強
度
、
鉄
筋
コ
ン

け
た
高
力
ボ
ル
ト
接
合
の
材
料
強
度
（
以
下
「
特
殊
な
材
料
強
度
」
と
い
う
。
）
を
そ

ク
リ
ー
ト
組
積
体
の
圧
縮
の
材
料
強
度
、
鉄
線
の
引
張
り
の
材
料
強
度
並
び
に
同
令
第

れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
め
る

六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
接
合
、
同
条
第
二
項
の
国
土
交

通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
継
手
又
は
仕
口
及
び
同
令
第
六
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通

大
臣
の
認
定
を
受
け
た
高
力
ボ
ル
ト
接
合
の
材
料
強
度
、
あ
と
施
工
ア
ン
カ
ー
の
接
合
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部
の
引
張
り
及
び
せ
ん
断
の
材
料
強
度
、
丸
鋼
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
付
着
の
材
料
強
度

、
炭
素
繊
維
、
ア
ラ
ミ
ド
繊
維
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
引
張
り
の
材
料
強
度

、
緊
張
材
の
引
張
り
の
材
料
強
度
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
使
用
す
る
軽

量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
及
び
せ
ん
断
の
材
料
強
度
（
以
下
「
特
殊
な
材
料
強
度

」
と
い
う
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一

特
殊
な
許
容
応
力
度

第
一

特
殊
な
許
容
応
力
度

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

丸
鋼
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
付
着
の
許
容
応
力
度
は
、
丸
鋼
の
使
用
位
置
及
び

令
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
（

以
下
「
設
計
基
準
強
度
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式

に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

中
に
設
置
し
た
丸
鋼
の
引
抜
き
に
関
す
る
実
験
に
よ
っ
て
付
着
強
度
を
確
認
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
長
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る
付
着
の
許
容
応
力
度
に
つ
い
て

当
該
付
着
強
度
の
三
分
の
一
の
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

丸
鋼
の
使
用

長
期
に
生
ず
る
力
に
対
す

短
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る

位
置

る
付
着
の
許
容
応
力
度
（

付
着
の
許
容
応
力
度
（
単
位

単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に

ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン

つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

）

は
り
の
上
端

(
4
/
1
0
0
)

又
は
〇
・
九
の

長
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る

Ｆ

(一)
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う
ち
い
ず
れ
か
小
さ
い
数

付
着
の
許
容
応
力
度
の
数
値

値

の
二
倍
と
す
る
。

に
示
す
位

(
6
/
1
0
0
)

又
は
一
・
三
五

Ｆ

(二)

(一)置
以
外
の
位

の
う
ち
い
ず
れ
か
小
さ
い

置

数
値

こ
の
表
に
お
い
て
、

は
、
設
計
基
準
強
度
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト

Ｆ

ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
を
表
す
も
の
と
す
る
。

十
六

（
略
）

十
五

（
略
）

十
七

緊
張
材
の
許
容
応
力
度
は
、
次
の
表
の
数
値
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

緊
張
材
の
種
類

長
期
に
生
ず
る
力
に
対
す

短
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る

る
引
張
り
の
許
容
応
力
度

引
張
り
の
許
容
応
力
度
（
単

（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ

位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト

に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

ン
）Fu

Fy
Fy

径
が
十
三
ミ
リ
メ

0
.
6
5

又
は0

.
7
5

の
う

0
.
9

ー
ト
ル
以
下
の
ね

ち
い
ず
れ
か
小
さ
い
数
値

じ
切
り
鋼
棒

そ
の
他
の
緊
張
材

0
.
7

又
は0

.
8

の
う
ち

Fu
Fy

い
ず
れ
か
小
さ
い
数
値

こ
の
表
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
引
張
強
さ

Fu

Fy
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及
び
耐
力
を
表
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国
土
交

通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
緊
張
材
の
引
張
強
さ
及
び
耐
力
は
、
そ
の
種
類
及
び

品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

緊
張
材
の
種
類
及
び
品
質

引
張
強
さ
（
単

耐
力
（
単
位

位

一
平
方
ミ

一
平
方
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
に

リ
メ
ー
ト
ル

つ
き
ニ
ュ
ー
ト

に
つ
き
ニ
ュ

ン
）

ー
ト
ン
）

単

丸
線
及
び

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

径
が
五
ミ
リ
メ

一
、
六
二
〇

一
、
四
二
〇

一

異
形
線

一
Ａ
Ｎ
、

ー
ト
ル
の
も
の

鋼

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

径
が
七
ミ
リ
メ

一
、
五
一
五

一
、
三
二
五

線

一
Ａ
Ｌ
、

ー
ト
ル
の
も
の

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｄ

径
が
八
ミ
リ
メ

一
、
四
七
〇

一
、
二
七
五

一
Ｎ
、
Ｓ

ー
ト
ル
の
も
の

Ｗ
Ｐ
Ｄ
一

径
が
九
ミ
リ
メ

一
、
四
二
〇

一
、
二
二
五

Ｌ

ー
ト
ル
の
も
の

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

径
が
五
ミ
リ
メ

一
、
七
二
〇

一
、
五
二
〇

一
Ｂ
Ｎ
、

ー
ト
ル
の
も
の

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

径
が
七
ミ
リ
メ

一
、
六
一
五

一
、
四
二
五

一
Ｂ
Ｌ

ー
ト
ル
の
も
の

径
が
八
ミ
リ
メ

一
、
五
七
〇

一
、
三
七
五
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ー
ト
ル
の
も
の

二
本
よ
り

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

二
・
九
ミ
リ
メ

一
、
九
三
〇

一
、
七
一
〇

線

二
Ｎ
、
Ｓ

ー
ト
ル
二
本
よ

Ｗ
Ｐ
Ｒ
二

り

Ｌ

三
本
よ
り

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｄ

二
・
九
ミ
リ
メ

一
、
九
二
五

一
、
七
〇
五

線

三
Ｎ
、
Ｓ

ー
ト
ル
三
本
よ

Ｗ
Ｐ
Ｄ
三

り

Ｌ

七
本
よ
り

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

九
・
三
ミ
リ
メ

一
、
七
二
〇

一
、
四
六
〇

線

七
Ａ
Ｎ
、

ー
ト
ル
七
本
よ

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

り

七
Ａ
Ｌ

十
・
八
ミ
リ
メ

一
、
七
二
〇

一
、
四
六
〇

ー
ト
ル
七
本
よ

り十
二
・
四
ミ
リ

一
、
七
二
〇

一
、
四
六
〇

メ
ー
ト
ル
七
本

よ
り

十
五
・
二
ミ
リ

一
、
七
三
〇

一
、
四
七
〇

メ
ー
ト
ル
七
本

よ
り

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

九
・
五
ミ
リ
メ

一
、
八
六
〇

一
、
五
八
〇
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七
Ｂ
Ｎ
、

ー
ト
ル
七
本
よ

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

り

七
Ｂ
Ｌ

十
一
・
一
ミ
リ

一
、
八
六
〇

一
、
五
九
〇

メ
ー
ト
七
本
よ

り十
二
・
七
ミ
リ

一
、
八
五
〇

一
、
五
八
〇

メ
ー
ト
ル
七
本

よ
り

十
五
・
二
ミ
リ

一
、
八
八
〇

一
、
六
〇
〇

メ
ー
ト
ル
七
本

よ
り

十
九
本
よ

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

十
七
・
八
ミ
リ

一
、
八
五
五

一
、
五
八
〇

り
線

十
九
Ｎ
、

メ
ー
ト
ル
十
九

Ｓ
Ｗ
Ｐ
Ｒ

本
よ
り

十
九
Ｌ

十
九
・
三
ミ
リ

一
、
八
五
〇

一
、
五
八
五

メ
ー
ト
ル
十
九

本
よ
り

二
十
・
三
ミ
リ

一
、
八
二
五

一
、
五
五
五

メ
ー
ト
ル
十
九

本
よ
り

二
十
一
・
八
ミ

一
、
八
三
〇

一
、
五
八
〇

リ
メ
ー
ト
ル
十
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九
本
よ
り

二
十
八
・
六
ミ

一
、
七
八
〇

一
、
五
一
五

リ
メ
ー
ト
ル
十

九
本
よ
り

棒

Ｐ
Ｃ
鋼
棒

Ｓ
Ｂ
Ｐ
Ｒ

径
が
四
〇
ミ
リ

一
、
〇
三
〇

七
八
五

鋼

／

メ
ー
ト
ル
以
下

785

1030

Ｓ
Ｂ
Ｐ
Ｒ

の
も
の

一
、
〇
八
〇

九
三
〇

／
930

1080

Ｓ
Ｂ
Ｐ
Ｒ

一
、
一
八
〇

九
三
〇

／
930

1180

Ｓ
Ｂ
Ｐ
Ｒ

一
、
二
三
〇

一
、
〇
八
〇

／
1080

1230

細
径
異
形

Ｓ
Ｂ
Ｐ
Ｄ

径
が
十
三
ミ
リ

一
、
〇
八
〇

九
三
〇

Ｐ
Ｃ
鋼
棒

Ｎ

／

メ
ー
ト
ル
以
下

(Ｌ)
930

の
も
の

1080Ｓ
Ｂ
Ｐ
Ｄ

一
、
二
三
〇

一
、
〇
八
〇

Ｎ
(Ｌ)
1080

／
1230

Ｓ
Ｂ
Ｐ
Ｄ

一
、
四
二
〇

一
、
二
七
五

Ｎ
(Ｌ)
1275

／
1420

こ
の
表
に
お
い
て
、
単
一
鋼
線
、
鋼
よ
り
線
で
示
さ
れ
る
緊
張
材
の
種
類
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は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
五
三
六
（
Ｐ
Ｃ
鋼
線
及
び
Ｐ
Ｃ
鋼
よ
り
線
）

―
一
九
九
九
に
定
め
る
緊
張
材
の
種
類
を
、
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
で
示
さ
れ
る
緊
張
材

の
種
類
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
〇
九
（
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る

緊
張
材
の
種
類
を
、
細
径
異
形
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
で
示
さ
れ
る
緊
張
材
の
種
類
は
、

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
三
一
三
七
（
細
径
異
形
Ｐ
Ｃ
鋼
棒
）
―
一
九
九
四
に
定
め
る
緊

張
材
の
種
類
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
も
の
と
す
る
。

十
八

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
使
用
す
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

圧
縮
及
び
せ
ん
断
の
許
容
応
力
度
は
、
次
の
表
の
数
値
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
軽
量

気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
使
用
す
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
及
び

せ
ん
断
の
許
容
応
力
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
国
土
交
通

大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

長
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る
許
容
応
力

短
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る
許
容
応

度
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に

力
度
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト

つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

圧
縮

せ
ん
断

圧
縮

せ
ん
断

一
・
三

〇
・
〇
八

二
・
〇

〇
・
一
二

第
二

特
殊
な
材
料
強
度

第
二

特
殊
な
材
料
強
度

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
四

丸
鋼
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
付
着
の
材
料
強
度
は
、
第
一
第
十
五
号
の
表
に
規
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定
す
る
長
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る
付
着
の
許
容
応
力
度
の
数
値
の
三
倍
の
数
値

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
五

（
略
）

十
四

（
略
）

十
六

緊
張
材
の
材
料
強
度
は
、
第
一
第
十
七
号
の
表
に
規
定
す
る
耐
力
の
数
値
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
七

軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
に
使
用
す
る
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

圧
縮
及
び
せ
ん
断
の
材
料
強
度
は
、
第
一
第
十
八
号
の
表
に
規
定
す
る
短
期
に
生

ず
る
力
に
対
す
る
圧
縮
の
許
容
応
力
度
の
数
値
の
一
・
五
倍
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
三

基
準
強
度

第
三

基
準
強
度

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
一
第
五
号
に
規
定
す
る
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
基
準
強
度
は
、
次
の
表
の
数
値

四

第
一
第
五
号
に
規
定
す
る
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
基
準
強
度
は
、
次
の
表
の
数
値

と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た

と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た

タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
基
準
強
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
国

タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
の
基
準
強
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
品
質
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
国

土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
数
値
と
す
る
。

品

質

基
準
強
度
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

品

質

基
準
強
度
（
単
位

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル

二
三
五

タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル

二
三
五

こ
の
表
に
お
い
て
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
は
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ

こ
の
表
に
お
い
て
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
は
、
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ

Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ａ
五
五
四
〇
（
建
築
用
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
）
―
二
〇
〇
三

Ｓ
」
と
い
う
。
）

Ａ
五
五
四
〇
（
建
築
用
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
）
―
一
九
八
二

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
四
一
（
建
築
用
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
胴
）
―
二
〇
〇
三
及
び

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
四
一
（
建
築
用
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
胴
）
―
一
九
九
三
及
び

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
四
二
（
建
築
用
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
ボ
ル
ト
）
―
二
〇
〇
三
に

Ｊ
Ｉ
Ｓ

Ａ
五
五
四
二
（
建
築
用
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
ボ
ル
ト
）
―
一
九
九
三
に
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規
定
す
る
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
を
表
す
も
の
と
す
る
。

規
定
す
る
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
を
表
す
も
の
と
す
る
。

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）



   

1 

平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
四
十
一
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け

ら
れ
る
も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
及
び

床
版
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け

ら
れ
る
も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
及
び

床
版
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基

づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
（
木
材
を
使
用
し
た

枠
組
に
構
造
用
合
板
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
打
ち
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
壁
及
び
床
版

を
設
け
る
工
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
及
び
床
版
の
構
造
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。 

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基

づ
き
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
（
木
材
を
使
用
し
た

枠
組
に
構
造
用
合
板
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
打
ち
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
壁
及
び
床
版

を
設
け
る
工
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
及
び
床
版
の
構
造
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。 

第
一 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を
用

い
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

耐
力
壁
の
下
枠
、
た
て
枠
及
び
上
枠
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
の
日
本
農

林
規
格
（
昭
和
四
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
号
。
以
下
「
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製

材
規
格
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
、
二
〇
五
、
二
〇
六
、
二
〇
八
、

三
〇
四
、
三
〇
六
、
四
〇
四
、
四
〇
六
若
し
く
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
も
の
又
は
厚
さ
三

十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

下
枠
、
た
て
枠
若
し
く
は
上
枠
と
床
版
の
枠
組
材
、
頭
つ
な
ぎ
、
ま
ぐ
さ
受
け
若
し
く
は

筋
か
い
の
両
端
部
と
の
緊
結
及
び
下
枠
若
し
く
は
上
枠
と
た
て
枠
と
の
緊
結
に
支
障
が
な

第
一 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を
用

い
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
壁
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

耐
力
壁
の
下
枠
、
た
て
枠
及
び
上
枠
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
の
日
本
農

林
規
格
（
昭
和
四
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
号
。
以
下
「
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製

材
規
格
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
、
二
〇
六
、
二
〇
八
、
四
〇
四
、

四
〇
六
若
し
く
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
も
の
又
は
厚
さ
三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅

八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
下
枠
、
た
て
枠
若
し
く
は
上
枠

と
床
版
の
枠
組
材
、
頭
つ
な
ぎ
、
ま
ぐ
さ
受
け
若
し
く
は
筋
か
い
の
両
端
部
と
の
緊
結
及

び
下
枠
若
し
く
は
上
枠
と
た
て
枠
と
の
緊
結
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

五 
各
階
の
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
に
配
置
す
る
耐
力
壁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に

つ
き
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
お
い

て
は
次
の
表
一
の
、
当
該
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
お
い
て
は
次
の

表
一
―
二
の
耐
力
壁
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
当
該
耐
力
壁
の
長
さ
に
同
表

の
倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
長
さ
の
合
計
を
、
そ
の
階
の
床
面
積
（
そ
の

階
又
は
上
の
階
の
小
屋
裏
、
天
井
裏
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
に
物
置
等
を
設
け
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五
十
一
号
に
規
定
す
る
面
積
を

そ
の
階
の
床
面
積
に
加
え
た
面
積
）
に
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
（
特
定
行
政
庁
が
令
第

八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
指
定
し
た
区
域
内
に
お
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
の
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
倍
と
し
た
数
値
）
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上

で
、
か
つ
、
そ
の
階(

そ
の
階
よ
り
上
の
階
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
上
の
階
を

含
む
。)

の
見
付
面
積(

張
り
間
方
向
又
は
け
た
行
方
向
の
鉛
直
投
影
面
積
を
い
う
。
以
下

同
じ
。)

か
ら
そ
の
階
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
の
見
付

面
積
を
減
じ
た
も
の
に
次
の
表
三
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

表
一 

い
。 

五 

各
階
の
張
り
間
方
向
及
び
け
た
行
方
向
に
配
置
す
る
耐
力
壁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に

つ
き
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
お
い

て
は
次
の
表
一
の
、
当
該
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
お
い
て
は
次
の

表
一
―
二
の
耐
力
壁
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
当
該
耐
力
壁
の
長
さ
に
同
表

の
倍
率
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
長
さ
の
合
計
を
、
そ
の
階
の
床
面
積
（
そ
の

階
又
は
上
の
階
の
小
屋
裏
、
天
井
裏
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
に
物
置
等
を
設
け
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五
十
一
号
に
規
定
す
る
面
積
を

そ
の
階
の
床
面
積
に
加
え
た
面
積
）
に
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
（
特
定
行
政
庁
が
令
第

八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
指
定
し
た
区
域
内
に
お
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
の
そ
れ
ぞ
れ
一
・
五
倍
と
し
た
数
値
）
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上

で
、
か
つ
、
そ
の
階(

そ
の
階
よ
り
上
の
階
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
上
の
階
を

含
む
。)

の
見
付
面
積(

張
り
間
方
向
又
は
け
た
行
方
向
の
鉛
直
投
影
面
積
を
い
う
。
以
下

同
じ
。)

か
ら
そ
の
階
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
の
見
付

面
積
を
減
じ
た
も
の
に
次
の
表
三
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

表
一 

 
 

耐
力
壁
の
種
類 

倍
率 

 
 

 

耐
力
壁
の
種
類 

倍
率 

 

 

(一) 

（
略
） 

三

 

(一) 

（
略
） 

三 
 

 

(二) 

（
略
） 

（
略
） 

 

(二) 

（
略
） 

（
略
） 
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(三) 
構
造
用
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
Ａ
種
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
（
せ

っ
こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
―
二
〇
〇
五
に
規
定
す
る
構
造
用
せ
っ

こ
う
ボ
ー
ド
Ａ
種
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
厚
さ
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
片
側
全
面
に
打
ち
付
け
た
耐
力

壁 

一
・
七

 

 

 
 

 

 

(四) 

構
造
用
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
Ｂ
種
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
（
せ

っ
こ
う
ボ
ー
ド
製
品
）
―
二
〇
〇
五
に
規
定
す
る
構
造
用
せ
っ

こ
う
ボ
ー
ド
Ａ
種
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
厚
さ
十
二

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
板
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ

 

Ａ
五
四
三
〇
（
繊
維
強
化
セ
メ
ン
ト
板
）
―
二
〇
〇
一
に
規

定
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
板
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
厚

さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
片
側
全
面
に
打
ち
付
け
た

耐
力
壁 

一
・
五

 

(三) 

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
板
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
四
三
〇
（
繊
維
強
化
セ
メ

ン
ト
板
）
―
二
〇
〇
一
に
規
定
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
板
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

を
片
側
全
面
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁 

一
・
五 

 

 

(五) 

強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
（
せ
っ
こ
う

ボ
ー
ド
製
品
）
―
二
〇
〇
五
に
規
定
す
る
強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー

ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
を
片
側
全
面
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁 

一
・
三

 

 

 

 

 

 

(六) 

せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
（
せ
っ
こ
う
ボ
ー

ド
製
品
）
―
二
〇
〇
五
に
規
定
す
る
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
又
は
シ
ー
ジ
ン
グ
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
九
〇
五
（
繊
維

板
）
―
一
九
九
四
に
規
定
す
る
シ
ー
ジ
ン
グ
ボ
ー
ド
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

を
片
側
全
面
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁 

一
 

(四) 

せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
六
九
〇
一
（
せ
っ
こ
う
ボ
ー

ド
製
品
）
―
一
九
九
四
に
規
定
す
る
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
又
は
シ
ー
ジ
ン
グ
ボ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
九
〇
五
（
繊
維

板
）
―
一
九
九
四
に
規
定
す
る
シ
ー
ジ
ン
グ
ボ
ー
ド
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

を
片
側
全
面
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁 

一 

 



   

4 

 

(七) 

(一)
か
ら
(六)
ま
で
に
掲
げ
る
壁
材
を
両
側
全
面
に
打
ち
付
け
た

耐
力
壁 

(一)
か
ら
(六)

ま
で
の
そ
れ

ぞ
れ
の
数
値

と
(一)
か
ら

(六)
ま
で
の

そ
れ
ぞ
れ
の

数
値
と
の
和

（
五
を
超
え

る
と
き
は
、

五
） 

 

(五) 

(一)
か
ら
(四)
ま
で
に
掲
げ
る
壁
材
を
両
側
全
面
に
打
ち
付
け
た

耐
力
壁 

(一)
か
ら
(四)

ま
で
の
そ
れ

ぞ
れ
の
数
値

と
(一)
か
ら

(四)
ま
で
の

そ
れ
ぞ
れ
の

数
値
と
の
和

（
五
を
超
え

る
と
き
は
、

五
） 

 

 

(八) 

厚
さ
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
筋
か
い
を
入
れ
た
耐
力
壁 

〇
・
五

 

(六) 

厚
さ
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
筋
か
い
を
入
れ
た
耐
力
壁 

〇
・
五 

 

 

(九) 

(一)
か
ら
(七)
ま
で
に
掲
げ
る
耐
力
壁
と
(八)
に
掲
げ
る
筋
か
い
と

を
併
用
し
た
耐
力
壁 

(一)
か
ら
(七)

ま
で
の
そ
れ

ぞ
れ
の
数
値

と
(八)
の
数

値
と
の
和(

五
を
超
え
る

と
き
は
、
五

) 

 

(七) 

(一)
か
ら
(五)
ま
で
に
掲
げ
る
耐
力
壁
と
(六)
に
掲
げ
る
筋
か
い
と

を
併
用
し
た
耐
力
壁 

(一)
か
ら
(五)

ま
で
の
そ
れ

ぞ
れ
の
数
値

と
(六)
の
数

値
と
の
和(

五
を
超
え
る

と
き
は
、
五

) 

 

 
 

表
一
―
二 
表
一
―
二 

 
 

耐
力
壁
の
種
類 

倍
率 

 
 

 

耐
力
壁
の
種
類 

倍
率 

 

 

(一) 

（
略
） 

（
略
） 

 

(一) 
（
略
） 

（
略
） 

 

 

(二) 

（
略
） 

（
略
） 

 

(二) 

（
略
） 

（
略
） 
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(三) 

（
略
） 

（
略
） 

 

(三) 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
(四) 

（
略
） 

（
略
） 

 

(四) 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

(五) 
構
造
用
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
Ａ
種
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
を
片
側
全
面
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁 

一
・
七

 
 

 
 

 

 

(六) 

構
造
用
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
Ｂ
種
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
を
片
面
全
面
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁
又
は
厚
さ

十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
二
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
製
材
を
片
側
全
面
に
斜
め
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁 

一
・
五

 

(五) 

せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
を
片
面
全
面
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁
又
は
厚
さ
十
三
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
、
幅
二
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
製
材
を
片

面
全
面
に
斜
め
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁 

一
・
五 

 

 

(七) 

強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
を
片
側
全
面
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁 

一
・
三

 
 

 
 

 

 

(八) 

せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
又
は
シ
ー
ジ
ン
グ
ボ
ー
ド
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
又
は
ラ
ス
シ
ー
ト
（
角
波
亜
鉛
鉄
板
は
厚
さ
〇
・

四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
メ
タ
ル
ラ
ス
は
厚
さ
〇
・
六
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
片
側
全
面
に
打
ち
付
け
た

耐
力
壁 

一

 

(六) 

シ
ー
ジ
ン
グ
ボ
ー
ド
の
う
ち
厚
さ
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の
又
は
ラ
ス
シ
ー
ト
（
角
波
亜
鉛
鉄
板
は
厚
さ
〇
・
四
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
上
、
メ
タ
ル
ラ
ス
は
厚
さ
〇
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
片
側
全
面
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁

一 

 

 

(九) 

厚
さ
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
二
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
製
材
を
片
側
全
面
に
横
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁 
〇
・
五

 

(七) 

厚
さ
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
二
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
製
材
を
片
側
全
面
に
横
に
打
ち
付
け
た
耐
力
壁 

〇
・
五 
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(十) 

(一)
か
ら
(九)
ま
で
に
掲
げ
る
壁
材
を
両
側
全
面
に
打
ち
付
け
た

耐
力
壁 

(一)
か
ら
(九)

ま
で
の
そ
れ

ぞ
れ
の
数
値

と
(一)
か
ら

(九)
ま
で
の

そ
れ
ぞ
れ
の

数
値
と
の
和

（
五
を
超
え

る
と
き
は
、

五
） 

 

(八) 

(一)
か
ら
(七)
ま
で
に
掲
げ
る
壁
材
を
両
側
全
面
に
打
ち
付
け
た

耐
力
壁 

(一)
か
ら
(七)

ま
で
の
そ
れ

ぞ
れ
の
数
値

と
(一)
か
ら

(七)
ま
で
の

そ
れ
ぞ
れ
の

数
値
と
の
和

（
五
を
超
え

る
と
き
は
、

五
） 

 

 

(十一) 

厚
さ
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
筋
か
い
を
入
れ
た
耐
力
壁 

〇
・
五

 

(九) 

厚
さ
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
八
十
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
筋
か
い
を
入
れ
た
耐
力
壁 

〇
・
五 

 

 

(十二) 

(一)
か
ら
(十)
ま
で
に
掲
げ
る
耐
力
壁
と
(十一)
に
掲
げ
る
筋
か
い
と

を
併
用
し
た
耐
力
壁 

(一)
か
ら
(十)

ま
で
の
そ

れ
ぞ
れ
の

数
値
と

(十一)

の
数
値
と

の
和
（
五

を
超
え
る

と
き
は
、

五
） 

 

(十) 

(一)
か
ら
(八)
ま
で
に
掲
げ
る
耐
力
壁
と
(九)
に
掲
げ
る
筋
か
い
と

を
併
用
し
た
耐
力
壁 

(一)
か
ら
(八)

ま
で
の
そ
れ

ぞ
れ
の
数
値

と
(九)
の
数

値
と
の
和
（

五
を
超
え
る

と
き
は
、
五

） 

 

表
二
・
表
三 

（
略
） 

表
二
・
表
三 

（
略
） 

六 

耐
力
壁
線
相
互
の
距
離
は
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
は
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

六 

耐
力
壁
線
相
互
の
距
離
は
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
は
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
（
床
版
の
枠
組
材
と
床
材
と
を
緊
結
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だ
し
、
床
版
の
枠
組
材
と
床
材
と
を
緊
結
す
る
部
分
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
補
強
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
水
平
投
影
面
積
を
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
（
耐
力
壁
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
部
分
の
長
辺
の
長
さ
に
対
す
る
短
辺
の
長
さ
の
比
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合

に
あ
っ
て
は
七
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。 

す
る
部
分
を
構
造
耐
力
上
有
効
に
補
強
し
た
場
合
に
は
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

七 

（
略
） 

七 

（
略
） 

八 

耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
（
た
て
枠
に
枠
組
壁

工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
三
〇
六
又
は
四
〇
六
に
適
合
す

る
製
材
を
使
用
す
る
耐
力
壁
に
つ
い
て
は
、
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
当
該
耐
力
壁
を
三

階
建
て
の
建
築
物
の
三
階
、
二
階
建
て
の
建
築
物
の
二
階
又
は
平
屋
建
て
の
建
築
物
に
用

い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
、
た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構

造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
八
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
使
用
す

る
耐
力
壁
に
つ
い
て
は
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
）
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐

力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
た
て
枠
相
互
の
間
隔
は
、

当
該
計
算
に
用
い
た
数
値
（
当
該
耐
力
壁
に
木
質
断
熱
複
合
パ
ネ
ル
を
用
い
る
場
合
を
除

き
、
当
該
数
値
が
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力
上
主
要

な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
耐
力
壁
」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
表 

略
） 

八 

耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
（
た
て
枠
に
枠
組
壁

工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
又
は
四
〇
六
に
適
合
す
る
製
材
を

使
用
す
る
耐
力
壁
に
つ
い
て
は
、
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
当
該
耐
力
壁
を
三
階
建
て
の

建
築
物
の
三
階
、
二
階
建
て
の
建
築
物
の
二
階
又
は
平
屋
建
て
の
建
築
物
に
用
い
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
、
た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材

規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
八
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
使
用
す
る
耐
力
壁

に
つ
い
て
は
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
）
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令

第
八
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
た
て
枠
相
互
の
間
隔
は
、
当
該
計
算

に
用
い
た
数
値
（
当
該
数
値
が
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
六
十
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造

耐
力
上
主
要
な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
耐
力
壁
」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

 

（
表 

略
） 

九 

各
耐
力
壁
の
隅
角
部
及
び
交
さ
部
に
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
た
て
枠
を
用
い
る

も
の
と
し
、
当
該
た
て
枠
は
相
互
に
構
造
耐
力
上
有
効
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ 

た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
、
二
〇
五

又
は
三
〇
四
に
適
合
す
る
製
材
の
み
を
使
用
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間

隔
が
前
号
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
と
な
る
耐
力
壁
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

九 

各
耐
力
壁
の
隅
角
部
及
び
交
さ
部
に
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
た
て
枠
を
用
い
る

も
の
と
し
、
当
該
た
て
枠
は
相
互
に
構
造
耐
力
上
有
効
に
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 
た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
に
適
合
す

る
製
材
の
み
を
使
用
し
、
か
つ
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相
互
の
間
隔
が
前
号
の
表
に
掲
げ

る
数
値
以
下
と
な
る
耐
力
壁
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
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枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
又
は
三
〇
四
に
適
合
す

る
製
材
を
三
本
以
上 

ロ 

た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二
〇
八

、
三
〇
六
、
四
〇
四
、
四
〇
六
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
使
用
し
、
耐
力
壁
の

た
て
枠
相
互
の
間
隔
が
前
号
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
と
な
る
耐
力
壁
に
使
用
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二

〇
八
、
三
〇
六
、
四
〇
四
、
四
〇
六
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
そ
れ
ぞ
れ
二
本

以
上 

ハ 

（
略
） 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
四
に
適
合
す
る
製
材
を
三
本
以
上 

 

ロ 

た
て
枠
に
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二
〇
八

、
四
〇
四
、
四
〇
六
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
使
用
し
、
耐
力
壁
の
た
て
枠
相

互
の
間
隔
が
前
号
の
表
に
掲
げ
る
数
値
以
下
と
な
る
耐
力
壁
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す
る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二
〇
八
、
四

〇
四
、
四
〇
六
又
は
四
〇
八
に
適
合
す
る
製
材
を
そ
れ
ぞ
れ
二
本
以
上 

 

ハ 

（
略
） 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

十
～
十
四 

（
略
） 

十
～
十
四 

（
略
） 

十
五 

壁
の
各
部
材
相
互
及
び
壁
の
各
部
材
と
床
版
、
頭
つ
な
ぎ
又
は
ま
ぐ
さ
受
け
と
は
、

次
の
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
緊
結
の
方
法

の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
合
部
の
短
期
に
生
ず

る
力
に
対
す
る
許
容
せ
ん
断
耐
力
が
、
同
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
許
容
せ
ん
断
耐
力
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

十
五 

壁
の
各
部
材
相
互
及
び
壁
の
各
部
材
と
床
版
、
頭
つ
な
ぎ
又
は
ま
ぐ
さ
受
け
と
は
、

次
の
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
緊
結
の
方
法

の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
合
部
の
短
期
に
生
ず

る
力
に
対
す
る
許
容
せ
ん
断
耐
力
が
、
同
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
許
容
せ
ん
断
耐
力
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

緊
結
の
方
法 

 

緊
結
の
方
法 

 

 

緊
結
す
る
部
分 

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の 

本
数 

く
ぎ
の
間
隔

許
容
せ
ん

断
耐
力 

 

 

緊
結
す
る
部
分

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の 

本
数 

く
ぎ
の
間
隔

許
容
せ
ん

断
耐
力 

 

(一) 

た
て
枠
と
上
枠
又

は
下
枠 

Ｃ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
九

〇 

二
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

 
(一) 

た
て
枠
と
上
枠
又

は
下
枠 

Ｃ
Ｎ
九
〇

二
本

― 

一
箇
所
当

た
り 
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Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 Ｂ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
六
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
六

五 Ｂ
Ｎ
七
五 

三
本

Ｃ
Ｎ
七
五

Ｂ
Ｎ
九
〇

Ｃ
Ｎ
六
五

Ｂ
Ｎ
七
五

三
本

Ｂ
Ｎ
六
五 

四
本

千
ニ
ュ
ー

ト
ン 

Ｂ
Ｎ
六
五

四
本

千
ニ
ュ
ー

ト
ン 

Ｃ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
九

〇 

―

二
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

Ｃ
Ｎ
九
〇

―

二
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

三
階
建

て
の
建

築
物
の

一
階 

Ｂ
Ｎ
九
〇 
―

十
七
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

三
千
二
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

三
階
建

て
の
建

築
物
の

一
階 

Ｂ
Ｎ
九
〇

―

十
七
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

三
千
二
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

Ｃ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
九

〇 

―

五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

Ｃ
Ｎ
九
〇

―

五
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

 

(二) 

下
枠
と

床
版
の

枠
組
材

そ
の
他

の
階 

Ｂ
Ｎ
九
〇 

―

三
十
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
六
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

 

(二) 

下
枠
と

床
版
の

枠
組
材

そ
の
他

の
階 

Ｂ
Ｎ
九
〇

―

三
十
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
下

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
六
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

 

(三) 

上
枠
と
頭
つ
な
ぎ

Ｃ
Ｎ
九
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
九

〇 

―

五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
六
百
ニ

 

(三) 

上
枠
と
頭
つ
な
ぎ

Ｃ
Ｎ
九
〇

―

五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
六
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 
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Ｂ
Ｎ
九
〇 

―

三
十
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

ュ
ー
ト
ン 

Ｂ
Ｎ
九
〇

―

三
十
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 

―

三
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

Ｃ
Ｎ
七
五

―

三
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

 

(四) 

た
て
枠
と
た
て
枠

又
は
ま
ぐ
さ
受
け

Ｂ
Ｎ
七
五 

―

二
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 
一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
二
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

 

(四) 

た
て
枠
と
た
て
枠

又
は
ま
ぐ
さ
受
け

Ｂ
Ｎ
七
五

―

二
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
二
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

 

(五) 

壁
の
枠
組
材
と
筋

か
い
の
両
端
部 

Ｃ
Ｎ
六
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
六

五 

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠 

 二
本

― 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
百
ニ
ュ

 

(五) 

壁
の
枠
組
材
と
筋

か
い
の
両
端
部 

Ｃ
Ｎ
六
五

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠 

 二
本

― 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 
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Ｂ
Ｎ
六
五 

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠
三
本

ー
ト
ン 

Ｂ
Ｎ
六
五

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠
三
本

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
く
ぎ
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
記
号
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
○

八
（
く
ぎ
）
―
二
〇
〇
五
に
規
定
す
る
規
格
を
表
す
も
の
と
す
る
。
以
下
第
二
第
七

号
の
表
に
お
い
て
同
様
と
す
る
。 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
く
ぎ
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
記
号
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五

○
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
規
定
す
る
規
格
を
表
す
も
の
と
す
る
。
以
下
第
二

第
七
号
の
表
に
お
い
て
同
様
と
す
る
。 

十
六 

壁
の
枠
組
材
と
壁
材
と
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

十
六 

壁
の
枠
組
材
と
壁
材
と
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

壁
材
の
種
類 

く
ぎ
又
は

ね
じ
の
種

類 

く
ぎ
又
は

ね
じ
の
本

数 

く
ぎ
又
は
ね
じ
の
間
隔 

 

壁
材
の
種
類 

く
ぎ
又
は

ね
じ
の
種

類 

く
ぎ
又
は

ね
じ
の
本

数 

く
ぎ
又
は
ね
じ
の
間
隔 

Ｃ
Ｎ
五
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
五

〇 

―

Ｃ
Ｎ
五
〇

―

 

構
造
用
合
板
、
パ
ー
テ

ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
、
ハ
ー

ド
ボ
ー
ド
、
構
造
用
パ

ネ
ル
、
硬
質
木
片
セ
メ

ン
ト
板
又
は
ラ
ス
シ
ー

ト 

Ｂ
Ｎ
五
〇 

―

壁
材
の
外
周
部
分
は
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
そ
の
他

の
部
分
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
下 

 

構
造
用
合
板
、
パ
ー
テ

ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
、
ハ
ー

ド
ボ
ー
ド
、
構
造
用
パ

ネ
ル
、
硬
質
木
片
セ
メ

ン
ト
板
又
は
ラ
ス
シ
ー

ト 

Ｂ
Ｎ
五
〇

―

壁
材
の
外
周
部
分
は
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
そ
の
他

の
部
分
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
下 

 

（
略
） 

 
 

 
 

（
略
） 
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Ｃ
Ｎ
五
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
五

〇 

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠
二
本

Ｃ
Ｎ
五
〇

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠
二
本

 

製
材 

Ｂ
Ｎ
五
〇 

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠
三
本

― 
 

製
材 

Ｂ
Ｎ
五
〇

下
枠
、
た

て
枠
及
び

上
枠
三
本

― 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｆ
四
五
、
Ｃ
Ｎ
五
〇
、
Ｃ
Ｎ
Ｚ
五
〇
、
Ｂ
Ｎ
五
〇
、
Ｇ

Ｎ
Ｆ
四
〇
及
び
Ｓ
Ｎ
四
〇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
二
〇

〇
五
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｆ
四
五
、
Ｃ
Ｎ
五
〇
、
Ｃ
Ｎ
Ｚ
五
〇
、
Ｂ
Ｎ
五
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ

四
〇
及
び
Ｓ
Ｎ
四
〇
を
、
Ｗ
Ｓ
Ｎ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｂ
一
一
一
二
（
十
字
穴
付
き
木
ね

じ
）
―
一
九
九
五
に
適
合
す
る
十
字
穴
付
き
木
ね
じ
で
あ
っ
て
、
呼
び
径
及
び
長
さ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
・
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
及
び
三
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

を
、
Ｄ
Ｔ
Ｓ
Ｎ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｂ
一
一
二
五
（
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
）
―
二

〇
〇
三
に
適
合
す
る
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
で
あ
っ
て
、
頭
部
の
形
状
に
よ
る

種
類
、
呼
び
径
及
び
長
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
、
四
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

及
び
三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｆ
四
五
、
Ｃ
Ｎ
五
〇
、
Ｂ
Ｎ
五
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
及

び
Ｓ
Ｎ
四
〇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ
五
五
〇
八
（
く
ぎ
）
―
一
九
九
二
に
規

定
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｆ
四
五
、
Ｃ
Ｎ
五
〇
、
Ｂ
Ｎ
五
〇
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
四
〇
及
び
Ｓ
Ｎ
四
〇
を

、
Ｗ
Ｓ
Ｎ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｂ
一
一
一
二
（
十
字
穴
付
き
木
ね
じ
）
―
一
九
九
五
に

適
合
す
る
十
字
穴
付
き
木
ね
じ
で
あ
っ
て
、
呼
び
径
及
び
長
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三

・
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
及
び
三
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
、
Ｄ
Ｔ
Ｓ
Ｎ
は

、
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｂ
一
一
二
五
（
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
）
―
一
九
九
五
に
適
合

す
る
ド
リ
リ
ン
グ
タ
ッ
ピ
ン
ね
じ
で
あ
っ
て
、
頭
部
の
形
状
に
よ
る
種
類
、
呼
び

径
及
び
長
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
、
四
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
及
び
三
十

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

十
七 

（
略
） 

十
七 

（
略
） 

第
二 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を

用
い
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
床
版
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
二 

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
に
、
枠
組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を

用
い
る
場
合
に
お
け
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
当
該
床
版
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

床
根
太
、
端
根
太
及
び
側
根
太
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す

る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二
〇
八
、
二
一
〇
、
二
一
二
若
し
く
は
三
〇
六
に
適
合
す
る
も
の

又
は
厚
さ
三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
百
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
つ

て
、
か
つ
、
床
根
太
、
端
根
太
若
し
く
は
側
根
太
と
土
台
、
頭
つ
な
ぎ
若
し
く
は
床
材
と

の
緊
結
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二
～
六 

（
略
） 

一 

床
根
太
、
端
根
太
及
び
側
根
太
の
寸
法
は
、
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
規
格
に
規
定
す

る
寸
法
型
式
二
〇
六
、
二
〇
八
、
二
一
〇
若
し
く
は
二
一
二
に
適
合
す
る
も
の
又
は
厚
さ

三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
幅
百
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ

、
床
根
太
、
端
根
太
若
し
く
は
側
根
太
と
土
台
、
頭
つ
な
ぎ
若
し
く
は
床
材
と
の
緊
結
に

支
障
が
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二
～
六 

（
略
） 
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七 

床
版
の
各
部
材
相
互
及
び
床
版
の
枠
組
材
と
土
台
又
は
頭
つ
な
ぎ
と
は
、
次
の
表
の
緊

結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
緊
結
の
方
法
の
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
合
部
の
短
期
に
生
ず
る
力
に
対
す

る
許
容
せ
ん
断
耐
力
が
、
同
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
許
容
せ
ん
断
耐
力
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

七 

床
版
の
各
部
材
相
互
及
び
床
版
の
枠
組
材
と
土
台
又
は
頭
つ
な
ぎ
と
は
、
次
の
表
の
緊

結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
緊
結
の
方
法
の
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
緊
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
接
合
部
の
短
期
に
生
ず
る
力
に
対
す

る
許
容
せ
ん
断
耐
力
が
、
同
表
の
緊
結
す
る
部
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
許
容
せ
ん
断
耐
力
の
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

緊
結
の
方
法 

 

緊
結
の
方
法 

 

 

緊
結
す
る
部
分 
く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の 

本
数 

く
ぎ
の
間
隔

許
容
せ
ん

断
耐
力 

 

 

緊
結
す
る
部
分

く
ぎ
の 

種
類 

く
ぎ
の 

本
数 

く
ぎ
の
間
隔

許
容
せ
ん

断
耐
力 

Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 
二
本

Ｃ
Ｎ
七
五

二
本

Ｃ
Ｎ
六
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
六

五 Ｂ
Ｎ
七
五 

三
本

Ｃ
Ｎ
六
五

Ｂ
Ｎ
七
五

三
本

 

(一) 

床
根
太
と
土
台
又

は
頭
つ
な
ぎ 

Ｂ
Ｎ
六
五 

四
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

 

(一) 

床
根
太
と
土
台
又

は
頭
つ
な
ぎ 

Ｂ
Ｎ
六
五

四
本

― 

一
箇
所
当

た
り 

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 

―

二
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

Ｃ
Ｎ
七
五

―

二
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

地
階
を

除
く
階

数
が
三

の
建
築

物
の
一

階 

Ｂ
Ｎ
七
五 

―

十
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
二
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

地
階
を

除
く
階

数
が
三

の
建
築

物
の
一

階 

Ｂ
Ｎ
七
五

―

十
八
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
二
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

 

(二) 

端
根
太

又
は
側

根
太
と

土
台
又

は
頭
つ

な
ぎ 

そ
の
他

の
階 

Ｃ
Ｎ
七
五 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
七

五 

―

五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

千
百
ニ
ュ

 

(二) 

端
根
太

又
は
側

根
太
と

土
台
又

は
頭
つ

な
ぎ 

そ
の
他

の
階 

Ｃ
Ｎ
七
五

―

五
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 
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Ｂ
Ｎ
七
五 

―

三
十
六
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
下 

ー
ト
ン 

Ｂ
Ｎ
七
五

―

三
十
六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
下

千
百
ニ
ュ

ー
ト
ン 

Ｃ
Ｎ
五
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
五

〇 

―

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

Ｃ
Ｎ
五
〇

十
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

床
材
の

外
周
部

分 

Ｂ
Ｎ
五
〇 

―

十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
八
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 

床
材
の

外
周
部

分 

Ｂ
Ｎ
五
〇

―

十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
八
百

ニ
ュ
ー
ト

ン 
Ｃ
Ｎ
五
〇 

Ｃ
Ｎ
Ｚ
五

〇 

二
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

Ｃ
Ｎ
五
〇

―

二
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

 

(三) 

床
版
の

型
枠
材

と
床
材

そ
の
他

の
部
分

Ｂ
Ｎ
五
〇 

―

十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以

下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

 

(三) 

床
版
の

型
枠
材

と
床
材

そ
の
他

の
部
分

Ｂ
Ｎ
五
〇

―

十
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下 

一
メ
ー
ト

ル
当
た
り 

二
千
百
ニ

ュ
ー
ト
ン 

八 

二
階
以
上
の
床
版
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
八
十
二
条

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
及
び
建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
行

う
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上

安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
各
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。 

八 

二
階
以
上
の
床
版
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
八
十
二
条

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
及
び
建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
行

う
令
第
八
十
二
条
の
三
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を

確
か
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
各
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

九 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力
上
必
要
な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
床
版

」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

床
版
に
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
四
十
六
号
第

一
第
十
三
号
に
規
定
す
る
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
場
合 

九 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
八
十
二
条
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
各
号
中
「
構
造
耐
力
上
必
要
な
部
分
」
と
あ
る
の
は
、
「
床
版

」
と
読
み
替
え
て
計
算
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

イ
～
ハ 
（
略
） 

  



   

15 

ホ
・
ヘ 

（
略
） 

十 
（
略
） 

ニ
・
ホ 

（
略
） 

十 

（
略
） 

第
三 

第
一
及
び
第
二
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力

上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
枠

組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
（
以
下
「

建
築
物
等
」
と
い
う
。)
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
三 

第
一
及
び
第
二
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力

上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
壁
及
び
床
版
に
枠

組
壁
工
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
も
の
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
（
以
下
「

建
築
物
等
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
及
び
第
二
の
規
定
（
第
二

第
一
号
の
規
定
を
除
く
。
）
は
適
用
し
な
い
。 

一 

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
及
び
第
二
の
規
定
（
第
二

第
一
号
の
規
定
を
除
く
。
）
は
適
用
し
な
い
。 

イ 

次
の
(1)
か
ら
(5)
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐

力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の 

(1)
～
(4) 

（
略
） 

(5) 

建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
三
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
力
壁
に
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
を
用
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
各
階
の
構
造
特
性
を
表
す
も
の
と
し
て
、

建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
方
法
に
応
じ
た
減
衰
性
及
び
各
階
の
靭じ

ん

性
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
数
値
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
五
五
以
上

の
数
値
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
振
動
に
関
す
る
減
衰
性
及
び
当
該
階
の
靭じ

ん

性
を

適
切
に
評
価
し
て
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出
し
た
数

値
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

次
の
(1)
か
ら
(5)
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐

力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の 

(1)
～
(4) 

（
略
） 

(5) 

建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
四
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
力
壁
に
木
質
接
着
複
合
パ
ネ
ル
を
用
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
各
階
の
構
造
特
性
を
表
す
も
の
と
し
て
、

特
定
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
方
法
に
応
じ
た
減
衰
性
及
び
各
階

の
靭じ

ん

性
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
数
値
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
五
五

以
上
の
数
値
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
振
動
に
関
す
る
減
衰
性
及
び
当
該
階
の
靭じ

ん

性
を
適
切
に
評
価
し
て
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
算
出
し

た
数
値
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

ロ 

（
略
） 
ロ 

（
略
） 

二 

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十

二
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
並
び
に
第
二
第
二
号
（
床
根
太
の
支
点
間
の
距
離
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
七
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

二 
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全

で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十

二
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
並
び
に
第
二
第
二
号
（
床
根
太
の
支
点
間
の
距
離
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
七
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 
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イ 

（
略
） 

ロ 
建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
ロ
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

建
築
物
等
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
の
三
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
こ
と
。 

三 

第
一
号
イ
(1)
及
び
(2)
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力

上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
第
五
号
、
第
九
号

、
第
十
一
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
並
び
に
第
二
第
三
号
（
床
根
太
の
間
隔
を
一
メ

ー
ト
ル
以
下
と
し
た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
七
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

三 

第
一
号
イ
(1)
及
び
(2)
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
構
造
計
算
に
よ
っ
て
構
造
耐
力

上
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
は
、
第
一
第
五
号
、
第
十
五

号
及
び
第
十
六
号
並
び
に
第
二
第
七
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

 
 

 



   

1 

平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
六
十
六
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る

帳
壁
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
基
準
並
び
に
建

築
物
の
基
礎
の
補
強
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
件 

建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る

帳
壁
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
基
準
並
び
に
建

築
物
の
基
礎
の
補
強
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
七
条
の
二
第
一

号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外

に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
基
準
を
第
一
に
、
並

び
に
同
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
基
礎
の
補
強
に
関
す
る
基
準
を
第
二
に
定
め
る
。

た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
こ
の
基
準
の
一
部
又
は
全
部
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
と
認

め
る
基
準
に
よ
っ
て
建
築
物
の
増
築
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
基
準
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
七
条
の
二
第
一

号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外

に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
基
準
を
第
一
に
、
並

び
に
同
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
基
礎
の
補
強
に
関
す
る
基
準
を
第
二
に
定
め
る
。

た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
こ
の
基
準
の
一
部
又
は
全
部
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
と
認

め
る
基
準
に
よ
っ
て
建
築
物
の
増
築
又
は
改
築
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
基
準
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

第
一 

建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
（

以
下
「
屋
根
ふ
き
材
等
」
と
い
う
。
）
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関

す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

一 

建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

地
震
に
対
し
て
、
建
築
物
全
体
（
令
第
百
三
十
七
条
の
十
四
第
一
号
に
規
定
す
る
部

分
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
独
立
部
分
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
増
築
又
は
改
築

を
す
る
部
分
以
外
の
独
立
部
分
を
除
く
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
二
十
条
第
二

号
イ
後
段
及
び
第
三
号
イ
後
段
に
規
定
す
る
構
造
計
算
（
そ
れ
ぞ
れ
地
震
に
係
る
部
分

第
一 

建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
並
び
に
屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
（

以
下
「
屋
根
ふ
き
材
等
」
と
い
う
。
）
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関

す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

一 

建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

イ 

（
略
） 

ロ 
地
震
に
対
し
て
、
建
築
物
全
体
（
令
第
百
三
十
七
条
の
十
四
第
一
号
に
規
定
す
る
部

分
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
独
立
部
分
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
増
築
又
は
改
築

を
す
る
部
分
以
外
の
独
立
部
分
を
除
く
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
令
第
三
章
第
八
節

第
一
款
の
二
に
規
定
す
る
許
容
応
力
度
等
計
算
（
地
震
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ



   

2 

に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、

新
た
に
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方

法
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
建
築
物
を
二
以
上
の
独
立
部
分
に
分
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
増
築
又
は
改
築
を
す
る
独
立
部
分
以
外
の
独
立
部
分
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
国
土
交

通
省
告
示
第
百
八
十
五
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
っ
て
地
震
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ

る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

ハ 

（
略
） 

二 

建
築
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

イ 

屋
上
か
ら
突
出
す
る
水
槽
、
煙
突
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
は
、
令
第
百
二
十

九
条
の
二
の
四
第
三
号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。 

ロ 

（
略
） 

ハ 

建
築
物
に
設
け
る
昇
降
機
は
、
令
第
百
二
十
九
条
の
四
及
び
令
第
百
二
十
九
条
の
五

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
令
第
百
二
十
九
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
令
第
百
二
十
九
条
の
六
第
一
号
並
び
に
令
第
百
二
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規

定
に
適
合
す
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

っ
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
新
た
に
エ
キ
ス
パ

ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
を
設
け
る
こ
と

に
よ
り
建
築
物
を
二
以
上
の
独
立
部
分
に
分
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
増
築
又
は
改
築

を
す
る
独
立
部
分
以
外
の
独
立
部
分
に
つ
い
て
平
成
七
年
建
設
省
告
示
第
二
千
九
十
号

に
定
め
る
基
準
に
よ
っ
て
地
震
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

ハ 

（
略
） 

二 

建
築
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

イ 

屋
上
か
ら
突
出
す
る
水
槽
、
煙
突
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
は
、
令
第
百
二
十

九
条
の
二
の
四
各
項
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。 

ロ 

（
略
） 

ハ 

建
築
物
に
設
け
る
昇
降
機
は
、
令
第
百
二
十
九
条
の
四
（
令
第
百
二
十
九
条
の
十
二

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
令
第
百
二
十
九
条
の
六
第
一
号
、
令

第
百
二
十
九
条
の
七
第
四
号
及
び
令
第
百
二
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る

こ
と
。 

三 

（
略
） 

第
二 

（
略
） 

第
二 

（
略
） 

 
 

 



   

1 

平
成
十
七
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行 

告 

示 
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
釣
合
い
に
基
づ
く
耐
震
計
算
等
の
構
造
計
算
を
定
め
る
件 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
釣
合
い
に
基
づ
く
耐
震
計
算
等
の
構
造
計
算
を
定
め
る
件 

 
 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
一
条
第
二
項
第
一

号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
る
構
造
計
算
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
一
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
限
界
耐
力
計
算
と
同
等
以
上
に
建
築
物
の
安
全
さ
を
確
か
め
る
こ
と

の
で
き
る
構
造
計
算
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

第
一
・
第
二 

（
略
） 

第
一
・
第
二 

（
略
） 

第
三 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

第
三 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

第
四 

建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と

。 

第
四 

建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と

。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

地
震
に
よ
り
建
築
物
に
作
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
を
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と

。 

二 

地
震
に
よ
り
建
築
物
に
作
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
を
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と

。 

2
2 1

Vd
M

Ed
⋅

=
 

2
2 1

Vd
M

Ed
⋅

=
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｅｄ
、
Ｍ
及
び
Ｖｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｅｄ
、
Ｍ
及
び
Ｖｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

Ｅｄ 

（
略
） 

Ｅｄ 

（
略
） 

Ｍ 

（
略
） 
Ｍ 

（
略
） 

Ｖｄ 

次
の
表
一
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
地
震
に
よ
り
建
築
物
に
作
用
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
量
の
速
度
換
算
値
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
毎
秒
）
（
建
築
物
の
減
衰
等
を
考
慮

し
て
地
震
に
よ
り
建
築
物
に
作
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
速
度
換
算
値
を
別
に
計
算
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
当
該
速
度
換
算
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
） 

Ｖｄ 

次
の
表
一
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
地
震
に
よ
り
建
築
物
に
作
用
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
量
の
速
度
換
算
値
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
毎
秒
）
（
建
築
物
の
減
衰
等
を
考
慮

し
て
地
震
に
よ
り
建
築
物
に
作
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
速
度
換
算
値
を
別
に
計
算
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
当
該
速
度
換
算
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
） 



   

2 

 
 

た
だ
し
、
地
盤
の
種
別
を
確
か
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
更
に
表
二
に
掲
げ
る
ｒ
を

乗
じ
て
得
た
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

た
だ
し
、
地
盤
の
種
別
を
確
か
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
更
に
表
二
に
掲
げ
る
ｒ
を

乗
じ
て
得
た
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

一 

 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Td
、
Ｚ
及
び
Gs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Td
、
Ｚ
及
び
Gs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

る
。 

 

 
 

Td 

（
略
） 

 
 

 

Td 

（
略
） 

 

 
 

Ｚ 

（
略
） 

 
 

 

Ｚ 

（
略
） 

 

 

Gs 

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
十
を
準
用
し
て
求
め

た
Gs
の
数
値
（
同
告
示
第
十
中
「
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
及
び
「
第
三
第

一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十

七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
四
第
二
号
に
規
定
す
る
Td
」

と
、
「
安
全
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告

示
第
六
百
三
十
一
号
第
六
第
一
号
ロ
(1)
に
規
定
す
る
Ts
」
と
、
「
建
築
物

の
損
傷
限
界
時
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三

十
一
号
第
四
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
安
全
限
界
時
の

」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
六
に

規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
建
築
物
の
安
全
限
界
時
」
と
あ

る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
六
に
規
定
す

る
構
造
計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
第
三
第
二
項
に
規
定
す
る
周
期
調
整
係

数
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
第
二
項
に
規
定
す
る
周
期
調
整
係
数
（
「
前
項
に

 

Gs 

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
七
を
準
用
し
て
求
め
た

Gs
の
数
値
（
同
告
示
第
七
中
「
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
及
び
「
第
一
第
一
項

に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年

国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
四
第
二
号
に
規
定
す
る
Td
」
と
、
「

安
全
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第 

六
百
三
十
一
号
第
六
第
一
号
ロ
(1)
に
規
定
す
る
Ts
」
と
、
「
建
築
物
の
損
傷

限
界
時
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号

第
四
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
安
全
限
界
時
の
」
と
あ

る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
六
に
規
定
す

る
構
造
計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
建
築
物
の
安
全
限
界
時
」
と
あ
る
の
は

「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
六
に
規
定
す
る
構
造

計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
第
一
第
二
項
に
規
定
す
る
周
期
調
整
係
数
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
第
二
項
に
規
定
す
る
周
期
調
整
係
数
（
「
前
項
に
規
定
す

 



   

3 

規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国

土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
四
第
二
号
に
規
定
す
る
Td
」
と
読
み

替
え
て
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
） 

る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通

省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
四
第
二
号
に
規
定
す
る
Td
」
と
読
み
替
え
て
算

出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
） 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

第
五 

令
第
八
十
二
条
の
五
第
四
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

第
五 

令
第
八
十
二
条
の
六
第
四
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

第
六 

建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と

。 

第
六 

建
築
物
の
地
上
部
分
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
構
造
計
算
を
行
う
こ
と

。 

一 

イ
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
階
の
主
架
構
の
吸
収
で
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
（
以
下

「
保
有
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
」
と
い
う
。
）
が
、
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
階
の

主
架
構
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ロ

の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
階
の
主
架
構
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
を
当
該
階
の
主

架
構
が
吸
収
で
き
る
こ
と
を
別
に
確
認
し
た
場
合
又
は
ロ
(1)
に
規
定
す
る
Es
の
数
値
が

負
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

イ
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
階
の
主
架
構
の
吸
収
で
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
（
以
下

「
保
有
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
」
と
い
う
。
）
が
、
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
階
の

主
架
構
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ロ

の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
階
の
主
架
構
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
を
当
該
階
の
主

架
構
が
吸
収
で
き
る
こ
と
を
別
に
確
認
し
た
場
合
又
は
ロ
(1)
に
規
定
す
る
Es
の
数
値
が

負
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

（
略
） 

 

イ 

（
略
） 

 

ロ 

建
築
物
の
各
階
の
主
架
構
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

ロ 

建
築
物
の
各
階
の
主
架
構
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

(1) 

地
震
に
よ
っ
て
建
築
物
に
作
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
う
ち
建
築
物
の
必
要
エ

ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
を
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

(1) 

地
震
に
よ
っ
て
建
築
物
に
作
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
う
ち
建
築
物
の
必
要
エ

ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
を
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
。 

e
W

Vs
M

Es
−

⋅
=

2
2 1

 
e

W
Vs

M
Es

−
⋅

=
2

2 1
 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Es
、
Ｍ
、
Vs
及
び
We
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Es
、
Ｍ
、
Vs
及
び
We
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の

と
す
る
。 

Es 

（
略
） 

Es 

（
略
） 
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Ｍ 

（
略
） 

Ｍ 

（
略
） 

Vs 

次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
地
震
に
よ
り
建
築
物
に
作
用
す
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
速
度
換
算
値
（
建
築
物
の
減
衰
等
を
考
慮
し
て
地
震
に
よ
り
建

築
物
に
作
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
速
度
換
算
値
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
は
、
当
該
速
度
換
算
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
毎

秒
） 

 
 

た
だ
し
、
地
盤
の
種
別
を
確
か
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
更
に
第
四
第
二
号
の

表
二
に
規
定
す
る
ｒ
を
乗
じ
て
得
た
数
値
（
同
表
中
「
Td
」
と
あ
る
の
は
「
次

の
表
に
掲
げ
る
Ts
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

Vs 

次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
地
震
に
よ
り
建
築
物
に
作
用
す
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
速
度
換
算
値
（
建
築
物
の
減
衰
等
を
考
慮
し
て
地
震
に
よ
り
建

築
物
に
作
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
速
度
換
算
値
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
は
、
当
該
速
度
換
算
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
毎

秒
） 

 
 

た
だ
し
、
地
盤
の
種
別
を
確
か
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
更
に
第
四
第
二
号
の

表
二
に
規
定
す
る
ｒ
を
乗
じ
て
得
た
数
値
（
同
表
中
「
Td
」
と
あ
る
の
は
「
次

の
表
に
掲
げ
る
Ts
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ts
、
Ｚ
及
び
Gs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。 

 
 

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ts
、
Ｚ
及
び
Gs
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

る
。 

 

 
 

Ts 

（
略
） 

 
 

 

Ts 

（
略
） 

 

 
 

Ｚ 

（
略
） 

 
 

 

Ｚ 

（
略
） 

 

 

Gs 

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
十
を
準
用
し
て
求
め

た
Gs
の
数
値
（
同
告
示
第
十
中
「
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
及
び
「
第
三
第

一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十

七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
四
第
二
号
に
規
定
す
る
Td
」

と
、
「
安
全
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告

示
第
六
百
三
十
一
号
第
六
第
一
号
ロ
(1)
に
規
定
す
る
Ts
」
と
、
「
建
築
物

 

Gs 

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号
第
七
を
準
用
し
て
求
め
た

Gs
の
数
値
（
同
告
示
第
七
中
「
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
及
び
「
第
一
第
一
項

に
規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年

国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
四
第
二
号
に
規
定
す
る
Td
」
と
、
「

安
全
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第 

六
百
三
十
一
号
第
六
第
一
号
ロ
(1)
に
規
定
す
る
Ts
」
と
、
「
建
築
物
の
損
傷
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の
損
傷
限
界
時
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三

十
一
号
第
四
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
安
全
限
界
時
の

」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
六
に

規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
建
築
物
の
安
全
限
界
時
」
と
あ

る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
六
に
規
定
す

る
構
造
計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
第
三
第
二
項
に
規
定
す
る
周
期
調
整
係

数
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
第
二
項
に
規
定
す
る
周
期
調
整
係
数
（
「
前
項
に

規
定
す
る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国

土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
四
第
二
号
に
規
定
す
る
Td
」
と
読
み

替
え
て
算
出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
） 

限
界
時
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号

第
四
に
規
定
す
る
構
造
計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
安
全
限
界
時
の
」
と
あ

る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
六
に
規
定
す

る
構
造
計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
建
築
物
の
安
全
限
界
時
」
と
あ
る
の
は

「
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
六
に
規
定
す
る
構
造

計
算
を
行
う
と
き
」
と
、
「
第
一
第
二
項
に
規
定
す
る
周
期
調
整
係
数
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
第
二
項
に
規
定
す
る
周
期
調
整
係
数
（
「
前
項
に
規
定
す

る
建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
七
年
国
土
交
通

省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
第
四
第
二
号
に
規
定
す
る
Td
」
と
読
み
替
え
て
算

出
し
た
数
値
と
す
る
。
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
） 

We 

第
四
第
一
号
の
規
定
を
準
用
し
て
計
算
し
た
建
築
物
が
損
傷
限
界
に
達
す
る

時
ま
で
に
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

号
の
ｎi
の
定
義
中
「
二
」
と
あ
る
の
は
「
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

）
（
単
位 

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

た
だ
し
、
建
築
物
が
損
傷
限
界
に
達
す
る
時
に
各
階
に
生
ず
る
層
せ
ん
断
力
と

令
第
八
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
当
該
各
階
の
保
有
水
平
耐
力
と
の
比
に
応
じ
て

当
該
建
築
物
に
弾
性
ひ
ず
み
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
吸
収
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
を

別
に
計
算
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

We 

第
四
第
一
号
の
規
定
を
準
用
し
て
計
算
し
た
建
築
物
が
損
傷
限
界
に
達
す
る

時
ま
で
に
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

号
の
ｎi
の
定
義
中
「
二
」
と
あ
る
の
は
「
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

）
（
単
位 

キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

た
だ
し
、
建
築
物
が
損
傷
限
界
に
達
す
る
時
に
各
階
に
生
ず
る
層
せ
ん
断
力
と

令
第
八
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
当
該
各
階
の
保
有
水
平
耐
力
と
の
比
に
応
じ
て

当
該
建
築
物
に
弾
性
ひ
ず
み
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
吸
収
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
を

別
に
計
算
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(2) 

建
築
物
の
各
階
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
を
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
物
と
地
盤
と
の
相
互
作
用
、
架
構
の
形
式
そ
の
他
の
建
築
物

の
地
震
応
答
に
影
響
を
与
え
る
も
の
の
実
況
に
応
じ
て
各
階
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸

収
量
を
別
に
計
算
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2) 

建
築
物
の
各
階
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
を
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
物
と
地
盤
と
の
相
互
作
用
、
架
構
の
形
式
そ
の
他
の
建
築
物

の
地
震
応
答
に
影
響
を
与
え
る
も
の
の
実
況
に
応
じ
て
各
階
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸

収
量
を
別
に
計
算
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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こ
の
式
に
お
い
て
、
Esi
、
si
、
pi
、
pti
、
ｎ
、
Ｎ
及
び
Es
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

こ
の
式
に
お
い
て
、
Esi
、
si
、
pi
、
pti
、
ｎ
、
Ｎ
及
び
Es
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

Esi 

（
略
） 

Esi 

（
略
） 

si 

（
略
） 

si 

（
略
） 

pi 

（
略
） 

pi 

（
略
） 

pti 

各
階
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
に
係
る
当
該
階
の
偏
心
に
よ
る
割
増
に

等
価
な
保
有
水
平
層
せ
ん
断
力
係
数
の
低
減
係
数
で
、
令
第
八
十
二
条
の
六

第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
階
の
偏
心
率
に
応
じ
た
次
の
表
に

掲
げ
る
数
値
（
各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
水
平
力
に
対
す
る
剛
性

、
耐
力
及
び
そ
れ
ら
の
配
置
の
状
況
を
考
慮
し
て
各
階
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー

吸
収
量
に
与
え
る
偏
心
の
影
響
に
基
づ
い
て
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
） 

pti 

各
階
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
量
に
係
る
当
該
階
の
偏
心
に
よ
る
割
増
に

等
価
な
保
有
水
平
層
せ
ん
断
力
係
数
の
低
減
係
数
で
、
令
第
八
十
二
条
の
三

第
二
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
階
の
偏
心
率
に
応
じ
た
次
の
表
に
掲

げ
る
数
値
（
各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
水
平
力
に
対
す
る
剛
性
、

耐
力
及
び
そ
れ
ら
の
配
置
の
状
況
を
考
慮
し
て
各
階
の
必
要
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸

収
量
に
与
え
る
偏
心
の
影
響
に
基
づ
い
て
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
計
算
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
） 

（
表 

略
） 

（
表 

略
） 

ｎ 

（
略
） 

ｎ 

（
略
） 

Ｎ 

（
略
） 

Ｎ 

（
略
） 

(3) 

（
略
） 

(3) 

（
略
） 

二 

（
略
） 
二 

（
略
） 

第
七 

（
略
） 

第
七 
（
略
） 

第
八 

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
が
、
第
四
第
四
号
の
規
定
に
よ
っ
て

計
算
し
た
建
築
物
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間
変
位
及
び
第
四
第
二
号
に
定
め
る

地
震
に
よ
っ
て
各
階
に
生
ず
る
加
速
度
を
考
慮
し
て
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百

第
八 

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
が
、
第
四
第
四
号
の
規
定
に
よ
っ
て

計
算
し
た
建
築
物
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層
間
変
位
及
び
第
四
第
二
号
に
定
め
る

地
震
に
よ
っ
て
各
階
に
生
ず
る
加
速
度
を
考
慮
し
て
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
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五
十
七
号
第
十
一
に
定
め
る
構
造
計
算
を
準
用
し
て
風
圧
並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及

び
衝
撃
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
告
示
第
十
一
第
二
号
中
「
令
第
八
十
二
条
の
五
第
三
号
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「

第
四
第
四
号
の
規
定
」
と
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
第
二
号
に
規
定
す
る
地
震
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
建
築
物
に
作
用
す
る
時
」
と
、

同
号
ハ
中
「
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
第
四
号
の
規
定
に

よ
っ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

五
十
七
号
第
八
に
定
め
る
構
造
計
算
を
準
用
し
て
風
圧
並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び

衝
撃
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
告
示
第
八
第
二
号
中
「
令
第
八
十
二
条
の
六
第
三
号
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

第
四
号
の
規
定
」
と
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
第
二
号
に
規
定
す
る
地
震
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
建
築
物
に
作
用
す
る
時
」
と
、
同
号

ハ
中
「
建
築
物
の
損
傷
限
界
時
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
第
四
号
の
規
定
に
よ
っ

て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
九 

（
略
） 

第
九 

（
略
） 
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	24/28
	25/28
	26/28
	27/28
	28/28

	06.Ｚの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準を定める件(昭和五十五年建設省告示第千七百九十三号)の一部を改正する件
	1/2
	2/2

	07.Td、Bdi、安全限界変位、Ts、Bsi、Fh及びGsを計算する方法並びに屋根ふき材等及び外壁等の構造耐力上の安全を確かめるための構造計算の基準を定める件（平成十二年建設省告示第千四百五十七号）の一部を改正する件
	1/21
	2/21
	3/21
	4/21
	5/21
	6/21
	7/21
	8/21
	9/21
	10/21
	11/21
	12/21
	13/21
	14/21
	15/21
	16/21
	17/21
	18/21
	19/21
	20/21
	21/21

	08.構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版に軽量気泡コンクリートパネルを用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件
	1/5
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5

	09.昭和五十八年建設省告示第千三百二十号の一部を改正する件
	1/19
	2/19
	3/19
	4/19
	5/19
	6/19
	7/19
	8/19
	9/19
	10/19
	11/19
	12/19
	13/19
	14/19
	15/19
	16/19
	17/19
	18/19
	19/19

	10.免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成十二年建設省告示第二千九号）の一部を改正する件
	1/5
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5

	11.壁式ラーメン鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成十三年国土交通省告示第千二十五号）の一部を改正する件
	1/2
	2/2

	12.壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件（平成十三年国土交通省告示第千二十六号）の一部を改正する件
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	13.枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件（平成十三年国土交通省告示第千五百四十号）の一部を改正する件
	1/18
	2/18
	3/18
	4/18
	5/18
	6/18
	7/18
	8/18
	9/18
	10/18
	11/18
	12/18
	13/18
	14/18
	15/18
	16/18
	17/18
	18/18

	14.薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成十三年国土交通省告示第千六百四十一号）の一部を改正する件
	1/6
	2/6
	3/6
	4/6
	5/6
	6/6

	15.構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件（平成十四年国土交通省告示第三百二十六号）の一部を改正する件
	1/3
	2/3
	3/3

	16.アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件（平成十四年国土交通省告示第四百十号）の一部を改正する件
	1/5
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5

	17.丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件（平成十四年国土交通省告示第四百十一号）の一部を改正する件
	1/2
	2/2

	18.構造耐力上主要な部分にシステムトラスを用いる場合における当該構造耐力上主要な部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件（平成十四年国土交通省告示第四百六十三号）の一部を改正する件
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	19.コンクリート充填（※ルビ「てん」）鋼管造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件（平成十四年国土交通省告示第四百六十四号）の一部を改正する件
	1/2
	2/2

	20.特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成十四年国土交通省告示第四百七十四号）の一部を改正する件
	21.膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成十四年国土交通省告示第六百六十六号）の一部を改正する件
	1/10
	2/10
	3/10
	4/10
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10

	22.テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成十四年国土交通省告示第六百六十七号）の一部を改正する件
	1/2
	2/2

	23.鉄筋コンクリート組積造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件（平成十五年国土交通省告示第四百六十三号）の一部を改正する件
	1/3
	2/3
	3/3

	24.昭和五十六年建設省告示第千百号の一部を改正する件
	1/20
	2/20
	3/20
	4/20
	5/20
	6/20
	7/20
	8/20
	9/20
	10/20
	11/20
	12/20
	13/20
	14/20
	15/20
	16/20
	17/20
	18/20
	19/20
	20/20

	25.建築基準法施行令第十三条の二第三号ロ及び第四号ロの国土交通大臣の指定する基準を定める件（昭和五十九年建設省告示第八百三十四号）を廃止する件
	26.昭和六十二年建設省告示第千八百九十九号の一部を改正する件
	1/2
	2/2

	27.遊戯施設の構造耐力上安全な構造方法及び構造計算、遊戯施設強度検証法の対象となる遊戯施設、遊戯施設強度検証法並びに遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができる構造方法を定める件（平成十二年建設省告
	1/3
	2/3
	3/3

	28.建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件（平成十二年建設省告示第千四百四十六号）の一部を改正す
	1/10
	2/10
	3/10
	4/10
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10

	29.煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件（平成十二年建設省告示第千四百四十九
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	30.建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる必要がある場合及びその確認方法を定める件（平成十二年建設省告示第千四百五十九号）の一部を改正する件
	1/3
	2/3
	3/3

	31.超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件（平成十二年建設省告示第千四百六十一号）の一部を改正する件
	1/3
	2/3
	3/3

	32.鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件（平成十二年建設省告示第二千四百六十四号）の一部を改正する件
	1/6
	2/6
	3/6
	4/6
	5/6
	6/6

	33.土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等の構造方法並びに当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有する門又は塀の構造方法を定める件（平成十三年国土交通省告示第三百八十三号）の一
	1/6
	2/6
	3/6
	4/6
	5/6
	6/6

	34.特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件（平成十三年国土交通省告示第千二十四号）の一部を改正する件
	1/11
	2/11
	3/11
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	8/11
	9/11
	10/11
	11/11

	35.構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法により設けられるものを用いる場合における技術的基準に適合する当該壁及び床版の構造方法を定める件（平成十三年国土交通省告示第千五百四十一号）の一部を
	1/16
	2/16
	3/16
	4/16
	5/16
	6/16
	7/16
	8/16
	9/16
	10/16
	11/16
	12/16
	13/16
	14/16
	15/16
	16/16

	36.建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件（平成十七年国土交通省告示第五百六十六号）の一部を改正する件
	1/2
	2/2

	37.エネルギーの釣合いに基づく耐震計算等の構造計算を定める件（平成十七国土交通省告示第六百三十一号）の一部を改正する件
	1/7
	2/7
	3/7
	4/7
	5/7
	6/7
	7/7




